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第 3 章 災害応急対策 
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第 1節  災害対策本部の組織・運営 

 
【災対本部】全部・班 【災対各地区本部】全班 
【関係機関】県（危機管理部、いわき地方振興局、いわき建設事務所）、防災関係機関 

 

1 計画の目的  

大雨や洪水、暴風などの災害発生時において、市及び防災関係機関は、平時に各部署

が持つ専門知識や人的ネットワークを最大限に活かし、被災者の救援・救助を強力に推

進する体制を整える。 
 
 

＜達成目標＞ 
市は、大規模な風水害が発生するおそれのある場合または発生した場合、限られた人

員を効率的に配備し、市の組織が一丸となって災害応急対策にあたるため、災害対策本

部設置・運営マニュアル等に基づき発災後すみやかに災対本部及び災対各地区本部を設

置し、必要に応じて災対各地区本部に職員を派遣するなど、災害に対し本市の総合力を

もってあたる。 
 

2 出動体制  

(1) 勤務時間内の配備 

市内で気象警報や気象特別警報が発表された場合または風水害が発生した場合は、あ

らかじめ定めた参集区分に応じてただちに災害応急対策の実施にあたる。 
この場合、学校（幼稚園を含む。）、保育所及び出先機関等においては、児童・生徒、

市民等の安全確保を最優先としつつ、災対本部または災対各地区本部が実施する災害応

急対策に従事または協力する。 
なお、以下の点を遵守する。 

ア 職員は、配備についていないときも常に災害に関する情報、災対本部・災対各地区

本部の指示に注意する。 
イ 原則として行事、会議、出張等を中止する。 
ウ 正規の勤務時間が終了しても、所属長の指示があるまでは退庁せずに待機する。 
エ 災害現場に出動する場合は、腕章または名札を着用する。ただし、情報収集等の応

急活動に支障のあるときは、この限りではない｡ 
オ 自らの言動で市民に不安や誤解を与えないよう、発言には細心の注意を払う。 

 
(2) 勤務時間外の出動・配備 

①  災害対策命令 
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勤務時間外に気象警報が発表された場合、当該発表をもって職員に災害対策の出動

命令が発令されたものとし、参集区分に応じてただちに配備場所へ出動し、災害応急

対策に従事する。 
②  出動基準 

ア 勤務時間外における職員の出動は、原則として休職や産休・育休、病休等による

出動不能者を除き、配備体制ごとに定められた対象職員がすみやかに出動する。 
イ 参集計画に定められた施設に出動できない場合は、最寄りの災対地区本部または 

公共施設に出動し、自らの安否及び周辺の被災状況等について所属部等に連絡し、 
指示を受ける。 

ウ 出動が不可能な職員は、所属部等の長または災対各地区本部班長に出動が不可能 
な旨を連絡するとともに、出動が可能となった時点ですみやかに出動する。 
a  出動途上の措置 

職員は、出動途上において可能な限り被害状況を調査し、所属部に報告する。ま 

た、要救護者を発見したときは、救護措置を実施後にすみやかに出動する。 

b  出動時の装備 

職員は、身の回りに関することは自己完結の心構えで、災害対策に適する装備に 

より出動する。 

【登庁の際の携行品】 
・身分証明書 
・雨具、長靴、防寒着、軍手等 
・作業しやすい服装 
・１日分以上の食料及び飲料水（携行またはあらかじめ職場内で備蓄に努める。） 
・ラジオ、懐中電灯など   
 

(3) 職員の初動配備場所 

各部等ごとに作成する「初動対応マニュアル」において定める。 
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3 災害対策本部及び災害対策各地区本部の設置・廃止基準 

(1) 設置基準及び設置場所 

市長は、市の地域で次に掲げる事象が発生した場合は、ただちに災害対策基本法第 23
条の 2に基づく災対本部を、また各支所には災対各地区本部を設置する。 
ア 職員の配備体制と配備内容は、以下のとおりとする。 
配備体制と参集職員 

 配 備 内 容 
配備時期 参集職員 災害対策本部 

配 
備 
体 
制 

警戒 
体制 

① 気象警報（大雨、洪

水、大雪、暴風、暴風雪(※
１)）が発表された場合 
② 福島県から、本市沿

岸に水防法第 16条に基づ

く水防警報（海岸）が発

令された場合（※２） 
③ 台風等の接近により

風水害の発生が予想され

る場合で危機管理部長が

必要と判断した場合 
※１ 暴風警報及び暴風

雪警報は、陸上を対象と

して発表された場合に限

る。 
※２ 参集する対象は

（災対統括部（統括班）、

災対小名浜地区本部、災

対四倉地区本部、災対久

之浜・大久地区本部）と

する。 

災害対策課長、危機管理課長 
各部非常連絡員（統括主幹等） 
危機管理部（災害対策課、危機管理課、原子力対策

課） 
総合政策部（広報広聴課） 
土木部（河川課） 
その他各部長が指名する者 
災対各地区本部（総務班） 

各部各支所の連絡を密に

し、災害対策本部第１配

備体制に円滑に移行でき

る体制とする。 

第１ 
配備 
体制 

① 風水害により、市内

の一部で被害が発生した

場合または発生が予想さ

れる場合。 
② 高齢者等避難を発

令、または発令を決定し

た場合（※１） 
③ 自主避難所を開設、

または、開設を決定した

場合（※２） 
※１ 対象となるのは、

災対本部及び高齢者等避

難を発令した地域を管轄

する災対各地区本部とす

る 
※２ 対象となるのは、

災対統括部（統括班）、避

難所統括班、広報班及び、

自主避難所を開設した地

域を管轄する災対各地区

本部とする 

（上記に加え） 
危機管理部長 
総合政策部長 
総務部長 
保健福祉部長 
こどもみらい部長 
土木部長 
教育部長 
危機管理部次長 
生活排水対策室長 
災害対策課、危機管理課、原子力対策課及び河川課

の全職員 
各部長が指名する者 
災対各地区本部長・副本部長及び各班長並びに避難

所班員 

災害対策本部を第１配備

体制で設置し、状況に応

じて第２配備体制に移行

できる体制とする。 
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第２ 
配備 
体制 

① 風水害により、市内

の広範囲で被害が発生し

た場合または発生が予想

される場合 
② 避難指示を発令、ま

たは、発令を決定した場

合 
※ 対象となるのは、災

対本部及び避難指示を発

令した地域を管轄する災

対各地区本部 

（上記に加え） 
市長 
副市長 
代表監査委員 
各部の部長・副部長、各班の班長・副班長 
災対各地区本部の全職員 
 

災害対策本部を第２配備

体制で設置し、状況に応

じて第３配備体制に移行

できる体制とする。 

第３ 
配備 
体制 

① 気象特別警報が発表

された場合 
② 風水害により市内の

全域で被害が発生、また

は、発生が予想される場

合 
③ 本部長が災害に対

し、市職員が総力を挙げ

て対応することが必要と

判断した場合 

全職員（ただし、病休、休職、産休・育休及び出向

中の職員を除く。） 
災害対策本部を第３配備

体制で設置し、全組織を

あげて対応する。 
 
※ 緊急安全確保（警戒

レベル５）の発令時は、

既に災害が発生又は急迫

しており、職員の参集に

危険を及ぼすことから、

市内の被害状況や気象状

況を踏まえ、第３配備体

制の配備は災害発生前の

参集を基本とする。 

 
イ 災対本部は、市役所本庁舎に設置する。ただし、本庁舎が被災し機能を確保するこ 
とができないときは、他の市有施設（第 1順位は、消防本部４階会議室）に設置する。 

ウ 災対各地区本部は、市役所本庁舎（平地区本部）または各支所庁舎に設置する。た 
だし、庁舎が被災し機能を確保することができないときは、他の市有施設に設置する。 

 
(2)  廃止基準 

市長は、災害復旧対策が概ね完了したと認められたときは、災対本部、災対各地区本

部を解散する。 
 

(3) 設置及び廃止の通知 

市長は、災対本部、災対各地区本部を設置し、または廃止したときは、県知事、防災

会議構成機関及びその他関係機関にその旨を通知する。 
 

4 避難所の開設  

市長は、災害の状況に応じて、施設管理者、自主防災組織等と協働で避難所の開設を

行う。避難所に配備する職員は、災対本部長または災対各地区本部長があらかじめ指示

する職員とし、「避難所運営マニュアル」に基づき、避難所の開設、避難者の収容、負傷

者の救護及び地区の被害状況の調査を行う。 
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5 災害対策本部及び災害対策地区本部の体制 

災対本部及び災対各地区本部の体制は、いわき市災害対策本部条例及びいわき市災害

対策本部要綱に基づき定める。 
 

(1) 災対本部（本庁舎に設置） 

市長は、市の地域、あるいは支所地域において、災対本部及び災対各地区本部の設置

基準に達する事象が発生した場合は、市長を本部長とする災対本部を設置する。 

① 本部長 

ア 本部長は、全市の統括及び全職員を指揮監督する。 
イ 本部長は、副本部長及び本部員を指名し、必要に応じ災対本部に部を設置する。 

② 副本部長及び本部員 

副本部長は本部長を助け、本部員は、災対本部の運営、本部長の命令・指示伝達等の

事務に従事する。 
③ 部 

構成は、市部等設置条例等を参考とし、各部に部長、副部長を、また、部に属する事

務を分掌するため、部に班を置く。部及び班の事務分掌は、いわき市災害対策本部要綱

に定めるとおりとする。 
(2) 災害対策地区本部 

ア 市長は、災対本部を設置した場合において、必要に応じて支所単位で災害対応事務 

を行うため、当該支所長（平地区にあっては、市民協働部次長）を災対各地区本部長

とする災対各地区本部を設置し、災対各地区本部長は、所管地域の統括及び配備職員

を指揮監督する。 

イ 災対各地区本部に班を置き、各班の事務分掌は、いわき市災害対策本部要綱の別表 

に定めるとおりとする。 

 
(3) 職員配備の把握、職員派遣 

ア 各部長または災対各地区本部長は、職員の配備状況及び活動状況を把握し、配備職

員のみでは災害対応が困難な場合は、災対総務部長に職員の応援について要請する。 
イ 災対総務部長は、災害の状況及び職員の動員状況等を掌握して職員の適正配備を行

うものとし、特に災対各地区本部へは、災害時応援協定等に基づく他自治体からの派

遣職員も含めて迅速に応援職員を重点的に配置し、災対本部、災対各地区本部が一体

となった災害対策を行う。 
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(4) 本部設置に必要な備品 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 指揮命令の順位  

①  災害対策本部 

災害対策を実施する上で、指揮命令権者（本部長：市長）が不在の場合は、次の順

位により指揮命令を確立する。 
第１順位 副市長（危機管理部担当） 
第２順位 副市長 
第３順位 代表監査委員 
第４順位 教育長 
第５順位 危機管理部長 

②  災害対策地区本部 

災対各地区本部長は、災害対策を実施する上で、緊急事態等で災害対策本部に連絡

するいとまがないとき、あるいはできない場合は、自らの判断により応急対策を実施

する。 
災対各地区本部長が不在の場合は、副本部長となる支所次長または消防署長等が指

揮命令を行う。 
③ 緊急時の措置 

緊急に災害対策を実施しなければならない場合において、指揮命令権者の指示を受

けることができないとき、またはそのいとまがないときは、当該現場における最上席

の職員の判断により実施し、事後、指揮命令権者に報告する。 
 

7 いわき市防災会議連絡員室の設置  

市が災対本部を設置した場合、いわき市防災会議の構成機関等は、災対本部が設置さ

れた庁舎内等に連絡員室を設置し、職員を駐在させて、関係機関相互の情報伝達を行う。 
また、必要に応じて市災害対策本部会議にオブザーバーとして参加できる。 

・災害対策本部の看板 

・有線電話（災害時優先電話）及びＦＡＸ、電子複写機 

・防災行政無線（固定系、移動系）、消防無線、衛星携帯電話 

・テレビ、ラジオ、プロジェクター、スクリーン、ハンドマイク 

・国、県及び防災関係機関の緊急連絡先 

・都市計画図、管内道路網図、住宅地図及びその他地図類、ハザードマップ 

・パソコン（職員ポータル、地図情報システム、防災情報システム等に接続可能なもの） 

・ホワイトボード、模造紙、筆記用具等事務用品 

・避難所台帳、避難行動要支援者名簿 

・地域防災計画及び各災害対応マニュアル集、水防計画書、災対本部職員参集名簿 

・職員録 
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第 2節  防災関係機関の相互協力体制 

 
【災対本部】全部・班 
【災対各地区本部】全班 
【関係機関】 
・国（磐城国道事務所） 
・県（危機管理部、いわき地方振興局、いわき建設事務所、小名浜港湾建設事務所）、県消防

防災航空隊、 
県警察本部（いわき中央、東、南警察署） 

・自衛隊、防災関係機関 
・災害時応援協定締結自治体（中核市、県内各市町村、由利本荘市、延岡市、港区、宇部市、

新潟市） 
・災害時応援協定締結民間団体等 

 

1 計画の目的  

大規模な風水害が発生し、本市単独では応急対策が困難なときは、県、他市町村、民

間、自衛隊及び防災関係機関等の協力を得て応急対策を行い、災害の拡大を抑止する。 
なお、市は、中核市、県内市町村、友好関係のある遠地の自治体等と相互応援協定を

締結し、災害時の応援協力体制を構築している。 
 

＜達成目標＞ 
市は、災害応急対策または災害復旧を円滑に実施するため、平時の業務や人的ネット

ワークを生かし、他の自治体や関係団体等との間で災害時の応援受け入れのための体制

を確立する。 
・災害時応援協定に基づく応援 
・災害時の情報収集、連絡体制の確立及び情報の共有化 
・円滑な応援の受入体制の整備 

 

2 各主体の責務  

(1) 市の役割 

ア 被害状況等を迅速に把握し、必要があると認めた場合はすみやかに関係機関に応援

または職員派遣の要請を行うとともに、受入体制を確立する。 
イ 被害が市の広範囲に及ぶおそれがある場合には、市災対本部のある本庁舎または消

防本部にいわき市防災会議連絡員室を設置し、防災会議に所属する関係機関等に対し

て参集するよう依頼する。 
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(2) 県の役割 

ア 市と連絡を密にして必要な応急対策を迅速に実施するとともに、相互に連絡体制を

確立できない場合には、県職員の中からあらかじめ指名した情報連絡員（リエゾン）

を市災対本部に派遣する。 
イ 県は必要があると認めた場合には、すみやかに関係機関に応援または職員派遣の要

請を行う。 
 

(3) 国の役割 

ア 市と連携を密にし、必要と判断した場合は情報連絡員（リエゾン）を市災対本部に 
派遣する。 

イ 情報連絡員（リエゾン）は、市災対本部において災害支援活動の連絡調整等の業務 
を行う。 

   ウ 市町村から助言を求められた場合は、河川堤防の状況、水位や降雨の見通しについ

て必要な助言を行う。 
   エ 助言を行える体制を構築するとともに、専門的知見を活かし地域防災計画等の策定、

改善を支援する。 
 

(4) 防災関係機関の役割 

市防災会議連絡員室に要員を派遣し、市及び関係機関相互の連絡を密にするとともに、

所掌する災害応急措置をすみやかに実施する。また、必要があると認める場合は、他の

防災関係機関に対し必要な応援等の要請を行う。 
  

3 業務の内容  

(1) 応援要請の内容等 

要請項目 要請内容 相手先 
人命の救護に必要

な応援要請 
災害の拡大防止に

必要な応援要請 
 

1.救出・搬送用人員、資機材 

2.医療に関する応援 

3.火災の鎮圧及び救助・救急に関する

応援 

4.その他状況に応じた応援 

緊急消防援助隊 
協定締結先の消防本部また

は広域消防組合 
市医師会など医療関係団体 



 

158 

風

水

害

対

策

編 

第
１
章 

総
則 

第
２
章 

災
害
予
防 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策 

第
４
章 

災
害
復
旧
・
復
興
計
画 

災害対策に必要な

応援要請 
1.食料や飲料水、生活必需物資等の供

給、輸送に関する応援 

2.給水等ライフライン応急対策に関

する応援 

3.遺体の収容・防疫などに関する応

援、ごみ、し尿処理に関する応援 

4.その他状況に応じた応援 

協定締結先（小売業者や流

通事業者） 
協定締結自治体、日本水道

協会東北地方支部、市管工

事協同組合等 
市環境整備事業協同組合等 
 

復旧対策に必要な

応援要請 

 

1.復旧対策に関する応援 

2.建築物の安全確認調査に関する応

援 

3.宅地の危険度判定に関する応援 

4.その他状況に応じた応援 

協定締結自治体 

市建設業協同組合等 

県建築士会いわき支部 

 

(2) 行政機関に対する主な応援要請の種別 

要請先 要請の内容 根拠法令等 

指定地方行政機関の

長 

当該指定地方行政機関職員

の派遣要請 

災害対策基本法第 29 条 

 

県知事 

 

 

1.指定地方行政機関職員の

派遣あっせん要請 

2.他の地方公共団体職員の

派遣あっせん要請 

3.応援の要求及び応急措置

の実施要請 

4.県外への広域一時滞在の

要請 

5.職員の派遣要請 

6.自衛隊への派遣要請 

7.消防庁への派遣要請 

8.災害派遣医療チーム（ＤＭ

ＡＴ）の派遣要請 

災害対策基本法第 30 条第 1項 

災害対策基本法第 30 条第 2項 

災害対策基本法第 68 条 

災害対策基本法第 68 条の 2 

災害対策基本法第 86 条の 9 

地方自治法第 252 条の 17 

消防組織法第 44条の 3 

 

他の市町村長等 1.応援の要請 

2.職員の派遣要請 

3.災害応援に関する協定に

基づく要請 

4.広域一時滞在の受入要請 

災害対策基本法第 67 条 

災害対策基本法第 86 条の 2 

地方自治法第 252 条の 17 

消防組織法第 39条 

 
(3) 市が行う応援要請 

①  指定地方行政機関に対する要請 
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ア 市長は、応急対策または災害復旧のため必要と認めるときは、指定地方行政機関

の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 
イ 指定地方行政機関の長は、職員の派遣要請を受けたときは、その所掌事務に支障

のない限り適任と認められる職員を派遣する。 
ウ 市長は、応急対策または災害復旧のため、災害対策用機械等が必要と認めるとき

は、東北地方整備局に対し、災害対策用機械等の支援を要請する。県を通じてのあ

っせん要請のほか、直接出先機関に要請することもできる。 

〈使用要請事項〉 
・使用を要請する理由 ・その他必要な事項 
・使用を必要とする期間  

エ 避難指示等を発令する場合において地方行政機関に対し必要な助言を求める。 
 

②  知事への要請 

ア 市長は、応急対策を実施するため必要と認めるときは、知事に対し次により応援

（あっせんを含む。）を求め、または県が実施すべき応急対策の実施を要請する。 
イ 連絡先は、いわき地方振興局または危機管理部（災害対策課）とし、県総合情報 
通信ネットワーク、（衛星携帯）電話、ＦＡＸ等で行う。なお、電話で要請した場合

は、後日文書を送付する。 
ウ 知事は、市長から応援要請を受けたときは、県の応急対策との調整を図りながら、

必要と認められる事項について最大限の協力を行う。 
③  他の市町村に対する要請 

ア 市長は、応急対策を実施するため必要と認めるときは、災害時相互応援協定を締

結した自治体の長に対し応援を要請する。 
イ 市長は、応急対策を実施するため必要と認めるときは、県いわき地方振興局を経

て知事に対し、他市町村の職員の派遣についてあっせんを求める。 
④  防災関係民間団体等に対する協力要請 

ア 市長は、応急対策を実施するため必要と認めるときは、資料編の各種協定に基づ

き協定締結団体の長に対し応援を要請する。 
イ 市は、応急対策のため必要と認めるときは、防災関係機関及び公共的民間団体等

に対し、次の事項を明らかにして協力を要請する。 
 

〈応援協力を要請する主な公共的団体等〉 
a 赤十字奉仕団、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会などの医療関係団体 

b 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会議所、商工会、建設業協同組合、 

建築士会等の職業別団体 

c 青年会議所、婦人会、各地区まちづくり組織、自主防災組織、施設の防災組織及 

び業種別の防災組織、その他市に対して協力活動を申し出た団体、ＮＰＯ 

⑤  応援要請に関する共通事項 
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応援要請は、次の事項を示して文書で行う。ただし、文書によるいとまのない場合

は、電話等で要請し、後日文書を送付する。 

 〈応援要請事項〉 
・応援を必要とする理由 ・応援を必要とする場所 
・応援を必要とする期間 ・その他応援に関し必要な事項 

 

⑥  職員の派遣要請に関する共通事項 

 派遣要請は、次の事項を示して文書で行う。 

 〈職員派遣要請事項〉 
・派遣を要請する理由 ・派遣を要請する職種及び人数 
・派遣を必要とする期間 ・その他必要な事項 

 

(4) 県の行う応援要請 

県は、市から要請があったとき、または必要と認めたときは、県地域防災計画に基づ

き必要な措置を行う。 
ア 県内の他市町村に対する応援の指示または調整 
イ 他の都道府県に対する応援の要請 
ウ 全国知事会を通じた応援の要請 
エ 指定行政機関等への応急対策実施要請 
オ 第二管区海上保安本部への支援要請 
カ 県が締結する協定に基づく民間団体への応援要請 
キ 自衛隊に対する災害派遣要請 
ク 警察本部の応援要請（公安委員会） 
ケ 消防の広域応援、緊急消防援助隊の応援要請 
コ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣要請 
 

(5) 指定行政機関及び指定地方行政機関の要請、指示 

ア 指定行政機関の長または指定地方行政機関の長は、所掌する応急対策の実施に関し

必要があると認めるときは、知事、市長または指定公共機関若しくは指定地方公共機

関に対して応急対策の実施を要請し、または指示することができる。 
イ 知事、市長及び指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、要請があったとき、所

掌する応急対策との調整を図りながら、必要と認められる事項について応急対策を実

施する。 
 
(6) 指定公共機関及び指定地方公共機関 

ア 指定公共機関または指定地方公共機関は、所掌する応急対策の実施に関し必要があ

ると認めるときは、指定行政機関の長に対し、応援を求めることができる。 
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イ 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、知事または市長は、指定公共機

関または指定地方公共機関から応援を求められたときは、所掌する応急対策との調整

を図り、可能な限りこれに応じる。 
 

(7) 消防機関に対する応援要請 

市は、自らの消防力で対処することが困難と予測される救助・救急事故及び火災が発

生したとき、消防組織法第 39 条及び第 44 条の 3に基づく応援要請を行い、人命の救護

及び火災の鎮圧に万全を期する。応援要請の手順は、以下のとおりとする。 
①  救助・救急及び火災等の応援要請 

市は、必要に応じて以下の応援協定に基づき応援要請を行う。 
ア 隣接消防相互応援協定 
イ 福島県広域消防相互応援協定 
ウ 緊急消防援助隊要綱に基づく応援 

 
②  消防防災ヘリコプターの応援要請 

応援協定名称等 要請種別 要請先 備考 
福島県消防防災ヘ

リコプター運航連

絡協議会会則 

1.調査、情報収集等 

2.火災（消火） 

3.救助 

4.救急 

5.救援物資、人員等

の搬送 

 

福島県知事（消防防災航

空センター） 

TEL  0247-57-3000 

FAX  0247-57-3500 

地上 8-11-333 

衛星 8-10-333 

 

広域航空消防応援

実施要綱 
 

福島県知事(災害対策課) 

TEL  024-521-7641 

FAX  024-521-7920 

地上 8-11-201-2630 

衛星 8-10-201-2630 

県を通じて消防

庁長官に要請す

るもの 
 

 
(8) 受入体制 

市は、応援要請により災害派遣される人員、車両、物資等の受け入れ及びそれらの部

隊が滞在し、災害活動を実施するために必要な物資の供給体制等について事前に定めて

おくとともに、応援要請と同時に関連施設等の確保を行う。 
①  情報の収集・伝達・交換 

応援要請等の必要が予測される災害が発生し、または発生する恐れがある場合には、

迅速・的確にその状況を把握し、国、県に報告するほか、必要な情報交換を行う。ま

た、地図等地理情報を提供する。 
②  受入体制の確立 
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国、関係都道府県、関係市町村との連絡をすみやかに行うための連絡窓口を定める

とともに、物資等の応援や人員派遣をすみやかに受け入れるための施設の指定など受

入体制を確立する。 
③  応援隊事務室の設置 

市は、応援隊との指揮命令系統の確保及び連絡調整等を円滑に行い、災害対策を迅

速に実施するため、次により応援隊事務室を設置する。 

応援部隊 事務室の設置場所 
災害時応援協定を締結している自治体の職員 災対本部 
消防機関 災対本部または消防本部 
自衛隊 統括本部 災対本部 

前線本部 災対本部または災対各地区本部 
 

④  宿泊場所の確保  

ア 原則、避難所として指定されていない公共施設とする。 
ただし、市民の避難状況を確認し、防災関係機関の宿泊場所として使用できると判

断される場合はこの限りではなく、避難所支援班との調整の上、避難所を宿泊場所と

して確保することができる。 
イ 自衛隊については宿営を原則とし、宿営地は上荒川運動公園、21 世紀の森公園、 

南の森スポーツパーク等の市管理用地とする。これらは、その他の災害派遣部隊の集    
結場所としても機能させる。 

ウ 被災状況、応援隊の規模等により、市が宿営地を確保できない場合は、近隣市町村

に依頼して確保する。 
⑤  車両集結場所の確保 

ア  宿泊場所に隣接したグラウンド、空地及び駐車場とする。 
イ 不足の場合は状況に応じ、直近の公共用地、民間の駐車場の借り上げにより確保す 
る。 

⑥  燃料確保及び供給 

ア 災害応援車両への燃料の供給は、原則として福島県石油商業組合いわき支部や(公 

社)福島県トラック協会いわき支部の協力を得て給油場所を指定し供給を受けるもの 
とする。 

イ 被災の状況等により確保、供給することができない場合は、タンクローリー、ドラ 
ム缶等による供給を県に要請し確保する。 

⑦  食料の供給及び炊事施設の確保 

ア 自衛隊及び緊急消防援助隊は、災害派遣期間中の食料の確保及び炊事については、

原則として自己において完結する。 
イ 他市町村、消防機関等（緊急消防援助隊を除く。）の災害応援隊に対する食料の供

給及び炊事施設の確保は、原則として市で行うが、災害の規模及び被災の状況等によ
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り応援隊への食料の供給及び炊事施設の確保が困難であると判断された場合は、相当

日数の食料及び炊事用具の携行を要請する。 
 



 

164 

風

水

害

対

策

編 

第
１
章 

総
則 

第
２
章 

災
害
予
防 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策 

第
４
章 

災
害
復
旧
・
復
興
計
画 

第 3節  自衛隊の派遣要請・受入体制 

 
【災対本部】災対統括部 
【関係機関】 
・県（危機管理部、いわき地方振興局） 
・陸上自衛隊第 44 普通科連隊、第６高射特科大隊 

 

1 計画の目的  

災害発生時における自衛隊の災害派遣活動を迅速かつ円滑に行うため、その活動内容、

派遣要請手続、受入体制等について定める。 
 

＜達成目標＞ 
市は、大規模災害発生時において、迅速かつ適切に自衛隊の派遣要請ができるよう、

派遣要請にあたっての必要情報、手続・方法や受入体制を明確にする。 
 

2 自衛隊災害派遣要請の手続き、県及び自衛隊の派遣要請連絡窓口等 

(1) 派遣要請の手続き 

市長は、自衛隊の災害派遣要請をしなければならない事態が生じたときは、災害派遣

要請依頼書を県いわき地方振興局を経由して知事（危機管理部）に提出する。ただし、

事態が急を要する場合は、電話等で通報し、後日文書を提出することができる。 
なお、知事に派遣要請を求めることができない場合、市長は、本市を災害派遣隊区担

任とする陸上自衛隊第 44 普通科連隊長に対して災害の状況を通知することができる。    
この場合、市長は、すみやかに知事に通知する。 
 

①  派遣要請事項 

・災害の状況及び派遣を要請する事由 ・派遣を希望する期間 

・派遣を希望する区域及び活動内容 ・要請責任者の職氏名 

・災害派遣時の特殊携行装置または作業 
の種類 

・連絡場所及び現場責任者の氏名並びに 
標識または誘導地点とその標示 

・その他参考となるべき事項  

(注)口頭、防災行政無線、電話で依頼した場合は、事後、ＦＡＸで処理すること。 
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②  県の連絡窓口 

災害派遣担当窓口 いわき地方振興局県民部県民生活課 

ＮＴＴ回線 電話 0246-24-6203 

 
③ 派遣隊区担任 

連絡窓口 陸上自衛隊福島駐屯地（第 44 普通科連隊） 

住所 960-2156 福島市荒井字原宿１ 

ＮＴＴ回線 電話 024-593-1212 

 
  ④ 派遣隊区分任 

連絡窓口 陸上自衛隊郡山駐屯地（第６高射特科大隊） 

住所 963-0201 郡山市大槻町 

ＮＴＴ回線 電話 024-951-0225 

 
 
(2) 自衛隊の災害派遣計画 

風水害発生時における自衛隊の災害派遣活動を迅速かつ円滑に行うための派遣応援要

請手続き、受入体制、活動等については以下のとおりとする。 
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①  自衛隊の災害派遣フロー図 

 

 

派

遣

要

請 

自 
衛 
隊 
の 
災 
害 
派 
遣 
 

県 
・ 
市 
の 
受 
入 
体 
制 

 
派 
遣 
部 
隊 
の 
撤 
収 

市長 福島県知事 県地域機関の長 
警察署長 
指定地方行政機関の長 

陸上自衛隊 

福島県知事 市長及び 
関係機関の長 

自衛隊派遣部隊 
指揮官及び連絡班 

連絡員窓口の一本化 防災関係機関との役割分担 

受入施設等の確保 作業計画、資機材の準備 

被災地での救援活動 

派 
遣 
活 
動 

派 
遣 
要 
請 

要請依頼 情報 
要請依頼 
要請依頼 

※ 事態の推移により要請しないと

決定した場合、その旨連絡 
緊急通知 

被害状況の把握・ 
避難の援助・ 

遭難者等の捜索援助・ 
水防活動・ 

炊飯及び給水・ 
救援物資の無償貸与、譲与・ 

・消防活動 
・道路または水路の啓開 
・応急医療、救護、防疫 
・人員及び物資の緊急輸送 
・危険物の保安及び除去等の活動 
・その他臨機の対応 

協議 協議 

自衛隊派遣部隊等の撤収 

撤 
収 
要 
請 

陸上自衛隊 

海上自衛隊 航空自衛隊 

海上自衛隊 航空自衛隊 
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②  自衛隊の災害派遣基準等 

自衛隊の災害派遣は、次の３原則が満たされることが基本になっている。 
公共性の原則 公共の秩序を維持するため、人命または財産を社会的に保護しなけ

ればならない必要性があること。 
緊急性の原則 差し迫った必要性があること。 
非代替性の原則 自衛隊が派遣される以外に他の手段がないこと。 
 

③  自衛隊災害派遣による救援活動の区分及びその概要等 

救援活動区分 内容 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い、被

害状況を把握する。 
避難の援助 避難の命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要

があるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 
遭難者等の捜索・   

救助 

行方不明者、負傷者等が発生した場合、通常他の救援活動に優先し

て捜索・救助活動を行う。 
水防活動 堤防、護岸等の決壊に対し、土のうの作成、運搬、積込み等の水防

活動を行う。 
消防活動 火災に対して、利用可能な消防車その他の消防用具（空中消火が必

要な場合は航空機）をもって、消防機関に協力し消火にあたる。（消

火薬剤等は、関係機関の提供するものを使用する。） 
道路または水路

等交通路上の障

害物の排除 

道路若しくは水路が損壊し、または障害物等により交通に障害があ

る場合は、それらの啓開または除去にあたる。（放置すれば人命、

財産の保護に影響があると考えられる場合） 
応急医療、救護及

び防疫 

被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う。（薬剤等は、関係

機関の提供するものを使用する。） 
人員及び物資の

緊急輸送 

緊急患者または医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊

急輸送を実施する。（航空機による輸送は、特に緊急を要する場合） 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。（緊急を要し、他に適当

な手段がない場合） 
救援物資の無償

貸与または譲与 

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する総理

府令」（昭和 33年総理府令第１号）に基づき、被災者に対し日用品

等を無償貸付し、または救恤（じゅつ）品を譲与する。 
危険物の保安及

び除去 

自衛隊の能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保

安措置及び除去を行う。 
その他 その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについ

て、所要の措置をとる。 
予防派遣 災害に際し、被害がまさに発生しようとしている場合において、そ

の被害を未然に防止するための措置を実施する。 
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④  陸・海・空各自衛隊の活動内容 

自衛隊区分 活動内容 

陸上自衛隊 車両、舟艇、航空機、地上部隊等による状況把握、人員・物資の輸送、

通信応援、その他各種災害の救援活動 
海上自衛隊 艦艇または航空機による状況把握、人員・物資の輸送、通信応援等 
航空自衛隊 主として航空機による状況把握、人員・物資の輸送 
 

⑤  自衛隊災害派遣部隊の受入体制 

ア 他の防災関係機関との競合重複の排除 
市長は、自衛隊の活動と他の防災関係機関の活動が競合重複しないよう緊密な連携

を図り、より効率的な作業分担を定める。 
また、市災害対策本部会議にオブザーバーとして出席を要請し、情報交換等を行う

とともに市が実施する応急対策活動への助言等を求める。 
イ 作業計画及び資機材の準備 

市長は、自衛隊の作業の円滑な実施を図るため、次により可能な限り調整のとれた

作業計画を立てるとともに、資機材の準備及び関係者の協力を求めるなど、支援活動

に支障のないよう十分な措置を講じる。 
a 作業箇所及び作業内容 

b 作業の優先順位 

c 作業実施に必要な図面の提供 

d 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

e 派遣部隊との連絡窓口の一本化 

f 遣部隊の現地誘導及び住民等への協力要請 
ウ 受入施設等の確保 

市長は、派遣部隊に対し次の施設等を確保する。 
a 自衛隊事務室 

b ヘリコプターによる派遣部隊のためのヘリポート 

c 駐車場（車１台の基準は３ｍ×８ｍ） 

d 宿営地等 

エ 自衛隊派遣部隊との協議、調整 
市、県及び防災関係機関は、自衛隊の災害派遣活動に際しては、相互が緊密に連携

し対応する体制を確保する。 
 

⑥  災害派遣部隊の撤収 

市長は、応急活動が終了し、または作業が復旧の段階に入ったため自衛隊による作

業の必要がなくなったときは、すみやかに知事に対し自衛隊の撤収要請を行うよう求

める。ただし、撤収にあたっては、民生の安定等に支障がないよう関係機関等と十分

な事前調整を行う。 
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⑦  救援活動経費の負担 

自衛隊の救援活動に要した経費（自衛隊装備に係るものを除く。）の負担区分は、以

下のとおりとする。ただし、その区分を定め難い経費については、県、市及び部隊が

相互調整のうえ決定する。 
ア 県、市の負担 

災害予防、災害応急対策、災害復旧等に必要な資材、施設の借上料及び損料、消

耗品、光熱水費、通信費、汲取手数料及びその他の経費 
イ 部隊の負担 

部隊の露営、給食及び装備、器材、被服の整備、損耗、更新並びに災害地への往

復等の経費 
 

(3) 自衛官の権限 

ア 災害派遣を命ぜられた部隊等は、災害が発生し、または発生しようとしている場合

において、市長や警察官及び海上保安官がその場にいない場合は、災害対策基本法に

基づき次の措置をとることができる。この場合において、当該措置をとったときは、

ただちにその旨を市長に通知する。 
a 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及び退去命令（第 63 条第 3 

項） 

b 他人の土地等の一時使用等（第 64 条第 8,9 項） 

c 現場の被災工作物等の除去等（第 64条第 8,9 項） 

d 住民等を応急措置の業務に従事させること（第 65 条第 3項） 

イ 災害により危険な事態が生じた場合において、警察官がその場にいない場合は、自

衛隊法の規定に基づき警告及び避難等の措置をとることができる。 
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第 4節  気象情報等の伝達 

 
【災対本部】災対統括部、災対土木部、災対消防部 
【災対各地区本部】総務班、経済土木班、消防班 
【関係機関】 
・福島地方気象台、県（危機管理部、いわき地方振興局、いわき建設事務所） 
・日本放送協会、いわき市民コミュニティ放送㈱ 

 

1 計画の目的  

風水害は、気象情報の収集により災害発生の危険性をある程度予測して事前対策を講

じることが可能なことから、関係機関及び市民に対し迅速かつ適切に情報を伝達し、災

害応急対策活動や住民等の避難の効果的な実施に役立てる。 
 

＜達成目標＞ 
気象情報を防災行政無線、テレビ、ラジオ等を活用して関係機関及び住民に対し迅速

かつ的確に伝達し、災害応急対策活動や住民等の避難の効果的な実施に役立てる。 

 

2 各主体の責務  

(1) 市民・企業等の役割 

テレビやラジオ等の放送をはじめ、市が伝達する避難情報やその他機関が配信する気

象・防災情報に十分注意を払い、地元行政区や近隣住民とも連絡を密にするなどして自

ら災害に備えるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するよう努める。 
 

(2) 市の役割 

関係機関から警報等の伝達を受けた時は、速やかにその内容に応じ、あらかじめ計画

された組織の活動により的確な防災並びに避難対策等の必要な措置を講じるとともに、

適切な方法によって所在官公庁及び市民に広報する。 
 

(3) 県の役割 

福島地方気象台から気象、地象、水象に関する防災気象情報の伝達を受けたときは、

ただちに市に通知する。 
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3 業務の内容  

(1) いわき市に関する注意報・警報等の種類と概要 

① 一般の利用に適合する予報及び警報 

ア 特別警報 
平成 25 年８月 30 日に運用が開始されたもので、従来の警報の発表基準をはるかに

超える豪雨や暴風等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合に発

表され、最大限の警戒を呼びかけるものである。 
気象庁による特別警報の発表種類と概要は以下のとおりとなっている。 

特別警報の種類 概  要 
大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。大雨特別警報には、大雨

特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土

砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 
災害がすでに発生している又は切迫している状況であり、命を守

るための最善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に

相当。 
大雪特別警報 大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。 
暴風特別警報 暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。 
暴風雪特別警報 雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいと予想されたときに発表される。「暴風による重大

な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な

災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 
波浪特別警報 高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表される。 
高潮特別警報 台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災

害が発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表され

る。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 
 ※ 土砂崩れ及び浸水特別警報は、その警報事項を気象特別警報に含めて行われる。 

イ 警報・注意報・気象情報 
a 警報 

警報は、重大な災害の起こるおそれがあるときに、その旨を警告して行う予報である。 
b 注意報 

注意報は、大雨などによって災害が起こるおそれがあるときに、その旨を注意して 
行う予報である。 

 c 気象情報 

(a) 福島県気象情報  

気象の予報等について、特別警報･警報・注意報に先立って注意を喚起する場合 

や、特別警報･警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説す

る場合等に発表する。  
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(b) 土砂災害警戒情報  

福島県（河川港湾総室）と福島地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報（土

砂災害）発表中に、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況

となったとき、市町村長が避難指示等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考

となるよう、市町村ごとに発表する。なお、実際に危険度が高まっている場所につ

いては、「土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）」、土砂アラート（福

島県土砂災害情報システム）で確認することができる。危険な場所からの避難が必

要とされる警戒レベル４に相当。 
(c) 顕著な大雨に関する気象情報 

  大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降水帯により非常

に激しい雨が同じ場所で実際に降り続いている場合、「線状降水帯」というキーワー

ドを使って解説する「顕著な大雨に関する福島県気象情報」という表題の気象情報

が発表される。この情報は警戒レベル相当情報を補足する情報で、警戒レベル 4相

当以上の状況で発表される。 

(ｄ) 記録的短時間大雨情報  

大雨警報発表中に、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川

の洪水被害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量（福島県の発表基

準：１時間に 100mm 以上）を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レー

ダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）し、警戒レベル４相当の状況となってい

る場合にのみ福島県気象情報の一種として発表する。実際に災害発生の危険度が高

まっている場所については、「キキクル（危険度分布）」で確認することができる。 
(d) 竜巻注意情報  

竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突

風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜

巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、中通り・浜通り・

会津の区域単位で発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所については

竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 
また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その

周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付

加した情報が中通り・浜通り・会津の区域単位で発表される。 この情報の有効期

間は、発表から概ね 1 時間である。 
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主な警報・注意報の種類と概要は以下のとおりとなっている。 

警報・注意報の種類 概  要 

警報 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨

警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。

高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生す

るおそれがあると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害と

して、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられ

る。高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

大雪警報 大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。  

暴風警報 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。  

暴風雪警報 
雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによ

る視程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

波浪警報 高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。  

高潮警報 
台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。避難が必要とされる警戒レベ

ル４に相当。 

注意報 

大雨注意報 
大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表される。避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされ

る警戒レベル２である。 
大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

風雪注意報 
雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等

による災害」のおそれについても注意を呼びかける。 

波浪注意報 高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。高潮警報に切り替える可能性に言及

されていない場合は、避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を

再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２であ

る。高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は高齢者

等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 
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警報・注意報の種類 概  要 

注意報 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。  

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひょう」

による災害についての注意喚起が付加されることもある。急な強い雨への

注意についても雷注意報で呼びかけられる。  

乾燥注意報 
空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発表

される。  

なだれ注意報 「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。  

着氷注意報 
著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれの

あるときに発表される。  

着雪注意報 
著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれの

あるときに発表される。  

融雪注意報 
融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には、浸水、土砂災害等の災害が発生するおそれがあるときに発表

される。  

霜注意報 
霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具

体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあるときに

発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には、低温のために農作物等に著しい被害が発生したり、冬季の水

道管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表され

る。 
※ 土砂崩れ及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意

報に含めて行われる。 
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警報・注意報発表基準一覧表令和６年５月 23 日現在 

発表官署 福島地方気象台 
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(2) 消防法に定める火災気象通報及び火災警報 

① 火災気象通報 

消防法第 22 条の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに気象

台が県知事に対して通報し、県を通じて市町村や消防本部に伝達される。通報基準は、

乾燥注意報及び強風注意報の発表基準と同一である。 

② 火災警報 

市長は、県知事から火災気象通報を受けたとき、または気象の状況が火災の予防上危

険であると認めるときは、消防法第 22 条第３項の規定により「火災警報」を発するこ

とができる。 

市は、火災警報を発し、または解除したときは、広報車・消防車等による呼びかけ等、

市地域防災計画の定めるところにより、公衆及び所在の官公署・事業所等に周知すると

ともに、県災害対策課に通報する。 

③ 火災気象通報並びに火災警報の伝達 

 

 

 

 

 
(3) 注意報・警報等の伝達 

① 一般の利用に適合する注意報・警報等の伝達 

ア 県は、福島地方気象台が気象警報等を発表、切替え、解除したときは、県総合情報通

信ネットワークを通じて市へ速やかに伝達する。 
イ 放送機関は、ラジオにあっては番組間を利用し、または緊急の場合は中断し、テレビ

にあっては字幕等により放送し、公衆に周知する。 
ウ その他の機関にあっては、それぞれの災害担当業務に応じて所要機関に周知伝達する。 
エ 市は、関係機関からの警報等の伝達を受けた時は、速やかにその内容に応じ、あらか

じめ計画された組織の活動により、的確な防災並びに避難対策等の必要な措置を講じる

とともに、適切な方法によって所在官公庁及び市民に周知する。 
  オ 市は、気象特別警報等の伝達を受けた時は、ただちにその内容について、テレビ、ラ

ジオ（ＦＭいわきへの緊急割り込み放送を含む。）、広報車、防災メールなどあらゆる手

段を活用して所在官公庁及び市民に迅速かつ確実に周知するとともに、洪水や土砂災害

等の発生のおそれがある地域（地下施設、要配慮者利用施設、大規模工場等の管理者や

自主水防組織等を含む。）に対し、避難指示等の必要な措置を講じる。 
 

 

 

 

 

福島地方 
気象台 県知事 

火災気象通報 市長（消防本部経由） 

報道機関 

消防署・消防団 

広報車 

火災警報 

市
民 
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② 情報伝達の体系 

 
 

(4) 異常現象発見時における措置 

① 異常現象の種別 

ア 竜巻：農作物、建造物に被害を与える程度以上のもの 
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イ 強い降ひょう：農作物等に被害を与える程度以上のもの 
ウ 異常潮位：天文潮（干潮）から著しくずれ、異常に変動するもの 
エ 異常波浪：海岸等に被害を与える程度以上のうねり、風浪であって、前後の気象状況

から判断して異常に変動するもの 
オ なだれ：建造物または交通等に被害を与える程度以上のもの 
カ その他異常なもの 

 
 

② 通報手続 

ア 異常現象を発見した者は、ただちに市長、警察官または海上保安官に通報する。 
イ 通報を受けた警察官または海上保安官は、その旨市長に通報する。 
ウ イにより通報を受けた市長は、ただちに、福島地方気象台、いわき地方振興局、いわ

き建設事務所及び隣接市町村に通報する。 
エ 警察署長は、その旨をただちに市長その他の関係機関に通報する。 

 
(5) 水防警報等の取扱い 

第５節「洪水予報・水防警報の伝達」に定めるところによる。 
 

(6) 土砂災害警戒情報の取扱い 

福島県と福島地方気象台が共同で発表する情報で、大雨特別警報（土砂災害）、大雨警

報（土砂災害）発表中に土砂災害発生の危険度がさらに高まったとき、市町村長が避難

指示等を発令する際の判断や住民の自主避難の判断を支援するよう、原則として市町村

ごとに発表されるものである。 
市長は、当該情報が発表されたときは、テレビ、ラジオ（ＦＭいわきへの緊急割り込

み放送を含む。）、防災メールなどあらゆる手段を活用して、市民及び要配慮者利用施設

の管理者等に迅速かつ確実に周知するとともに、１km 四方ごとに土砂災害の危険度を判

定する、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）の状況や今後の降雨予測

等を勘案し、必要に応じて土砂災害警戒区域内の住民等に対して避難指示等を発令する

など必要な措置を講じる。 

【土砂災害警戒情報の連絡系統】 ※災害対策本部設置時 
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福島地方気象台 

いわき市災対本部 
いわき市消防本部 

消 防 団 

市 民 
要配慮者利用
施設の管理者

 

（共同発表） 

県

災

害

対

策
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福島県砂防部局 

いわき建設事務所 
い
わ
き
地
方
振
興
局 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
福
島
放
送
局 

災 対 各 地 区 本 部 
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第 5節  洪水予報・水防警報の伝達 

 
【災対本部】災対統括部、災対土木部、災対消防部  
【災対各地区本部】総務班、経済土木班、消防班 
【関係機関】 
・福島地方気象台、県（危機管理部、土木部、いわき地方振興局、いわき建設事務所） 
・日本放送協会、いわき市民コミュニティ放送㈱ 

 

1 計画の目的  

大雨等による河川の増水や高潮に関する情報を迅速かつ的確に収集し、必要な情報を

市民、関係機関に速やかに伝達し、洪水、浸水被害の軽減、災害対策の実施に役立てる。 
 

＜達成目標＞ 
国または県は、洪水予報、水防警報をすみやかに市に周知する。 
市は、水防活動及び住民避難に役立つ防災情報をホームページ、防災メール、ＦＭい

わき等を活用し、市民に迅速かつ的確に伝達する。 

 

2 各主体の責務  

(1) 市民・企業等の役割 

市が伝達する避難情報やその他機関が配信する気象・防災情報に十分注意を払い、地

元行政区や近隣住民と連絡を密にするなどして自ら災害に備えるとともに、自発的な防

災活動に参加するよう努める。 
 

(2) 市の役割 

国、県、福島地方気象台等からの気象・防災情報等に基づき、市民をはじめ、地下施

設、要配慮者利用施設及び大規模工場等の管理者等や自主水防組織への高齢者等避難や

避難指示等の発令時機を判断し、迅速かつ的確に伝達する。 
また、水防管理者として水防活動を十分に果たすべき責任を有しており、河川の水位

が通報水位を超えるときは水防計画で定める関係者に通報し、水防上必要があるときは

消防団を準備または出動させる。 
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(3) 県の役割 

① 洪水予報河川（夏井川） 

流域面積の大きい二級河川で洪水により相当な損害が予想されるものを洪水予報河川

に指定し、福島地方気象台と共同で洪水のおそれがあるときは河川の水位または流量を

市に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて一般に周知する。 
 
【夏井川洪水予報の連絡系統】 

 
 

② 水位周知河川（仁井田川、好間川、新川、藤原川、鮫川、蛭田川、大久川、滑津川、

矢田川） 

洪水予報河川以外で、洪水により相当な損害が予想されるものについては、水位情報

周知河川に指定し、特別警戒水位（警戒水位を超え、災害の発生を特に警戒すべき水位）

を定め、河川の水位がこれに達したときは水位または流量を市に通知するとともに、必

要に応じて報道機関の協力を求めて一般に周知する。 

 

 

 

 

 

福島地方気象台 

いわき市災対本部 
いわき市消防本部 

消 防 団 

市民、地下施設

等の管理者等 

小玉ダム管理事務所 

県 水 防 本部 （共同発表） 

水門等管理者 

県
災
害
対
策
課 

※必要に応じて伝達 

い わ き 建 設 事 務 所 

福
島
県
警
察
本
部 

福
島
海
上
保
安
部 

各

報

道

機

関 

警
察
関
係
機
関 

水門等管理者 

※必要に応じて伝達 

平 地 区 本 部 
小川・川前地区本部 
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【水位周知河川情報の連絡系統】 

 

③ 水防警報河川（①及び②に該当する７河川） 

洪水により相当な損害が予想されるものについては、水防警報河川に指定し、これに

より水防警報が発せられたときまたはその通知を得たときは、ただちにその警報事項を

市、その他水防関係機関に通知する。 
④ 水位の通知及び公表 

水標管理者として、洪水のおそれがあり、量水標の水位が通報水位を超えるときは、

その水位の状況を水防計画で定める関係者に通報する。 
また、量水標の水位が警戒水位（通報水位を超え、災害の発生を警戒する水位）を超

えるときは、その水位の状況を水防計画で定めるところにより公表する。 
 

3 業務の内容  

(1) 市の水防活動 

① 市の水防責任 

市は、水防管理団体として、その区域における水防を十分に果たすべき責任を有する。 
② 避難指示等の発令 

県が伝達する特別警戒水位等の水位情報やダム放流量等の水防情報、福島地方気象台

が発表する気象情報等に基づき、市民に対する高齢者等避難、避難指示等の発令の時機

を判断し、迅速かつ的確に発令し伝達する。 
③ 水位の通報及び公表 

市は水防管理者として、洪水のおそれがあって県等から河川の水位が通報水位を超え

る旨の通知を受けたときは、その水位の状況を、県及び市の水防計画に定めるところに

より、関係者に通報する。 

量水標管理者 い わ き 建 設 事 務 所 
勿 来 土 木 事 務 所 

いわき市災対本部 
いわき市消防本部 

消 防 団 

市民、 
地下施設等の

管理者等 

県 水 防 本 部 

（ 発 表 者 ） 

水門等管理者 

※必要に応じて伝達 

災 対 各 地 区 本 部 

県

災

害

対

策

課 

福
島
県
警
察
本
部 

各

報

道

機

関 

福
島
地
方
気
象
台 

水門等管理者 

※必要に応じて伝達 
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④ 水防団及び消防関係の出動 

市は水防管理者として、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときそ

の他水防上必要があると認めるときは、県及び市の水防計画に定めるところにより、消

防団を出動させ、または出動の準備をさせる。 
 

(2) 水防活動の利用に適合する予報及び警報 

種類 発表基準 

特
別
警
報 

水防活動用大雨特別警

報 
大雨特別警

報 
一般の利用に適合する大雨特別警報と同

じ 
水防活動用高潮特別警

報 
高潮特別警

報 
一般の利用に適合する高潮特別警報と同

じ 

警
報 

水防活動用大雨警報 大雨警報 一般の利用に適合する大雨警報と同じ 
水防活動用高潮警報 高潮警報      〃    高潮警報と同じ 
水防活動用洪水警報 洪水警報      〃    洪水警報と同じ 

注
意
報 

水防活動用大雨注意報 大雨注意報 一般の利用に適合する大雨注意報と同じ 
水防活動用高潮注意報 高潮注意報      〃    高潮注意報と同じ 
水防活動用洪水注意報 洪水注意報      〃    洪水注意報と同じ 

（注） 
１ 水防活動の利用に適合する特別警報、警報または注意報は、それぞれ一般の特別警

報、警報または注意報のうち水防に関するものを用いて行い、「水防活動」用の用

語は用いない。 
２ 同時に２つ以上の注意報または警報を行う場合は、標題にそれらの注意報または警

報の種類を併記した１つの注意報文または警報文を作成する。 
３ １つまたは２つ以上の注意報、警報が行われた後において、１つまたは２つ以上の

注意報、警報を行った場合は、前に行われた注意報、警報は後で行われた注意報、

警報に切り換えられたものとし、注意報、警報の必要がなくなった場合はこれを解

除する。 
 

(3) 水防法に定める洪水予報 

水防法第 10 条の規定により、国土交通大臣及び気象庁長官が発した洪水予報の通知

を受けた場合は、第８節「広報」に定める伝達方法により、速やかにその情報及び円滑

な避難の確保を図るために必要な事項等を、市民等に周知する。 
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① 洪水予報の種類と発表基準 

洪水予報の標題（種類） 発表基準 市町村・住民に求める行動の段階 

○○川氾濫発生情報 

（洪水警報） 
氾濫の発生 

氾濫水への警戒を求める段階 

【警戒レベル５相当】 

○○川氾濫危険情報 

（洪水警報） 

氾濫危険水位（レベル４水位）

に到達 

いつ氾濫してもおかしくない状態 

避難等の氾濫発生に対する対応を

求める段階 

【警戒レベル４相当】 

○○川氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

一定時間後に氾濫危険水位

（レベル４水位）に到達が見

込まれる場合、あるいは避難

判断水位（レベル３水位）に

到達し、さらに水位の上昇が

見込まれる場合 

避難準備などの氾濫発生に対する

警戒を求める段階 

【警戒レベル３相当】 

○○川氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

氾濫注意水位（レベル２水位）

に到達し、さらに水位の上昇

が見込まれる場合 

氾濫の発生に対する注意を求める

段階 

【警戒レベル２相当】 

 
② 水位の観測伝達 

市内にかかる二級河川の水位観測情報は、県いわき地方振興局より市へ、また、県水

防本部へ伝達され、県水防本部より県警察本部を通じて関係警察署へ、また報道機関、

福島地方気象台、陸上自衛隊等へ伝達される。 
③ 警報の伝達経路 

水防警報等の情報は、河川管理者から県いわき地方振興局、市河川課へ伝達され、市

本庁より関係支所に伝達されることから、各支所は、電話や無線等により関係地区の消

防団に伝達し、水防活動に備える。 
 

(4) 要配慮者への対応 

市は、国、県、福島地方気象台等からの気象・防災情報等に基づき、要配慮者への避

難準備・高齢者等避難開始等発令の時機を判断し、迅速かつ的確に伝達する。 
 

(5) 被害情報の収集・伝達系統（インフラ等を含む） 

① 被害情報の収集 

洪水被害の状況収集は、市災害対策本部事務分掌に定められた各災対各部または各班

の所管業務に基づき、配備職員が行う（災対本部が設置されている場合は、当該事務分

掌による。）。 
市及び防災関係機関のそれぞれの分担の一覧は、おおむね次の表のとおりとする。 
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市及び防災関係機関の調査分担の一覧 
調査実施者 収集すべき被害状況の内容 

各施設の管理者 ○ 所管施設の来所者、入所者、職員等の人的被害 
○ 所管施設の物的被害及び機能被害 

職務上の関連部課 ○ 農・商・工業施設、危険物取扱施設等の物的被害 
○ その他所管する施設の人的・物的・機能的被害 

市災対本部（災対財

政部、災対保健福祉

部、災対こどもみら

い部、災対都市建設

部、災対教育委員会

事務局、災対消防本

部） 

○ 人的被害 
○ 住家の被害（物的被害） 
○ 火災発生状況及び火災による物的被害 
○ 危険物取扱施設の物的被害 
○ 要救援救護情報及び救急医療活動情報 
○ その他消防活動上必要ある事項 

各警察署 ○ 被害状況、治安状況、救援活動及び警備活動の状況 
○ 交通機関の運行状況及び交通規制の状況 
○ 犯罪の防止に関し取った措置 
○ その他活動上必要ある事項 

その他の防災機関 ○ 所管施設の被害状況及び災害に対してすでに取った措置 
○ 災害に対し今後取ろうとする措置 
○ その他活動上必要と認める事項 

 

② 被害情報のとりまとめ 

洪水被害の情報は、災対本部が設置された場合は、災対統括部が各部からの報告を

もとに最終とりまとめを行う。 
災対本部及び災対各地区本部は、災害が発生してから災害に関する応急対策が完了

するまでの間、以下の表の手順のとおり、災対統括部へ被害状況及び災害応急対策の

活動状況を報告する。 

報告の区分 報告の時期 留意事項 

概況報告（被害即

報） 
被害発生の覚知後、ただ

ちに報告。以後詳細が判

明の都度報告。 

○人的被害及び住家被害を重点に行う。

現況を把握次第ただちに報告のこと。 
○迅速性を第一に報告のこと。 
○部分情報、未確認情報も可。 
ただし情報の出所を明記のこと。 

○応急対策の実施のつど必要と認める事

項を報告のこと。 
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中間報告 被害状況を掌握した範

囲でその都度報告。な

お、被害が増加する見込

みの時は、集計日時を明

記する。 
その他必要と認める場

合及び本部より指示が

あった場合。 

○災害緊急報告として報告した情報をふ

くめ、確認された事項を報告のこと。 
○全壊、流失、半壊、死者及び重傷者が

発生した場合には、その氏名、年齢、

住所等をできる限り速やかに調査し、

報告のこと。 
○応急対策の実施の間、必要と認める事

項を報告のこと。 

確定報告 被害状況が確定した場

合に報告 
○被害世帯人員等については、現地調査

だけでなく、住民登録とも照合して、

その正誤を確認するようにすること。 

 
災対統括部は、各部・班からの情報のとりまとめにあたっては、以下の点に留意する。 

ア 確認された情報により把握されている災害の全体像の把握 
イ 至急確認すべき未確認情報の一覧 
ウ 情報の空白地区の把握 
  

(6) 各機関が実施する情報収集報告 

① 市 

市域に洪水被害が発生したとき、または発生が予測されるときは、速やかに被害情報

等を収集し、県いわき地方振興局を経由して県危機管理部（災害対策課）に報告する。 
ただし、県に報告できない場合にあっては、総務省消防庁に報告するものとし、事後

速やかに県に報告する。 
市が報告すべき事項は、次のとおりとする。 

ア 災害の原因 
イ 災害が発生した日時 
ウ 災害が発生した場所または地域 
エ 被害の状況(「被害の認定基準」に基づき判定する。) 
オ 災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 
・ 災害対策本部の設置状況及び職員の配備状況 
・ 主な応急措置の実施状況 
・ その他必要事項 

カ 災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 
キ その他必要な事項 
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② 防災関係機関 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等は、それぞれの防災業務計画

等定めるところにより被害状況等を収集し、随時、県、市及び防災関係機関に報告また

は通報する。 
また、各種情報の収集にあたっては、関係機関と十分連絡調整を行い、相互に情報を

交換して応急対策活動が円滑に実施されるよう努める。 
 

(7) 収集報告にあたって留意すべき事項 

ア 発災初期の情報収集にあたっては、効果的な被害状況等の収集活動に努めるとともに、

119 番通報の入電数など被害規模を推定するための概括的な情報の収集・伝達に特に配

慮する。 

イ 人的被害、住家被害、住民避難、火災の発生・延焼の状況等、災害応急対策を実施す

る上で重要かつ緊急性の高い情報は、他の情報に優先して収集・報告する。 

ウ 被害等の調査・報告にあたっては、関係機関及び内部の連絡を密にし、調査漏れや重

複等のないよう十分留意するとともに、被害数値等の調整を図る。 

エ 被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、または被害等の調査に専門

的な知識や技術を必要とするときは、県や協定締結自治体等に応援を求めて実施する。 

オ 市は、り災世帯・り災人員等の把握にあたっては、現地調査のほか住民基本台帳等と

照合し、正確を期する。 
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第 6節  災害情報の収集・伝達 

 
【災対本部】全部・班 【災対各地区本部】全班 
【関係機関】 
・国（磐城国道事務所） 
・県（危機管理部、いわき地方振興局、いわき建設事務所）、県警察本部（いわき中央、東、

南警察署） 
・防災関係機関、放送事業者、ボランティア団体等 

 

1 計画の目的  

被災情報の収集・伝達及びその集約は、災害応急対策の基幹となるもので、その後の

災害対策の成否を決定することから、迅速かつ的確な情報の収集・伝達が求められる。  
市及び防災関係機関は、相互連携の下に「迅速な情報収集」、「情報の共有化」に努め、

県及び関係機関への伝達、また、民生安定のため市民への情報伝達を行う。 
 

＜達成目標＞ 
市は、県、ボランティア団体等と連携して災害関連情報等を集約し、防災関係機関、

報道機関等に情報提供を行う。 
市民に対しては、ラジオ、テレビ、広報車、ホームページ、防災行政無線、携帯メー

ル、掲示板など特性の違う複数の手段により、市民それぞれのニーズに対応した効果的

な情報伝達に努める。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民・企業等の役割 

災害発生直後は情報が錯綜することから、自分の置かれた状況を冷静に判断するため、

避難の際に携帯電話（ワンセグ機能付等）やＦＭラジオ等を備えた非常用持出袋などを

携行する｡ 
 

(2) 市の役割 

ア 災害発生直後の概括的被害情報を収集し､被害規模を推定するための関連情報を収

集する｡情報収集にあたっては、防災関係機関をはじめ、消防団、行政区、自主防災組

織等から情報収集できる体制を予め確立する｡ 
イ 被害が発生した場合には、被害の第一報を｢消防庁への火災･災害等即報基準｣等に基

づき、県総合情報通信ネットワーク（防災事務連絡システム）により県に報告すると

ともに、当該情報については、報道機関等を通じて市民や防災関係機関に提供する。 
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(3) 県の役割 

ア 災害発生直後から市消防本部、県地域機関及び県警本部等を通じ被害情報を収集す 
るとともに、防災関係機関と相互に情報交換を行う。また、必要に応じて情報連絡員 
（リエゾン）を市災対本部に派遣する。 

イ 天候状況等を勘案しながら、消防防災ヘリコプターを出動させ、上空からの目視及 
び画像撮影（ヘリコプターによる画像電送を含む。）等により被災地情報を収集する。 

ウ 必要に応じて自衛隊､第二管区海上保安本部､国土交通省東北地方整備局に対して 
 ヘリコプター､巡視艇等による情報収集を依頼する｡ 
 

(4) 県警察本部の役割 

ア 災害発生時には、各警察署を中心に交番、駐在所、パトカー、白バイ、ヘリコプタ 
ーなどによりただちに情報収集にあたり、警備部災害対策課による一元的な情報収集 
体制を確立する。 

イ テレビカメラ搭載ヘリコプターテレビシステム､交通監視カメラ等の画像情報を活 
用するほか、必要に応じ警備部隊を編成して被災地域の情報を収集する。 
 

(5) 国の役割 

ア 必要に応じて市災対本部に情報連絡員（リエゾン）を派遣し、災害支援活動の連絡 
調整等を行う。 

イ 国道に設置された道路表示板等を活用して情報を提供する。 
 

(6) 防災関係機関の役割 

災害により被害が発生した場合は、被害情報等を収集するとともに、市防災会議連絡

員室が設置された場合は、ただちに参集して市及び関係機関と情報の共有化を図る。 
 

3 災害情報の時系列収集区分  

市は、初動体制の迅速な確立とその後の応急対策の実施のため、災害情報の収集を災

害発生後の時間経過に応じて行い、関係機関は所管業務に係る被害情報等を市に随時提

供する。 
区分 収集事項 収集要領 

災害速報 

(第 1段階) 
・人的被害 
・火災状況 
・住家被害状況 
・住民避難状況 
・避難所の開設状況 
・主要道路・施設被害状況 
・ライフライン施設被害状況 
・医療機関被害状況 

・災害発生直後に実施 
・迅速性を第一とし、市内の被害状況を 
把握 

・警察、消防を主体とした関係機関から 
情報を収集 

・沿岸監視カメラ（高潮等の発生状況） 
・職員の出動途上における情報収集 
・住民、自主防災組織等からの通報、聴取 
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中間報告 

(第 2段階) 
・第１段階調査事項 
・非住家被害状況 
・公共施設被害状況 
・都市施設被害状況 
・農林商工業被害状況 

・順次実施 
・常に被害状況の把握に努め逐次本部会 
議へ報告 

・第１段階の調査事項を詳細に把握 
・現地調査を行う 
・被害の数量的（金額等）把握 

概算集計 

報告 

(第 3段階) 

・被害状況を概算集約 ・応急対策終了後７日以内 
・被害状況を数量的に概算集計 

復旧進捗 
報告 
(第 4段階) 

・復旧事業の発注進捗状況 ・各部局において発注している復旧工事 
 を把握 

 

4 市の実施体制  

市は、災害発生後ただちに前記「災害情報の時系列収集区分」に従い、被害調査を実

施するものとし、災対本部を設置したときの実施体制は以下のとおりとする。 
なお、災対各地区本部が設置された場合は、第１段階の発災初動期においては、各地

域の災害情報は災対各地区本部で集約し、災対統括部に報告する。     
第２段階の応急復旧期においては、本庁の担当部局と支所との間で情報連絡を密にし、

災対各地区本部（支所）の災害情報・被害状況を本庁担当部局で集約し、災対本部へ報

告する体制へ順次移行する。 
 

（時間経過による災害情報の集約イメージ） 
 
 
 

 

※ 災対本部が設置されている場合は、当該組織及び事務分掌に基づき対応する。 
 
災害対策本部で被害状況が十分把握できない場合であっても、ただちに第一報を別表

１「消防庁への火災・災害等即報基準」（P199 参照）に準じ、いわき地方振興局を通じ

て県（災害対策課）へ報告する。また、別表２「消防庁への直接即報基準」（P201 参照）

に該当する火災・災害等を覚知したときは、第一報を県（災害対策課）に対してだけで

なく、総務省消防庁に対しても、原則として 30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で

報告する。この場合において、消防庁長官から要請があった場合には、第一報後も引き

続き報告を行う。なお、別表１、２とも平成 29年２月７日付け消防応第 11 号「火災・

災害等即報要領の一部改正について」の通知による。 

 

第 2段階(応急復旧期) 第 1段階(発災初動期) 災害警戒期 

本庁担当部局に集約 災対各地区本部に集約 

⇒本部へ報告 

災対各地区本部に

集約 

 

発災 
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初動時に火災が多発あるいは多数の死傷者が発生した場合、消防本部は、その状況を

ただちに総務省消防庁及び県（災害対策課）に報告する。 

避難所を開設したとき、あるいは自主的に避難所が開設されたときは､避難者数､避難

所の状況などの情報を収集する。 

 

(1) 第１段階（発災初動期：～おおむね３日以内） 

①  災対統括部、災対地区本部総務班 

ア 災対本部各部、災対地区本部各班、関係機関、地元行政区、自主防災組織、市民等 
からの情報を集約し、被害状況を把握する。 

イ 災対地区本部総務班は、集約した被害情報を災対統括部に報告する。 
ウ 災対統括部は、把握した被害状況及び応急対策活動状況、災対地区本部の設置状況 

等を県に逐次報告するとともに、災対統括部広報班を通じて関係機関や市民へ情報を 
提供する。 

②  災対産業振興部・災対財政部：物資統括班 

 災対各地区本部総務班からの物資要望を取りまとめる。 
③  災対財政部・災対都市建設部：災害調査班 

 市内の建物等の被害状況を調査・把握し、集約した被害情報を災対統括部に報告する。 
④  災対こどもみらい部：避難所支援班 

   災対各地区本部総務班からの避難所の施設及び設備の被害状況、避難所の開設状況、

住民避難状況を取りまとめる。内の建物等の被害状況を調査・把握し、集約した被害情

報を災対統括部に報告する。 
⑤  災対保健福祉部：福祉避難所班・保健所班 

 ア 福祉避難所班 

福祉避難所の施設及び設備の被害状況、福祉避難所の開設状況、避難状況を取りま

とめ、災対こどもみらい部避難所支援班に報告する。 

イ 保健所班 

防疫、感染症予防対策の実施状況について取りまとめ、災対こどもみらい部避難所

支援班に報告する。 
⑥ 災対消防本部：消防総務班 

  災対各地区本部総務班からの人的被害及び火災状況について取りまとめる。 

⑦ その他の各部 
所管事項に係る応急対策活動状況・職員出動状況・災害応急対策上緊急な対応を必

要とする事項について、本部会議に報告する。 
 

(2) 第２段階（応急復旧期：おおむね発災から４日目以降） 

第１段階における災害応急対策が終了または軌道に乗り次第、順次第２段階の情報を

収集するものとし、災対本部または災対地区本部が災害応急対策の進捗状況から調査事

項を決定し、災対本部各部または災対地区本部各班に指示を行う。 
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災対地区本部が設置された場合は、災害応急対策の進捗に併せ、本庁担当課と支所と

の緊密な情報連絡体制のもと、支所の被害状況を本庁担当課で集約し、災対本部へ報告

する体制へ順次移行する。 
 

(3) 被害状況等の報告 

市は、資料編に定める災害報告資料により、各段階において把握した被害状況を迅速

に県及び防災関係機関、市民等に伝達する。被害報告は、市から県へ、県から国へ行う

ことが基本であるが、県に報告できない場合は、市が直接国（総務省消防庁）へ報告を

行う。ただし、県との連絡が取れるようになった場合は、県に報告を行う。 
 
＜災害対策基本法第 53条第 1項に基づく被害状況の報告ルート＞ 
 
 
 
 
 
 

【被害区分別報告系統】 
a 人的被害、建物被害等 

 
 
 
 
 
 
 

 
ｂ 文教施設被害 

 
 
 

 

c 病院等被害 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

いわき市 県いわき災害 
対策地方本部 

県災害対策 
本部 

国 
総務省消防庁 

県災害対策本部 県いわき災害対策地方本部 
いわき市 

消防本部 

県災害対策本部 
県いわき災害 
対策地方本部 

病院、 
診療所 

社会福

祉施設 

いわき市 

県災害対策本部 
県いわき災害 
対策地方本部 いわき市 

市立学校

等 
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d 道路、橋梁被害 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 河川災害、その他水害被害 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

f 港湾・漁港被害 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

g 農産被害、畜産被害 
 
 
 
 

いわき市 県いわき災害対策地方本部 県災害対策本部 

（二級河川） 

県いわき災害対策地方本部 

県災害対策本部 

（準用河川） 

ため池、堤防、水閘門 

い  わ  き  市 

○準用河川（市町村所管） 

東北電力ネットワーク 

○利水ダム 

い わ き 市 

○市 道 

○高速道路 

東日本高速道路(株) 

 いわき管理事務所 

県いわき災害対策地方本部 

県災害対策本部 

東北地方整備局 

磐城国道事務所 

○国土交通省直轄国道 

小名浜港湾建設事務所 

○県所管港湾・漁港 

県いわき災害対策地方本部 

県災害対策本部 

い  わ  き  市 

確認 聞き取り 
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h 砂防、がけ崩れ被害 
 
 
 
 

i 廃棄物処理施設、廃棄物処理事業被害 
 
 
 
 

 
 

j 水道施設被害 
 
 
 

5 防災関係機関の実施体制  

防災関係機関は、災害発生直後から各々所管業務の被害状況を調査し、市災対本部及

び必要と認める機関に伝達する。また、災害応急対策、災害復旧対策状況についても同

様とする。 
なお、市防災会議構成機関は、防災会議連絡員室が設置された場合、職員を派遣して

情報の収集・伝達を行うとともに、機関相互の情報共有に努める。 
 

6 災害情報の伝達  

市は、災害関連情報等を集約し、防災関係機関、報道機関、ライフライン･公共交通機

関に逐次周知する。 
市民に対しては、第８節「広報」により、それぞれのニーズに対応した効果的な情報

伝達に努める。 
ア 防災行政無線（屋外拡声子局、戸別受信機）による情報伝達 
イ 防災行政無線電話応答サービスによる情報伝達 
ウ コミュニティＦＭの放送（ＦＭ緊急割り込み放送を含む。） 
エ 被災地から全国へ情報発信できるホームページの活用 
オ 携帯メール（緊急速報メールや防災メール）による情報伝達 
カ ＳＮＳを活用した情報発信（水防信号） 
キ サイレン等による情報伝達 
ク テレビのデータ放送（災害情報共有システムの活用） 
ケ 広報車両（支所、消防署または消防団等）による情報伝達 
コ 避難情報自動電話発信システムによる情報伝達 
 
 

（産業廃棄物処理施設 設置者を含む） 

いわき市水道局 県いわき災害対策地方本部 県災害対策本部 

いわき市 県いわき災害対策地方本部 県災害対策本部 

いわき市 県いわき災害対策地方本部 県災害対策本部 
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7 自主防災組織等と連携した情報収集・伝達 

市は、ボランティア団体等、自主防災組織と連携し、各団体が持つ住民と住民のネッ

トワークの力を活用し、携帯電話のメール、ホームページ、ＳＮＳにより災害情報を収

集伝達する。また、避難所や公共施設など市民の誰もが気軽に訪れることができる地域

の拠点において災害情報を提供する。 
災害情報収集・伝達を行う項目の例は、以下のとおりである。 
ア 避難情報（高齢者等避難や避難指示、緊急安全確保の発令状況、対象地域等） 
イ 人的被害 
ウ 住民の避難状況 
エ 住家等の被害状況 
オ ライフライン被害状況 
カ 交通機関、道路の被害状況 
キ 河川のはん濫等による浸水被害の状況 
ク 医療機関や薬局、小売店等の開設状況 
 

8 要配慮者への対応  

要配慮者への情報伝達については、地元行政区、自主防災組織、消防団など避難支援

等関係者の連携による避難誘導体制の整備を進めるとともに、避難所における手話通訳、

文字情報、わかりやすい言葉による伝達を行うなどの配慮に努める｡ 
また、高齢者は、インターネットによる情報収集が困難な場合が多いことから、電話

連絡や個別訪問を行うなどの配慮に努める。 
 

9 災害時の広報（災害広報・広報案文） 

①  人命の安全確保と人心安定に係る広報活動（初動期） 

ア 広報の実施機関と内容 
■初動対応に係る広報の実施機関と内容 

機 関 広 報 ・ 報 道 内 容 
いわき市 1. 災害情報、市の防災体制に関すること 

ア 災害の規模 

イ 危険地域の状況 

2. 避難に関すること 

ア 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令 

イ 避難所の開設 

3. 応急対策活動の状況に関すること 

ア 救護所、医療機関の開設状況 

イ 交通、道路、電気、水道等の状況 

4. 被害・火災の発生状況に関すること 
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警察署 1. 被害状況に関すること 

2. 道路交通に関すること 

3. 避難に関すること 

 
イ 市が実施する広報 

a 広報内容 

(a) 人心の安定に関する広報 

被災者は、災害によりかなり不安を抱いており、「流言飛語」いわゆるデマに

よるパニック等の混乱を防止するための広報を行う。 

(b) 避難に関する広報 

緊急に避難する、若しくは避難の準備を行う必要がある場合には、その旨を対

象となる地域住民に広報する。 
b 広報の媒体（手段） 

現場での指示、ＦＭ（サテライト）放送局、防災行政無線（屋外拡声子局、戸別

受信機、電話応答サービス）、携帯メール（緊急速報メール、防災メール）、災害情

報共有システムを活用したテレビのデータ放送、ホームページ、手話通訳等のほか、

避難指示、高齢者等避難の発令を行う場合は、必要に応じて支所や消防署所及び消

防団の車両による広報等も併せて実施する。 

c 広報の決定 

災害時に行う広報は、災対本部の判断によるものや、各担当部、防災関係機関か

らの依頼によるものがあるが、いずれの場合も実施の判断は、災対本部長が行う。 
なお、災対本部長（市長）以外で災害現場にいる職員が、人命の危険な状態によ

り時間的余裕が無いために災対本部の判断を待たずに避難に関する広報を行った

場合には、その旨を災対統括部に報告する。 
 

ウ 報道機関への発表 
a 発表場所 

緊急時には、報道各社が災対本部各部・班に取材することが予想されることから、

災対本部の近くに報道発表用のスペース（本庁舎の場合は、プレスルーム）を確保

する。 

b 発表内容 

(a) 災害の発生状況、二次災害の発生状況、被害状況、応急対策の状況、避難指示

及び注意事項などを適宜取りまとめて発表する。 

(b) 避難情報など住民に周知徹底の必要のある事項については、県が策定した「放

送を活用した避難指示等の情報伝達に関するガイドライン」に基づき、テレビ、

ラジオの各放送局及び県（災害対策課）にＦＡＸで情報を伝達する。 

(c) 市災対本部に電話が集中し、災害対策活動に混乱をきたすことのないよう、被

災者の安否情報などの問合せ窓口や連絡先などについても報道を依頼する。 
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c 被災地以外への報道依頼 
過去の災害において被災地では、見舞い電話・安否確認の電話や義援物資により

混乱を生じている。このため、被災地への電話の抑制や、発災直後においては、個

人からは義援金以外の義援物資を受け取らない旨の報道を行うよう依頼する。 
 
【広報文の例】 
１ 気象情報の伝達文 
◎ いわき市からのお知らせです。 
○月○日 ○時○分、いわき市に大雨警報（土砂災害警戒、浸水害警戒）、洪水

警報が発表されました。土砂災害や河川のはん濫、低地の浸水などに警戒されます

とともに、今後の気象情報に十分注意してください。 
 
２ 高齢者等避難の伝達文 
 ◎ 高齢者等避難の伝達文 

【件名】１５文字（エリアメール表題最大１５文字） 
高齢者等避難発令 

【本文】１９６文字（エリアメール本文最大２００文字） 
いわき市からお知らせです。〇〇〇川において、はん濫注意水位を超えたこと

から〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分、高齢者等避難（警戒レベル３）を発令しました。

沿川（〇〇字〇〇～海）にお住まいの高齢者など避難に時間のかかる方は開設し

ている避難所（〇〇〇中学校体育館：〇〇時〇〇分現在）や近くの安全な場所へ

避難を開始してください。それ以外の方は避難準備をし、気象情報に注意し早め

に避難をしてください。   
 
３ 避難指示の伝達文 
【件名】１４文字（エリアメール表題最大１５文字） 
避難指示発令（〇〇〇川） 

【本文】１５０文字（エリアメール本文最大２００文字） 
いわき市からお知らせです。〇〇〇川で避難判断水位を超え、はん濫危険水位に

到達する恐れがあることから、〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分、〇〇〇川に避難指示（警

戒レベル４）を発令しました。沿川（〇〇字〇〇～海）にお住まいの方は、避難所

（〇〇〇中学校体育館：〇〇時〇〇分現在）や、建物の２階以上に垂直避難する等、

安全な場所に急いで避難してください。 
 
４ 緊急安全確保の伝達文 
【件名】１４文字（エリアメール表題最大１５文字） 
緊急安全確保発令（〇〇〇川） 

【本文】１９７文字（エリアメール本文最大２００文字） 
いわき市からお知らせします。〇〇〇川（〇〇町〇〇地内）において河川はん濫

が発生したことから〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分、緊急安全確保（警戒レベル５）を

発令しました。 
河川はん濫が発生しており、とても危険な状況です。 
付近にお住いの方は、周囲の状況を確認し、最寄りの頑丈な高い建物に避難する

か、道路の冠水などで避難が危険と思われる場合は、建物の２階以上に垂直避難す

る等、命を守る最善の行動をとってください。 
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５ 被害の状況 
◎ これまでにわかった被害の状況をお知らせします。 

亡くなった方○○人、 行方のわからない方○○人、 
重傷者○○人、    軽傷者○○人、 
全壊家屋○○棟、   半壊家屋○○棟 

◎ 現在、市内の電気、ガス、水道はすべて供給を停止しています。また、電話も

不通となっています。復旧の見通しは立っていません。 
ラジオ等の情報に注意し、デマにまどわされないように落ち着いて行動してく

ださい。 
 
６ 火災発生の状況 
◎ ○○町付近で火災が発生しています。○○戸が焼失し、現在も延焼中です。 
◎ 現在、○○地区の火災は、（○○方面へ）燃え広がっています。 

○○地域の住民の方は、ただちに○○へ（○○方面へ）避難してください 
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② 救援に係る広報活動（救援期） 

ア 広報の実施機関とその役割 
■救援に係る広報の実施機関とその役割 

機関名 広報・報道内容 
いわき市 1. 避難に関すること 

ア 避難指示等及び避難所等 

イ 指定避難所以外に避難した被災者への支援 

2. 応急対策活動の状況に関すること 

ア 救護所、医療機関の開設状況 

イ 交通、道路、電気、水道等の復旧状況 

3. 市民生活に関すること 

ア 給食、給水 

イ 電気、ガス等の二次災害の防止 

ウ 防疫、衛生の知識 

エ 災害ごみの収集等 

オ 市民相談窓口の開設 

カ デマ情報の防止、誤報の打ち消し 

キ 医療機関や薬局、小売店等の開設状況 

4. 電力復旧時における火災発生の防止に関すること 

警察署 1. 被害状況、治安状況、救援活動、警備活動 

2. 転落、落下物等の事故防止 

3. 道路交通に関すること 

4. 防犯指導等の犯罪予防に関すること 

関係防災機関 1. 各機関の活動体制に関すること 

2. 電気、ガス等の二次災害の防止に関すること 

3. 所管業務の被害状況、復旧状況に関すること 

 
イ 市の実施する住民への広報 
a 広報内容 

(a) 人心の安定に関する広報 

(b) 生活に関する情報 

・衣食住関連の商品、サービス 

・救援物資の種類、配付場所 

・義援金の募集、支給 

・災害ごみの収集等 

・防疫、衛生に関する情報 
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b 広報媒体 

広報車、現場での指示、ＦＭ（サテライト）放送局、広報いわき、回覧、防災行政

無線（屋外拡声子局、戸別受信機、電話応答サービス）、携帯メール（緊急速報メー

ル、防災メール）、災害情報共有システムを活用したテレビのデータ放送、ホームペ

ージ、手話通訳等 

c 住民から要求度の高い情報の把握 

市は、ボランティアなどの協力を得て地域ごとに住民の求めている情報を収集し、 
優先度の高いものから、繰り返し広報する。 
なお、一般的に、初動対応期は、被害状況、安否情報を、救援期には、ライフライ 

ンの復旧の見通し、交通情報、生活情報を求める傾向にある。 
d  情報伝達の一元化 

機関ごとに広報内容が異なることのないよう、警察、消防、県、報道機関が一体性

をもち、広報の実施主体を一元化し、混乱の防止を図る。 
ウ 報道機関への発表 

a  定時記者会見の実施 

初動対応期から継続的に、報道機関に発表を行う。 

b  発表内容 

被災状況以外に、住民の要望が高くなる生活関連情報に中心を移していく。 

c  報道内容の依頼 

報道内容が激甚災害地の情報に偏らず、被害の少ない地区の生活情報も扱うよう、

各報道機関に依頼する。 
エ 要配慮者に対する広報 

聴覚・視覚障がい者等の災害情報を的確に入手することが困難な要配慮者に対して

は、災害情報共有システムを活用したテレビのデータ放送や、防災行政無線電話応答

サービス等を活用し、適切に情報が伝達されるように配慮に努める。 
また、高齢者等は、インターネットによる情報収集が困難な場合があることから、

チラシや広報紙等を配布するほか、電話連絡や個別訪問を行うなどの配慮に努める。 
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【広報文の例】 
１ 交通の状況 

◎ 現在、ＪＲ○○線は、全て運転を見合せています。ＪＲでは線路などの点検を 

行っていますが、まだ運転再開の見通しは立っていません。今後の情報に注意し 

てください。 

◎ 現在、冠水により○○通りが通行止めとなっております。 

ドライバーの皆さんは、ラジオの情報や現場警察官の指示に従ってください。 

◎ 現在、ＪＲ○○線は、○○～○○間で運転が一部再開されました。 

◎ 現在、市内を運行しているバスは、○○交通の○○行きです。 

その他の路線は、運行の見通しが立っていません。 

 

２ 救護対策の周知 

◎ 負傷者の臨時救護所が○○に設けられています。けがをされた方は○○に行っ

てください。 

◎ 負傷者の収容についてお知らせします。○○付近でけがをされた方は（所在地）

の○○病院に収容されています。 

 

３ 被災者の避難収容場所の周知 

◎ 避難所のお知らせをいたします。 

被災者の避難所は、○○と○○に設置されています。お困りの方は、直接避難

所においでになるか、市役所○○課 電話●●-●●●●までご相談ください。 

 

４ 防疫、保健衛生に関する注意 

◎災害時には、感染症の拡大リスクが高まります。家屋が浸水した場合は、細菌や

カビが繁殖しやすくなり、感染症にかかるおそれがあります。感染症予防のため、

清潔、乾燥を心がけましょう。 
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10  県及び各機関の連絡先  

県または国（総務省消防庁）へ災害緊急報告を行う場合は、次の通信手段及び連絡に

より行う。 
 

［被害状況の報告先］ 
 

  

県(災害対策課)ＮＴＴ回線     024-521-7194 （FAX）024-521-7920 

総合情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ         衛星系 810-201-2632,2633,2640 

（防災電話/防災 FAX からかける場合）衛星系（FAX）810-201-5523 

                 地上系    811-201-2632,2633,2640 

                 地上系（FAX） 811-201-5523 

県(いわき地  ＮＴＴ回線     0246-24-6203 （FAX）0246-24-6228 

 方振興局)   総合情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ 衛星系    810-800-452～454 

                   衛星系（FAX） 810-800-720 

                 地上系    811-800-452～454 

                 地上系（FAX） 811-800-720 

国(消防庁)  ＮＴＴ回線     03-5253-7527     （FAX）03-5253-7537 

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ 810-048-500-9043421（FAX）810-048-500-9049033 

（防災電話/防災 FAX からかける場合） 

 
別表１ 消防庁への火災・災害等即報基準 

火災・災害等区分 即報基準 

災 
害 
即 
報 

一般基準 ○災害救助法の適用基準に合致するもの 
○県または市が災害対策本部を設置したもの 
○災害が 2県以上にまたがるもので１の県における被害は軽微であって

も、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 
○気象業務法第 13条の 2に規定する大雨、津波、火山噴火等に係る特別警

報が発表されたもの 
○自衛隊に災害派遣を要請したもの 

※一般基準に該当しない場合であっても、次の個別基準に該当するもの（該

当するおそれがある場合を含む。）について報告をすること。 
個 
別 
基 
準 

災 
害 

地 
震 

○県または市の区域内で震度５弱以上を記録したもの 
○人的被害又は住家被害を生じたもの 

津 
波 

○津波警報又は津波注意報が発表されたもの 
○人的被害または住家被害を生じたもの 

風 
水 
害 

○がけ崩れ、地すべり、土石流等により人的被害または住家被害を生じた

もの 
○洪水、浸水、河川の溢水、破堤または高潮等により人的被害または住家

被害を生じたもの 
○強風、竜巻などの突風により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

雪 
害 

○積雪、雪崩等により、人的被害または住家被害を生じたもの 
○積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

社会的影響基準 ○一般基準、個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に大きく取
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り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をするこ

と 
火 
災 
等 
即 
報 

一般基準 ○死者が 3 人以上生じたもの 

○死者及び負傷者の合計が 10 人以上生じたもの 

○自衛隊に災害派遣を要請したもの 

※一般基準に該当しない場合であっても、次の個別基準に該当するもの（該当する

おそれがある場合を含む。）について報告をすること。 
個 
別 
基 
準 

火 
災 

建 
物 
火 
災 

○特定防火対象物で死者の発生した火災 

○高層建築物の 11 階以上の階、地下街または準地下街において発生した火災

で利用者等が避難したもの 

○大使館、領事館及び指定重要文化財の火災 

○特定違反対象物の火災 

○建物焼損延べ面積 3,000 平方メートル以上と推定される火災 

○他の建築物への延焼が 10棟以上又は気象状況等から勘案して概ね 10棟以上

になる見込みの火災 

○損害額１億円以上と推定される火災 

林 
野 
火 
災 

○焼損面積 10 ヘクタール以上と推定されるもの 

○空中消火を要請又は実施したもの 

○住宅等へ延焼するおそれがあるもの 

交 
通 
機 
関 
の 
火 
災 

○航空機火災 

○タンカー火災 

○船舶火災であって社会的影響度が高いもの 

○トンネル内車両火災 

○列車火災 

そ 
の 
他 

○以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等 

（例示） 

・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

石油コン
ビナート
等特別防
災区域内
の事故 

〇危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

（例示） 

・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う 

施設の火災又は爆発事故 

〇危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

〇特定事業所内の火災（危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故以外 

のもの。） 

危険物等

に係る事

故 

○危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」と

いう）を貯蔵しまたは取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に

掲げるもの 

 ※石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く 

・死者（交通事故によるものを除く）または行方不明者が発生したもの 

・負傷者が 5 名以上発生したもの 

・周辺地域の住民等が避難行動を起したものまたは爆発により周辺の建物等

に被害を及ぼしたもの 

・500 キロリットル以上のタンクの火災、爆発または漏えい事故 
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・海上、河川への危険物等流出事故 

・高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい 

事故 

その他 〇可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が

高いと認められるもの 

〇消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故 

社会的影響基準 ○一般基準、個別基準に該当しない火災・事故であっても報道機関に大きく取

り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること 

救急・救助事故即報 ○死者 5 人以上の救急事故 

○死者及び負傷者の合計が 15 人以上の救急事故 

○要救助者が５人以上の救助事故 

○覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上をの救助事故 

○消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故 

○消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故 

○自衛隊に災害派遣を要請したもの 

○上記に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に大きく取り上げら

れる等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的影響度が高いことが判明

した時点での報告を含む。） 

（例示） 

・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

・バスの転落による救急・救助事故 

・ハイジャックによる救急・救助事故 

・不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等にお 

いて発生した救急・救助事故 

・全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地 

域において同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から 

把握されるべき救急・救助事故 
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別表２ 消防庁への直接即報基準 
火災・災害等区分 即報基準 
火 
災 
等 
即 
報 

交通機関の火

災 
○別表１交通機関の火災のとおり 

石 油 コ ン ビ ナ

ー ト 等 特別 防

災区域内の事

故 

〇危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

〇危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

危険物等に係

る事故 
○死者（交通事故によるものを除く）または、行方不明者が発生したもの 

○負傷者が５名以上発生したもの 

○危険物等を貯蔵しまたは取り扱う施設の火災・爆発事故で当該工場等の

施設内または周辺で 500 平方メートル程度以上の区域に影響を与えたも

の 

○危険物等を貯蔵しまたは取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、

次に該当するもの 

・海上、河川へ危険物が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

・500 キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

○市街地または高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えい

で、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

〇市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

救急・救助事故即報 ○死者及び負傷者の合計が 15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げる

もの 

・列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

・バスの転落等による救急・救助事故 

・ハイジャックによる救急・救助事故 

・映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・

救助事故 

・その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

災害即報 ○地震が発生し、市域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問

わない。） 
○災害により死者又は行方不明者が生じたもの 
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第 7節  通信の確保 

 
【災対本部】災対総合政策部、災対総務部、災対消防部 【災対各地区本部】総務班 
【関係機関】県（危機管理部、いわき地方振興局） 

 

1 計画の目的  

災害発生時における被害状況の把握や被災者の救助活動などの応急対策を迅速かつ的

確に実施するためには、情報収集手段の確保が重要である。防災関係機関は、無線・有

線の通信手段を的確に運用するとともに、通信施設の被災状況の把握と早期復旧及び代

替通信手段の確保に努める。 
 

＜達成目標＞ 
市は、災害発生後 1時間以内に災害対策本部等の通信に必要な機器とネットワークを

確保し、通信の状態を確認する。被災により通信が途絶した場合は、概ね 3時間以内に

災対本部と被災地（災対地区本部）間及び防災関係機関とをつなぐ通信手段を確保する。 

被災箇所での緊急対策実施に利用する通信手段は、災害発生後概ね 6時間以内に確保

する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市の役割 

ア 公衆回線、防災行政無線の不通箇所を把握し、早期復旧に努めるとともに、代替通 
信手段を確保する。 

イ 自力で通信手段を確保できない場合は、県に支援を要請するとともに、情報連絡員 
（リエゾン）の派遣を受ける。 
 

(2) 県の役割 

ア 防災関係機関、通信事業者等の協力を得て、市が利用する通信手段の確保を支援す 
る。 

イ 防災関係機関、通信事業者等の協力を得て、被災箇所での緊急対策実施に利用する 
通信手段を確保する。 

ウ 県総合情報通信ネットワーク等が途絶し、市と連絡がとれない場合には、衛星携帯 
電話を所持した情報連絡員（リエゾン）を市災対本部に派遣する。 
 

(3) 防災関係機関、通信事業者等の役割 

県、市から要請があった場合は、通信の確保に協力する。 
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3 業務の内容  

(1) 通信施設の応急対策 

市は、発災直後に市災対本部や災対各地区本部など災害対応拠点施設を中心に通信施

設の機能を確認し、被災が判明した場合は、ただちに復旧にあたるとともに、その間は、

移動系防災行政無線や衛星携帯電話などにより復旧までの通信の確保に努める。 
①  公衆通信施設 

ア 災害時優先電話 
通話が輻輳しても、防災関係機関との重要通信を確保するため、一般の電話に対

して優先的に利用できるよう、あらかじめ東日本電信電話㈱の指定を受けた電話で

あり、市は、当該電話を職員に周知し有効に利用する。 
イ 特設公衆電話 

市と東日本電信電話㈱との協定に基づき、小・中学校など主要避難所にあらかじ

め専用回線を整備しており、大規模災害時には、被災者が無料で利用することがで

きる。 

②  無線通信 

ア 移動系防災行政無線 
260MHz 帯の移動系防災行政無線を災対本部や災対各地区本部等に配備し、被害情

報等の収集等に活用する。 
イ 水防無線 

水防活動上、緊急を要する連絡を行うため、防災行政無線及び消防デジタル無線

を活用した水防無線（固定局、移動局）を災対本部及び災対各地区本部、消防署所

及び消防車両に配備する。 

ウ 県総合情報通信ネットワーク（県防災行政用無線） 
市、県及び県内消防本部等、県総合情報通信ネットワーク加入機関相互の通信及

び地域衛星通信ネットワーク加入の消防庁、他県の自治体との通信は、当該ネット

ワークを有効に利用する。 
エ 防災相互通信用無線 

防災関係機関が防災活動を行うにあたり、全国共通の 150MHz 帯及び 400MHz 帯の

専用周波数を用いて通信を行うもので、全ての整備機関との通信が可能である。 
ただし、周波数の違いや、専用で無線局を開設するものと各々業務用無線局に防

災相互通信用周波数を併設するものがあるので、関係機関は適切な運用が図られる

よう調整を行う必要がある。 
③  衛星携帯電話 

市外との情報連絡手段のバックアップとして、災対本部に配備する。 
④  その他の通信の利用 

公衆通信施設及び防災無線が利用できないときは、次の手段を利用して通信を行う。 
 

ア 他機関の通信施設の優先利用 
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緊急を要する場合、市長及び知事は、電気通信事業法第８条第２項により、有線電

気通信法に掲げる者が設置する有線電気通信設備もしくは無線設備を使用すること 
ができる。 

イ 自衛隊の通信支援 
市長及び防災関係機関は、災害応急対策のため自衛隊の通信支援を必要とする場合

は、知事に対して自衛隊の派遣要請の依頼を行う。 
ウ 非常通信の利用 

東北地方非常通信協議会に対し、非常通信の利用について要請する。 
エ 使送 

全ての有線及び無線通信が途絶した場合は、使者を派遣する。 
なお、県は情報連絡員（リエゾン）を市災対本部に派遣することとされている。 
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第 8節  広報 

 
【災対本部】災対統括部  
【関係機関】 
・県（広報課） 
・ライフライン関係機関、公共交通機関、報道機関、市民、企業等事業所等 

 

1 計画の目的  

風水害発生時または災害発生が予想される時は、市民等に正確な情報を迅速かつ的確

に伝え、民心の安定を図り、災害対策を円滑に実施することが必要である。このことか

ら、市、防災関係機関及び報道機関は、相互に協力・連携し、住民の立場に立った広報

活動を行う。 
 
＜達成目標＞ 

市は、広報車、防災行政無線、携帯メール（防災メール、緊急速報メール）、ホーム

ページ、ＳＮＳ、テレビ、ラジオ、掲示板、広報紙等の多様な手段を活用しながら、時

期を失することなく広報する。 

 

2 各主体の責務  

(1) 市民、企業等事業所等の役割 

気象情報や市が発表する避難情報に留意し、情報を入手したときは、要配慮者や情報

を入手していない市民、観光客等の滞在者に的確に伝え、避難誘導など適切な対応がと

れるよう努める。 
 

(2) 市・県の役割 

気象に関する情報を積極的に収集し、災害発生が予想される時は、河川の水位や今後

の降雨予想、高齢者等避難をはじめとする防災に関する情報を広報し、市民等の安全を

確保する。災害発生後は、被害状況や復旧見込み等の情報を広報し、さらなる災害の拡

大と流言飛語等による社会的混乱を防ぎ、民心の安定を図るとともに、救援・復旧活動

に対する協力を仰ぐため、社会的関心を喚起する。 
また、障がい者や外国人等の要配慮者にも的確に情報が伝わるよう、テレビのデータ   

放送の活用などのほか、やさしい日本語による広報に努める。 
 
 
 



 

210 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策 

第
４
章 

災
害
復
旧
・
復
興
計
画 

風

水

害

対

策

編 

第
１
章 

総
則 

第
２
章 

災
害
予
防 

(3) 県警察本部の役割 

生命、身体及び財産を災害から保護し、犯罪の予防、交通の確保等、公共の安全と秩

序を維持するため、関係機関と緊密な連係のもと広報活動を行う。 
 

(4) 国の役割 

災害発生後、的確な防災対策が講じられるよう、気象情報や河川の水位情報等の観測

情報、今後の注意点等について随時広報する。 
 

(5) ライフライン関係機関（電気、ガス、上水道、下水道、情報通信事業者） 

災害発生直後や避難の際に行うべき対策（ブレーカーの遮断、火の始末、元栓の確認

等）について広報する。また、迅速に救援活動・復旧活動等が講じられるよう、被災地

での活動の根幹となるライフラインの被害状況、復旧状況、復旧予定等を随時広報する。 
 

(6) 公共交通機関（鉄道、バス、船舶） 

避難、救援活動が迅速に行われるよう、被害状況、運行時間・経路変更、代替手段、

復旧状況、復旧予定等を広報する。 
 

(7) 報道機関 

災害や避難に関する情報を入手したときは、被害の拡大と社会的混乱を防ぐため、正

確かつ迅速に報道する。 
 

3 業務の内容  

(1) 災害発生時の広報活動の目的 

ア 市民等の避難救護と被害の拡大抑止 
イ 流言飛語等による社会的混乱の防止 
ウ 当該災害に対する社会的関心の喚起 
 

(2) 災害発生時の広報活動の基準 

災害広報活動は時系列区分を基本として実施するものとし、各段階における広報は、

次の事項を重点として行う。 
 

時系列 広報内容 

災害発生直前 ・高齢者等避難の発令（以後、随時） 

・避難指示の発令（以後、随時） 

・浸水等による交通規制の情報 
災害発生時 

第 1段階 

災害発生直後 

・災害発生情報（位置、規模等） 

・初動対策に必要な情報 
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第 2段階 

災害応急対策

初動期 

・人的・建物被害、公共施設・公共土木施設の被害状況 

・ライフラインの被害状況と使用に関する注意 

・交通規制情報 

・避難所に関する情報（避難者数等） 

・市民等の安否情報 

・水や食料、生活物資供給に関する情報 

・医療機関や薬局等の開設状況 

・保育所の休園や学校の休校等に関する情報 

・社会福祉施設等の稼動状況、受け入れ状況に関する情報 

・災害ごみの処理に関する情報 

・その他、応急対策に必要な情報 

第 3段階 

災害応急対策

本格稼働期 

・被災相談に関する情報（り災証明書及び被災証明書の発行等） 

・生活再建に関する情報（被災者生活再建支援制度等） 

・その他、復旧・復興対策に必要な情報 

 
(3) 広報活動の実施 

①  市の広報活動 

広報活動の実施主体として災害情報を迅速に収集、確認、整理し、庁内で共有する。 
上記の基準に基づき報道機関に公表するとともに、市民等に対し広報車、防災行政

無線、携帯メール（緊急速報メール、防災メール）、ホームページ、テレビ、ラジオ（Ｆ

Ｍいわきの緊急割込み放送を含む。）、掲示板、広報いわき、ＳＮＳ等を活用して情報

提供を行う。 

②  防災関係機関の広報活動 

防災関係機関は、他の関係機関との緊密な連絡のもとに広報体制を早期に確立し、

災害状況を迅速に把握するとともに、上記基準に基づき、各機関の災害対策所管事項

について随時適切な広報活動を行う。 
③  報道機関による広報活動 

ア 報道機関は、市民等の安全の確保と社会的混乱の防止を目的として、市等から公   
表された災害情報や依頼された災害広報について、正確かつ迅速な報道を行う。 

イ ㈱いわき市民コミュニティ放送及び㈱いわき民報社は、市民に最も身近な地元報 
道機関として、行政や防災関係機関の発表情報のほか、被災地域の情報等をきめ細

かく収集し、市民に提供する。 
ウ 聴覚障がい者に考慮し、テレビ放送では、災害情報共有システムを活用したデー

タ放送や公共音声にテロップを挿入するなど必要な措置を講じる。 
エ 外国人の被災者のため、外国語によるＦＭ放送に努める。 
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(4) 広聴活動の実施 

市及び防災関係機関は、被災者からの相談、要望、苦情等を受け付け、応急対策や復

旧対策に反映するとともに、適切な措置を行う。 
なお、被災者の安否確認については、安否情報確認システム、ＮＴＴや携帯電話事業

者等が提供する災害用伝言ダイヤルの利用を呼びかける。 
 

市 ・避難所において相談・要望などの受付 
・地元行政区や自主防災組織等を通じた相談・要望等の受付 
・被災者のための総合相談窓口の設置 

県 
 

・市の行う被災者のための相談活動に対する支援 
・災害応急対策や復旧に対する提言・意見等の被災地内外からの聴取 

ライフライン 
関係機関等 

・利用者相談窓口等の開設 
・所管事項に関する相談窓口の開設 

 
(5) 要配慮者への対応 

ア 視覚・聴覚障がい者等にも情報が伝達されるよう、放送事業者等の協力のもと、災

害情報共有システムを活用したテレビのデータ放送、音声とテロップの組み合わせ、

手話通訳者の配置など多様な情報伝達手段を確保する。 
イ 外国人にも災害に関する情報が伝達されるよう、多言語サイトの構築等を行うほか、

わかりやすい日本語による情報提供に努める。 
ウ 自主防災組織や地域住民等は、地域の要配慮者に対し災害に関する情報を伝達する。      
エ 企業等事業所や学校等は、観光客、遠距離通勤・通学者等に対し適切な対応がとれ 
るよう、災害に関する情報を伝達する。 

オ 一時的に被災地から離れた被災者にも、生活再建、復興計画等に関する情報が確実

に伝わるよう情報伝達方法を検討する。 
カ 高齢者等避難などの避難情報が発令された場合、土砂災害警戒区域、河川洪水浸水

想定区域に居住する避難行動要支援者等を対象に、避難情報自動電話発信システムを

活用し、早期に避難行動を開始できるよう、自動電話にて避難を促す。 
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第 9節  自分と家族を守る応急対策 

 
【災対本部】全部・班 【災対各地区本部】全班 
【関係機関】 
・市民、企業等事業所 

 

1 計画の目的  

災害発生時は、日ごろ身に付けた知識や技術を活かし、自分や家族の安全を確保する。

また、地域住民と連携して要配慮者等の安全確保を図るとともに、火災など二次的被害 
を最小限に食い止める。 

 
＜達成目標＞ 

災害の発生が予想されるときは、気象情報等に注意し、危険を感じた時は早めの避難

を心がける。 
災害発生時には、落ち着いて行動し、まずは身の安全の確保を図る。また、自分や家

族の安全を確保でき次第、積極的に支援する側、援助する側に回り、消防団や自主防災

組織等と連携し、的確な応急活動に協力する。 
 

2 応急対策の実施  

(1) 災害情報収集・伝達 

ア テレビやラジオ等により気象情報等を入手し、最寄りの避難所や避難方法、家族と 
の連絡方法等について確認する。 

イ 災害発生時には情報の錯綜が予想されることから、避難にあたっては、携帯ラジオ  
やワンセグ機能付き携帯電話を携行し、正確な情報の入手に努める。 

ウ 災害に関する情報には留意し、情報を入手したときは、要配慮者や情報を入手して 
いない地域住民、観光客等に伝達し、適切な対応がとれるよう支援に努める。 

エ 市が主要な避難所に整備する公衆無線ＬＡＮ網や特設公衆電話、災害用伝言ダイヤ 

ル等を活用し、情報の入手や家族等の安否確認等を行う。 

 
(2) 災害時の避難 

①  避難行動 

ア 気象警報等や河川の水位情報、地域の状況等に注意し、市から避難指示等が発令さ 
 れたときは、ただちに最寄りの避難所に避難する。 
イ 道路の浸水等により避難所への避難が困難な場合は、最寄りの頑丈な建物へ避難す 
るか、最もがけから離れた自宅の二階以上の場所に移動する。 

ウ 夜間の避難は避け、早めの避難を心がける。 
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エ 土砂災害の前兆現象（湧水、地下水の濁り、地鳴り、渓流の水量の変化等）を発見 
した時は、ただちに避難するとともに、市に通報する。 

オ 家族や隣近所の人達と一緒に避難 
カ 隣近所で声をかけあい、負傷者や高齢者と一緒の避難 
キ 危険が少ない、広い道路を選んでの避難 
ク 避難完了後に職場等への連絡 
②  避難所の運営 

住民は、緊急に避難の必要があるときは、市による開設を待つことなく、次により

避難所に立ち入り、身の安全を確保する。  
また、避難者は、自主防災組織等と協力しながら避難所運営の協力に努める。 

ア 避難施設の被災状況を観察し、安全を確認 
イ 蹴破り扉、出入口、窓等侵入可能な箇所を破壊し避難 
ウ 分散せずまとまって開設担当者の到着を待つ。 
エ 毛布や非常用食糧など備蓄品の確認 
 

(3) 消火活動 

市民、学校、事業所等は、家庭及び職場等において、出火防止や初期消火に努めると

ともに、出火を確認したとき、または消火が困難な場合は、ただちに消防署に通報する。 
ア コンロ、暖房器具等の火の元を消す。 
イ 出火した場合、近隣の者にも協力を求めて初期消火 
ウ 消防署へ迅速に火災発生を通報 
エ 消防隊の速やかな到着が非常に困難になることを念頭に置き、暖房器具等からの出 

火防止に努めるとともに、燃料等の漏出等がないかただちに点検する。 
 

(4) 救急救助活動 

災害発生時は、公的機関の防災活動のみならず、地域住民による自発的かつ組織的な

防災活動が極めて重要であることから、地域住民や自主防災組織は、公的機関が行う防

災活動に積極的に協力する。 
ア 要配慮者の救護及び避難支援 
イ 簡易救出器具等を活用しての救出活動 
ウ 傷病者の救出及び応急手当、救護所等への搬送の協力 
エ 地域内の被害状況等の情報収集 
 

(5) こころのケア対策 

ア 被災住民は、急性ストレス障害等の精神的な問題が災害後に生ずることを認識 
イ 自身はもとより要配慮者である高齢者・障がい者・乳幼児等に十分配慮したこころ 
の健康の保持・増進 
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(6) 防疫保健衛生 

ア 医療・保健の情報の積極的活用による自らの健康管理 
イ 家屋の衛生確保（清掃・乾燥及び必要な家屋内の消毒） 
 

(7) ライフライン関係 

①  電話 

ア 災害発生時は、一般回線や携帯電話が通じにくくなることから、電話での連絡は必 
要最低限とするよう心がける。 

イ 小・中学校など主要避難所に整備している特設公衆電話の活用（大規模災害時に被

災者が無料で利用することができるもの。） 

ウ 災害用伝言ダイヤルや携帯電話の災害用伝言板の活用 
エ 携帯電話のメール機能やＳＮＳの活用 
②  電気 

ア 火災発生防止のため、アイロンやドライヤーなどの熱器具のスイッチを切るととも 
に、プラグをコンセントから抜き、ブレーカーを落とす。 

イ 切れた電線や垂れ下がった電線には絶対に近づかない。 
③  ガス 

ア ガス栓を閉止し、出火、爆発等の事故発生を防止する。 
 イ 避難時に誘導等を行う地域住民は、要配慮者世帯の元栓閉止等の安全措置の実施状 

況を確認 
④  上水道 

被害状況によっては、災害発生直後から応急給水活動の開始が見込まれるが、発災

後３日間に必要な飲料水（１人あたり１日３ℓを目安）は、自らの備蓄により賄う。 
⑤  下水道 

ア 災害時には、下水道施設等に流入する水の量を少なくするように努める。 
イ 地域の避難所における携帯トイレ、トイレ施設等の管理・配布等を共同で行う。 
 

(8) 防犯対策 

大規模災害時においては、一時的に社会生活が麻痺状態となり、災害時の混乱に乗じ

た各種犯罪の発生も予想されるため、夜警の実施など警察署等の警備活動に協力する。 
 

3 要配慮者への対応  

地域住民、地元行政区等は、市、防災関係機関、介護保険事業者、社会福祉施設等と

連携して、地域社会全体で要配慮者の安全確保に努める。 
ア 家族、近隣住民及び自主防災組織の協力による避難誘導 
イ 自主防災組織を中心とした、避難所における要配慮者の安全確保 
ウ 在宅の要配慮者の状況等について警察や市職員等に連絡 
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第 10節  避難対策 

 
【災対本部】全部・班 【災対各地区本部】全班 
【関係機関】国（磐城国道事務所）、県（危機管理部、いわき地方振興局、いわき建設事務所）、

県教育委員会、県警察本部（いわき中央、東、南警察署） 
 

1 計画の目的  

風水害発生時における市民の安全を確保し、人身被害を最小限に抑えるため、市及び

関係機関は相互に連携し、気象情報や避難指示の迅速な周知または伝達を行うなど、迅

速な避難を行うための体制を整備する。 
同時に、市、施設管理者、地域住民等で可能な限り早期に避難所を開設し、避難者を

受け入れ、住民の安全を第一として避難所運営を行う。 
 

＜達成目標＞ 
市は、あらゆる情報伝達手段を活用して避難指示等の発令及び避難誘導を迅速かつ確

実に行うとともに、自主防災組織等と連携し、すみやかに避難所の開設を行う。 
特に、住民に対する避難指示は、時期を失することなく迅速に発令し、適切な避難場

所・避難所に住民を安全に避難させる。 
市民は、日ごろ身につけた知識や技術を活かして自らの安全を確保するとともに、家

族や隣近所と協力し合って要配慮者等の避難を支援するなどの活動を積極的に行うよう

努める。 
避難所の開設・運営は、避難住民、自主防災組織、施設管理者及び市の協働により行

い、安心して避難生活できる環境づくりを行う。 
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2 各段階における業務の内容  

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

【河川災害】 
氾濫注意水位を超え、避難判断水位に到

達することが予見される場合 

【土砂災害】 
① 大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害の危険度分布が「警戒

（赤）」（警戒レベル３相当）であり、降

雨の継続により土砂災害の危険度分布

が「危険（紫）」（警戒レベル 4相当）に

なる見込みである場合 

② 数時間後に避難経路等の事前通行

規制等の基準値に達することが予測さ

れ、当該地区において孤立世帯が発生す

ることが想定される場合 

河川の水位情報（今後の予測等）の伝達 
被害状況等の収集 
高齢者等避難の発令（緊急速報メール、防

災メール、市ホームページ、ＳＮＳ、避難

情報自動電話発信システム、消防団の広報

等） 
避難所の開設・避難者の受け入れ、避難者

名簿の作成 
住民等の避難状況確認 
福祉避難所の開設及び移送の準備 
避難指示発令の検討（対象地域、発令時間、

周知方法等） 
関係機関等への情報提供 

【河川・土砂共通】 
警戒レベル３高齢者等避難の発令が必

要となるような強い降雨を伴う台風等

が、夜間から明け方に接近・通過するこ

とが予想される場合 

 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

【河川災害】 
避難判断水位を超え、氾濫危険水位に到

達することが予見される場合 

【土砂災害】 
① 土砂災害警戒情報が発表され、土砂

災害の危険度分布で「危険（紫）」（警戒

レベル 4相当）となり、降雨の継続によ

り土砂災害の危険度が高まるまたは高

い状態に留まる場合 

② 警戒レベル４避難指示の発令が必

要となるような激しい雨を伴う台風等

の接近が予想され、夜間から明け方に接

近・通過することが予想される場合 

③ 警戒レベル４避難指示の発令が必

要となるような激しい雨を伴う台風等

の接近が予想され、立退き避難が困難と

なる暴風を伴い接近・通過することが予

想される場合 

④ 土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き

水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）

が発見された場合 

避難指示の発令（緊急速報メール、防災メ

ール、市ホームページ、ＳＮＳ、消防団の

広報等） 
避難所の増設・避難者の受け入れ、避難者

名簿の作成 
避難行動要支援者の安否確認 
非常用食料や毛布等の配布 
日用品等提供依頼 
要配慮者のための福祉スペースの確保 
福祉避難所の開設及び移送の準備 
被害状況等の収集 
関係機関等への情報提供 

【河川・土砂共通】 
災害が発生する恐れが極めて高い状況

等の場合 
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警
戒
レ
ベ
ル
５ 

【河川災害】 
河川氾濫が発生、または切迫している場

合 

【土砂災害】 
① 大雨特別警報（土砂災害）が発表さ

れた場合 

② 土砂災害の危険度分布で「災害切迫

（黒）」（警戒レベル５相当）となった場

合 

③ 土砂災害の発生が確認された場合 

緊急安全確保の発令（緊急速報メール、防

災メール、市ホームページ、ＳＮＳ、消防

団の広報等） 
避難所の増設・避難者の受け入れ、避難者

名簿の作成 
孤立者等の救助 
避難行動要支援者の安否確認 
非常用食料や毛布等の配布 
日用品等提供依頼 
要配慮者のための福祉スペースの確保 

3 各主体の責務  

(1) 市民・企業等の役割 

災害時においては、その人的被害を最小限に抑えるために早い段階から気象、河川情

報や地域の状況に注意し、市が発令する高齢者等避難等に的確に対応する。 
また、孤立した場合でも救助を待つまでの間、最低限の食料、飲料水の備蓄や携帯ラ

ジオ等の用意を自ら行う。 
 

(2) 市の役割 

ア 市長は、避難情報の発令基準を明確化し、河川水位、降雨量等が予め設定した基準に

達したとき、または危険と判断したときは、躊躇することなく避難指示を発令する。 
イ 情報伝達機能を喪失しないよう、停電時における非常用電源の配備などを行う。 
ウ 避難情報等については、防災行政無線、携帯メール（緊急速報メール、防災メール）、

ホームページ、ＳＮＳ、テレビ、ラジオ（ＦＭいわきへの緊急割込み放送を含む。）、広

報車、消防サイレンなど多様な手段を併用して一斉・迅速・確実に行う。危険が急迫し

た状況で、通常の手段による伝達が困難な場合は、県内放送機関に対する緊急放送の要

請を県に依頼する。 
エ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令した場合は、ただちに避難所を開設す

る。 
オ 避難指示を発令した場合は、発令時刻、対象地区、世帯数、人数、避難先、避難が必

要となった理由等を、ただちに県に報告する。 
 

(3) 県の役割 

ア 気象情報、河川水位情報等、避難の判断材料となる情報を市に随時提供し、状況判断

について技術的な支援を行う。 
イ 市の避難情報の発令状況を被害状況と共に集約し、総務省消防庁に報告すると共に、

報道機関や県ホームページを通じて公表する。 
ウ 知事は、避難住民の輸送や救出のため、市からの要請または職権に基づき、消防の広

域応援、緊急消防援助隊の派遣、自衛隊の災害派遣、第二管区海上保安本部の協力等を

要請する。 
エ 市の避難所開設運営に関し、施設の提供、物資の提供など必要な支援を行う。 
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オ 東北運輸局、鉄道事業者等と調整のうえ、市長の応援要請に応じて避難住民及び緊急

物資の運送に係る車輌等の確保に係る支援を行う。 
(4) 県教育委員会の役割 

所管する県立学校の避難所としての使用に協力する。 
(5) 県警察本部 

ア 住民の避難途上の安全確保に協力する。 
イ 必要に応じて、広域緊急援助隊の出動を要請し、避難住民の輸送や救出に当たる。 

 

4 避難の指示等  

避難指示等の発令は、それぞれ以下の法律により定められたところによる。 
(1) 実施責任者 

発令者 避難指示を行う要件 根拠法令 
市長 災害に関する予報や警報の通知を受けたときは、要

配慮者に対して、その円滑かつ迅速な避難の確保が

図られるよう立退き（高齢者等避難）を通知または

警告する。 

市民の生命、身体に危険を及ぼすと認めるときは、

指示を行う。 

災害対策基本法

第 56 条第 2項 

災害対策基本法 

第 60 条 

県知事 知事は、災害の発生により市が全部または大部分の

事務を行うことができなくなったときは、市長に代

わって指示を行う。 

災害対策基本法 

第 60 条第 6 項 

警察官 (1) 市長から要請があったとき。 

(2) 市長が避難の指示をできないと認められ、指示

が急を要するとき。 

(3) 人の生命もしくは身体に危険を及ぼし、または

財産に重大な損害を及ぼすおそれがあり、指示が

急を要するとき。 

(1) (2) 災害対策

基本法第 61 条 

(3) 警察官職務

執行法第４条 

海上保安官 (1) 市長から要請があったとき。 

(2) 市長が避難の指示をできないと認められ、指示

が急を要するとき。 

災害対策基本法

第 61 条 

本部長、県知事

及び県知事の

命を受けた県

職員 

洪水や地すべり等により著しい危険が切迫してい

ると認められるとき、必要と認める区域の住民に対

して避難の指示を実施。 

水防法第 29 条 

地すべり等防止

法第 25 条 

自衛官 災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、災害により

危険な事態が生じた場合で、かつ警察官がその場に

いないとき。 

自衛隊法第 94 条 
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   なお、災害発生の危険が目前に迫っており、緊急に避難の必要があると判断される場

合は、市長に代わり以下の職員が避難指示を行うことができる。 
ア 消防長、消防次長、消防署長、警防課長、指令課長 
イ 危機管理部長、土木部長 
ウ 災害対策各地区本部長 
エ 消防団長、消防団副団長、消防団支団長 
 

(2) 避難指示の発令 

① 避難指示等発令の基準 

  内閣府の「避難情報に関するガイドライン」を踏まえ、避難指示等の発令基準を次の

とおり定める。 
 
ア 水害（河川災害） 

 避難情報 発令の基準 
警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高齢者等避

難 
・はん濫注意水位を越え、避難判断水位に到達することが予見され

る場合 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避難指示 ・避難判断水位を越え、はん濫危険水位に到達することが予見され

る場合 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊急安全確

保 ・河川氾濫が発生、又は切迫している場合 
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イ 土砂災害 
 避難情報 発令の基準 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高齢者等避

難 

① 大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、土砂キキクル（大雨

警報（土砂災害）の危険度分布）が「警戒（赤）」（警戒レベル３

相当）であり、降雨の継続により土砂災害の危険度分布が「危険

（紫）」（警戒レベル４相当）になる見込みである場合 
② 数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達すること

が予測され、当該地区において孤立世帯が発生することが想定さ

れる場合 
③ 警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨

を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想さ

れる場合、または、大雨警報（土砂災害）が発表されている状況

で、さらなる降雨の継続により土砂災害発生の危険度が高まると

予測される場合 
④ 気象庁から福島県に線状降水帯による大雨の半日程度前予測情

報が発表され、かつ、本市域において、警戒レベル３高齢者等避

難の発令が必要となるような強い降雨等が予想される場合 
 
 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避難指示 

① 土砂災害警戒情報が発表され、土砂キキクル（大雨警報（土砂

災害）の危険度分布）で「危険（紫）」（警戒レベル 4 相当）とな

り、降雨の継続により土砂災害の危険度が高まる又は高い状態に

留まる場合 

② 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような激しい雨を伴

う台風等の接近が予想され、夜間から明け方に接近・通過するこ

とが予想される場合 

③ 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような激しい雨を伴

う台風等の接近が予想され、立退き避難が困難となる暴風を伴い

接近・通過することが予想される場合 

④ 福島県で線状降水帯による大雨の半日程度前予測情報が気象庁

より発表され、かつ、本市域において、夜間から明け方に強い降

雨等により、立退き避難が困難となることが予想される場合 

⑤ 気象庁から隣接自治体等において記録的短時間大雨情報、顕著

な大雨に関する気象情報（線状降水帯発生情報）が発表され、か

つ、数時間後に本市へ影響を及ぼすと予想される場合。 

 ※ 市内を南部と北部に分けた地域単位での発令を考慮する。 

⑥ 土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の

水量の変化等）が発見された場合 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊急安全確

保 

① 大雨特別警報（土砂災害）が発表された場合 

② 土砂災害の危険度分布で「災害切迫（黒）」（警戒レベル５相当）

となった場合 

③ 土砂災害の発生が確認された場合 

④ 気象庁から本市域に顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯

発生情報）が発表された場合 
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ウ 高潮災害 
 避難情報 発令の基準 
警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高齢者等避

難 

① 高潮注意報が発表されており、かつ高潮警報又は高潮特別警報

が発表される可能性が高い場合 
② 台風の接近により、あらかじめ高齢者等避難の必要がある場合 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避難指示 
① 高潮警報又は高潮特別警報が発表された場合 

② 夕刻時点において、夜間から明け方に、高潮警報又は高潮特別

警報が発表される可能性が高い場合 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊急安全確

保 
① 災害が発生直前又は既に発生しているおそれがある場合 

② 災害発生を確認した場合 

 
② その他の事象による避難指示の発令 

ア 火災が拡大するおそれがあるとき。 
イ 石油タンク等が爆発のおそれがあるとき。 
ウ ガス等の流出拡散により、周辺地域の住民に対して危険が及ぶと予測されるとき。 
エ その他住民の生命及び身体を守るため必要と認められるとき。 
オ 県本部長から避難についての指示の要請があったとき。 
 

(3) 避難指示の対象者 

避難指示の対象者は、居住者、滞在者、通過者等を含め、避難を要すると認められる

区域内にいるすべての者を対象とする。 
 

(4) 避難指示の内容 

避難指示は、次のことを明らかにして行う。 
ア 避難対象地域または地区（町丁名、施設名等） 
イ 避難の理由（気象特別警報の内容、避難要因となった危険要素の所在地域等） 
ウ 避難先・避難経路（安全な方向及び避難所の名称） 
エ その他（避難行動時の最少携行品、要配慮者の優先避難・介助の呼びかけ等） 
 

(5) 避難指示の伝達等 

①  関係地域内住民等への伝達 

避難指示を発令した場合、災対本部及び災対各地区本部は、防災行政無線、携帯メ

ール（緊急速報メール、防災メール）、ホームページ、ＳＮＳ、テレビ、ラジオ（ＦＭ
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いわきへの緊急割込み放送を含む。）、広報車、消防サイレン等により伝達するほか、

報道機関の協力を得て関係地域内のすべての人に伝わるよう、あらゆる手段を活用す

る。 
また、状況によっては、消防団員等の協力のもと、対象地域の各世帯等に個別に伝 

達を行う。 
なお、避難指示等解除の連絡についても、避難指示の伝達に準じて行う。 
 

②  関係機関への通報 

市長が避難指示を発令したとき、または警察官等から避難の指示を行った旨の通報

を受けたとき、災対統括部は、必要に応じて以下の機関等へ連絡する。 
ア 隣接市町村（双葉郡、田村郡、石川郡及び北茨城市） 
イ 国・県の関係機関 

自衛隊及び海上保安部、各警察署、その他の県関係機関に連絡し、協力を要請する。 
ウ 教育施設等の管理者 

災対統括部または災対各地区本部避難所班は、学校や公民館等を避難所として開設

するときは、当該施設の管理者及び災対教育委員会事務局に連絡を行い、避難所の開

設及び運営への協力・支援を要請する。 
③  県への報告 

災対統括部は、市長が避難指示を発令したとき、若しくは解除を行ったときは、次

の事項について記載した文書をすみやかにいわき地方振興局を通じて県知事に報告す

る。 
ア 災害の様態及び被害の状況 
イ 指示を発した日時 
ウ 避難対象地域、対象世帯数及び人数 
エ 避難所等 
 

5 避難  

(1) 避難の誘導 

①  避難の誘導方法 

避難誘導にあたっては、災害の規模、態様に応じて、混乱なく迅速に安全な避難場

所に誘導するため、次のことに留意する。 
ア 避難の誘導は、要配慮者を優先し、早めの避難に努める。 
イ 避難経路は、本部長から特に指示がない時は、避難の誘導にあたる者が指定する 

ように努める。なお、避難経路は、火災、落下物、危険物、パニックのおこるおそ 
れ等のない経路を選定し、また、状況が許す限り指示者があらかじめ経路の実際を 
確認するよう努める。 

②  地域住民の場合 

地域における住民の緊急避難については、以下のとおり行う。 
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ア 地域内から避難場所に至るまでの避難誘導は、消防団、地元行政区、自主防災組

織等を中心として行う。 
イ 災対各地区本部避難所班は、学校など主要避難所に市職員を派遣し、避難者の整

理及び災対本部からの指示・情報等の収受にあたらせる。また、必要に応じて避難

場所及び広域避難場所から避難所までの誘導を行う。 
③  学校、事業所等の場合 

学校、幼稚園、保育園、事業所における避難誘導は、あらかじめ定めた学校災害対

応マニュアル等に基づき、施設の責任者、管理者及び教職員等による自主的な統制を

原則とする。 
④  商業・観光施設その他多数の人が集まる施設の場合 

商業・観光施設その他多数の人が集まる施設における避難誘導は、利用者の安全を

考慮して、施設内に収容させることが困難な場合、各施設であらかじめ定められた防

災計画や避難計画に基づき、各施設管理者を代表とした組織体制により必要な措置を

講じる。 
⑤  交通機関等の場合 

交通機関等における避難誘導は、利用者の安全を考慮して、駅舎等に収容させるこ

とが困難な場合、その交通機関があらかじめ定める防災計画、避難計画に基づき、各

交通機関施設の組織体制により必要な措置を講じる。 
⑥  避難所ではない施設に避難者が来た場合 

避難所に指定されていない市有施設に避難者が来た場合、当該施設職員は、避難者

に対して近隣の避難所に避難するよう促すとともに、想定される避難者数を当該地域

を管轄する災対各地区本部避難所班へ報告する。ただし、道路の浸水等により避難所

への誘導が困難な場合は、施設の安全性を確認した上で、一時的に避難者を受け入れ

る。 
 

(2) 携行品 

携行品は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度とする。なお、家財の持出し

等は、原則として行わないようにする。 
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【避難時の携行品】 
 
① 服 装： 動きやすく、重ね着で温度調節ができるよう心掛け、防寒を兼ねて靴

下、帽子、軍手なども準備しておく。 
② 持ち物： 貴重品並びに非常持出袋に収納可能な程度の荷物とする。準備があれ

ば、１人あたり１日分の食料や３リットルの飲料水、懐中電灯、携帯ラ

ジオ、タオル等。必要に応じて、常備薬、おくすり手帳、保険証、食物

アレルギー対応食、メガネ、入歯、オムツ、生理用品を用意する。 
 特に、乳幼児用ミルクや離乳食、紙おむつや生理用品など嗜好性の高

いものや食物アレルギー対応食、慢性疾患等による食事制限が必要な者

に対する特別用途食など個別の対応が求められる品目については、発災

直後に入手することは極めて困難であることから、可能な限り家庭で備

蓄したものを活用する。 
 

6 要配慮者の避難支援  

(1)  情報伝達 

ア 市は、社会福祉施設や病院等の施設管理者に対し、防災行政無線やテレビ、ラジオ 
等の情報、携帯メール（緊急速報メール、防災メール）などさまざまな手法により、

気象特別警報、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保等の情報を周知または伝達

するとともに、早期の避難について助言等を行う。 
イ 市は、在宅者に対し電話や防災行政無線、防災メール、ラジオ、ＦＡＸなどの手段 
のほか、民生委員、消防団、自主防災組織等の協力を得て、要配慮者及び家族等に対 
し避難等の情報伝達を行う。 

ウ 市は、外国人の避難対策として、多言語での表示、やさしい日本語を用いた放送を 
行うよう報道機関等に要請する。 

(2)  避難支援 

ア 市は、消防団や民生委員、自主防災組織等の協力を得ながら、要配慮者の避難支援  
要員を確保し、的確な避難誘導を行う。  

イ 社会福祉施設や病院、診療所等の施設においては、各施設管理者があらかじめ定め 
た避難計画等による組織体制に基づき、職員が入所者や患者の避難誘導を行う。  

ウ 避難誘導にあたっては、入所者や患者の実態に即した避難用の器具等を用い、避難 
先は、それぞれ必要な設備が整備された施設等とする。 

 

7 帰宅困難者に対する支援  

災対各地区本部避難所班は、旅行者や市外居住者も含めた帰宅困難者を最寄りの避難

所に受け入れ、非常用食糧や飲料水、災害情報等を提供するなど、安全に帰宅するため
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の支援を行うとともに、すみやかに受入状況を災対各地区本部総務班を通じて災対こど

もみらい部避難所支援班に報告する。 
災対本部設置前であっても、避難者が施設に集まった場合や、交通事業者から要請が

あった場合は、災対都市建設部総合交通対策班は、交通事業者との連絡調整の上、帰宅

困難者の把握・対応を行い、災対各地区本部避難所班は、災対各地区本部長の指示のも

と避難所に職員を配備し、避難者の受け入れを行う。 
一方、帰宅困難者自身も安全な帰宅が可能となるまで、むやみに移動は行わず、事業

所内にとどまったり地域の一員として避難所の運営や救援活動の支援等に努める。 
 

8 避難路及び避難場所の安全確保  

(1) 市の役割 

災対消防部は、避難の指示が出された地域住民等の避難に際し、災害の規模、火災の

拡大の経路及び消防隊の運用等を勘案して、最も安全と思われる方向を災対本部長、災

対各地区本部長及び警察署に通報する。 
また、住民等の避難が開始された場合には、広報車、当該地域に出動中の消防車両に

より、円滑な避難誘導に協力するとともに、付近にいる消防団員に対して市民の誘導や

避難指示の伝達の徹底にあたるよう要請する。 
なお、避難指示の発令以後の消火活動は、被災者の移動が完了するまでの避難場所・

避難道路の安全確保に努めるとともに、広域避難場所周辺からの延焼防止及び飛び火等

による広域避難場所内部の火災発生の防止を最優先で行う。 
 

(2) 警察の役割 

ア 管轄警察署長は、市長から避難指示を発令した旨の報告を受けたときは、すみやか 
に避難誘導等を行う警察官を要所に配置する。 

イ 警察官は、市や消防、消防団等と連携を図りながら安全な避難交通の確保に努める 
とともに、適切な広報や避難誘導等を行う。 

 

9 避難状況の報告  

災対各地区本部総務班は、風水害により避難指示が発令されたとき、または避難所や

公共施設等への自主避難者を確認したときは、避難所班または施設管理者等と連携し、

避難状況について集約するほか、管内の民間施設や事業所などからも被害状況などを収

集し、災対統括部へ報告する。 
災対各地区本部避難所班は、避難所ごとに避難世帯（住所、氏名、家族構成、要配慮

者の数など）を記載した避難者名簿を作成し、災対各地区本部総務班を通じて災対こど

もみらい部避難所支援班に報告する。 
なお、報告連絡の方法は、電話・ＦＡＸ等による。 
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10  警戒区域の設定  

災害が発生し、または発生しようとしている場合で、生命または身体への危険を防止

するため特に必要と認めた時は、警戒区域を設定することとして、必要な区域を定めて

ロープ等によりこれを明示し、その区域への立入りの制限、禁止等の措置をとる。 

警戒区域の設定権者は以下のとおりである。 

ア 市長（災害対策基本法第 63 条） 

イ 警察官（災害対策基本法第 63条、警察官職務執行法第４条、消防法第 28 条及び 

第 36 条） 

ウ 海上保安官（災害対策基本法第 63 条） 

エ 消防吏員または消防団員（消防法第 36 条において準用する同法第 28 条） 

オ 災害派遣を命じられた部隊の自衛官（災害対策基本法第 63 条第１～３号に定め 

る者が現場にいない場合に限る。） 

カ 知事（災害対策基本法第 73 条に基づき、市がその全部または大部分の事務を行 

うことができなくなった場合） 

11  避難所の開設  

(1) 開設の担当者 

ア 災対各地区本部避難所班は、高齢者等避難や避難指示が発令された場合は、各避難

所を巡回し、施設の安全確認を行うとともに、避難者、自主防災組織、各施設管理者

等の協力のもと避難所を開設する。 
イ 各避難所の開設担当者は、災対各地区本部避難所班において、あらかじめ定めてお

く。 
 

(2) 開設の手順 

避難所開設は、別に定める「避難所運営マニュアル」によるが、その手順は、おおむ

ね以下のとおりとする。 
ア 電話、防災行政無線（移動系）等により、避難所開設の旨を災対各地区本部総務班 
に報告する。 

イ 施設の門を開ける。 
ウ 施設の入口扉を開ける。 
エ 避難所の施設の安全を確認する。（すでに避難者がある時は、安全なスペースに誘 
導する）。 

オ 避難所内事務所を開設する。 
カ 避難者の受け入れ（収容）スペースを指定する。 
キ すでに避難している人を指定のスペースへ誘導する。 
ク 防災備蓄倉庫等から資機材や毛布、非常用食糧等を避難所に搬入する。 
ケ 公衆無線ＬＡＮ網への接続及び特設公衆電話用電話機を設置する。 
コ 避難者名簿を作成する。 
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(3) 開設時の留意事項 

①  開設 

ア 災対各地区本部避難所班は、巡回の際にすでに避難者がいるなど被害の状況等か

ら必要があると判断したときは、災対各地区本部長に報告するとともに、避難所開

設の準備を行う。 
イ 災対各地区本部避難所班は、すでに避難住民が集まっている時は、すみやかに施

設の安を確認のうえ避難所を開設し、避難者の不安の緩和を図るとともに、混乱の

防止に努める。 
ウ 災対各地区本部避難所班は、避難所点検の結果、危険と判断した場合や水道やト

イレが使用できない場合は、すみやかに避難者を近隣の避難所に誘導する。 
エ 避難所において感染症の発生及び感染拡大を防止するため、被災者、職員を含む 
関係者に対して、咳エチケットやマスクの着用、手指衛生、換気等の実施を周知徹 
底する 

オ 災対各地区本部避難所班は、避難所における生活環境が常に良好なものであるよ

う避難所開設当初から、パーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置す

るよう努める。 
 

②  学校を避難所として使用する場合 

学校が避難所となった場合でも、教育活動をできるだけ早く再開する必要があるこ

とから、災対各地区本部避難所班は、あらかじめ避難所として使用できる施設・スペ

ースについて、学校側と協議を行っておく。 
避難所として使用するスペースについては、基本的に以下のとおりとする。 

機   能 割り当てる部屋 
避難所運営本部 （余裕）教室または特別教室 
地域住民の避難所 体育館 必要に応じて余裕教室、特別教室 
児童・生徒の学習室 普通教室 
福祉スペース 保健室、和室等 
体調不良者用静養スペース （保健室等）個室が望ましい 
※ 理科室、図工室、美術室、金工・木工室等は安全性の観点から、避難所としての使

用は極力さける。 
※ 避難所の火災等二次災害の防止や、電気容量の関係で暖房器具の持ち込みを原則禁

止する。 
③  受け入れスペースの指定 

ア 避難した市民の受け入れスペースの指定にあたっては、地元行政区や自主防災組織

等が中心となり、地域ごとにスペースを設定し、避難者による自主的な運営ができる

ように取り計らう。なお、女性の着替えや授乳場所の確保にも配慮する。 
イ 体調不良者用静養室を準備する他、感染症予防に配慮したスペースの設営に努める 
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ウ スペースの指定の表示方法については、床面に色テープで掲示する等わかりやすい

ものになるよう努める。 
④  仮設トイレ等の設置 

ア 各避難所のトイレの状況を確認し、使用できない場合には、あらかじめ備蓄した災

害用トイレを既存のトイレに設置するほか、トイレが使用可能な近隣避難所への移動

についても検討を行う。 
イ 車椅子用のトイレを設置する場合は、段差の少ない場所、出入りのしやすい場所等

を選ぶなどの配慮を行う。 
ウ 女性用のトイレは、安全面やプライバシーの確保を可能な場所に設置する。 
⑤  報告 

ア 災対各地区本部避難所班は、避難住民の収容を終えた後、すみやかに災対各地区本

部総 務班に対して電話またはＦＡＸ等により開設状況などを報告する。ただし、避

難所開設前は、施設所管課が各施設と連絡をとる。 

 
イ 災対各地区本部総務班は、管内の避難所の開設状況等をとりまとめ、災対こどもみ

らい部避難所支援班に報告する。 
ウ 災対統括部は、災対こどもみらい部から報告を受けたときは、いわき地方振興局を

経由し、県（危機管理部）へ避難所の開設の状況等（箇所数及び収容人数、開設期間

の見 込みなど）を報告する。 
 

⑥  避難所運営本部の開設 

上記の措置をとった後、災対各地区本部避難所班は、避難所内に避難所運営本部を

すみやかに開設し、「避難所運営本部」と表示する。また、避難した市民に対して、避

難所運営の責任者の所在を明らかにする。 
避難所開設以後は、避難所運営本部に市職員を常時配置しておく。また避難所運営

本部には、避難所の運営に必要な用品（避難者カード、事務用品等）を準備しておく。 
⑦  避難所における職員の勤務体制 

災対各地区本部避難所班は、避難所ごとに交代で勤務にあたる体制を確立するもの

とし、不足が生じる場合は、災対各地区本部総務班を経由して災対総務部職員班に対

し、職員の応援を要請する。 
 

(4) 福祉避難所の開設 

避難所開設前 
各施設 施設所管課 

 

避難所開設後 
各避難所 災対各地区本部  
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災対保健福祉部福祉避難所班は、各避難所における要配慮者の状況や、あらかじめ福

祉避難所として定めた公共施設及び社会福祉施設等の被災状況を把握し、開設する福祉

避難所を決定する。 
①  小・中学校における福祉スペースの開設 

福祉避難所が開設されるまでの間、要配慮者を一時的に受け入れるため、学校等の

保健室、和室等を福祉スペースとして確保する。また、確保が困難な場合は、体育館

の一部に簡易間仕切りや畳を設置し、福祉スペースとして使用する。 
②  公共施設における福祉避難所の開設 

ア 災対各地区本部避難所班は、要配慮者の状況について本人または家族等から聞き取

りを行い、福祉避難所への避難の必要性について判断（トリアージ）を行い、その結

果を災対各地区本部総務班を通じて災対保健福祉部福祉避難所班に報告する。 
イ 災対保健福祉部福祉避難所班は、福祉避難所の開設状況及び空き状況を確認し、要

配慮者の状態に応じて福祉避難所（社会福祉施設または公共施設）を決定し、災対地

区本部総務班へ連絡する。その際、要配慮者に個別支援調査表を携行するよう、併せ

て伝達する。 
ウ 災対各地区本部総務班は、要配慮者、家族または支援者に対し、受け入れ先となる

福祉避難所へ移動するよう、災対各地区本部避難所班を通じて伝達する。移動手段は、

原則として要配慮者等が自ら確保するものとするが、自力での移動が困難な場合は、

社会福祉施設等の協力によるものとする。 
エ 要配慮者を受け入れた福祉避難所の職員は、その旨を当該災対各地区本部総務班を

通じて災対保健福祉部福祉避難所班に報告する。 
 

12  避難所の運営  

(1) 避難所運営委員会の設置 

ア 災対各地区本部避難所班、施設管理者、行政区や自主防災組織等が主体となり避難 
所運営委員会を結成し、避難所内での活動場所の指定等の調整業務などを担当する。 

イ 男女双方の要望や意見を反映させるため、避難所運営委員会に女性を含めるよう配 
慮する。 
 

(2) 運営の協力 

避難者は、避難所運営委員会の活動に協力するなど、自立した避難所運営に努める。 
 

(3) 運営の手順 

避難所運営の手順は、「避難所運営マニュアル」によることとするが、おおよそ以下の

とおりである。 
ア 避難者カード・個別支援調査表の配布 
イ 避難者名簿の作成、災対各地区本部への報告 
ウ 要配慮者及び体調不良者の把握（避難者カードと避難行動要支援者名簿との突合） 
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エ 居住区域の割り振り 
オ 非常用食糧や毛布、日用品の請求、受取、配給 
カ 在宅の要配慮者の状況把握 
キ 避難所の運営状況の報告（毎日定時。その他適宜） 
ク 避難所運営記録の作成 
ケ 感染症予防に留意した清掃、換気等の環境整備 
 

(4) 運営上の留意事項 

①  避難者の把握 

ア 避難所を開設し、避難した市民等の受け入れを行った際には、避難した市民等に避

難者カードを配布し、世帯ごとに記入するよう依頼する。また、要配慮者のうち避難

行動要支援者については、避難者カードのほか個別支援調査表を配布する。 
イ 避難者の体調確認を毎日行い、体調不良者が確認された場合には、災対各地区本

部医療班へ連絡・連携し対応する 
ウ 避難所班は、避難者カードの情報を避難者名簿に集約した後、災対各地区本部へ報

告する。 
また、個別支援調査表が提出された場合は、避難行動要支援者名簿との突合を行い、

その情報を災対各地区本部に併せて報告する。 
 

②  避難所居住区域の割振り 

ア 居住区域の割り振りは、可能な限り、隣組ごとにまとまりをもてるよう配慮する。 
イ 各居住区域は、適当な人員（20 人程度を目処とする。）で編成し、居住区域ごとに 

代表者（班長）を選定するよう指示し、以後の情報の連絡等についての窓口役となる 
よう要請する。 

ウ 体調不良者等は専用スペースを設けることや別室に割振るよう努める。  
エ 子育て家庭や女性だけの家庭等に対しては、生活空間の設置に対する配慮を行う。  
オ 避難者数が減少し、避難所内のスペースに余裕が出てきた段階で、不公平にならな  
いよう配慮しながら、避難者の使用面積を拡大し、プライバシーの確保を図る。 
居住区の代表者(班長)の役割 

1. 市（災対本部）からの指示、伝達事項の周知 

2. 避難者数、給食数、その他物資の必要数の把握及び災対各地区本部避難所班へ報告 

3. 物資の配布活動等の補助 

4. 居住区域の避難者の要望・苦情等のとりまとめ 

5. 災対各地区本部衛生班が行う防疫活動等への協力 

6. 施設の保全、衛生管理 

③  女性への配慮 



 

232 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策 

第
４
章 

災
害
復
旧
・
復
興
計
画 

風

水

害

対

策

編 

第
１
章 

総
則 

第
２
章 

災
害
予
防 

居住区域の割振りにあたっては、女性のニーズに配慮した男女別更衣室・トイレや

洗濯物の干場、授乳場所の確保を行うほか、女性専用の物資については女性が配付す

るなどの配慮を行う。 
④  要配慮者等への対応 

避難生活を送る上で配慮を必要とする方に対しては、避難所内の福祉スペース※や

福祉避難所への移送を検討する。 
※ 避難所内の福祉スペース 

福祉避難所が開設されるまでの間、または福祉避難所への避難までは必要としない

要配慮者のためのスペースとして、学校の保健室や和室などを確保するものである。 
⑤ 体調不良者への対応 

体調不良者に対しては、個室や専用スペースへの移動を検討し、積極的な受診勧奨 
を行う 

⑥  食料品、日用品の請求、受取り、配給 

ア 避難所運営委員会は、食料品、日用品、その他物資の必要数について災対各地区本 
 部へ報告する。 
イ 到着した食料品や物資を受け取った時は、その都度物品受払簿に記入の上、居住 

区域ごとに配給を行う。 
⑦  避難所の運営状況及び運営記録の作成 

ア 避難所運営委員会は、避難所の運営状況について１日に１回、定められた時刻ま 
でに災対各地区本部へ報告するほか、傷病人の発生等、特別の事情のある時は、その 
都度必要に応じて報告する。 

イ 避難所運営委員会は、避難所の運営記録として、避難所日誌を記入する。 
⑧  被災者の移送・受入 

ア 被災者の他市等への移送 
本部長は、被害が甚大なため、市の避難所に被災者を収容できないと認められる場 

合には、県知事に対して他市町村等での収容について要請する。 
イ 他市町村からの被災者の受け入れの協力 

本部長は、県知事から他市町村からの被災者を受け入れるための避難所開設の要請

を受けた場合は、可能な限り協力する。 
⑨  地域の自警 

避難所運営委員会は、避難者の安全を確保するため、また、避難所及び住家等の周 
辺環境の警備のため、警察、消防団、自主防災組織、ボランティア等の協力を得なが 
ら、避難所周辺の巡回等を行い、治安維持に努める。 

⑩ 地域等との連携 

災対各地区本部避難所班の職員は、避難所運営に関わる問題を含めた避難住民の掌 
握、避難所生活に関することなどについて、避難所運営委員会をはじめ、地元行政区 
や自主防災組織等と協力してスムーズな運営が行われるよう努めるものとする。 

⑪  在宅被災者及び車中泊避難者に対する支援 
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避難所運営委員会は、自宅での生活が可能であるものの、食料等の調達が困難な在 
宅被災者及びやむを得ず車中泊により避難生活を行う者に対しても、消防団や民生委

員、自主防災組織等の協力のもと避難所への避難者と同様、支援物資や食料品の配付

等を行う。 
 また、在宅被災者及び車中泊避難者の実態把握に努め、食料等の必要な物資数等を

集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うとともに、被災者支援に係る情報を提

供するものとする。 
⑫  避難が長期化する者に対する支援 

避難生活が長期化場合など必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置

の有無及び利用頻度、選択等の頻度、受療機会や保健師等巡回相談の実施状況、暑さ・

寒さ対策の必要性、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態

や、衛生状態の把握に努め、栄養バランスの取れた適温の食事や、入浴・洗濯に必要

となる水の確保、福祉的支援の実施など、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 
⑬  ペット対策 

市は、指定緊急避難場所や避難所にペットと同行避難した被災者について、適切に

受け入れるともに、避難所等におけるペットの受入れ状況を含む避難状況等の把握に努

めるものとする。 
また、県獣医師会等関係団体の協力のもと、飼い主とともに避難したペットについ

て、飼育状況の把握、適正飼育の指導等を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に

努める。 
項 目 概        要 

避難所での飼

育の原則 
ペットの飼育者は、避難所の責任者や他の被災者の理解と協力の

もと、責任を持って飼育することを原則とする。 
ペットの把握 避難所運営委員会は、次に挙げる事項を把握し、適正な管理を行

う。 

1.飼育者の氏名と住所 

2.ペットの種類と数 

3.ペットの特徴（性別・体格・毛色等） 

飼育場所の指

定 
避難所運営委員会は、避難所における飼育場所の指定を行う。 

物資等の提供 市は、必要に応じ、次の支援等を行う。 

1.民間事業者との協定により確保したペット用物資の配布（えさ、

日用品） 

2.ペットの負傷や病気に対する診断、治療を県獣医師会へ支援要請 

3.ペットに関する相談（一時預かり、飼育相談等） 

保護施設等へ

の受入調整 
市は、県獣医師会等関係団体の協力のもと、必要に応じて避難所

から動物シェルターなど保護施設へのペット受入等の調整を行う。 
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13  教職員の役割  

ア 大規模な風水害が発生した場合、教職員は、学校災害対応マニュアルに従い、児童・

生徒等の安全確保、安否確認等、学校の教育活動再開のための準備等の業務を最優先

で行う。 
イ 教職員は、児童・生徒の安全確保と学校の教育活動再開のための準備等ができ次第、

業務に支障を来すことのないように配慮しながら、市及び自主防災組織等と連携して

避難所の開設及び運営に協力する。 
 

14 避難所の集約・統合・閉鎖  

ア 災対各地区本部避難所班は、ライフラインが回復し、仮設住宅への入居が開始され

るなど避難者が減少してきたときは、災対各地区本部長と協議し、避難所の撤収や集

約・統合を進める。 
イ 災対各地区本部避難所班は、避難所運営委員会を中心とし、避難者や地域住民、ボ

ランティアの協力のもと、避難所の閉鎖に伴う後片付けや清掃、避難者の移動支援を

行う。 
ウ 特に自立が困難な避難者に対しては、社会福祉協議会やボランティアセンターと連   
携して生活相談等を行うなど、自立に向けた支援を行う。 

 エ 避難所の統合・撤収に向けた避難者の合意形成、避難所の後片付けは、以下の手順

で行う。 
a 災対各地区本部長は、管内の避難者数の推移をみながら、効率的な避難所運営を 

行うため、避難所班に対し避難所の統合または廃止について検討するよう指示する。 

b 避難所班は、避難所運営委員会との間でライフラインの復旧状況などから避難所 

撤収の時期について協議する。 

c 避難所が私立学校など民間の施設の場合には、避難者の減少に伴い早期に公的な 

 施設の避難所に統合する。避難所の統合は、概ね私立学校などの民間施設、県立高

校、市立中学校、市立小学校、市立施設（公民館など）の順に集約することを基本

とする。ただし、福祉避難所として開設した施設は、この順によらず、要配慮者の

避難を優先する。 

d 避難所運営委員会は、避難所閉鎖に向けたタイムスケジュールを作成する。 

e 避難所運営委員会は、避難所の閉鎖時期や閉鎖準備などについて避難者に説明し、 

避難者の合意形成を行う。 

f 避難所の閉鎖や統合に伴う避難者の移動にあたっては、民生委員や行政区などと 

協議し、できるだけ血縁や地縁のつながりを保てるよう配慮して行う。 

g 災対各地区本部避難所班は、避難所の閉鎖にあたって、使用した設備や物資の返 

 却、回収、処分などについて災対各地区本部衛生班と協議して実施する。 
h 避難者は、地域住民やボランティアの協力も受けて、避難所施設内外の片付け、 

整理・整頓、清掃とごみ処理を行う。 
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i 避難所運営委員会は、避難所運営に用いた各種の記録、資料を災対各地区本部避 

難所班に提出し、避難所閉鎖の日に解散する。 

15  車中泊避難者への支援  

自動車や仮設テントなどは、自宅近くに避難でき、プライバシーも保てるなど利点も

多く、今後の災害時においても多くの被災者が車中泊等を行うことが予想される。 
災対各地区本部避難所班は、次のとおり、車中泊避難者の実態把握に努めるとともに、

必要に応じて食糧・物資等の提供、情報の提供、避難所情報の提供などの支援に努める。 
特に、水分不足や運動不足等から静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）を引き

起こしやすくなるため、その予防方法を周知するよう努めるものとする。 
 ア 車中泊避難者の状況調査 

a  避難所運営委員会は、校庭などで車中泊をしている避難者の把握に努める。 

b  災対各地区本部避難所班は、行政区や自主防災組織等の協力を得て、指定避難 

所外にいる避難者（場所、人数、支援の要否・内容等）の把握に努める。 
 イ 車中泊避難者への支援 

災対各地区本部避難所班及び医療班は、車中泊避難者に対し、次の支援を行う。 
・新たな避難先の提供（避難所等、テント、ユニットハウスなど） 

・食料や物資の供給 

・健康管理に関する情報提供、保健指導 

・ＦＭラジオ等を利用した情報の提供 
ウ 静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）の予防 

運動不足やトイレに行く回数を減らすため、水分摂取を控えることなどから、エ

コノミークラス症候群を発症する人が出るおそれがある。このため、災対地区本部

避難所班及び医療班は、エコノミークラス症候群の発症を予防するため、以下の事

項について避難者に呼びかける。 
・時々、軽い体操やストレッチ運動を行う。 
・十分にこまめに水分を取る。 
・アルコールを控える。できれば禁煙する。 
・ゆったりとした服装をし、ベルトをきつく締めない。 
・かかとの上げ下ろし運動をしたりふくらはぎを軽くもむ。 
・眠るときは足をあげる。 

 エ 排気ガス車内充満の予防 
就寝時における排ガスの車内充満等の危険性等について注意喚起を行う。 
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16  指定避難所以外の施設に避難者がいる場合の対応 

ア 災対各地区本部避難所班は、指定避難所以外の施設等（以下「指定外避難所」とい

う。）に避難者がいる場合は、その状況について災対各地区本部総務班に報告し、総務

班は災対こどもみらい部避難所支援班に報告する。  
イ 災対各地区本部避難所班及び衛生班は、指定外避難所への避難者に対し、次の支援

を行う。 
・新たな避難先の提供（避難所等、一時提供住宅等） 
・食料や物資の供給 
・健康管理に関する情報提供、保健指導 
・ＦＭラジオ等を利用した情報の提供 

ウ 災対各地区本部避難所班は、災対産業振興部等と連携し、指定避難所以外に避難し

ている避難者に対し、支援物資の配付や生活情報の提供等を行うよう努める。  
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第 11節  避難所等における防疫保健衛生対策 

 
【災対本部】災対保健福祉部 【災対各地区本部】総務班、医療班、避難所班 
【関係機関】 
・(一社)いわき市医師会ほか医療関係団体 

 

1 計画の目的  

風水害発生時においては、生活環境の悪化や病原体に対する抵抗力の低下等により、

心身の健康に不調を来したり、感染症が発生しやすくなることから、市及び関係機関は、

防疫・保健衛生対策の円滑な実施を図る。 
 

＜達成目標＞ 
市及び関係機関は、風水害発生時における被災地区の保健衛生対策や消毒及び感染症

の予防や感染症患者の早期発見のための各種措置を実施するとともに、飲食に起因する

食中毒等の発生防止のための食品の衛生監視及び被災地区住民の心身の健康保持を図る

ため、食事に関する栄養指導やこころのケアを行う。 

 

2 各主体の責務  

(1) 市民の役割 

市民は、医療・保健の情報を積極的に活用し、自らの健康管理に努めるとともに、隣

近所と助け合い、居住地域の衛生確保に努める。 
(2) 市の役割 

風水害発生時の被災地区における被災者の避難状況を把握し、消毒等の防疫活動のほ

か、感染症患者の早期発見、食品の衛生監視、栄養指導等の保健衛生対策を的確に実施

する。 

 

3 業務の内容  

(1) 保健衛生対策 

災対保健福祉部保健活動班、保健所班及び災対各地区本部（総務班、医療班、避難所

班）は、避難所運営委員会と協力して避難所等の衛生状態を良好に保つとともに、被災

者の健康状態を把握し、健康障害を予防するなど被災者が健康な生活を送ることができ

るよう支援に努める。 
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①  巡回健康相談・保健指導 

災対保健福祉部保健活動班、保健所班、災対各地区本部医療班は、保健師等が避難所、

被災地区、仮設住宅を巡回し、健康相談を行い、巡回健康相談では、要配慮者の健康

確保を優先し、次により被災者の健康状態の確認と必要な保健指導を実施する。 
ア 要配慮者の健康状態の把握と保健指導 
イ 精神障がい者等への保健指導 
ウ インフルエンザや感染性胃腸炎など感染症予防の保健指導 
エ 傷病者への受診勧奨、悪化予防の保健指導 
オ 不安、不眠等の除去、メンタルヘルスへの対応 
カ 口腔保健指導 

 キ 熱中症予防の保健指導 
 ク 静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）予防の保健指導 

②  避難所等の生活環境の整備 

災対保健福祉部保健活動班、保健所班、災対各地区本部医療班は、避難所、仮設住

宅等における被災者の状況を把握し、その生活環境について必要な指導・助言及び必

要な措置を行う。 
ア 食生活の状況、食中毒の予防 
イ 衣類、寝具の清潔の保持 
ウ 身体の清潔の保持 
エ 室温、換気等の環境 
オ 睡眠、休養の確保 
カ 居室、トイレ等の清潔の保持 
キ プライバシーの保護 

 
(2) 防疫対策 

①  防疫活動実施体制 

災対保健福祉部保健所班は、被災の程度に応じて迅速に防疫活動ができるよう職員

の配置など体制を整備し、必要に応じて適切な措置を講じる。また、災害規模により

市のみで対応ができない場合は、県に支援を要請する。 
②  感染症発生予防対策 

災対保健福祉部保健所班は、避難所、浸水地区など衛生状況の悪い地区を中心に感

染症予防対策を実施する。 
ア パンフレット等を利用して、飲み水、食物の注意、手洗い、うがいの励行を指導

するとともに、家屋の清掃と乾燥、必要に応じた屋内の消毒方法を指導する 
イ 必要に応じて、家屋内の消毒を実施するための防疫薬品を当該地域に配布する。 
ウ 必要に応じて、次の消毒活動等を実施する。 

a 感染症の病原体に汚染された場所の消毒の命令、指示（感染症の予防及び感染症

の患者に関する法律（以下「法」という。）第 27条） 
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b ねずみ族、昆虫等の駆除の命令、指示（法第 28 条） 

c 物件に係る措置の命令、指示、実施（法第 29 条） 

d 遺体の移動制限等（法第 30 条） 

e 生活の用に供される水の使用制限等（法第 31 条） 

f 建物に係る措置（法第 32 条） 

g 交通の制限または遮断の措置（法第 33 条） 

h その他の手続き（法第 34、35、36、50、51、52 条） 

i 予防接種法第６条の規定による臨時の予防接種の命令、実施 

③  検病調査等 

災対保健福祉部保健所班は、感染症の早期発見やまん延防止のため検病調査を実施

し、感染症の発生状況、患者の早期発見に努めるとともに、必要に応じて検便等の健

康診断を行う。 
④  生活用水の供給 

ア 法第 31 条第２項の規定による知事の指示に基づき、すみやかに生活用水の供給を 
開始し、給水停止期間中継続する。 

イ 生活用水の供給方法は、容器による搬送、濾水器による濾過給水等現地の実情に応

じ適切な方法によって行う。この際、特に容器の衛生管理に留意する。 
ウ 生活用水の使用停止処分に至らない程度であっても、井戸、水道等における水の衛

生的処理について指導を徹底する。 
⑤  感染症発生時の対策 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、感染症の発生 
予防及びそのまん延防止のための措置を行う。 

(3) 食品衛生監視 

災対保健福祉部保健所班は、いわき食品衛生協会と連携し、必要に応じて次の活動を

行う。 

①  緊急食品の配給に対する食品衛生確保 

②  炊き出し施設の把握と食品衛生指導 

③  井戸水等の水質の安全確保と滅菌の指導 

④  食品関連被災施設に対する監視指導 

(4) 栄養指導対策 

市は、県及び防災関係機関の協力を得て、被災地において次の活動を行う。 
①  炊き出しの栄養管理指導 

炊き出し内容等の調整及び給食管理上必要な指導を行う。 
②  特定給食施設への指導 

給食設備や給食材料の確保、調理方法等、栄養管理上の問題を生じないよう指導す

るとともに、給食材料の在庫に余裕がある場合は、不足施設へ融通するなど施設間の

調整を行う。 
③  その他災害発生時における栄養相談及び指導 
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被災生活の中で、健康維持のための食品等の入手や、調理方法に問題を抱える被災

者からの相談に対して、情報提供を含めた指導をする。 
 

(5) 防疫及び保健衛生用資機材の備蓄及び調達 

市は、防疫及び保健衛生用資機材を予め備蓄し、不足する時は調達を図る。 
 

(6) 要配慮者への対応 

災対保健福祉部保健活動班、保健所班、災対各地区本部医療班は、保健指導に際し、

寝たきりの者、障がい者（人工透析患者等を含む）、高齢者、乳幼児、妊産婦等の要配慮

者について特に意を用いて実施する。 
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第 12節  入浴サービスの提供 

 
【災対本部】災対保健福祉部 【災対各地区本部】避難所班 
【関係機関】 
・公衆浴場組合、旅館組合、自衛隊 
・いわき市社会福祉協議会、社会福祉施設等 

 

1 計画の目的  

自宅の被災またはライフラインの長期停止により入浴できない被災者に対し、入浴サ

ービスを提供し、被災者の衛生状態の維持と心身の疲労回復を図る。 
 

＜達成目標＞ 
市は、浴室設備を備えた公共施設の活用のほか、旅館組合、公衆浴場組合などの民間

団体や自衛隊の協力を得て、災害発生から概ね３日以内に入浴を実施できる体制整備に

努める。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市の役割 

ア 浴室設備を備えた公共施設の被害状況確認 
イ 公衆浴場組合、旅館組合等事業者団体への協力要請 
ウ 社会福祉施設等への協力要請（要配慮者の入浴支援） 
エ 県を通じた自衛隊に対する入浴支援要請 
オ 県及び他市町村への協力要請 
 

(2) 県の役割 

ア 市からの要請に基づき、自衛隊に対する入浴支援要請 
イ 市からの要請に基づき、県内市町村及び隣接県への協力要請  
 

(3) 公衆浴場の再開支援 

ア 災対水道部（応急給水班）は、業務再開可能な公衆浴場等に対し、給水等の支援を  
行うなど入浴環境を確保する。 

イ 災対統括部広報班は、被災者に対し、市内の入浴施設の開設状況等について広報を 
行う。 
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(4) 仮設入浴施設の設置 

近隣で入浴施設が十分に確保できない場合は、避難所等に仮設入浴施設の設置につい

て県に要請する。 
 

(5) 旅館組合等への協力要請 

市内の旅館組合等への協力要請を行う。市のみでは入浴施設の確保が困難な場合は、

県に応援要請を行う。 
 

(6) 要配慮者への対応 

災対保健福祉部保健福祉総括班は、要配慮者等の入浴支援や交通手段の確保等につい

て、市社会福祉協議会をはじめとする訪問入浴サービス事業者等に協力を要請する。 
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第 13節  トイレ利用対策 

 
【災対本部】災対生活環境部 【災対各地区本部】避難所班、衛生班 
【関係機関】 県（生活環境部） 
・企業等事業所、いわき市環境整備事業協同組合等 
・避難所運営委員会 

 

1 計画の目的  

自宅の被災またはライフラインの長期停止により、トイレが利用できない被災者に対

して仮設トイレ等を提供し、被災地の衛生状態の維持を図る。 
 

＜達成目標＞ 
①  浸水等によりトイレが使用できない場合、次により災害用トイレ等を整備する。 

ア 避難所等に備蓄した災害用トイレの使用 
イ 公園等に整備した「マンホールトイレ」の使用 
ウ 市内の事業所等から仮設トイレを調達 
エ 応援協定等締結自治体・企業等から仮設トイレ等を調達 

②  トイレットペーパー等の調達は、応援協定に基づき市内の小売事業所等からの流通

在庫備蓄により対応する。 
③  避難所運営委員会等を中心として、トイレを衛生的に管理する体制を概ね 24 時間以

内に確立する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民・企業等の役割 

災害発生から３日間程度は、家庭及び企業等において備蓄した携帯用トイレ等で賄う

よう努める。 
 

(2) 市の役割 

ア 避難所及びトイレの使用が困難な地域の被災者のトイレ利用を確保する。 
イ 職員の配置･巡回により、避難所の状況及び上下水道等の利用可能状況を調査し、 

被災者のトイレ利用に関する需要を把握する。 
ウ 自力で仮設トイレ等を調達できない場合は、応援協定締結自治体、関係団体等に仮

設トイレの提供を要請する｡ 
エ 避難所トイレ及び公衆トイレを衛生的に使用するための管理を行う。 
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(3) 県の役割 

仮設トイレ等の調達、輸送の代行、各種トイレの供給可能情報の提供等により市を支

援する。 
 

3 業務の内容  

(1) 災害用トイレの設置 

ア 災対各地区本部避難所班は、避難所の開設時に施設を点検し、断水等によりトイレ 
が使用できない場合は、あらかじめ主要避難所に備蓄した災害用トイレを既存のトイ 
レ等に設置する。 

イ 災対各地区本部避難所班は、避難者に対して、トイレの適切な利用方法を周知する。 
ウ 災対各地区本部避難所班は、備蓄分で不足する場合は、災対産業振興部と連携を図 
 り、支援物資による対応が可能な場合は、補給を要請する。支援物資による対応が困

難な 
 場合は、災対生活環境部に対し、仮設トイレの設置等について要請する。 

(2) 仮設トイレ（レンタル）の調達 

ア 災対生活環境部は、災対各地区本部避難所班からの報告を基に、必要となる仮設ト 
イレの概数を把握する。 

イ 災対生活環境部は、協定締結自治体やレンタル事業者等に対し、仮設トイレのレン 
タル供給を依頼する。 

ウ 災対生活環境部は、自力での調達が困難なときは、県に調達の代行を依頼する。 

(3) 要配慮者への対応 

ア 避難所等に要配慮者用トイレが設置されていない場合または使用ができない場合は、  
要配慮者用の簡易トイレを配備（概ね 24時間以内）する。 

イ 避難所等においては、トイレの設置箇所の工夫、利用介助の実施等により、要配慮 
者のトイレ利用に配慮する。 

(4) 快適な利用の確保 

ア 災対各地区本部避難所班は､避難者に対して、要配慮者優先の利用区分及び災害用ト 
イレの使用方法等の周知を行い、トイレの円滑な利用を図る｡ 

イ 災対各地区本部避難所班は、トイレの洗浄水、手洗い用水、トイレットペーパー、 
消毒剤、脱臭芳香剤等トイレの衛生対策に必要な物資を供給するとともに、避難所運 
営委員会を中心として定期的に清掃を行い、トイレの清潔を保持する。 

ウ 災対各地区本部衛生班は、避難所班からの報告を踏まえ、避難所等のトイレ利用状 
況に応じて、定期的にし尿のくみ取りを実施する。 

エ 災対各地区本部避難所班は、避難所施設内の既存のトイレを活用して災害用トイレ 
を設置するなど、女性や子どもに対する安全やプライバシーの確保に努める。 

オ トイレトレーラーなどの移動設置型トイレを必要に応じて導入を図るなど、避難所 
の生活環境の整備に努める。 
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第 14節  ペットの保護対策 

 
【災対本部】災対保健福祉部（保健所班） 【災対各地区本部】避難所班、衛生班 
【関係機関】 
・県（保健福祉部） 
・(公社)福島県獣医師会いわき支部、福島県動物救護本部 

 

1 計画の目的  

災害時には、飼い主不明の動物や、負傷動物が多数生じると同時に、多くの住民がペ

ットを伴い避難所に避難してくることが予想される。 
市は、動物愛護の観点から、これら動物の保護や適正な飼育に関し、県獣医師会、動

物愛護団体等と協力体制を確立する。 
 

＜達成目標＞ 
市は、県及び県獣医師会、県動物愛護ボランティア会等とともに「福島県動物救護本

部」を立ち上げ、避難所・仮設住宅におけるペットの状況等の情報提供並びに活動を支

援し、飼い主の支援及び被災動物の保護を行う。 
また、ペットの一時預かり施設（動物シェルター）の設置やペットと同行避難が可能

な場所の確保に努める。 
 

2 各主体の責務  

(1) 飼い主の役割 

ア ペットの飼い主は、災害発生時にペットを同伴して避難できるよう、日ごろからゲ 
ージに慣れさせる等の訓練を行っておくとともに、飼い主の連絡先を記載した名札等 
の装着、ワクチンの接種、ペット用ゲージなど避難用品の確保に努める。 

イ ペットの飼い主は、一時的に飼育困難となり、他に預ける場合でも長期にわたり放 
置することのないよう努める。 

 
(2) 市の役割 

ア 災対保健福祉部は、動物の保護や適正な飼育に関し、県や県獣医師会、県動物愛護 
ボランティア会等と協力して「福島県動物救護本部」を設置、または市独自の動物 
救護本部を設置し、避難所等におけるペットの健康管理、新たな飼い主捜しの支援な 
ど救護本部の取組みを行う。 
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イ 災対各地区本部避難所班は、避難所の設置にあたって避難所運営委員会と協議し、 
 ペット同伴の避難者を受け入れるためのスペースを確保するなど住民がペットと一 
緒に避難することができるよう配慮に努める。 

ウ 災対保健福祉部は、危険動物等による住民の被害がないよう安全のための措置を講 
じるとともに、負傷動物や飼い主不明動物、住民避難の際に被災地に残された動物の 
保護を行う。 

エ 災対保健福祉部は、県獣医師会やボランティアの協力のもと、必要に応じてペ 
ットの一時預かり所を開設する。 

オ 災対保健福祉部は、県獣医師会の協力のもと、避難所においてペットが適正に飼育 
 されるよう指導を行うほか、ペットの診断や治療、飼育相談等を実施する。 
カ 災対保健福祉部は、必要に応じて避難所から保護施設への動物の受入及び譲渡等の 
調整を行う。 

キ 災対保健福祉部は、災対財政部・災対産業振興部物資統括班と連携し、協定を締

結した民間流通事業者からペット用のえさや医薬品、衛生用品などを調達し、飼い主や

動物救護本部等に提供する。 
  ク 災対保健福祉部は、ペットの保護対策として必要な場合、県獣医師会に対し協力を

要請する。 
 
(3) 福島県動物救護本部の役割 

ア ペットや被災動物の保護、健康管理及び飼養管理に関する支援 
イ ペットや被災動物の飼い主捜し及び支援 
ウ 災害ボランティアの募集及び受入  
エ その他被災動物の救護のために必要な事業 
 

3 業務の内容  

市は、福島県動物救護本部や一般財団法人ペット災害対策推進協会の協力のもと、次

の活動を行う。 
 

(1) ペットフード等支援物資の提供 

災対財政部・災対産業振興部物資統括班と連携して避難したペット用のえさや医薬品、

飼育用品等の確保に協力する。 
 

(2) 動物の保護 

負傷動物や飼い主不明動物、被災地に残された動物の保護を行う。 
 

(3) 相談窓口の開設 

避難所、仮設住宅等での適正な飼育や動物の愛護、環境衛生の維持のための相談窓口

を設置する。 
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(4) ペット等一時預かり所の運営 

被災のため一時的に飼えなくなったペットや迷子動物を確保するため、ペット等一時

預かり所を開設・運営するほか、民間等の一時預かり所の情報収集・提供に努める。 
 

(5) 飼い主捜し 

被災のため飼えなくなったペットや飼い主がわからなくなった動物の新たな飼い主捜

しのための情報の収集と提供を行う。 
 

(6) 仮設住宅でのペット飼育支援 

仮設住宅で適正にペットが飼育できるよう支援を行う。 
 

(7) 被災動物の健康管理支援 

県獣医師会の協力のもと、被災動物間の感染症等の発生や拡大を防止するため、健康

管理活動を実施する。 
 

(8) ボランティア及び募金の受入・調整・運営 

ボランティア及び募金の受付と調整、運営を行う。 
 

(9) 広報 

災対保健福祉部は、災対統括部広報班と連携し、ペットの一時預かり所の開設、えさ

や医薬品等の供給、新たな飼い主捜しの情報等について市民に周知を行う。 
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第 15節  要配慮者への対策  

 
【災対本部】災対市民協働部、災対保健福祉部、災対こどもみらい部、災対消防部 
【災対各地区本部】避難所班 
【関係機関】 
・市民（要配慮者及び家族、地元行政区、自主防災組織）、企業、ボランティア団体等 
・医療機関、医療関係団体 
・福祉サービス提供者（社会福祉施設、医療施設、民生委員、市社会福祉協議会、介護保険

事業者、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、障がい者関係団体等） 
・外国人関係団体、（公財）いわき市国際交流協会、外国人雇用企業等 
・防災関係機関 
・消防団 
・県警察本部（いわき中央、東、南警察署） 
・県（保健福祉部、教育委員会、浜児童相談所） 

 

1 計画の目的  

要配慮者の安全確保のために、心身の健康状態等に配慮を行いながら、避難からその

後の生活までの各段階のニーズに応じた支援策を講じていくため、市民、行政、防災・

福祉・外国人関係団体等との協働により必要な支援対策を行う。 
 

＜達成目標＞ 
市は、要配慮者の安全確保について、避難行動要支援者名簿及び同名簿をもとに作成

した個別避難計画に基づき、迅速な情報伝達及び避難誘導を行う。 
また、心身の健康状態等に配慮し、各段階のニーズに対応したきめ細やかな支援策を

講じる。 
特に、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、あらか

じめ作成した避難確保計画に基づき、利用者の円滑かつ迅速な避難を行う。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民・企業等の役割 

①  避難行動要支援者及び家族の役割 

防災行政無線をはじめ、テレビ、ラジオ、携帯メール、ＳＮＳ等を活用して災害に

係る情報収集に努めるとともに、あらかじめ定めた避難支援個別計画に基づき、避難

支援等関係者の協力のもと、避難所や避難場所に迅速に避難する。 
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②  避難支援等関係者の役割 

市から提供を受けた避難行動要支援者名簿をもとに、避難行動要支援者（以下「要

支援者」という。）の避難誘導を行う。 
③  地域の役割 

市、民生委員、自主防災組織、防災関係機関、介護保険事業者等と連携して、地域

社会全体で要配慮者の安全確保や避難誘導及び安否確認を行う。 
④  要配慮者を雇用している企業及び関係団体の役割 

要配慮者を優先的に避難誘導し、安否確認を迅速に行う。 
⑤  ボランティア団体等の役割 

要配慮者のニーズに合わせた安全確保の支援活動を行う。 
⑥  外国人関係団体の役割 

県や市と連携して外国人への災害情報の提供、安否確認、相談等の支援活動を行う。 
 

(2) 県の役割 

ア 市からの情報収集に努め、必要に応じて関係職員等の派遣を行うとともに、国や防 
災関係機関と連携して市、介護保険事業者、社会福祉施設等の活動支援や市が行う外 
国人、視聴覚障がい者等の情報弱者への情報提供の支援を行う。 

イ 市から県外への広域避難のための受入先確保の要請があった場合、要配慮者の受入 
が可能な市町村を調査、選定するなどの調整を行う。 

 
(3) 市の役割 

ア 要配慮者及び支援者に対し、多様な手段を活用して避難情報を周知または伝達する 
 とともに、要配慮者の避難誘導を避難支援等関係者や地域住民等の協力を得て行う。 

イ 避難行動要支援者名簿を避難支援等関係者に配布し、要支援者の避難支援を要請す 
 るとともに、安否確認を行う。  
ウ 避難所に福祉スペースを確保するなど、要配慮者にとって暮らしやすい生活環境を 
確保する。 

エ 福祉避難所、応急仮設住宅、公営住宅、公的宿泊施設等により、要配慮者の生活の 
場を確保する。 

オ 要配慮者の心身の健康確保、福祉サービスの提供の確保を行う。 
 

(4) 介護保険事業者及び社会福祉施設等の役割 

ア 施設内の要配慮者の安全確保を図るとともに、市、防災関係機関等と協働して施設 
外の要配慮者の安全確保を行う。 

イ 応援協定に基づき、市から要請があった場合は、福祉避難所として開設し、要配慮 
者の受入を行うほか、協定に基づき福祉避難所でケアにあたる要員を派遣する。 
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(5) 要配慮者利用施設の管理者等の役割 

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、あらかじめ作

成した避難確保計画に基づき、適切な情報の収集・伝達及び避難誘導を実施し、利用者

の円滑かつ迅速な避難を行う。 
 

3 業務の内容  

(1) 情報伝達 

ア 市は、気象特別警報の発表や避難指示等の緊急情報を要配慮者、行政区長や民生 
民生委員等に迅速かつ正確に周知または伝達するため、報道機関等の協力を得て、災

害情報共有システムを活用したテレビのデータ放送や、ＦＭいわきへの緊急割込み放

送などのほか、防災行政無線、携帯メール（緊急速報メール、防災メール）、ＳＮＳ、

ＦＡＸ、広報車、消防サイレン等により情報を提供する。 
イ 要支援者の円滑かつ迅速な避難を行うためには、避難準備・高齢者等避難開始発令 
の段階で自主避難を促すことが重要であるため、当該発表にあたっては、わかりやす

い表現を用いるよう努める。 
 

(2) 避難行動要支援者の避難誘導対策 

①  避難行動要支援者に係る情報共有 

市は、災害発生時において避難行動要支援者の円滑な避難を支援するため、災害対

策基本法に基づき要支援者本人の同意がない場合でも、避難行動要支援者名簿の情報

を避難支援に必要となる範囲において避難支援等関係者（自主防災組織、民生・児童

委員、市社会福祉協議会、地域包括支援センター、消防団、警察、その他市長が必要

と認めた者）に提供し、情報共有を図る。 
②  避難誘導体制 

ア 市は、防災行政無線をはじめ、テレビ、ラジオ、携帯メール（緊急速報メール、防 
災メール）、ホームページ、ＳＮＳ、ＦＡＸ、広報車、消防サイレン等の多様な伝達 
手段のほか、避難支援等関係者の協力も得て、要支援者及び家族等に対し迅速に避難 
情報等を伝達するとともに、避難誘導及び安否確認を行う。 

イ 避難支援等関係者は、あらかじめ市から提供を受けた避難行動要支援者名簿をもと 
 に要支援者の避難支援等を行うが、その実施にあたっては、避難支援等関係者本人ま 
 たはその家族等の生命及び身体の安全を守ることを前提としたうえで、できる範囲 
で行う。 
 

(3) 福祉避難所への避難 

ア 災対各地区本部避難所班は、要配慮者の状況について本人または家族等から聞き取

りを行い、福祉避難所への避難の必要性について判断（トリアージ）を行い、その結

果を災対各地区本部総務班を通じて災対こどもみらい部避難所支援班に報告する。 
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イ 災対こどもみらい部避難所支援班は、福祉避難所の開設状況及び空き状況を確認す

るとともに、災対保健福祉部福祉避難所班と連携し、要配慮者の状態に応じて最も適

切な福祉避難所（社会福祉施設または公共施設）を決定し、災対各地区本部総務班へ

連絡する。その際、要配慮者に個別支援調査表を携行するよう、併せて伝達する。 
ウ 災対各地区本部総務班は、要配慮者、家族または支援者に対し、受入先となる福祉

避難所へ避難するよう伝達する。移動手段は、原則として要配慮者等が自ら確保する

ものとするが、自力での移動が困難な場合は、社会福祉施設等の協力を要請する。 
エ 要配慮者を受け入れた福祉避難所の職員は、その旨を当該災対各地区本部総務班を

通じて災対こどもみらい部避難所支援班に報告する。 
オ 災対こどもみらい部避難所支援班は、あらかじめ定めた福祉避難所だけでは要配慮

者の受入が困難な場合は、旅館、ホテル等に対し協力を要請するほか、市外の医療機

関や社会福祉施設等への移送などの措置を行う。 
 

(4) 避難所の設置・運営 

市は、避難所の運営にあたり、避難所運営委員会や地元行政区、自主防災組織等と連

携して要配慮者の受入・対応を行う。 
ア 災対各地区本部避難所班は、要配慮者に対して必要なスペースの確保、車椅子用仮 
設トイレの設置など、良好な生活環境の確保に十分に配慮する。 

イ 災対各地区本部避難所班は、ボランティア等の協力を得ながら、点字、大活字、手 
 話等により、視覚・聴覚障がい者に対して的確な情報が伝わるよう配慮に努める。 
ウ 災対各地区本部避難所班は、食品アレルギーを持った者への原因物質除去食品や腎 
 臓病患者用の低タンパク質食品などの特別用途食が必要な場合は、災対各地区本部総 
務班に報告し、災対各地区本部総務班は、地区単位でとりまとめて災対産業振興部物 
資支援班へ要請を行う。 

なお、要配慮者及び家族は、初動期においては、上記の対応が困難な場合もあるこ 
とに留意し、発災後 1 週間程度は、家庭内で備蓄した食料等を活用するよう努める。 

エ 災対各地区本部避難所班は、車椅子や粉ミルク、おむつなどの日用品を確保するた 
 め、災対財政部・災対産業振興部物資統括班と連携を図りながら、協定締結自治体や 
民間事業者に供給を要請する。 

 
(5) 福祉スペースの設置 

   ア 福祉避難所の開設準備が整うまでの間は、避難所となる小・中学校等の保健室、和 
室等の一部にパーティションや畳等を設置した福祉スペースを設け、要配慮者を受け 
入れる。 

イ 福祉スペースへの受入にあたっては、障がい者や高齢者などのほか、妊婦や新生児、 
発達障がい児など集団生活になじみづらい者がいる世帯の利用についても十分配慮 
に努める。 
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(6) 一時提供住宅等への優先入居 

市は、仮設住宅への収容や公営住宅の入居に際し、要配慮者世帯を優先して入居させ

るなどの配慮を行う。 
 

(7) 保健・福祉対策 

災害の各段階におけるニーズに対応した保健・福祉サービスの提供を県や他の市町村

等と協働し、また、ボランティア等の協力を得て行う。 
① 保健対策 

被災者の心身の健康確保のため、保健師等による避難所、応急仮設住宅、自宅等で

健康相談等（巡回相談・栄養指導、こころのケア、訪問指導、訪問看護等の保健サー

ビス）を行う。 
② 福祉対策 

市社会福祉協議会、民生委員、介護保険事業者、社会福祉施設、地元行政区等の協

力を得て、要配慮者の実態把握、ニーズ把握、情報提供、生活相談等を行う。 
③ 各機関の調整・取りまとめ 

要配慮者への対応については、社会福祉施設、医療施設、民生委員など多数の関係

機関の調整が必要なことから、市（災対保健福祉部保健福祉総括班）はコーディネー

ト窓口を設置し、必要な対策を実施する。 
 

(8) 児童・生徒の支援対策 

①  要保護児童・生徒の把握 

災対保健福祉部保健所班は、災対こどもみらい部、災対教育委員会事務局、各学校

や保育所等と連携を図りながら、以下の方法等により、被災による孤児、遺児等の要

保護児童・生徒の把握及び援護を行う。 
ア 災対各地区本部避難所班は、避難者名簿をもとに児童福祉施設からの避難児童・生

徒、保護者の疾患等による要保護児童・生徒を把握し、災対保健福祉部保健所班に報

告する。 
イ 災対保健福祉部保健福祉総括班は、上記のほか、住民基本台帳による死亡者の確認、

災害弔慰金等の支給者名簿及び住民からの通報等をもとに孤児、遺児の実態把握を行

う。 
ウ 災対保健福祉部保健福祉総括班は、避難児童・生徒及び孤児、遺児等の要保護児童・

生徒の実態を把握し、その情報を親族に提供して受入の可能性を探るとともに、児童

養護施設への受入や里親への委託等の保護を行う。 
エ 災対保健福祉部（保健福祉総括班、避難所総括班）は、孤児、遺児に対し、母子福

祉資金の貸し付け、社会保険事務所における遺族年金の早期支給手続きの支援などを

行う。 
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②  児童・生徒のこころのケアの確保 

災対保健福祉部保健所班は、被災児童・生徒に対し、県等関係機関との連携のもと

児童相談所においてこころのケアを受けられるよう支援を行う。 
③ 児童・生徒の保護等のための情報伝達 

災対保健福祉部保健福祉総括班は、被災者に対し、掲示板、広報紙等の活用、報道

機関の協力等により、要保護児童・生徒を発見した際の保護及び児童相談所等に対す

る通報への協力を呼びかけるとともに、育児関連用品の供給状況、利用可能な児童福

祉サービスの状況、児童福祉施設の被災状況及び復旧状況等について的確な情報提供

を行う。 
 

(9) 外国人の支援対策 

市（災対市民協働部）は、外国人関係団体等と連携して災害情報の提供や相談等の支

援活動を行う。 
①  避難誘導 

市は、報道機関や市国際交流協会等の協力を得て、外国語または、わかりやすい日

本語による広報を実施し、外国人に対する避難誘導を行う。 
②  情報提供 

ア 避難所及び在宅の外国人への情報提供 
市は、避難所や在宅の外国人の生活を支援するため、市国際交流協会等の協力を得

て外国人に配慮した生活情報の提供や、チラシ等を配布する。 
イ テレビ、ラジオ、ホームページ等による情報の提供 

市は、外国人への的確な情報伝達のため、テレビ、ラジオ、市ホームページ、ＳＮ

Ｓ等を活用して、外国語による情報提供に努める。 
ウ 相談窓口の開設 

市は、市国際交流協会等の協力を得て、すみやかに外国人の相談窓口を設置し、生

活相談に応じる。なお、相談にあたっては、宗教や生活様式の違いなどにも配慮する

よう努める。 
 

⑽ 性的マイノリティの支援対策 

市（災対市民協働部）は、女性と男性のニーズの違いに配慮し、性的マイノリティの方

に対しても、相談等の支援活動を行う。 

なお、女性と男性のニーズの違いを把握するため、ニーズの聞き取り担当者には女性と

男性の両方を配置することが望ましい。 
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第 16節  こころのケア対策 

 
【災対本部】災対総務部、災対保健福祉部、災対教育委員会事務局 
【災対各地区本部】避難所班、医療班 
【関係機関】 
・福島県（保健福祉部、教育委員会、いわき教育事務所） 
・精神保健福祉医療機関、学校等、県臨床心理士会 
・報道機関 

 

1 計画の目的  

避難所等における被災住民の精神的健康状態を迅速かつ的確に把握するとともに、急

性ストレス障害やうつ、長引く被災生活による精神的不調等へ適切に対応して被災住民

のこころの健康の保持・増進に努める。 
児童・生徒に対しては、精神的健康状態を的確に把握するとともに、スクールカウン

セラー等の活用等により、こころの健康保持・増進に努める。 
 

＜達成目標＞ 
市及び小・中学校長は、関係者（当事者、支援者、身体医療チーム、精神科医、ここ

ろのケアチーム等）と連携を図り、精神疾患の予防や治療、回復を目的とした支援を行

う。 
① 災害発生から３日以内に避難所の巡回相談等の支援を行い、県教育委員会にスクー

ルカウンセラーの派遣を、また、県が実施する「こころのケアチ－ム」の派遣要請を

行う。 
② 災害時のこころの健康について、正しい知識やホットラインなどの支援情報を積極

的に啓発を行う。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民の役割 

被災住民は、急性ストレス障害（ＡＳＤ）等の精神的な問題が災害後に生ずることを

認識し、自身はもとより要配慮者である乳幼児・高齢者・障がい者等に十分配慮しなが

ら、こころの健康の保持・増進に努める。 
 

(2) 市の役割 

ア 避難所等における被災住民の精神的健康状態を迅速かつ的確に把握するとともに、 
 ＡＳＤやうつ、長引く被災生活による精神的不調等へ適切に対応して被災住民のここ 
ろの健康の保持・増進に努める。 
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イ 必要に応じて県に「こころのケアチーム」派遣要請を行う。 
ウ 専門医の受診機会を確保するなどにより、市職員の心の健康の保持・増進に努める。  
エ 県教育委員会に対し学校へのスクールカウンセラー派遣を要請し、養護教諭と連携 

して児童・生徒のこころのケアを行う。 
オ 児童福祉施設では、こころのケアに十分配慮した対応を行う。 

 
(3) 報道機関の役割 

ア 不用意な取材活動によるＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）の誘発や精神症状の 
悪化等の危険性を十分認識し、被災住民の精神的健康に配慮した取材活動に努める。 

イ こころのケアに関する正しい知識の普及や援助等の情報提供に協力する。 
 

(4) 精神科医療機関の役割 

ア 被災した精神科病院の患者や被災住民のＡＳＤ等に対して必要な医療を提供する。 
イ 避難所における巡回相談など市が実施するこころのケア対策を支援する。 

 

3 市の業務内容  

(1) 市民のこころのケア対策 

①  避難所等における巡回健康相談等の実施 

災対保健福祉部保健所班は、避難所等に派遣した保健師や避難所巡回チームによる

安否確認、身体医療、生活支援活動により不安の軽減を図るとともに、こころのケア

チームとの連携による精神科救急対応を行う。 
②  要配慮者等への対応 

災害による影響を受けやすい乳幼児・高齢者・障がい者及び災害遺族等に対しては、

特にきめ細かな支援を行うよう配慮する。 
ア 被災精神障がい者の継続的医療（受診や内服）の確保への支援 
イ 精神医療関係者（精神医療機関、福祉相談や医療機関、民生委員、ケアマネージ 

ャー等）と連携を図りながら、避難所及び自宅において精神疾患の発症、急変への 
対応を行う。 

③  こころのケアチームの派遣要請 

災対保健福祉部保健所班は、必要に応じて県に対して「こころのケアチーム」の派

遣を要請する。 
④  被災者への啓発普及 

災対保健福祉部保健所班は、被災者に対して被災後の心理的反応とその対処法やこ

ころのケア対策情報等を新聞・テレビ・ラジオのほか、パンフレットの配布やホーム

ページへの掲載、回覧等により伝達する。 
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⑤  援助者への啓発普及と教育研修 

災対保健福祉部保健所班は、保育士、ケアマネージャ等関係者に対し「被災時のこ

ころのケア」に関する研修を実施するとともに、ボランティア、民生委員等の支援者

等に対し「支援者自身のこころのケアに関する情報」を提供する。 
⑥  災害対応従事者の心の健康の保持・増進 

災対総務部職員班は、災害復旧や被災者の対応にあたる職員を対象として「支援者

自身のこころのケアに関する情報」を提供したり、産業医による健康相談を実施する。 
⑦  被災者への長期的な支援継続 

災対保健福祉部保健所班は、応急仮設住宅等に保健師等を派遣し、慣れない環境で

のストレス、不眠、うつ、アルコール、ＰＴＳＤ等被災者が抱える問題を早期に発見

し、関係機関と連携しながら適切なケアを継続して行う。 
 

(2) 児童・生徒のこころのケア対策 

①  体制整備 

ア 災対教育委員会事務局は、被災児童・生徒のカウンセリングやストレスチェックな

ど「こころのケア」を実施するため、県教育委員会へスクールカウンセラーの派遣要

請を行うとともに、心の教育相談員の小・中学校への派遣計画を迅速に策定する。 
イ 災対教育委員会事務局は、小・中学校において児童・生徒に対する「こころのケア」

が円滑に行われるよう、教職員研修等を実施する。 
ウ 災対保健福祉部保健所班は、県に対して「こころのケアチーム」の派遣を要請する

など、児童・生徒の心のケア対策を支援する。 
②  カウンセリング等の実施 

各小・中学校においては、児童・生徒に対しストレスチェックなどこころの健康調

査を実施するとともに、必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー等によるカウ

ンセリングを早期に実施する。 
③  児童福祉施設での対応 

保育所や家庭児童相談員等、児童に関する施設・相談窓口では、こころのケアに十

分配慮した対応を行い、関係機関と連携しつつ適切な対策を実施する。 
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第 17節  水防活動（いわき市水防計画） 

 
【水防管理団体】いわき市災害対策本部 
【災対本部】全部・班 【災対各地区本部】全班 
【関係機関】 
・福島海上保安部、福島県（危機管理部、土木部、いわき地方振興局、いわき建設事務所）、

県警察本部（いわき中央、東、南警察署） 
 

1  計画の目的  

いわき市の地域にかかる河川、湖沼又は海岸の洪水、雨水出水などの水災等に対し、

その被害を軽減することを目的に、水防法（昭和 24 年法律第 193 号、以下「法」とい

う。）第 33 条第 1 項の規定に基づく水防計画を本節に定める。 
 

＜達成目標＞ 
市は、国・県と連携し、洪水、土砂災害、高潮に警戒するとともに、関係機関の協力

を得て、被害の拡大防止のための水防活動に努める。 
市は、市民に被害が及ぶおそれがある場合は、防災マップ等に基づき、住民に対する

避難のための高齢者等避難、避難指示の発令及び避難誘導等を実施する。 
 

＜水防計画の体系＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

水防活動（いわき市水防計画） 
１ 計画の目的 

２ 水防事務の処理 

３ 災害対策本部の設置 

４ 水防巡視等 

５ 水防施設及び水防資材 

６ 水防活動等 

７ 河川・堤防の巡視等 

８ 費用負担と公用負担 
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2  水防事務の処理  

洪水などに際し、水災等を警戒・防御し、及びこれに因る被害を軽減し、もって公共

の安全を保持するため、法第 16 条による水防警報の通知等を受けたときから、洪水等に

よる危険が除去される間、本節（いわき市水防計画）に基づいて水防事務を処理するも

のとする。 

 

3  災害対策本部の設置  

１ 災害対策本部設置基準 

⑴ 法第 16 条による水防警報が通知されたとき。 

福島県知事は、以下の河川及び海岸について、洪水または高潮によって災害が起

きる恐れがあるときは、水防法第１６条の規定により水防警報を発表し水防の必要

がある旨の警告をおこなう。 

 

【水防警報指定河川・海岸（市内 10 河川、久之浜地区海岸～永崎地区海岸）】 

① 福島県知事指定河川（市内 10河川） 

ア 夏井川 

鎌 田 水 位

水位3.70ｍ に達
し、氾濫注意水

位以上に達する

と思われるとき

水 位 3.70 ｍ に達
し、なお上昇のお

それがあるとき

水位がはん濫注
意水位を下り水

防作業の必要が

なくなったとき

水位は1時間毎に
数字を以って行

う

水 防 警 報 の

範 囲

観 測 所 名 待 機

水位がはん濫注
意水位を下り水

防作業の必要が

なくなったとき

水位は1時間毎に
数字を以って行

う

水防警報の

対象となる
観測所

水位4.50ｍ に達
し、なお上昇の

おそれがあると

き

氾 濫

危 険 水 位

氾 濫

危 険 水 位
計 画洪 水量

（指定水位）（警戒水位） （計画水位） （危険水位） （㎥/Ｓ）

そ の 他 特 に

必 要 な 事 項

適宜、洪水予報、出水情報を以
て状況を通知する

適宜、洪水予報、出水情報を以
て状況を通知する

鎌 田 水 位 い わ き 市 平 字 鎌 田 町 17 番 地 テ レ メ ー タ

準 備 出 動 解 除 水 位

小 川 水 位

水位2.00ｍ に達
し、氾濫注意水

位以上に達する

と思われるとき

水 位 2.00 ｍ に達
し、なお上昇のお

それがあるとき

水位2.40ｍ に達
し、なお上昇の

おそれがあると

き

0246-22-7461

直通0246-22-1242 いわき市災害対策課

河 川 名 区 間

夏 井 川
左岸　いわき市小川町上小川字川古屋（新橋）　から　海　まで

右岸　いわき市小川町塩田字平石（新橋）　　から　海　まで

3.75ｍ 1,200

発 表 担 当 者 い わ き 建 設 事 務 所 長 受 報 担 当 者 い わ き 市 長 備 考

電話 ＦＡＸ

0246-22-1111

小 川 水 位 いわき市小川町上小川字彦太郎内5-6 テ レ メ ー タ 2.00ｍ 2.40ｍ 4.20ｍ

観 測 所 名 地 先 名 種 別

水 防 団

待 機 水 位

氾 濫

注 意 水 位

3.70ｍ 4.50ｍ 7.50ｍ 7.00ｍ 2,200
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イ 仁井田川 

氾 濫

注 意 水 位

観 測 所 名

戸 田 水 位

区 間

460い わ き 市四 倉 町 戸 田 字 北 高 柳 テ レ メ ー タ 2.10ｍ 2.60ｍ 5.10ｍ 3.21ｍ

氾 濫

危 険 水 位

氾 濫

危 険 水 位

（警戒水位）

発 表 担 当 者 い わ き 建 設 事 務 所 長 受 報 担 当者 い わ き 市 長 備 考

電話

（計画水位）（危険水位） （㎥/Ｓ）

ＦＡＸ

0246-22-1111 0246-22-7461

直通0246-22-1242 いわき市災害対策課

計画洪 水量

（指定水位）

仁 井 田 川
左岸　いわき市四倉町戸田字箒作(笠松橋)　から　いわき市四倉町上仁井田字東山(東舞子橋)　まで

右岸　いわき市四倉町戸田字古川(笠松橋)　から　いわき市四倉町上仁井田字家ノ前(松葉橋)　まで

観 測 所 名 地 先 名 種 別

水 防 団

待 機 水 位水防警報の
対象となる
観測所

河 川 名

待 機 準 備 出 動 解 除 水 位

戸 田 水 位

水位2.10ｍ に達
し、氾濫注意水

位以上に達する
と思われるとき

水 位 2.10 ｍ に達
し、なお上昇のお

それがあるとき

水位2.60ｍに達
し、なお上昇の

おそれがあると
き

水位がはん濫注
意水位を下り水

防作業の必要が
なくなったとき

水位は1時間毎に
数字を以って行

う

水 防 警 報 の
範 囲

適宜、出水情報を以て状況を通
知する

そ の 他 特 に

必 要 な 事 項

 

ウ 新川 

いわき市災害対策課

電話 ＦＡＸ

河 川 名 区 間

発 表 担 当 者 い わ き 建 設 事 務 所 長 受 報 担 当者 い わ き 市 長 備 考 0246-22-1111 0246-22-7461

直通0246-22-1242

新 川
左岸　いわき市内郷内町四方北(JR橋)　から　いわき市平北白土字宮田(古川橋)　まで

右岸　いわき市内郷綴町川原田(JR橋)　から　いわき市平南白土字古宿(高橋)　　まで

観 測 所 名 地 先 名 種 別

い わ き 市 平 字 梅 本 テ レ メ ー タ 2.50ｍ 3.30ｍ 5.39ｍ

水 防 団

待 機 水 位

氾 濫

注 意 水 位

氾 濫

危 険 水 位
計画洪 水量

氾 濫

危 険 水 位

（危険水位）

水防警報の
対象となる
観測所

5.01ｍ

水 防 警 報 の
範 囲

360

観 測 所 名 出 動

（指定水位） （警戒水位） （計画水位） （㎥/Ｓ）

梅 本 水 位

梅 本 水 位

水位2.50ｍ に達
し、氾濫注意水

位以上に達する
と思われるとき

水 位 2.50 ｍ に達
し、なお上昇のお

それがあるとき

水位3.30ｍに達
し、なお上昇の

おそれがあると
き

水位がはん濫注
意水位を下り水

防作業の必要が
なくなったとき

水位は1時間毎に
数字を以って行

う

適宜、出水情報を以て状況を通
知する

待 機 準 備 解 除 水 位
そ の 他 特 に

必 要 な 事 項

 

エ 好間川 

そ の 他 特 に

必 要 な 事 項

0246-22-7461

水 防 団

待 機 水 位

氾 濫

注 意 水 位

（㎥/Ｓ）

種 別

いわき市好間町上好間 字大 堰１ 2.00ｍ 2.20ｍ 4.26ｍ 2.58ｍ 800

適宜、出水情報を以て状況を通
知する

ＦＡＸ電話

発 表 担 当 者 い わ き 建 設 事 務 所 長 受報 担 当者 い わ き 市 長 備 考

直通0246-22-1242

河 川 名 区 間

氾 濫

危 険 水 位
計画洪水量

（指定水位）（警戒水位） （計画水位） （危険水位）

好 間 川
左岸　いわき市好間町北好間字独古内(独古内橋上流170ｍ)　から　夏井川合流点　まで

右岸　いわき市好間町上好間字岩穴(岩穴吊橋上流約300ｍ)　から　夏井川合流点　まで

解 除

いわき市災害対策課

観 測 所 名 地 先 名

0246-22-1111

水防警報の
対象となる

観測所

水 防 警 報 の
範 囲

観 測 所 名 待 機 準 備 出 動

氾 濫

危 険 水 位

好 間 水 位

水位2.00ｍに達
し、氾濫注意水

位以上に達する
と思われるとき

水位 2.00 ｍ に達
し、なお上昇のお

それがあるとき

水位2.20ｍに達
し、なお上昇の

おそれがあると
き

水位がはん濫注
意水位を下り水

防作業の必要が
なくなったとき

水位は1時間毎に
数字を以って行

う

好 間 水 位 テ レ メ ー タ

水 位
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オ 藤原川 

解 除 水 位
そ の 他 特 に

必 要 な 事 項

0246-22-1111

直通0246-22-1242 いわき市災害対策課

0246-22-7461

藤 原 川

( 下 船 尾 )

左岸　いわき市常磐白鳥町北蟹打(蟹打橋)　から　いわき市小名浜野田(岩崎川合流点)　まで

右岸　いわき市常磐白鳥町蟹打(蟹打橋)　から　いわき市小名浜島(岩崎川合流点)　まで

テ レ メ ー タ

観 測 所 名 待 機 準 備 出 動

（指定水位）（警戒水位）（計画水位）（危険水位） （㎥/Ｓ）
水防警報の

対象となる

観測所 下 船 尾 水 位 いわき市常磐西郷町落合 テ レ メ ー タ 2.50ｍ

藤 原 川

( 南 富 岡 )

左岸　いわき市小名浜野田(岩崎川合流点)　から　いわき市泉町下川字大剣(みなと大橋)　まで

右岸　いわき市小名浜島(岩崎川合流点)　から　いわき市泉町下川字大剣(みなと大橋)　まで

3.46ｍ

観 測 所 名 地 先 名 種 別

水 防 団

待 機 水 位

氾 濫

注 意 水 位

氾 濫

危 険 水 位

氾 濫

危 険 水 位
計画洪水量

備 考

電話 ＦＡＸ

河 川 名 区 間

発 表 担 当 者 い わ き 建 設 事 務 所 長 受報担 当者 い わ き 市 長

水 防 警 報 の

範 囲

下船尾水位

水位2.50ｍに達

し、氾濫注意水

位以上に達する

と思われるとき

水位 2.50 ｍに達

し、なお上昇のお

それがあるとき

水位2.70ｍに達

し、なお上昇の

おそれがあると

き

水位がはん濫注

意水位を下り水

防作業の必要が

なくなったとき

南富岡水位

水位2.70ｍに達

し、氾濫注意水

位以上に達する

と思われるとき

水位 2.70 ｍに達

し、なお上昇のお

それがあるとき

水位3.10ｍに達

し、なお上昇の

おそれがあると

き

水位がはん濫注

意水位を下り水

防作業の必要が

なくなったとき

400

南 富 岡 水 位

水位は1時間毎に

数字を以って行

う

適宜、出水情報を以て状況を通

知する

2.70ｍ

3.44ｍ 440

水位は1時間毎に

数字を以って行

う

適宜、出水情報を以て状況を通

知する

いわき市小名浜南富岡字中前23 2.70ｍ 3.10m

 

 

カ 鮫川 

5.30ｍ 3,400

水 防 警 報 の

範 囲

観 測 所 名 待 機 準 備 出 動 解 除 水 位
そ の 他 特 に

必 要 な 事 項

松 原 水 位 い わ き 市 仁 井 田 町 松 原 テ レ メ ー タ 3.50ｍ 4.70ｍ 5.78ｍ

適宜、出水情報を以て状況を通

知する

松 原 水 位

水位3.50ｍに達

し、氾濫注意水

位以上に達する

と思われるとき

水位 3.50 ｍに達

し、なお上昇のお

それがあるとき

水位4.70ｍに達

し、なお上昇の

おそれがあると

き

水位がはん濫注

意水位を下り水

防作業の必要が

なくなったとき

水位は1時間毎に

数字を以って行

う

観 測 所 名 地 先 名 種 別

水 防 団

待 機 水 位

氾 濫

注 意 水 位

氾 濫

危 険 水 位

勿 来 土 木 事 務 所 長 受報 担 当 者 い わ き 市 長 備 考

電話 ＦＡＸ

発 表 担 当 者

河 川 名 区 間

0246-22-1111

直通0246-22-1242

0246-22-7461

いわき市災害対策課

氾 濫

危 険 水 位
計画洪 水量

（指定水位） （警戒水位）（計画水位）（危険水位） （㎥/Ｓ）

鮫 川
左岸　いわき市仁井田町松原(松原橋)　から　海　まで

右岸　いわき市沼部町宿(沼部橋)　　　　から　海　まで

水防警報の

対象となる

観測所
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キ 蛭田川 

出 動 解 除

蛭 田 川

水防警報の
対象となる

観測所

水 防 警 報 の

範 囲

水 位準 備

（指定水位） （警戒水位）（計画水位）（危険水位）

窪 田 水 位 い わ き 市 勿 来 町 窪 田 十 条 テ レ メ ー タ 2.20ｍ 2.50ｍ

そ の 他 特 に

必 要 な 事 項

窪 田 水 位

水位2.20ｍに達
し、氾濫注意水

位以上に達する

と思われるとき

水位 2.20 ｍに達
し、なお上昇のお

それがあるとき

水位2.50ｍに達
し、なお上昇の

おそれがあると

き

水位がはん濫注
意水位を下り水

防作業の必要が

なくなったとき

水位は1時間毎に
数字を以って行

う

適宜、出水情報を以て状況を通
知する

観 測 所 名 待 機

0246-22-1111 0246-22-7461

直通0246-22-1242 いわき市災害対策課

氾 濫

危 険 水 位

区 間

4.45ｍ 3.31ｍ 320

（㎥/Ｓ）

計画洪 水量

勿 来 土 木 事 務 所 長 受報担 当 者 い わ き 市 長 備 考

電話 ＦＡＸ

発 表 担 当 者

河 川 名

左岸　いわき市勿来町酒井関根前(観音橋)　から　海　まで

右岸　いわき市錦町重殿(錦橋)　　　　　　から　海　まで

観 測 所 名 地 先 名 種 別

水 防 団

待 機 水 位

氾 濫

注 意 水 位

氾 濫

危 険 水 位

 
 

ク 大久川 

（計画水位）（危険水位） （㎥/Ｓ）

大 久 水 位 い わ き 市 大 久 町 大 久 字 脇 1.20ｍ 1.50ｍ 2.00ｍ 2.30ｍ 260

待 機 準 備

大 久 水 位

水位1.20ｍに達
し、氾濫注意水

位以上に達する

と思われるとき

水位 1.20 ｍに達
し、なお上昇のお

それがあるとき

出 動 解 除 水 位
そ の 他 特 に

必 要 な 事 項

テ レ メ ー タ

水位1.50ｍに達
し、なお上昇の

おそれがあると

き

水位がはん濫注
意水位を下り水

防作業の必要が

なくなったとき

河 川 名 区 間

大 久 川
左岸　いわき市大久町大久字柴崎　から　海　まで

右岸　いわき市大久町大久字柴崎　から　海　まで

氾 濫

危 険 水 位

氾 濫

危 険 水 位
計画洪 水量

ＦＡＸ

0246-22-1111 0246-22-7461

直通0246-22-1242 いわき市災害対策課

発 表 担 当 者 い わ き 建 設 事 務 所 長 受報担 当 者 い わ き 市 長 備 考

電話

水防警報の
対象となる

観測所

観 測 所 名 地 先 名 種 別

水 防 団

待 機 水 位

氾 濫

注 意 水 位

（指定水位） （警戒水位）

水 防 警 報 の

範 囲

観 測 所 名

水位は1時間毎に
数字を以って行

う

適宜、出水情報を以て状況を通
知する

 
 

ケ 矢田川 

水 防 警 報 の

範 囲

観 測 所 名 待 機 準 備 出 動 解 除 水 位
そ の 他 特 に

必 要 な 事 項

鹿 島 水 位

水位2.10ｍに達
し、氾濫注意水

位以上に達する

と思われるとき

水位 2.10 ｍに達
し、なお上昇のお

それがあるとき

水位2.80ｍに達
し、なお上昇の

おそれがあると

き

水位がはん濫注
意水位を下り水

防作業の必要が

なくなったとき

水位は1時間毎に
数字を以って行

う

鹿 島 水 位 い わき 市小 名 浜 字林 城字 塚前 テ レ メ ー タ 2.10ｍ 2.80ｍ 3.90ｍ

矢 田 川
左岸　いわき市常磐上矢田町頭田　から　藤原川合流点　まで

右岸　いわき市常磐上矢田町頭田　から　藤原川合流点　まで

地 先 名 種 別

水 防 団

待 機 水 位

氾 濫

注 意 水 位

氾 濫

危 険 水 位

氾 濫

危 険 水 位
計画洪 水量

（指定水位）

観 測 所 名水防警報の
対象となる

観測所
（警戒水位）（計画水位）

4.20ｍ 240

河 川 名 区 間

発 表 担 当 者 い わ き 建 設 事 務 所 長 受報担 当 者 い わ き 市 長 備 考

電話 ＦＡＸ

0246-22-1111 0246-22-7461

直通0246-22-1242 いわき市災害対策課

（危険水位） （㎥/Ｓ）

適宜、出水情報を以て状況を通
知する

 



 

262 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策 

第
４
章 

災
害
復
旧
・
復
興
計
画 

風

水

害

対

策

編 

第
１
章 

総
則 

第
２
章 

災
害
予
防 

 

コ 滑津川 

水 防 警 報 の

範 囲

観 測 所 名 待 機 準 備 出 動 解 除 水 位
そ の 他 特 に

必 要 な 事 項

上 高久 水位 い わ き 市 平 上 高 久 字 五 反 田 テ レ メ ー タ 1.40ｍ 2.00ｍ 2.20ｍ

適宜、出水情報を以て状況を通

知する

上 高久 水位

水位1.40ｍ に達

し、氾濫注意水
位以上に達する
と思われるとき

水 位 1.40 ｍ に達

し、なお上昇のお
それがあるとき

水位2.00ｍ に達

し、なお上昇の
おそれがあると
き

水位がはん濫注

意水位を下り水
防作業の必要が
なくなったとき

水位は1時間毎に

数字を以って行
う

2.40ｍ 140

（危険水位） （㎥/Ｓ）（指定水位） （警戒水位） （計画水位）

備 考

電話 ＦＡＸ

0246-22-1111 0246-22-7461

直通0246-22-1242 いわき市災害対策課

発 表 担 当 者 い わ き 建 設 事 務 所 長 受 報 担 当 者 い わ き 市 長

水防警報の
対象となる
観測所

観 測 所 名 地 先 名 種 別

河 川 名 区 間

滑 津 川
左岸　いわき市平中山字柿ノ目　から　海　まで
右岸　いわき市平中山字赤　　　から　海　まで

水 防 団

待 機 水 位

氾 濫

注 意 水 位

氾 濫

危 険 水 位

氾 濫

危 険 水 位
計 画洪水量
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② 福島県知事指定海岸 

久之浜地区海岸～永崎地区海岸 

水 防 警 報 の 範 囲

観 測 所 名 待 機 出 動 解 除 波 高
そ の 他 特 に
必 要 な 事 項

四 倉 漁 港

波高が4.00ｍに達し、
なお上昇のおそれがあ
るとき

高潮波浪によ
り被害のおそ
れがあるとき

波浪による危
険がなくなっ
たとき

波高は1時間毎
に数字を以っ
て行う

海 岸 名 区 間

久 之 浜 海 岸
久之浜地区 海岸

北端　いわき市久之浜町久之浜字東町(大久川)　から
南端　いわき市久之浜町田之網字静　　　　　　まで

四 倉 漁 港 海 岸
四 倉 地 区 海 岸

四 倉 海 岸
仁井田地区 海岸

北端　いわき市四倉町字東四丁目(境川)　　　　　から

南端　いわき市四倉町上仁井田字東山(仁井田川)　まで

磐 城 海 岸
永 崎 地 区 海 岸

北端　いわき市永崎町字川畑(天神前川)　から
南端　いわき市永崎字橋出　　　　　　　まで

水防警報の対象とな
る 観 測 所

観 測 所 名 地 先 名 種 別
基 準 波 高

H1/3(m)

四 倉 漁 港 い わ き 市 四 倉 町 字 六 丁 目 自 記 4.00

発 表 担 当 者
い わ き 建 設 事 務 所 長
小名浜港湾建設事務所長
共 同 発 表

受報担当者 いわき市長 備 考

電 話 ＦＡＸ

0246-22-1111 0246-22-7461

直 通 0246-22-1242 いわき市災害対策課

 

 

  ※ 参集する対象は（災対統括部（統括班）、災対小名浜地区本部、災対四倉地区本部、

災対久之浜・大久地区本部）とする。 
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【水防警報に係る連絡系統】 

※必要に応じて伝達

※必要に応じて伝達

（ 発 表 者 ）

い わ き 建 設 事 務 所

勿 来 土 木 事 務 所

小 名 浜 港 湾 建 設事 務所

量 水 標 管 理 者 県 水 防 本 部

鮫 川 水 系 ダ ム 管 理 事 務 所

小 玉 ダ ム 管 理 事 務 所

いわき市災害対策本部

災 対 統 括 部
災 対 消 防 本 部

県 管 理

水 門 等 管 理 者

県

災

害

対

策

課

消 防 団 災 対 各 地 区 本 部

市 民

市管理
水門等管理者

(県からの委託水門含む）

 

⑵ 第１節で定める、災害対策本部の設置基準を満たしたとき。 

⑶ その他、市長が必要であると認めたとき。 

 

4 水防巡視等  
⑴ 水防巡視 

ア 災害対策本部長及び災対各地区本部長は、水防警報等の通知を受けたときは、直ち

に各河川、海岸の水防受持区域の災対各地区本部消防第二班長に対し、その通知を通

報し、必要班員を河川、海岸、水門及び樋門等の巡視を行うよう指示するものとする。 

 

イ 災害対策本部長及び災対各地区本部長は、はん濫注意水位に達した旨の通知を受け

たときは、直ちに関係消防支団長に通報するとともに、「水防信号」により地域住民に

周知し、さらに必要な団員を召集し、警戒及び水防活動等に当たらせるものとする。 

 

⑵ 水防信号 

水防信号は、福島県水防信号規則（昭和 24 年福島県規則第 91 号）の規定に基づき、

次により行うものとする。 
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ア 信号の種類及び内容 

水防信号の種類及びその内容は、次のとおりとする。 

第 1 信 号
警戒水位（はん濫注意水位）に達したことを知らせるもの。
（高齢者等避難が発令され避難所が開設されたとき）

第 2 信 号
水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの。
※　携帯電話等による周知が困難な場合のみ

第 3 信 号
当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの。
※　携帯電話等による周知が困難な場合のみ

信 号 の 種 類 信 号 の 内 容 （ ） は 市 の 運 用

第 4 信 号
必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの。
（避難指示・緊急安全確保が発令された時）

 

 

イ 信号の方法 

水防信号は、次に定める区分及び方法に従って発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 ⅰ 信号は適宜の時間継続すること。 

ⅱ 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。 

ⅲ 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させるものとする。 

 

5 水防施設及び水防資材  

１ 水防倉庫及び備蓄資材 
災害対策本部長及び災対各地区本部長は、水防活動を迅速かつ効果的に行うため、必

要に応じ各地区に水防倉庫及び水防資材置場を設置し、一定基準の水防資材を常時備蓄

しておくものとする。 

約
5秒 15秒 5秒 15秒 5秒 15秒
○－休止 ○－休止 ○－休止

約
5秒　6秒 5秒　6秒 5秒　6秒
○－休止 ○－休止 ○－休止

約
10秒 5秒 10秒 5秒 10秒 5秒
○－休止 ○－休止 ○－休止

約
1分　5秒 1分
○－休止 ○－

第 2 信 号 ○－○－○　　○－○－○

第 3 信 号 ○－○－○－○　　○－○－○－○

第 4 信 号 乱打

信 号 の 種 類 警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号 （ 余 韻 防 止 符 ）

第 1 信 号 ○休止　　○休止　　○休止　
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⑴ 各地区に設置する水防倉庫は次のとおりとする。 

 
 

 
⑵ 各水防倉庫の水防資材の備蓄基準は、次のとおりとする。 

機 器 名 数 量 資 材 名 数 量

ナ タ ５　丁 ビ ニ ー ル ロ ー プ （ 200m/ 巻） ２５　巻

両 ツ ル ハ シ ５　丁 縄 （ ト ラ ロ ー プ ） ５　巻

鎌 ６　丁

片 手 ハ ン マ ー １０　丁

ス コ ッ プ ６０　丁 土 の う 袋 ※ １，０００　袋

掛 矢 ６　丁 ビニールシート（5.4m＊7.2m） １０　枚

ペ ン チ ５　丁

斧 ５　丁 鉄 線 （ ＃ 10 ） １００　㎏

鋸 ５　丁 鉄 杭 （ φ 2 ㎝ 、 長 さ 1.5m ） １００　本

 
⑶ 災対各地区本部消防第二班が水防活動中、状況の急変等により水防本部長に資材輸

送の要請するいとまがないときは、災対各地区本部消防第二班長の判断により、当該

地域の業者等から資材を調達するものとし、事後において、その旨を災害対策本部長

に報告するものとする。 
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２ 雨量観測所 
⑴ 洪水等の災害を未然に防ぐため、次のとおり雨量観測所を設置する。 

9 田 人 田 人 雨 量 観 測 所
田人支所
田人町旅人字下平石191 69-2111

災 対 田 人
地 区 本 部 長

8 三 和 三 和 雨 量 観 測 所
三和支所
三和町下市萱字竹ノ内114-1 86-2111

災 対 三 和
地 区 本 部 長

10
久 之 浜
大 久

久之浜大久雨量観測所
久之浜・大久支所
久之浜町久之浜字中町32 82-2111

災 対 久 之 浜 ･ 大 久
地 区 本 部 長

5 四 倉 四 倉 雨 量 観 測 所
四倉支所
四倉町字西四丁目11-3 32-2111

災 対 四 倉
地 区 本 部 長

4 内 郷 内 郷 雨 量 観 測 所
内郷支所
内郷綴町榎下46-2 26-2111

災 対 内 郷
地 区 本 部 長

7 小 川 小 川 雨 量 観 測 所
小川支所
小川町高萩字小路尻19-10 83-1111

災 対 小 川
地 区 本 部 長

6 遠 野 遠 野 雨 量 観 測 所
遠野支所
遠野町根岸字白幡40-1 89-2111

災 対 遠 野
地 区 本 部 長

地 区 観 測 所 名 所 在 地 管 理 者

1 平 平 雨 量 観 測 所
本　庁
平字梅本21 22-1111

3 常 磐 常 磐 雨 量 観 測 所
常磐支所
常磐湯本町吹谷76 43-2111

災 対 常 磐
地 区 本 部 長

災 対 土 木 部 長

2 勿 来 勿 来 雨 量 観 測 所
勿来支所
錦町大島1 63-2111

災 対 勿 来
地 区 本 部 長

 
※ 小名浜地区は気象庁小名浜特別地域気象観測所（アメダス）、好間地区は福島県の雨量

観測、川前地区は気象庁川前地域気象観測所（アメダス）による。 

 

⑵ 所管する災対各地区本部長は、大雨注意報等の気象情報が発表された場合は、 
必要に応じ、雨量を観測し、災害対策本部長へ報告する。 
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３ 水門等の操作 
⑴ 河川区間の水門等（洪水） 

水門等の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できるように努めるととも

に、操作責任者は、気象情報等及び洪水予報・水防警報が発表されたとき、又は、雨

量、水位、流量等の気象状況を考慮し、洪水時又は洪水のおそれがあると認めたとき

は、各施設の操作要領等に基づき、的確な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるも

のとする。 
河川区間の水門は、地域防災計画資料編（10 水防計画に関する資料｜別表第２）

のとおり 
 

⑵ 河口部の水門（波浪・高潮） 
市が管理する準用河川河口部の水門の所管課及び施設管理者は、常に当該施設が十

分その機能を発揮できるように努めるとともに、操作責任者は、波浪・高潮の各警報

が発表されたとき、操作員の安全を最優先にしたうえで、的確な操作を行い、水害の

軽減、防止に努めるものとする。 

準用河川河口部の水門は次のとおりである。 

名称 設置箇所 所管課 施設管理者 操作責任者

天神前川水門 永崎字川畑地内（永崎海岸　天神前川河口） 河川課
小名浜支所
経済土木課

災対小名浜地区本部

境川水門 四倉町字五丁目地内（四倉漁港　境川河口） 河川課
四倉支所
経済土木課

災対四倉地区本部
 

 

6 水防活動等  

１ 消防団の活動 
⑴ 洪水などに際し、水害等を警戒し、及びこれに因る被害を軽減し、もって公共の安

全を保持するため、法第 16 条による水防警報の通知等を受けたときから、洪水等に

よる危険が除去するまでの間、この計画に基づいて活動するものとする。 
 
⑵ 災対各地区本部消防第二班の水防受持区域は、いわき市消防団の組織等に関する規 
則（昭和 47 年 3 月 31 日 いわき市規則第 10 号）第 2 条第 2 項の規定による管轄区 
域とする。 

ただし、災害対策本部副本部長（消防団長）は、必要に応じ支団の水防受持区域を 
こえて他支団の水防作業を応援させることができる。 

 

⑶ 災対各地区本部第二班配備員は、常に自身の安全を確保しながら水防活動に従事す 
るものとし、水防活動中に著しい危険が切迫した場合は、躊躇せず速やかに安全な場 
所に避難するものとする。 

２ 重要水防区域 
市民の生命及び資産を守るため、いわき市域内の河川及び湖沼並びに海岸等で特に水

防上警戒又は防御を必要とする区域を指定し、水防活動を行う。 
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⑴ 重要水防区域の評定基準は、次のとおりとする。 
（河川）

法

崩

れ

・

す

べ

り

　
法崩れ又はすべりの実績が

あるが、その対策が未施工の
箇所

　
法崩れ又はすべりの実績が

あるが、その対策が暫定施工
の箇所。

法崩れ又はすべりの実績は
ないが、堤体あるいは基礎地
盤の土質、法勾配等からみて
法崩れ又はすべりが発生する
おそれのある箇所で所要の対
策が未施工の箇所。

堤

防

高

　
計画高水流量規模の洪水の

水位（高潮区間の堤防にあっ
ては計画高潮位）が現況の堤
防高を越える箇所。

　
計画高水流量規模の洪水の

水位（高潮区間の堤防にあっ
ては計画高潮位）と、現況の
堤防高との差が堤防の計画余
裕高に満たない箇所。

堤

防

断

面

　
現況の堤防断面あるいは天

端幅が、計画の堤防断面ある
いは計画の天端幅の2分の1未
満の箇所。

　
現況の堤防断面あるいは天

端幅が、計画の堤防断面ある
いは計画の天端幅に対して不
足しているが、それぞれ2分の
1以上確保されている箇所。

種 別

重 要 度

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水 防 上 重 要 な 区 間 要 注 意 区 間
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出水期間中に堤防を開削する工
事箇所又は仮締切り等により本堤
に影響を及ぼす箇所。

旧

川

跡

破

堤

跡

新

堤

防

　
新堤防で築造後3年以内の箇

所。
　破堤跡又は旧川跡の箇所。

陸

閘

　陸閘が設置されている箇所。

工

作

物

　
河川管理施設等応急対策基

準に基づく改善措置が必要な
堰、橋梁、樋管その他の工作
物の設置されている箇所。

橋梁その他の河川横断工作
物の桁下高が計画高水流量規
模の洪水の水位（高潮区間の
堤防にあっては計画高潮位）
以下となる箇所。

　
橋梁その他の河川横断工作

物の桁下高が計画高水流量規
模の洪水の水位（高潮区間の
堤防にあっては計画高潮位）
との差が堤防の計画余裕高に
満たない場所。

工

事

施

工

漏

水

　
漏水の履歴があるが、その

対策が未施工の箇所。

　
漏水の履歴があり、その対

策が暫定施工の箇所。
漏水の履歴はないが、破堤

跡又は旧川跡の堤防であるこ
と、あるいは基礎地盤及び堤
体の土質からみて、漏水が発
生するおそれがある箇所で、
所要の対策が未施工の箇所。

水

衝

・

洗

掘

　
水衝部にある堤防の前面の

河床が深掘れしているが、そ
の対策が未施工の箇所。

橋台取り付け部やその他の
工作物の突出箇所で、堤防護
岸の根固め等が洗われ一部破
損しているが、その対策が未
施工の箇所。

波浪による河岸の欠壊等の
危険に瀕した実績があるが、
その対策が未施工の箇所。

　
水衝部にある堤防の前面の

河床が深掘れにならない程度
に洗掘されているが、その対
策が未施工の場所。

種 別

重 要 度

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水 防 上 重 要 な 区 間 要 注 意 区 間
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（海岸）

洗

掘

　
　侵食などにより堤脚又は、護岸の根固めが洗
掘している箇所。
　又は消波工など沈下散乱し、効果が減少して
危険が予想される箇所。

　
侵食などにより、堤脚前面が洗掘の恐れがある

箇所。

総

合

的

　
　侵食の著しい箇所、又は波浪等により堤防、
護岸を越波する恐れのある箇所で背後地に重大
な被害を与えると予想される危険な箇所。
　又は、根固め消波工などが沈下散乱し最も危
険な箇所。（人命の被害が主体）

　
侵食の堤防・消波工等の保全施設の効果が減少

し、背後施設に波浪等による被害が予想される危
険な箇所。（財産被害が主体）

種 別

重 要 度

Ａ 水 防 上 最 も 重 要 な 区 間 Ｂ 水 防 上 重 要 な 区 間

堤

防

高

　
　既設堤防高が計画堤防高以下で背後地に公共
施設及び人家が密集し、かつ接近している箇
所。

　
既設堤防高が計画堤防高であるが、背後地に公

共施設及び人家が多く特に注意を要する箇所。

 

３ 土砂災害警戒区域等 
    土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域については、

土砂災害警戒情報が発表された場合、災害対策基本法に基づく対応をすべきものであ

るが、災害対策本部設置時においては、必要に応じ警戒活動等を行うものとする。 
 

４ 災対消防団本部への通報について 
災害対策本部長は、水防警報等の通知を受けたときは、次に掲げる災対消防本部及

び災対各地区本部長に、その通知を通報するものとする。 
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５ 水位観測所 

   ⑴ 水防活動に必要とする量水標 

4.15

5.80

5.48

5.77

5.70

7.00

大久川（下流） 大久雨量水位 大久町大久字脇 1.20 1.50 2.00 2.30
いわき建設

事務所

いわき建設

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

ﾃﾚﾒｰﾀｰ

勿来土木

事務所

勿来土木

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

勿来土木

事務所

鮫川水系ダム

管理事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所

1.73

2.63

6.80

5.70

4.34

5.20

8.70

8.69

2.98

5.06

4.02

6.19

1.42

ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

氾 濫 危 険

水 位

1.47

6.00※1

4.90※１

3.21

3.75

7.00(7.35)※2

7.40※1

3.53

3.20※1

5.01

1.10

2.40

4.20

3.46

3.44

4.60

5.30

通 報 先 管 理 者 名

ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所

ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

堤防高

自 記

普 通

の 別

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所

4.7016 鮫川 松原水位 仁井田町松原 3.50 4.70

17 蛭田川 窪田水位 勿来町窪田十条 2.20 2.50 3.07 3.31 5.05
勿来土木

事務所

3.01

14 藤原川 南富岡水位 小名浜南富岡字中前 2.70 3.10

3.90

13 藤原川 下船尾水位 常磐西郷町落合 2.50 2.70

4.30

3.24

15 釜戸川 田部水位 渡辺町田部字六反田 2.90 3.30

4.58

11-1 滑津川（上流）※４ 上高久水位 平上高久字五反田 0.82 0.82

2.70※1

10 新川 梅本水位 平字梅本 2.50 3.30

2.20

12 矢田川 鹿島水位 小名浜林城字塚前 2.10 2.80

0.90

11-1 滑津川（下流） 上高久水位 平上高久字五反田 1.40 2.00

2.58

9 新川 内郷水位 内郷白水町蛭内73-1 2.00 2.50
いわき建設

事務所

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所

いわき建設

事務所

8-1 好間川 ※３ 好間水位 好間町上好間字大堰 2.00 2.20

8-2 好間川 ※３ 〃 〃

3.02

5 夏井川 小川水位
小川町上小川字
彦太郎内5-6

2.00 2.40

4.40※１

4 仁井田川 戸田水位 四倉町戸田字北高柳 2.10 2.60

6.35

7 夏井川 中神谷水位 平中神谷字前河原 3.80 5.10

3.00

6 夏井川 鎌田水位 平字鎌田町17 3.70 4.50

6.90※1

避 難

判 断

水 位

1-1 大久川（上流）※１ 大久雨量水位 大久町大久字脇 1.01 1.01

番 号 河 川 名 量水 標 の 名 称 量 水 標 の 位 置

水 防 団

待 機

水 位

氾 濫

注 意

水 位

5.50※1

3 仁井田川　 須賀橋水位 四倉町細谷字堀込 3.60 4.10

1.35

2 仁井田川　 下神谷水位 平下神谷字亀下 4.20 4.60

1-2

ﾃﾚﾒｰﾀｰ2.00 2.20 3.35 3.53

勿来土木

事務所
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

 
※1 避難判断水位、はん濫危険水位が未設定の河川については、市が独自に暫定水位を設定し

運用する。 

※2 夏井川本川の鎌田水位については、福島県がはん濫危険水位を 7.35m から 7.00m に変更し

たが、同水系の支川の見直しが未実施であることから、従前の水位設定である 7.35m をはん

濫危険水位として暫定的に運用する。 

※3 【好間川 8-1】の避難情報発令区間は、区間最小点を考慮し【JR 磐東線～国道 399 号】の

区間とする。なお、一部区間は堤防高 2.95 を超えると越水することから、地区水防部が避

難勧告の対応において、広報等の避難活動を行うものとする。【好間川 8-2】の避難情報発令

区間は、【上記以外】の区間とする。 

※4 滑津川（上流）の避難指示発令にあたっては、現地状況を確認の上、実施することとする。 
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⑵ その他の量水標 

―

7 神 白 川 神 白 川 水 門 いわき市小名浜下神白字館ノ腰 ― ― ― ―
いわき建設
事 務 所

いわき建設
事 務 所

平 赤 井 字 大 作 場 ― ― ―
小 玉 ダ ム
管理事務所

―

ﾃﾚ ﾒｰ ﾀｰ8 中 田 川 中 田 川 水 門 いわき市錦町吉原 ― ― ―
勿来土木事
務 所

勿来土木事
務 所

番 号 河 川 名 量水標の名称 量 水 標 の 位 置
水 防 団
待 機
水 位

は ん 濫
注 意
水 位

避 難
判 断
水 位 ※

避 難
判 断
水 位 ※

通 報 先 管 理 者 名

ﾃﾚ ﾒｰ ﾀｰ

6 弁 天 川 弁 天 川 水 門 いわき市平沼ノ内関ノ上 ― ― ― ―
いわき建設
事 務 所

沼 部 町 道 中 子 1.80 2.40 ―
勿 来 土 木
事 務 所

福島県企業局
いわき事業所

自 記―

ﾃﾚ ﾒｰ ﾀｰ

3 鮫 川 水 防 石 畑 沼 部 町 道 中 子 25 ― ―
勿 来 土 木
事 務 所

鮫川水系ダム

管理事務所
ﾃﾚ ﾒｰ ﾀ ｰ

2 夏 井 川 愛 谷 堰 水 位

いわき建設
事 務 所

いわき建設
事 務 所

ﾃﾚ ﾒｰ ﾀｰ

4 鮫 川 水 防 御 宝 殿 錦 町 御 宝 殿 81-2 ― ― ― ―
勿 来 土 木
事 務 所

いわき建設
事 務 所

ﾃﾚ ﾒｰ ﾀｰ

自 記
普 通
の 別

1 鮫 川 沼部ポンプ場

小 玉 ダ ム
管理事務所

―

―

鮫川水系ダム
管理事務所

ﾃﾚ ﾒｰ ﾀ ｰ

5 滑 津 川 滑 津 川 水 門 いわき市下高久字南谷地 ― ― ―

―

 
 

  ６ 波高及び潮位観測所 

小 名 浜 港 湾
建 設 事 務 所

超 音 波 式4 潮 位 福 島 県 小名浜港3号埠頭 小 名 浜 字 高 山 自 記

小 名 浜 港 湾
建 設 事 務 所

超 音 波 式

3 潮 位 気 象 庁 小名浜港4号埠頭 小名浜字高山327 ﾃ ﾚ ﾒ ｰ ﾀ ｰ
小 名 浜 特 別 地 域
気 象 観 測 所

電 波 式

2 波 高 福 島 県 四 倉 漁 港 四倉町字六丁目 自 記

1 波 高
国土交通省東北地方整備局
小 名 浜 港 湾 事 務 所

小 名 浜 港 小名浜字栄町65 定 時 小名浜港湾事務所 超 音 波 式

番 号 種 別 管 理 機 関 名 海 岸 名 所 在 地
自 記
定 時

観 測 員 名 備 考

 
 

7 河川堤防の巡視等  
  １ 災対各地区本部消防第二班長は、水防警報等の通知を受けたときは、随時河川、堤防を

巡視し、量水標による水位の変化と水門の状況等を災対各地区本部長を経由して災害対策

本部長に報告するとともに、その後水位がはん濫注意水位に達したときは、第１信号によ

り地域住民に周知するものとする。 

 

  ２ 災対各地区本部消防第二班長は、河川の水位がはん濫注意水位に達したときは、常時河

川、堤防を巡視し、洪水の恐れを察したときは、直ちにその状況を地区水防部長を経由し

て水防本部長に報告するとともに、第２信号を吹鳴し団員を招集し水防作業に当たらせ、

その旨を災対各地区本部長を経由して災害対策本部長に報告するものとする。 

 

  ３ 災対各地区本部消防第二班長は、堤防の決壊又はこれに準ずべき事態が発生し、水防の

ため地域内住民の出動を求める必要があるときは、直ちに第３信号を吹鳴し、その旨を災

対各地区本部長を経由して災害対策本部長に報告するものとする。 

 

  ４ 災対各地区本部消防第二班長は、洪水等の危険が切迫し、直ちに地域内住民の避難立ち

退きを必要と認めるときは、第４信号を吹鳴し、安全な場所に避難誘導を開始するととも

に、その旨を災対各地区本部長を経由して災害対策本部長に報告するものとする。 
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8 費用負担と公用負担  
  １ 費用負担（法第 41 条） 

    本市の水防に関する費用は、法第 41 条により本市が負担するものとする。 

ただし、本市の水防活動によって次に掲げる場合においては、水防管理者相互間におい

てその費用の額及び負担の方法を協議して定め、協議が成立しない場合は、福島県知事に

あっせんを申請するものとする。 

⑴ 法第 23 条の規定による応援のための費用 

⑵ 法第 42 条の規定により、著しく利益をうける他の市町村の一部負担 

 

  ２ 公用負担（法第 28 条） 

    水防のため必要あるときは、災害対策本部長、災害対策本部副本部長（いわき市消防団

長）、又は災対消防本部長は、次の権限を行使することができる。ただし、損失を受けた者

に対し、時価により損失を補償しなければならない。 

    ・ 必要な土地の一時使用           

・ 土石、竹林、その他の資材の使用 

    ・ 車両、その他の運搬具又は器具の使用 

   ・ 工作物その他の障害物の処分 

   ⑴ 公用負担権限証明書 

     水防法第 28条により公用負担を命じる権限を行使する者は、災害対策本部長、災害対

策本部副本部長（いわき市消防団長）、又は災対消防本部長は、その身分を示す証明書を、

その他これらの者の委任を受けた者にあっては、次のような証明書を携行し、必要ある

場合はこれを提示すべきものとする。 

　第　　　号 　水防法

公用負担権限証明書

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、

○○○消防団 水防の現場において必要な土地を一時使用

氏　　名 し、土石、竹木、その他の資材を使用し、

若しくは収用し、車馬その他の運搬具若し

くは器具を使用し、又は工作物その他の障

害物を処分することができる。

　　　　年　月　日 ２　水防管理団体は、前項の規定により損失

　　　　　いわき市水防管理者 　を受けた者に対し、時価によりその損失を

　補償しなければならない。

上記の者○○○区域における水防法第28条

第１項の権限行使を委任することを証明する。

いわき市長　○○　○○　㊞

第28条　水防のため緊急の必要があるときは、

 
 

   ⑵ 公用負担命令票 

     水防法第 28条の規定により公用負担を命ずる権限を行使する際は、原則として次のよ

うな命令票を目的物の所有者又はこれらに準ずべき者に手渡してこれをなすものとする。 

　第　　　号

　　　　　　　　　　　　公　　用　　負　　担　　命　　令　　票

１　目　的　物　　種　類　　○○○○　　　　　数量　　○○○○

２　負担の内容　　使　用、　収　用、　処　分

　　　　　年　月　日

　　　　　　　　　　○○　○○　様

いわき市長　○○　○○　㊞

事務担当者　○○　○○　㊞
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第 18節  救急・救助活動 

 
【災対本部】災対消防部  
【関係機関】 
・県（危機管理部）、県警察本部 
・自衛隊、福島海上保安部 
・（一社）いわき市医師会、（一社）いわき市病院協議会、消防団、自主防災組織等 

 

1 計画の目的  

災対消防部は、被災者に対し、県、防災関係機関、市医師会など医療関係団体等と相

互に連携を図り、迅速かつ適切な救急・救助活動を実施する。 
また、災害発生直後においては、一刻も早い救出活動が必要なことから、地域住民、

自主防災組織、消防団と有機的に連携して迅速かつ適切な救急・救助活動を実施し、被

災者の生命・身体の安全確保に万全を期する。 
 

＜達成目標＞ 
市は、自主防災組織等の協力により迅速に活動を実施し、救護所及び最寄りの医療機

関等、現地で迅速に負傷者等の手当を実施する。 
市は、県を通じて自衛隊や緊急消防援助隊等の派遣要請を行い、重傷者の搬送や交通

途絶地域等の救出活動を安全かつ迅速に実施する。 
市民及び自主防災組織は、要配慮者の避難支援や負傷者の救出救助に協力する。 
 

2 各主体の責務（自主防災組織、海上保安部含む） 

(1) 市民の役割 

ア 隣近所の被害状況を確認し、負傷者等の早期発見に努める。 
イ 負傷者等を発見したときは、ただちに消防等関係機関に通報するとともに、自らの 
安全確保を図りつつ、消防団や自主防災組織等と協力して救出活動にあたる。 

 
(2) 市の役割 

ア 救出隊を設置し、生命、身体が危険な状態にある者等の救出・救助を行う。 
イ 災害時応援協定に基づき、市医師会など医療関係団体の協力のもと避難所等に救護 
所を開設し、負傷者等の救護にあたる。 

ウ 管内の消防力等で対応できない場合は、必要に応じて各種消防相互応援協定及び県 
が定める緊急消防援助隊受援計画並びに県・市地域防災計画等に基づき、県内広域消 
防相互応援及び緊急消防援助隊並びに自衛隊等の応援を要請し、必要な救急・救助体 
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制を迅速に確立する。 
(3) 県、県警察本部の役割 

ア 市の被害状況及び救急救助活動状況を把握し、関係機関との総合調整を行う。また、  
関係機関へ応援を要請し、救急・救助活動の迅速な実施を図る。 

イ 市からの応援要請または自ら必要と判断した場合は、すみやかに救助部隊を編成し 
救急救助活動を実施するとともに、必要に応じて広域緊急援助隊を要請する等、必要 
な救急・救助体制を迅速に確立する。 

ウ 市からの要請または自らの判断により、関係機関と協力してヘリコプターによる救 
急救助活動を実施する。また、ヘリコプター保有機関（県、県警察、海保、自衛隊等） 
と連携して航空機による安全かつ効率的な運航の支援・調整を行う。 

 
(4) 消防職員等の役割 

ア 消防職員及び消防団員は、ただちに自主的に担当部署に参集するとともに、救助隊 
等を編成し、指揮者の下で救急救助活動を行う。 

イ 救助隊等は、多数の要救助者に対応するため、出動対象の選択と優先順位の設定、 
現地での住民の協力を得る等、効率的な救助活動を行う。 

 
(5) 自主防災組織等の役割 

ア 組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努める。 
イ 救出活動用資機材を活用し、組織的救出活動に努める。 
ウ 救出活動が困難な場合は、消防機関または警察等に連絡し、その救出活動に協力し 
 て早期救出を図る。 
エ 救出活動を行うときは、可能な限り市、消防機関、警察と連絡を取り、その指揮を 
受ける。 

 
(6) 海上保安部の役割 

ア 海難船舶が発生した場合は、その捜索・救助を行う。 
イ 負傷者、医療、その他救助活動に必要な人員及び物資の海上輸送を行う。 
ウ 避難者の海上輸送及び誘導に協力し、避難を援助する。 
エ 陸上における救急・救助活動において、市からの要請または自らの判断により、関

係機関と協力して、ヘリコプターによる救助活動を実施する。 
 
 

3 業務の内容  

(1) 災対消防部による活動体制 

消防長は、風水害により多数の負傷者および要救助者の発生が予想される場合は、た

だちに消防部隊を出動させて被災状況等の災害情報収集活動を開始するとともに、警察
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署等の防災関係機関、医師会や病院協議会など医療関係団体、日本赤十字社福島県支部

等と連携を図り、総力を挙げて被災者の救助、救護等人命の安全確保を行う。 
①  消防団員の非常参集 

消防団員は、水防警報が発表されるなどにより参集の指示が出されたときは、あら

かじめ指定された場所へただちに参集する。 
②  編成する消防部隊等の種類 

消防部隊：消防隊、救助隊、救急隊、特設隊 
消防団部隊 

③  救急・救助活動の実施 

災害等により、多数の負傷者が発生したときは、以下のことに留意しながら迅速か

つ安全に負傷者の救出救護活動を実施する。 
ア 火災現場における活動を優先する。 
イ 火災現場以外は、多数の人命危険が予想される建物等を優先する。 
ウ 複数の救助救急事故が発生した場合は、軽易な救助事故及び程度の軽い救急事故に 
ついては、自主防災組織など地域住民が中心となって対応する。 

エ 消防団は、地域における多数の負傷者および要救助者の発生に対し、簡易救出用具   
（金テコ、ハンマー、のこぎり等）を有効に活用するとともに、地域住民、自主防災 
組織と連携して救急・救助活動を行う。 

オ 警察、関係機関と連携しての救出活動の実施 
カ 現地救護所の設置 
キ 医師の派遣要請 
ク トリアージ（負傷者の程度別選別）及び医療機関への搬送 
④  広域応援要請 

ア 県内応援要請 
a 救助隊、救急隊等の増強が必要な場合は、福島県広域消防相互応援協定に基づき 

応援要請する。 

b 応援要請は、福島県広域消防相互応援協定に定める代表消防本部を通じて行う。 

イ 他都道府県に対する応援要請 
福島県広域消防相互応援協定に基づく応援をもってしても対処できないときは、県

知事を経由して「緊急消防援助隊」や「大規模特殊災害時における広域航空消防応援

実施要綱」に基づくヘリコプター等の応援要請を行う。 
 

(2) 自主防災組織等による活動体制 

風水害発生時は、公的機関だけではなく、地域住民による自発的かつ組織的な防災活

動が極めて重要であることから、市民や自主防災組織は、公的機関が行う防災活動に積

極的に協力する。 

ア 要配慮者の救出・救護 
イ 簡易救出器具等を活用しての救出活動 
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ウ 傷病者の救出及び応急手当、救護所への搬送等の実施及び協力 
エ 地域内の被害状況等の情報収集 
オ 初期消火の実施 
 

(3) 要配慮者への対応 

市民、自主防災組織、消防団及び警察等は、協力して要配慮者の適切な安否確認を行

い、救急・救助活動をすみやかに実施する。 
 

(4) 海難救助 

ア 海上における救出は、福島海上保安部が主体となるが、小名浜港及びその周辺の海 
上において、海難がある旨通報、連絡を受けた者は、関係法令の定めるところに従い、 
ただちにその知り得た内容を福島海上保安部、県警察本部、消防本部に通報しなけれ 
ばならない。 

イ 前項により通報を受けた各機関はただちに相互に必要な連絡通報を行い、救助に必 
要な体制をとる。 

ウ 災対消防部は、福島海上保安部の行う救出作業に対し、協力を行う。 
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第 19節  医療救護活動 

 
【災対本部】災対保健福祉部、災対消防部 【災対各地区本部】医療班 
【関係機関】 
・自衛隊 
・県（保健福祉部） 
・ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、（一社）いわき市医師会、（一社）いわき歯科医師会、 

(一社)いわき市薬剤師会、(一社)いわき市病院協議会など医療関係団体、日本赤十字社 
 

1 計画の目的  

風水害による負傷者等の医療救護活動を円滑に実施するため、県、市、市医師会など

医療関係団体、関係防災機関及び市民等の役割分担を明確にし、相互が協力連携して迅

速かつ的確な医療救護を行い、市民の生命と健康を守る。 
 

＜達成目標＞ 
県、市、医療関係団体等が、緊密な連携を図り、災害の状況に応じた適切な医療（助

産を含む。）救護活動を行う。 
 

2 各主体の責務  

(1) 県の役割 

市から要請があった場合は、「県災害救急医療マニュアル」に基づき、すみやかに災害

派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の調整を行い、被災地内に派遣して医療救護活動を行うと

ともに、「福島県心のケアマニュアル」に基づき、心のケア活動を実施する。 
 

(2) 市の役割 

ア 災害発生時に迅速かつ的確な医療を提供するためには正確な情報の把握が最も重 
要であることから、災対保健福祉部保健所班は、発災直後に被災地域及び医療機関等 
から必要な情報収集を行う。 

イ 災対保健福祉部保健所班は、被災者に対する医療及び助産を実施するため、避難所 
または市内の医療機関に救護所を設置するとともに、市医師会、市病院協議会など医 

療関係団体と協議し、医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班（以下「医療救護班 
等」という。）の派遣計画を策定する。 

ウ 災対保健福祉部保健所班は、市医師会や市薬剤師会、福島薬業協同組合等と協議を 
行い、救護所における医療救護活動に必要な応急処置用資器材や医薬品等を確保する。 
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エ 本部長は、災害の規模及び患者の発生状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 
県に対し災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や日本赤十字社の医療救護班の派遣を要請 
するよう依頼するほか、県を通じて日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）の派遣を 
要請する。 
 

(3) 医療機関等の役割 

ア 市医師会など医療関係団体は、市から要請があったときは、策定しているマニュア 
ル等に基づき、すみやかに医療救護班等を編成し、救護所等において医療救護活動を 
実施する。 

イ 地域災害拠点病院（医療センター）は、後方病院として主に被災現場、救護所、被

災地医療機関等からの重症患者の受け入れを行うなど、地域災害拠点病院としての役

割を担うとともに、対応が困難な場合は、基幹災害拠点病院等（県立医科大学附属病

院）に受け入れを要請する。 
ウ 災害拠点病院は、県から医療救護班の派遣要請があった場合、または派遣要請がな 

い場合においても、被災状況等に応じ自らの判断で医療救護班を編成し、救護所等に 
おいて医療救護活動を行う。 
 

3 業務の内容  

(1) 救護医療機関等の区分 

災害発生時は、同時に多数の負傷者が発生して医療機関に殺到し、大混乱となること

も予想されることから、災対保健福祉部保健所班は、市医師会や市病院協議会等と協議

を行い、医療救護の拠点となる救護所を指定するとともに、救急指定病院や災害拠点病

院等と緊密に連携し、負傷程度に応じた段階的医療救護を行うことにより、混乱の回避

と負傷者の分散を図るなど、より円滑な医療救護の実施に努める。 
なお、負傷の程度による医療救護の区分は、原則として以下のとおりとする。 
 

① 救急指定病院（災害拠点病院を除く。）において救護する負傷者 

ア 重傷者…………入院を必要とする負傷者 

イ 中等傷者………医師の専門的な処置を必要とする負傷者 

ウ クラッシュシンドローム（挫滅症候群）の疑いのある者 
② 地域災害拠点病院において救護する負傷者 

ア 重篤者…………生命の危険があり、一刻も早く処置が必要な者 
イ クラッシュシンドローム（挫滅症候群）の疑いのある者 

③ 基幹災害拠点病院において救護する負傷者 

・ 地域災害拠点病院において対応が困難な、より重篤な状態にある者 
④ 救護所において救護する負傷者 

・ 軽傷者…………重、中等傷者以外で医師の応急処置を必要とする負傷者 
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(2) 医療救護班等の派遣要請 

ア 市（災対保健福祉部保健所班）は、多くの負傷者発生が見込まれる場合には、市医 
 師会など医療関係団体との協定に基づき、医療救護班等の派遣要請を行うとともに、 
 市医師会等と救護所の開設について協議を行う。 
イ 市から要請を受けた市医師会等は、あらかじめ定めた災害対応マニュアルに基づき、 

すみやかに医療救護班の派遣計画を策定する。 
 

(3) 医療救護体制 

①  救護所での医療救護 

救護所は、収容を伴わない初期救急医療に相当する応急処置を行う。 
ア 医療救護の範囲 

a トリアージ（負傷者の容態や緊急度に応じて治療の優先順位を決定） 

b 診察及び実施可能な応急医療処置 

c 地域災害拠点病院または救急指定病院への搬送要請 

d 避難者への予防衛生・保健活動 
イ 市（災対保健福祉部保健所班、災対各地区本部衛生班）の職務 

救護所において医師の指示により次の職務を行う。 
a 医療救護活動の記録 

b 負傷者の整理 

c 災害拠点病院や救急隊との連絡調整 

d 遺体の保護 

e その他救護所運営に必要なこと 

f 救急指定病院への搬送手段の確保及び手配 

ウ 救護活動の期間 
災害の程度に応じて市長と市医師会長が協議して定める。 

②  救急指定病院（地域災害拠点病院を含む。） 

災害発生時においては、重傷者の処置、収容及び助産を行うほか、中等傷者に対す

る処置、精神科医療等の措置を行う。 
ア 医療救護体制の整備等 

災害発生時においては、すみやかに医師、看護師等の招集を行うなど医療体制を整

え、医療救護を開始するとともに、次の事項についてすみやかに市災対保健福祉部に

連絡する。 
a 施設、機能の被害状況 

b 入院患者及び院内負傷者の状況 

c 医療従事者の確保状況 

d 人工透析器の稼働状況及び稼働見込み 

e 医療救護活動報告書 

f その他必要なこと 
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イ 医療救護の範囲 
a 診察 

b 処置、手術、その他の治療及び施術 

c 薬剤または治療材料の支給 

d 助産 

e 市外医療機関への搬送に伴う病院間の連絡調整 

f 死亡の確認 

g 収容、看護 

 
(4) 医療、救護資器材及び医薬材料の確保 

①  医療器具、医薬品等の供給体制 

ア 災対保健福祉部保健所班は、医療器具や医薬品等が不足したときは、「福島県災害

時医薬品等供給マニュアル」に基づき、県（保健福祉部）に供給要請を行う。 
イ 県（保健福祉部）は、市または医療機関等から要請があったときは、福島県医薬 

品卸組合及び福島県医療機器販売業協会との委託契約に基づき、卸幹事営業所に供 
給要請を行うとともに、二次的供給にあたるその他の営業所に供給要請を行う。 

ウ 救急指定病院においては、自らの備蓄分を活用するほか、不足が生じたときは災 
対保健福祉部保健所班を通じて県に供給要請を行うほか、独自に調達する。 

エ 医薬材料の供給は、災対保健福祉部保健所班が供給基地を確保し、協定に基づき 
 市薬剤医師会の協力を得て行う。 

②  血液の確保 

市（災対保健福祉部、医療センター）は、赤十字血液センター施設等の被災状況を

すみやかに把握するとともに、日本赤十字社福島県支部に対し、血液確保の協力要請

を行う。 
ア 被害の軽微な地域に採血車を出動するなど市民の協力により血液を確保する。 
イ 近隣の県、市町村及び日本赤十字社各支部に要請を行い、血液製剤を確保する。 
 

(5) 医療関係ボランティアの活用 

ア 市及び救急指定病院は、医療関係ボランティアを災害時医療救護に積極的に活用する。 
イ 医療関係ボランティアは、本部及び救急指定病院の指示を受けて医療救護活動に従事 

する。 
 

(6) 在宅の慢性疾患患者への対応 

慢性疾患患者の治療は、原則として救急指定病院で行うこととするが、人工透析実施

患者で緊急を要する者または透析を必要とする傷病者は、水の供給状態が不十分となっ

た場合、県消防防災ヘリコプターや自衛隊の協力を得て県外の透析可能病院へ搬送する。 
 
 



 

 283

風

水

害

対

策

編 

第
１
章 

総
則 

第
２
章 

災
害
予
防 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策 

第
４
章 

災
害
復
旧
・
復
興
計
画 

(7) 在宅の要配慮者への対応 

災対保健福祉部保健活動班、災対各地区本部医療班は、民生委員や自主防災組織の協

力も得ながら、在宅の要配慮者の見回り等を行い、健康状態の確認を行う。 
 

(8) 傷病者の搬送 

災対各地区本部医療班は、医療または助産救護を行ったもののうち、医療機関へ収容

する必要がある重症患者を救護医療機関に搬送するものとし、その方法は、以下のとお

りとする。 
①  一次搬送の方法 

ア 大規模災害発生時は、傷病者の搬送に困難が生じるため、原則として以下の順で 
一次搬送を実施する。 
・各医療救護班が消防本部に搬送を要請する。 
・市公用車、救護医療機関または各応急救護所班員の所有する自動車で搬送する。 
・各応急救護所の班員、消防職員、市職員により担架やリヤカーで搬送する。 
・自主防災組織、事業所等の協力を得て搬送する。 

イ 市病院協議会及び災対消防部は、協力して救護医療機関の被災状況と収容可能ベッ 
 ド数をすみやかに把握し、各医療機関に収容スペース確保等の受入体制の確立を要請 
 する。 

また、負傷者が特定の医療機関に集中しないように配慮する。 
②  二次搬送体制 

  市内の救護医療機関で対応できない傷病者の市外・県外の高度医療機関への搬送は、救

急車のほか、必要に応じて県消防防災ヘリコプターや自衛隊等のヘリコプターの出動を要

請する。 
③  後方医療機関の受入要請 

本部長は、県及び相互応援協定を締結している市町村等へ要請し、市外・県外の収

容可能な医療機関を把握し、救護医療機関に必要な情報を伝達する。 
 
(9) 後方医療体制 

災対保健福祉部保健所班は、市病院協議会等と協議し、市内の病院等を後方収容施設

としてあらかじめ指定し、体制の整備を行う。 
また、応急救護所からの搬送ルートの整備を行い、応急救護所間あるいは応急救護所

と病院との間の密接な情報交換を行う。 
①  搬送手段 

ア 救急車が確保できない場合は、医療班及び医療機関等が確保した車両で搬送する。 
イ 道路の損壊等の場合または遠隔地への搬送の場合においては、必要に応じて県消 

防防災ヘリコプターや自衛隊等のヘリコプターの出動を要請する。 
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②  搬送体制 

応急救護所では対応できない重傷者や特殊医療を要する患者については、後方医療機

関に搬送し、そこでも十分な対応がとれない場合は、県外の後方医療機関に搬送する。 

③  広域医療協力体制 

災対保健福祉部保健所班は、多数の負傷者の対応による医師の不足及び医薬品や医

療資機材の不足する場合は、県に対しＤＭＡＴやＪＭＡＴの派遣要請を行う。 
④  医療スタッフの搬送 

災対保健福祉部保健所班は、医療（助産）救護活動が円滑に実施できるよう、医療

救護班等の搬送手段の優先的な確保など特別な配慮を行う。 
 
(10)  県への報告 

市長は、救護班の編成及び活動状況並びに患者移送、病院診療所による医療実施状況 
を県に報告するとともに、県の定める様式に従い、次の帳簿類を整備する。 
【整備する帳簿類】 
・救助実施記録日計票 
・救護班活動状況 
・医薬品衛生材料受払簿 
・病院、診療所医療実施状況 
・医薬品衛生材料等購入関係支払証拠書類 
・病院、診療所医療実施関係診療報酬に関する証拠書類 
・救護班出動編成表 
・救護班診療記録簿 
・救護班医薬品衛生材料使用簿 
・助産台帳 
・助産関係支出証拠書類 
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第 20節  道路・橋梁・トンネル等の応急対策 

 
【災対本部】災対統括部、災対土木部、災対都市建設部、災対農林水産部 
【災対各地区本部】経済土木班 
【関係機関】 
・磐城国道事務所、自衛隊 
・県（いわき建設事務所、いわき農林事務所、小名浜港湾建設事務所）、県警察本部（いわき

中央、東、南警察署） 
・通信事業所、電力事業所、ガス事業所、東日本高速道路㈱、協定締結企業・団体等 

 

1 計画の目的  

風水害発生時において各種の応急対策活動を支え、都市機能の回復を図るためには、

交通機能の確保が重要であり、周辺住民の避難等の円滑化、ライフライン施設の早期復

旧も勘案し、道路管理者、港湾管理者及び漁港管理者（以下「道路管理者等」という。）

は、各施設の被災状況の把握並びに交通確保のための応急対策を迅速かつ的確に行う。 
 

＜達成目標＞ 
道路管理者等は、被災地域の道路被災状況を早急に把握するとともに、医療機関、防

災活動拠点、物資等輸送拠点、その他公共施設とのアクセス道路の機能確保を優先し、

関係機関と密接な連携のもと応急復旧対策を迅速かつ的確に行う。 
 

2 業務の内容  

(1) 道路管理者等の応急対策 

道路管理者等は、大雨や暴風等により道路の被災が予想されるときは、道路の被災状

況を早急に把握するとともに、早期の道路利用者の安全確保や居住地域の孤立解消のた

め、関係機関と密接な連携のもと応急対策を迅速かつ的確に行う。 
① 施設点検及び被災状況の把握 

気象警報等が発表されるなど風水害発生のおそれがあるとき、災対各地区本部経済

土木班は、道路パトロールや監視用モニターにより道路等の被災状況や渋滞状況等を

把握するとともに、橋梁・トンネル等の主要な構造物、土砂崩壊・落石、法面等の危

険箇所等の緊急点検を行い、その結果を災対土木部を通じて災対統括部に報告する。 
② 緊急の措置等 

ア 交通規制等 
a  道路利用者の安全確保や緊急車両等の円滑な通行を確保するため、被災箇所・区

間において警察及び関係機関と連携し、交通規制等の緊急措置を講じる。また、
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必要に応じて迂回路の選定、その他誘導等の措置を関係機関と調整し、交通路の

確保に努めるとともに、標識・情報案内板等により道路状況の情報を提供する。 
b  道路管理者等は、放置車両や立ち往生車両等により応急対策の実施に著しい支障

が生じるおそれがあり、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると

きは、管理する道路について区間を指定するとともに、運転者等に対し指定区間

の外へ車両を移動するよう命じるものとする。 
c  道路管理者等は、道路区間の指定をしようとする場合は、あらかじめ福島県公安

委員会に当該指定しようとする道路の区間及びその理由を通知する。ただし、緊

急を要する場合は、事後において速やかに通知する。 
d  道路管理者等は、上記により区間を指定した場合は、ただちに当該指定区間内に

あるものに対し、その旨を周知する。 
イ 道路啓開 

a  関係機関との調整を図り、路上障害物の除去等の簡易な応急復旧作業により、道 
路啓開を行う。 

b  緊急車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれ 
があると認められる路上障害物については、県警察本部の協力を得るなどして排除 
する。 

c  道路区間が指定された場合において、車両を移動するよう命じられた車両等の占

有者等が当該措置をとらない場合、または運転者がいない場合は、道路管理者等

は自ら車両の移動等を行うものとする。 
d  道路管理者等は、自ら車両の移動等を行った場合は、やむを得ない限度において

生じた損失を補償するものとする。 
ウ 防災活動拠点等とのアクセス確保 

緊急措置及び道路啓開等にあたっては、医療機関、防災活動拠点、物資等輸送拠

点、その他公共施設とのアクセス道路の機能確保を優先して行う。 
エ 応急復旧 
a 応急復旧工事は、道路啓開の後、施設の重要性や被災状況等を勘案し、迅速かつ 

的確に順次実施する。 

b いわき市建設業協同組合等は、災害時応援協定に基づき、障害物の除去、応急復

急復旧等に必要な人員、資機材の確保に努める。 
 

(2) 交通管理者の応急対策 

警察は、風水害により交通安全施設の損壊や故障が生じた場合、次により被災地域内 
での交通安全と緊急通行車両の円滑な通行を確保する。 

① 信号機等の緊急措置 

  風水害により信号機など交通安全施設の損壊や故障が発生した場合は、被災地域内

及び関連道路の主要交差点に交通整理員を配置するほか、非常用電源装置により信号

機を稼働させ、道路交通の安全確保と緊急車両の通行の円滑化を図る。 
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② 交通情報提供装置による情報提供  

一般運転者に対し、県警本部交通管制センターの交通情報板、集中可変標識、路側

通信装置による情報提供を行い、被災地域内への一般車両の流入を防止する。 

③ 交通規制の実施 

大規模な洪水や土砂災害等が発生した場合、交通の混乱防止、住民避難路の確保及

び災害応急対策の円滑な実施を図るため、道路交通規制を実施する。 
 

(3) 道路占用者の応急対策 

上下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設の被害が発生した場合、当該施設管理者

は、道路管理者等に通報するとともに、緊急時には現場付近の立入禁止、避難の誘導、

周知等住民の安全確保のための措置を行ったうえで応急復旧工事を実施する。 
 

(4) 市の役割 

  ① 交通規制の依頼 

ア 災対本部長は、人命救助や食料品、日用品、医薬品、その他資機材の搬送などを 
迅速かつ適切に行うために、交通規制による緊急輸送道路の確保がやむを得ないも 
のであると判断したときは、警察に対して、交通規制を行う路線、規制の目的、期 
間を伝え、交通規制を要請する。 

イ 交通規制による緊急輸送道路の確保については、災対本部会議で協議を行い、本 
部長が最終判断を行う。 

② 住民に対する広報 

 市（災対土木部）は、道路管理者等からの各路線の通行規制等について情報提供を 
受けたときは、災対統括部（広報班）と連携を図りながら、テレビやラジオ、ホーム 
ページなどを活用して適時適切な広報を行うとともに、住民等からの問合せに対応す

る体制を確保する。 
ア 所管施設の全般的状況（被害及び施設の機能状況） 
イ 施設利用者の危険防止及び理解と協力を求めるために必要な事項 
ウ 緊急交通路の状況、復旧の見通し等に関する事項 
エ 迂回路の設定に関する事項 
オ その他広報を行う必要がある事項 
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第 21節  港湾・漁港施設・海上の応急対策 

 
【実施主体】国（福島海上保安部、小名浜港湾事務所） 

県（小名浜港湾建設事務所） 
【災対本部】災対生活環境部、災対農林水産部、災対産業振興部、災対消防部 
【関係機関】県警察本部（いわき中央、東、南警察署）、協定締結企業等 

 

1 計画の目的  

暴風や高潮等により港湾・漁港施設が被害を受けた場合には、速やかな復旧を図り、

二次災害の防止に努めるとともに、災害による施設の損壊箇所の機能確保のための応急

対策の体制を整備し、関係機関が相互に連携を図りつつ迅速な対応を図る。 
 

＜達成目標＞ 
県は、国と連携しながら被災概要調査及び被災点検調査を行い、応急対策工事が必要

な場合には、すみやかに応急工事に着手する。 
福島海上保安部は、被災状況、避難の必要性、避難者の動向等について県及び市と情

報交換を密接に行い、負傷者、被災者等の避難誘導、救助にあたる。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民・企業等の役割 

暴風や高潮等により港湾・漁港施設の被災を発見したときは、遅滞なく県、市、消防、

警察等へ通報する。 
(2) 国の役割 

① 福島海上保安部 

ア 船舶海難等が発生した場合の捜索や救助の実施 
イ 海上交通の安全確保 
ウ 海上における治安の維持 

  ② 小名浜港湾事務所 

 福島海上保安部や県小名浜港湾建設事務所等と連携して所管する港湾・漁港の接岸

施設の被災状況の調査及び応急復旧措置を実施する。 
 

(3) 県の役割 

小名浜港の荷役施設や接岸施設、各漁港等の被災状況を調査し、被災箇所の機能確保

を図るための応急体制を整えるとともに、小名浜港湾事務所等との緊密な連携のもと応

急復旧措置を実施し、災害の拡大や二次災害の発生を防止するとともに、港機能の回復

を図る。 
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(4) 市の役割 

ア 市民・企業等から港湾・漁港施設の被災の通報を受けたとき、またはパトロール等 
により港湾施設の被災を発見したときは、すみやかに県へ通報するとともに、応急対 
策に係る国・県との連絡調整を行う。 

イ 負傷者及び被災者の避難誘導・救助の実施や、二次災害を防ぐため火気管理等の指 
 導を行うとともに、福島海上保安部の活動に協力する。 

 

3 業務の内容  

(1) 海上交通の安全確保等 

ア 福島海上保安部は、船舶海難または漂流物その他の物件により船舶交通の危険が生  
じ、または生ずるおそれがあるときは、その旨を県及び市災害対策本部に報告し、す 
みやかに航行警報など必要な応急措置を講じるとともに、船舶所有者等に対し、これ 
らの除去その他船舶交通の危険防止のための措置を講じるべきことを命じ、または勧 
告する。  

イ 福島海上保安部は、油及び有害液体物質等が排出されたときは、事故防止のため、 
 県警察本部や市等と連携しながら、事故防止のため排出油及び排出有害液体物質等の 
 警戒及び拡散状況の調査並びに事故防止の措置を行うとともに、沿岸における現場へ 
 の立入禁止、制限及び付近の警戒にあたる。 
 

(2) 船舶に関する措置 

福島海上保安部、小名浜港湾事務所及び小名浜港湾建設事務所は、連携して以下のと

おり船舶に関する措置を実施する。 
ア 接岸スペースを確保するため、埠頭に停泊中の船舶に沖出しを依頼するなど必要な  
措置を実施する。 

イ 救援物資輸送等にあたる船舶の活動がすみやかに実施できるよう、海上交通の整理、 
指導など必要な措置を実施するとともに、港湾・漁港施設や岸壁の被災状況、航路の 
障害状況等を船舶に周知する。 

 
(3) 市民等の安全確保 

ア 災対消防部は、港湾・漁港施設等の被災により市民に被害が及ぶおそれがある場合 
は、小名浜港湾建設事務所等と連携を図りながら、避難指示の発令及び避難誘導、

負傷者の救助等を行う。 
イ 災対消防部は、沿岸住民、事業所及び危険物貯蔵所等に対し、火気管理等の指導を 
行う。 
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(4) 施設の点検等 

① 災害の未然防止 

ア 県（小名浜港湾建設事務所）は、暴風や高潮等により被害の発生するおそれがあ

る場合、ただちに過去に被害が生じた箇所等のパトロールを実施し、管理施設の被

災概要等を把握するとともに、施設の緊急点検を実施する。 
イ 災対産業振興部は、小名浜港湾建設事務所等と連携を図り、小名浜港港湾施設の

被災状況や使用可能な岸壁等について確認を行う。 
② 被害の拡大及び二次災害の防止 

ア 人的被害発生防止のための対策の実施 
小名浜港湾建設事務所は、パトロール及び緊急点検で施設の異常や被災が確認さ

れた場合、被災箇所については、高潮等の影響により施設の被害の拡大や二次災害

が生じやすいため、立入禁止等の措置を講じる。 
イ 緊急措置の実施 

小名浜港湾建設事務所は、小名浜港湾事務所と連携を図りながら、被災箇所につ

いて施設の重要度及び被災の程度に応じて、被害拡大防止措置及び二次災害発生防

止のための応急措置を実施する。 
ウ 被災箇所の巡視等危険防止のための監視 

小名浜港湾建設事務所は、被災箇所や被災の兆候が見られる箇所は、巡回パトロ

ール等を行い、時間経過に伴う状況の推移を監視する。 
③ 障害物の除去 

県は、国と連携しながら航路・泊地等について、沈船、漂流物等により船舶の航行

等に支障がある場合は障害物の除去を行い、災対生活環境部は、除去された災害廃棄

物の処理を行う。 
 

(5) 集積ヤードの確保 

小名浜港湾建設事務所及び災対産業振興部は、小名浜港の荷役施設の被災状況を調査

するとともに、照明並びに荷役クレーンを港湾荷役関係者等の協力を得て、作業可能な

状態に復旧し集積ヤードを確保する。 
 

(6) 接岸施設の応急復旧措置 

ア 小名浜港湾建設事務所は、小名浜港湾事務所等と連携を図りながら、施設の被害拡

大防止に重点を置いて、被害の状況、本復旧までの工期、施工規模、資材並びに機械

の有無を考慮して、適切な工法により応急復旧工事を実施する。 
イ 災対産業振興部は、小名浜港湾事務所等と連携を図りながら、小名浜港の接岸施設

の被災状況を調査し、岸壁に亀裂や陥没等の被害を生じたときは、県に報告するとと

もに、小名浜港湾建設事務所等が実施する応急復旧措置に協力する。 
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(7) 市民等への広報 

被災した施設は、気象海象状況等により被害が拡大するおそれがあるため、小名浜港

湾建設事務所及びいわき建設事務所は、災対統括部広報班と連携を図りながら、港湾・

漁港施設の被害程度や緊急措置、応急復旧状況及び復旧の見通しについて、施設利用者

や市民等に周知する。 
   
(8) その他 

ア 災対産業振興部は、救援物資等の受入施設の確保について、施設管理者である県及 
び関係機関に協力を要請する。 

イ 埠頭構内の荷役作業等に必要な人員・機材の確保については、港湾の物流業者等の 
施設利用や管理を統制している小名浜港運協会に協力を要請する。 

ウ 災対産業振興部は、救援物資受入施設の確保に伴う海上の状況調査を行うため、関 
 係機関の協力を得て通信体制を確立し、迅速な情報の収集伝達を行う。 
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第 22節  土砂災害対策 

 
【災対本部】災対統括部、災対総合政策部、災対土木部、災対農林水産部、災対消防部 
【災対各地区本部】総務班、避難所班、経済土木班、消防各班 
【関係機関】 
・県（いわき建設事務所、いわき農林事務所）、県警察本部（いわき中央、東、南警察署） 
・磐城森林管理署 
・（一社）福島県建設業協会、いわき市建設業協同組合、福島県法面保護協会いわき支部、 
林業関係団体、協定締結先団体等 

 

1 計画の目的  

治山、砂防等の管理者は、風水害による施設の損壊箇所の機能確保を図るための応急

体制をとるとともに、関係機関の緊密な連携の下に災害の拡大や二次災害を防止するた

め、迅速、的確な応急対策を実施する。 
＜達成目標＞ 

県は、すみやかに土砂災害等の状況を調査し、必要に応じて応急対策工事に着手する。  

市は、住民に被害が及ぶおそれがある場合は、災害対策基本法に基づき住民に対する

避難指示の発令及び避難誘導等を行う。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民の役割 

ア 土砂災害警戒区域等内の居住者は、市から高齢者等避難や避難指示等が発表・発令

されたとき、または土砂災害警戒情報が発表されない場合においても、土砂災害の前

兆現象を確認したときは、ただちに最寄りの避難所等に避難する。 
イ 治山・砂防施設の被災を確認したときは、遅滞なく県、市、警察署等へ通報する。 

 
(2) 市の役割 

住民等から治山・砂防施設被災の通報を受けたときは、すみやかに県へ連絡する。 
また、施設等の被災により住民や要配慮者利用施設に被害が及ぶおそれがある場合は、

災害対策基本法第 60 条に基づき住民に対する避難指示を発令するとともに、避難誘導等

を行う。 
 

(3) 県の役割 

パトロールまたは市等及び市民等からの連絡により治山・砂防施設の被災を確認した

ときは、損壊箇所の機能確保を図るための応急体制を整えるとともに、関係機関の緊密

な連携の下に災害の拡大や二次災害を防止するため、迅速、的確な応急対策を実施する。 
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(4) 関係機関の役割 

県・市と緊密な連携のもとに災害の拡大や二次災害を防止するため、協力・支援体制

を強化する。 
 

3 業務の内容  

(1) 災害の未然防止 

①  点検・巡視 

各施設管理者は、降り続く大雨により土砂災害警戒情報の発表が予想される場合、

管理施設の点検・巡視を行い、被災状況を迅速かつ的確に把握するとともに、県、市

及び警察など関係機関に連絡する。 
②  異常を発見した場合の措置 

各施設管理者は、点検・巡視の結果施設の異常や被災を発見した場合は、ただちに

応急措置を実施するほか、次により住民安全確保のための措置を実施する。 
ア 危険箇所については、立ち入り禁止等必要な措置を実施する。 
イ 施設の被災等により住民に被害を及ぼすおそれがある場合は、ただちに市（災害統 

括部または災対各地区本部総務班）に通報する。 
ウ 本部長または災対各地区本部長は、通報を受けたときは、避難指示を発令するとと 

もに、あらかじめ作成した緊急連絡網等を活用して、住民の避難誘導を実施する。 
 

(2) 被害の拡大及び二次災害の防止 

各施設管理者は、点検、巡視で施設の異常や被災が確認された場合、その危険の程度

を調査し、関係機関と密接な連携のもとに、次により応急措置を実施する。 
①  治山施設 

ア 被害状況の把握 
市（災対農林水産部）は、林業関係団体と連携して林道、治山施設の被害状況を

把握し、県及び防災関係機関等に報告する。 
イ 応急対策 

a 災対農林水産部は、林道や治山施設の被害が拡大する恐れがあり緊急的に復旧す 

る必要がある場合は、県（いわき農林事務所）と連携を図りながら応急復旧工事を 

実施し、または林業関係団体に対し応急措置を講じるよう指導を行う。 

b 災対農林水産部及び林業関係団体は、被害状況に応じ、次の応急対策を実施する。 
・被災した施設の被害の拡大や二次災害の恐れがある場合、または施設の機能を早

急に回復する必要がある場合の応急復旧工事 
・山腹崩壊、地すべり、治山施設等の被害により、人家、公共施設等に直接被害を

与え、または与える恐れがある場合は、警察、消防等の関係機関と協力した迅速

かつ的確な住民避難及び交通規制等 
・地すべりまたは亀裂等が生じた場合は、シートで覆う等その拡大防止 
・倒木被害（人家、道路）が発生した場合は、速やかな除去 
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・林道の通行に危険がある場合は、通行止め等 
②  砂防施設等 

ア 県（いわき建設事務所）は、砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設等に 

被害が生じ、下方の地域の住家や道路施設等への危険が予測できる場合は、すみやかに 

市及び関係機関に通報するとともに警戒避難、立ち入り禁止等の必要な措置を実施する。 
イ 県及び市（災対消防部及び災対各地区本部消防班）は、施設被害が拡大するおそれ 

がある場合は、巡回パトロールや要員の配置等により危険防止のための監視を行う。 
ウ 県は、被害拡大の可能性が低い場合は、被災詳細調査を行うとともに、応急対策工 

事の実施を検討する。 
 

(3) 被災施設の応急復旧 

各施設の管理者は、被害の拡大防止に重点を置き、被害の状況、本復旧までの工期、

施工規模、資材並びに機械の有無等を考慮して、適切な工法により被災施設の応急復旧

工事を実施する。 
 

(4) 住民に対する広報等 

災害発生後の降雨等により被災箇所の急激な拡大及び土砂の異常流出が発生し、道路、

人家、集落に被害を及ぼすおそれがあると認められるときは、市及び施設管理者は、施

設被害規模の推移状況を関係住民、関係機関等へ逐次連絡する。 
 

(5) 避難指示等の実施 

ア 県は、被災概要調査の結果により、二次災害等被害拡大の可能性が高いと考えられ 
るときは、市、関係機関及び関係住民等にその調査概要を報告する。 

イ 市長は、県から報告を受けたときは、あらかじめ作成した緊急連絡網を活用して、 

関係住民に対してすみやかに避難指示の発令及び避難誘導等を行う。 

ウ 県及び市は、異常時における臨機の措置に備えるため、職員の配備や伝達体制等 
必要な警戒避難体制を構築する。 

 
(6) 要配慮者への対応 

市（災対統括部、災対各地区本部総務班）は、災害の発生により要配慮者利用施設等

に被害が及ぶおそれがある場合は、消防団や民生委員、自主防災組織等と連携し、迅速

に避難指示などの情報伝達及び避難支援を行う。 
ア 県は、必要な情報を伝達するなど、市の避難支援活動に協力する。 
イ 災害の現場に居合わせ、救助すべき者を発見した者は、自らの安全を確保したうえ 
で可能な限り遭難者等の救出、負傷者の保護にあたる。 

また、災害の現場で消防機関等救急・救助活動を行う機関から協力を求められた場 
合は、可能な限りこれに応じる。 
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第 23節  河川・海岸施設の応急対策 

 
【災対本部】災対統括部、災対生活環境部、災対農林水産部、災対土木部 
【災対各地区本部】総務班、経済土木班 
【関係機関】 
・県（いわき建設事務所、小名浜港湾建設事務所）、県警察本部（いわき中央、東、南警察署） 
・（一社）福島県建設業協会、いわき市建設業協同組合、協定締結先団体等 

 

1 計画の目的  

河川・海岸等の管理者は、風水害発生時には施設の損壊箇所の機能確保を図るための

応急体制をとるとともに、関係機関の緊密な連携を図りながら災害の拡大や二次災害を

防止するため、迅速、的確な応急対策を実施する。 
 

＜達成目標＞ 
県及び市は、被災概要調査、被災点検調査を行い、応急対策工事が必要な場合は、す

みやかに応急工事に着手する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民の役割 

河川・海岸施設の被災を確認したときは、遅滞なく県、市、消防署、警察署へ連絡す

る。 
 

(2) 市の役割 

ア 市民等から河川・海岸施設の被災の通報を受けたとき及びパトロール等により河川・ 
海岸施設の被災を確認した時は、すみやかに県へ連絡する。 
また、施設等の被災により住民に被害が及ぶおそれがある場合は、災害対策基本法

第 60 条に基づき住民に対する避難指示の発令及び避難誘導等を行う。 
イ 災害による河川（準用河川、普通河川）の損壊箇所の機能確保を図るための応急体 
 制を整えるとともに、関係機関の緊密な連携のもと、災害の拡大や二次災害を防止す 

るため、迅速かつ的確な応急対策を実施する。 
 

(3) 県の役割 

風水害により損傷した河川・海岸施設等の機能確保を図るための応急体制を整えると

ともに、関係機関の緊密な連携のもと、災害の拡大や二次災害を防止するため、迅速か

つ的確な応急対策を実施する。 
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(4) 河川管理者の役割 

所管する河川区域内について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる

場合には、県災害対策本部に報告するとともに、可能な限り障害物を除去する。 
 

(5) 関係機関の役割 

県・市と緊密な連携のもとに災害の拡大や二次災害を防止するため、協力・支援体制

を強化する。 
 

3 業務の内容  

(1) 災害の未然防止 

① 点検・巡視 

各施設管理者は、風水害により被害の発生するおそれがある場合、管理施設の点検・

巡視を行い、被災状況を迅速かつ的確に把握するとともに、県、市及び警察など関係

機関に連絡する。 
② 異常を発見した場合の措置 

点検、巡視により異常を発見した場合は、ただちに応急措置を実施するほか、次に

より住民安全確保のための措置を実施する。 
ア 危険な箇所については、人的被害の発生を防止するため、立ち入り禁止等必要な措 

置を実施する。 
イ 施設の被災等により住民に被害を及ぼすおそれがある場合は、ただちに関係機関等 
へ通報するとともに、住民に対する適切な避難指示の発令及び避難誘導等を行う。 

 
(2) 被害の拡大及び二次災害の防止 

各施設管理者は、点検、巡視で施設の異常や被災が確認された場合、その危険の程度

を調査し、関係機関と密接な連携のもとに、次により応急措置を実施する。 
①  河川管理施設等 

ア 堤防等河川管理施設等の損傷箇所の応急措置 
県または市（災対生活環境部、災対農林水産部、災対土木部）は、堤防等河川管

理施設及び頭首工、排水機場等の河川農業用施設に関連する施設の損傷については、

大雨等による出水で破堤等重大な被害につながるおそれがあるため、資材や施工規

模を考慮し、適切な応急措置を実施する。 
イ 低標高地域における浸水対策 

県または市（災対土木部）は、低標高地域では、浸水が長期化しやすく、復旧工 
 事等災害支援の障害ともなるため、浸水の原因となっている箇所の応急復旧と可搬 
式ポンプや稼働可能な排水機場施設を利用した浸水対策を実施する。 
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ウ 浸水被害の拡大防止と浸水を原因とする事故等の発生防止対策 
県または市（災対生活環境部、災対農林水産部、災対土木部）は、浸水被害が拡

大するおそれがある地域については、その原因となる箇所の締切工事を行うととも

に、危険な箇所は人的な事故の発生を防止するため、立ち入り禁止等の必要な措置

を実施する。 
エ 油や危険物の流出等の事故対策 

県または市（災対生活環境部、災対農林水産部、災対土木部）は、風水害により

発生した危険物や油の流出等による二次的な被害を防止するため、関係機関と連携

を図りながら、下流住民への情報提供や汚染拡大を防止するための対策を実施する。 
オ その他河川管理に関する事項の調整 

風水害発生直後の応急対策では、複数箇所の被害により応急対策にかかる調整の

錯綜が予想されるため、県及び市は、河川管理に関する事項の調整にあたっては、

できる限りライフライン及び地域住民の生活に密着した応急対策に関する事項の調

整を優先して行う。 
②  海岸保全施設 

ア 事故等人的被害の発生防止のための対策の実施 
被災箇所については、その後の地震や高潮等の影響で施設そのものの損傷拡大や

予想外の被害が生じやすいことから、人的被害の発生を防止するため立ち入り禁止

措置を講じる。 
イ 海岸保全施設の応急措置 

海岸保全施設が被災した場合は、被害拡大及び二次災害の発生を防止するため、

応急対策を講じる。 
ウ 被災箇所の巡視等危険防止のための監視 

被災箇所やその兆候が見られる箇所は、巡回パトロール等を行い、時間の経過に

伴う状況の推移を監視する。 
エ その他海岸保全施設の管理に関する事項の調整 

海岸保全施設においては、波浪や高潮等を原因とした海難事故や漂流物等の処理

に関する問題が予想されるため、県は海岸保全施設全般の管理に関する事項の調整

を行う。 
 

(3) 被災施設の応急復旧 

各施設管理者は、被害の拡大防止に重点を置いて、被害の状況、本復旧までの工期、

施工規模、資材並びに機械の有無等を考慮して、適切な工法により被災施設の応急復旧

工事を実施する。 
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(4) 市民等への広報 

ア 各施設の管理者から施設被害の規模と状況の推移、被災箇所の応急工事の状況等の  

情報は、災対統括部広報班と連携して、施設の被災程度等をテレビ、ラジオ、携帯メール、

ホームページ、ＳＮＳ等を活用して市民等へ周知する。 

イ 被災した施設の被害規模が拡大することにより、道路、人家、集落に被害を及ぼす 
おそれがあると認められるときは、施設被害規模の推移状況を関係住民、関係機関等 
へ逐次連絡する。 
 

(5) 要配慮者への対応 

ア 市（災対統括部、災対各地区本部避難所班）は、災害の発生により障がい者や高齢 
者等の入所施設等に被害が及ぶおそれがある場合は、消防団や民生委員、自主防災組 
織等と連携し、迅速に避難指示などの情報の伝達及び避難支援活動を行う。 

イ 県は、必要な情報を伝達するなど、市の避難支援活動を支援する。 
ウ 災害の現場に居合わせ、救助すべき者を発見した者は、自らの安全を確保したうえ 
で可能な限り救助活動にあたり、遭難者等の救出、負傷者の保護にあたる。 

また、災害の現場で消防機関等救急・救助活動を行う機関から協力を求められた場 
合は、可能な限りこれに応じる。 
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第 24節  農地・農業用施設の応急対策 

 
【災対本部】災対農林水産部 
【関係機関】 
・県（いわき農林事務所、いわき地方振興局） 
・土地改良区、農業協同組合、施設管理者、農業者、福島県土地改良事業団体連合会 

 

1 計画の目的  

風水害発生時においては、農地及び農道、農業用ダム、用排水施設、ため池、地すべ

り防止施設等の農地・農業用施設の被災が予想される。管理者である市、県、土地改良

区等は、事前に被害を軽減するための措置を的確に行うとともに、災害発生時には関係

機関と連携の下に各管理施設の被害状況の把握及び応急対策をすみやかに実施し、機能

確保に努める。 
 

＜達成目標＞ 
市は、以下のとおり被害状況の把握及び応急対策を実施する。 
ア ダム・ため池、頭首工、排水機場、水門等の用排水施設管理者は、気象等に関す

る注意報や警報等が発表されたときは、当該内容に応じて概ね１時間以内に緊急措

置を実施する。 
イ 警戒配備解除後３日以内に被災概要調査、点検調査を開始するとともに、必要に

応じて二次災害防止措置を講じる。 
ウ 緊急的に機能回復を図る必要のある施設等においては、災害発生後１週間以内に 
応急復旧を行う。 

 

2 各主体の責務  

(1) 県の役割 

風水害による被害情報等の収集にあたるとともに、県管理施設等の緊急点検を行い、

被害状況の把握及び応急対策をすみやかに実施して農地・農業用施設等の機能回復に努

める。また、県及び他市町村職員の応援派遣等により市を支援する。 
 

(2) 市の役割 

風水害による被害情報等の収集にあたるとともに、土地改良区や農業団体等と連携し

て農業用ダム・ため池、地すべり危険箇所等の緊急点検を行い、被害状況の把握及び応

急対策をすみやかに実施して農地・農業用施設等の機能回復に努める。 
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(3) 土地改良区・施設管理者等の役割 

風水害による被害情報等の収集にあたるとともに、市と連携して各管理施設の緊急点

検を行い、被害状況の把握及び応急対策をすみやかに実施して農地・農業用施設等の機

能回復に努める。 
 

3 業務の内容  

(1) 災害発生の未然防止 

①  良好な施設管理 

各施設管理者は、平時から農地・農業用施設の定期的な点検を実施し、異常な兆候

の早期発見、危険箇所の整備に努める。 
②  災害発生直前の対策 

ア 施設の点検、監視 
施設管理者は、風水害の発生の恐れがある場合には、過去に被害が生じた箇所や主

要構造物、土砂災害危険箇所等の点検、監視を行う。 
イ 住民の避難誘導等 

施設管理者は、施設の点検及び監視の結果危険と認められる場合は、関係機関等へ

の連絡を行うとともに、市と連携して適切な避難誘導を実施する。 
ウ 災害未然防止活動 

農業用排水施設管理者は、洪水の発生が予想される場合には、ダム、頭首工、排水

機場、水門等の適切な操作を行う。その操作に当たり、危害を防止するため必要があ

ると認めるときは、予め必要な事項を市及び警察署に通知するとともに住民に周知さ

せる。 
 

(2) 災害の拡大防止と二次災害の防止 

①  被害状況の把握 

市は、関係土地改良区等と連携し、農地及び農業用施設等の被害状況を把握して県

いわき地方振興局等に報告する。 
②  応急対策の実施 

ア 県いわき農林事務所は、農地及び農業用施設等の被害が拡大する恐れがあると認 
める場合は、市及び土地改良区に対し応急措置の指導を行う。 

イ 各施設管理者は、関係機関と連携を図り被害状況に応じた所要の体制を整備し、 
被害を拡大させないよう、次の応急対策を実施する。 
a 集落間の連絡農道及び基幹農道等の管理者は、避難路及び緊急輸送路の確保のた 
め、早急に応急復旧と障害物の除去に努め、通行が危険な道路については、市、県、 
警察等に通報し、通行禁止等の措置を講じる。 

b 市、土地改良区は、浸水被害が拡大する恐れのある区域については、その原因と

なる箇所の締切工事を行うとともに、排水ポンプによる排水対策を実施する。 
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c 県は、市、土地改良区の要請に基づき、保有する排水ポンプを貸与するとともに、

不足する場合は、支援可能な地域の関係機関に依頼し必要台数の確保に努める。 

d 施設管理者は、被災後の降雨等による土砂災害の発生及び主要な構造物や建築物

の被害が拡大する恐れがある場合には、専門技術者等を活用して点検を行う。その

結果、危険性が高いと判断された箇所については関係機関や住民に周知を図るとと

もに、適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行い、二次災害の防止に努める。 

e 施設管理者は、土砂災害が発生した場合には、早急に被害状況や今後の被害の拡

大の可能性について現地調査を行い、必要に応じて不安定土砂の除去、仮設防護柵

の設置等の応急工事を実施する。 

ｆ 施設管理者は、風倒木による二次災害を防止するため、必要に応じ風倒木の除去

など応急対策を講じる。 

g 施設管理者は、被災し危険な状態にある箇所についてパトロール要員等を配置し、

巡回・監視による危険防止の措置を講じる。 

 
(3) 要配慮者への対応 

ア 市（災対統括部、災対各地区本部総務班）は、災害の発生により障がい者や高齢者 
等の入所施設等に被害が及ぶおそれがある場合は、消防団や民生委員、自主防災組織 
等と連携し、迅速に避難指示などの情報の伝達及び避難支援活動を行う。 

イ 県は、必要な情報を伝達するなど、市の避難支援活動に協力する。 
ウ 災害の現場に居合わせ、救助すべき者を発見した者は、自らの安全を確保したうえ 
で可能な限り遭難者等の救出、負傷者の保護にあたる。 

また、災害の現場で消防機関等救急・救助活動を行う機関から協力を求められた場 
合は、可能な限りこれに応じる。 
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第 25節  農林水産業応急対策 

 
【災対本部】災対農林水産部 
【関係機関】 
・県（いわき農林事務所） 
・農業協同組合、農業共済組合、森林組合、木材組合、漁業協同組合 

 

1 計画の目的  

風水害発生時においては、農林水産業生産基盤の被災、農林水産業用施設の損壊、家

畜のへい死及び飼養施設の損壊、治山施設の被災等が予想される。市は、農林水産業関

係団体等と緊密な連絡をとり、被害状況の把握及びその応急対策に努める。 
 

＜達成目標＞ 
① 農業協同組合、漁業協同組合等の協力を得ながら 24 時間以内に農作物及び農業用施 

設、水産物及び水産施設の緊急被害状況調査をとりまとめる。 

② 農業用施設及び水産施設の被害状況により必要があると認めたときは、３日以内に 

農業協同組合、漁業協同組合、農家及び施設の所有者または管理者に対し、二次災害 

を防止するための措置を講じるよう指導または指示を行う。 

③ 被害状況により、１週間以内に応急対策を講じるとともに、復旧用農林水産業資機 
材、農薬、種苗等の供給・確保について関係団体に協力を要請する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 農林水産業生産者、農林水産業施設の所有者・管理者の役割 

ア 被害が発生した場合は、当該災害の収束状況を見極めつつ、応急措置や二次災害の 
発生防止及び事後対策を実施するとともに、被害状況を市、関係団体等へすみやかに 
連絡する。 

イ 風水害等が懸念されるときには、気象情報や緊急情報等を十分に収集するとともに、 
事前に被害防止対策を講じる。 

ウ 一貫した施設の管理体制の整備を図るとともに、異常時の応急措置を施すことがで 
きるよう平時から危険箇所等の定期的な点検を実施する。 
なお、被害が発生した場合は、当該災害の収束状況を見極めつつ、応急措置や二次 

災害の発生防止及び事後対策を実施するとともに、被害状況を市、関係団体等へ速や 
かに連絡する。 
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(2) 関係団体の役割 

①  農業協同組合 

組合員の農業被害状況の把握を行うとともに、市が行う農業被害の取りまとめに協

力し、農業被害の応急対策のための栽培技術指導、経営指導を行う。 
②  農業共済組合 

農業共済関連被害の状況について、すみやかに取りまとめて市に情報提供するとと

もに、市が行う農業被害の取りまとめに協力する。 
③  森林組合・木材組合 

市、県いわき農林事務所等と相互に連携して、林産物、製材品及び林業・木材産業

関係施設（以下林業等関係施設）の被害状況を把握し、市及び県いわき地方振興局へ

報告するとともに、林産物、製材品及び林業等関係施設の応急対策や生産者等の指導

を行う。 
④  漁業協同組合 

水産物及び水産施設の被害状況を市と相互に連携して把握するとともに、漁業者に

対し、早急な復旧作業の実施について指導を行う。 
 

(3) 市の役割 

ア 関係団体と連携を図りながら農林水産物及び農林水産業用施設の被害状況を把握 
し、県いわき地方振興局等に報告する。 

イ 二次災害を防止するため、関係団体・農林水産業者に対し必要な指導・指示を行う。 
ウ 県、関係団体等と相互に連携し、農林水産物及び農林水産用施設の応急対策を講じ 

るとともに関係者等への指導を行う。 
 

(4) 県の役割 

ア いわき農林事務所は、市からの報告及び自らの調査により被害状況・緊急措置等を 
取りまとめ、県農林水産部に報告する。 

イ いわき農林事務所は、必要に応じ市、関係団体に連絡要員を派遣するとともに、二 
次災害防止等の助言を行う。 

ウ 県農林水産部は、農林水産物（地域・面積も含め）及び農林水産業用施設等の被害 
を把握するとともに応急対策の総合的な調整を行う。 

エ 被害状況に応じて復旧用農林水産業用資機材、農薬、種苗等の供給・確保について 
関係団体に協力を要請する。 
 

3 業務の内容  

(1) 農林業生産基盤の応急対策 

①  被害状況の把握 

市（災対農林水産部）は、農林業関係団体等と連携のうえ、農林地、農林業用施設

等の被害状況を把握し、県いわき農林事務所及び関係機関に報告する。 
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②  応急対策 

ア 市（災対農林水産部）は、農林地及び農林業用施設の被害が拡大する恐れがあり、 
緊急に復旧する必要がある場合は、応急復旧工事を実施し、また、農林業関係団体 
等に対し応急措置の指導を行う。 

イ 市（災対農林水産部）及び農林業関係団体等は、農林地、農林業用施設の被害状 
況に応じ、次の応急対策を実施する。 
a 被災した施設の被害の拡大や二次災害の恐れがある場合、または施設の機能を早 

急に回復する必要がある場合の応急復旧工事 

b 出水等により、広範囲にわたる農林地に湛水の危険があり、農作物被害が発生す 

る恐れがある場合の排水ポンプによる当該地域の排水 

c 農林地等の地すべりまたは亀裂等が生じた場合は、シートで覆う等その拡大防止 
d  農林地等の地すべり、ため池堤の損壊等により人家、公共施設等に直接被害を与 
え、または与える恐れがある場合、警察、消防等の関係機関と協力した迅速かつ的 
確な住民避難及び交通規制等の実施 

 
(2) 農作物・農林業用施設及び家畜・家畜飼養施設の応急対策 

①  被害状況の把握 

市（災対農林水産部）は、農林業関係団体等と連携のうえ農作物・農林業用施設及

び家畜・家畜飼養施設の被害状況を把握し、県及び防災関係機関に報告する。 
②  二次災害防止のための緊急対策 

市（災対農林水産部）は、被害状況により必要と認めたときは、二次災害防止のた

め農林業関係団体等及び農林家に対し、土砂崩れ等による農舎・園芸施設・畜舎・林

産物加工施設等の倒壊防止や農林業用燃料の漏出防止、生存家畜の速やかな救出、家

畜の逃亡防止及び逃亡家畜の捕獲、収容による住民への危害防止措置等について指導

または指示を行う。 
③  応急対策 

ア 農作物及び農林業用施設 
市（災対農林水産部）は、県及び農林業関係団体等と連携し、被害の状況に応じ、 

病害虫発生予防、生産管理技術等について関係者を指導する。 
イ 家畜及び家畜飼養施設 

市（災対農林水産部）は、県及び関係農業団体等と連携し、次の応急対策を講じ、 
または関係機関に要請等を行う。 
a 死亡家畜の円滑な処分及び廃用家畜の殺処分 

b 家畜伝染病の発生及びまん延防止のための予防接種、畜舎消毒 

c 家畜飼料及び飼養管理用資機材の円滑な供給 
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(3) 林道の応急対策 

①  被害状況の把握 

市（災対農林水産部）は、林業関係団体と相互に連携して林道の被害状況を把握し、

県及び防災関係機関等に報告する。 
②  応急対策 

ア 市（災対農林水産部）は、林道の被害が拡大する恐れがあり緊急的に復旧する必 
要がある場合は、応急復旧工事を実施し、また林業関係団体に対し応急措置の指導 
を行う。 

イ 市（災対農林水産部）及び林業関係団体は、林道の被害状況に応じ、次の応急対 
策を実施する。 
a 被災した施設の被害の拡大や二次災害の恐れがある場合、または施設の機能を早 

急に回復する必要がある場合の応急復旧工事 

b 山腹崩壊、地すべり、治山施設等の被害により、人家、公共施設等に直接被害を 

与え、または与える恐れがある場合は、警察、消防等の関係機関と協力した迅速か 

つ的確な住民避難及び交通規制等 

c 地すべりまたは亀裂等が生じた場合は、シートで覆う等その拡大防止 

d 倒木被害（人家、道路）が発生した場合は、速やかな除去 

e 林道の通行に危険がある場合は、通行止の措置等 

 
(4) 水産物及び水産施設 

①  被害状況の把握 

市（災対農林水産部）は、関係漁業団体と相互に連携のうえ、水産物及び水産施設

の被害状況を把握し、県に報告する。 
②  応急対策 

ア 船舶活動支援施設（給油、給水）の応急修繕を行う。 
イ 漁業無線を利用し、就航船舶に対する被害情報の提供を行う。 
ウ 冷凍・冷蔵水産物の受入先の確保及び移送について、必要な措置を行う。 
エ 応急対策用水産資材の円滑な供給を図る。 
オ 養殖水産物の移送について、必要な措置を行う。 

③  二次災害防止 

ア 流出した船舶、養殖施設等の早期回収措置または関係機関へ協力要請をする。 
イ 船舶燃料等の漏出防止、引火防止及び拡散防止措置及び関係機関への協力要請を 

行う。 
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第 26節  公園施設の応急対策 

 
【災対本部】災対都市建設部 
【関係機関】(一財)いわき市公園緑地観光公社、(一財)福島県造園建設業協会いわき支部等 

 

1 計画の目的  

災害により公園施設が被害を受けた場合には、速やかな復旧を図り、二次災害の防止

に努める。 
公園施設の被害状況の把握並びに応急対策の体制を整備し、関係機関が相互に連携を

図りつつ迅速な対応に努める。 
 

＜達成目標＞ 
市は、被災概要調査、被災点検調査を行い、応急対策工事が必要な場合は、災害発生

後から 24時間以内に応急工事に着手する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民・企業等の役割 

公園施設の被災を発見したときは、遅滞なく市、消防署、警察署へ通報する。 
 

(2) 市の役割 

風水害による公園施設の被災箇所の機能確保を図るための応急体制を整えるとともに、

関係機関の緊密な連携の下に災害の拡大や二次災害を防止するため、迅速、的確な応急

対策を実施する。 
 

3 業務の内容  

(1) 災害の未然防止 

①  被災状況の把握及び施設の緊急点検 

災対都市建設部は、災害発生の連絡を受けた場合、または気象警報等が発表され、

災害発生の可能性が継続している場合、ただちにパトロール等を実施し、管理施設の

被災概要等を把握するとともに、施設の緊急点検を実施する。 
 

(2) 被害の拡大及び二次災害の防止 

①  人的被害発生防止のための対策の実施 

災対都市建設部は、パトロール及び緊急点検で施設の異常や被災が確認された場合、

被災箇所の被害の拡大や二次災害の発生を防止するため、立入禁止措置等を講じる。 
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②  緊急措置の実施 

災対都市建設部は、被災箇所について、施設の重要度及び被災の程度に応じて被害

拡大防止措置及び二次災害発生防止のための応急措置を実施する。 
③  被災箇所の巡視等危険防止のための監視 

被災箇所や被災の兆候が見られる箇所は、巡回パトロール等を行い、時間経過に伴

う状況の推移を監視する。 
 

(3) 障害物の処理 

災対都市建設部は、公園施設内において、倒木や施設の倒壊等により使用が危険と認

められる場合には、障害物除去等を実施する。 
 

(4) 応急復旧 

災対都市建設部は、施設の被害拡大防止に重点を置いて、被害の状況、本復旧までの

工期、施工規模、資材並びに機械の有無を考慮して、適切な工法により応急復旧工事を

実施する。 
 

(5) 施設利用者及び住民に対する広報 

災対都市建設部は、災対統括部広報班と連携しながら、公園施設の被害程度、緊急措

置、応急復旧状況及び復旧の見通しについて、施設利用者や周辺住民へ周知する。 
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第 27節  住家等被害概況調査 

 
【災対本部】災対財政部、災対都市建設部  

 

1 計画の目的  

風水害発生後、迅速に住家等被害概況調査を実施し、被災地域の被害概況、住家等の

被害概況等を把握し、発災以降の各種対応に向けた市災害対策本部の基礎的な資料にす

るとともに、復旧～復興期に向けた被災者支援施策の実施に向けた有効な情報収集を行

うことを目的とする。 
 

＜達成目標＞ 
被害概況調査 の実施スケジュールは、概ね以下のとおりとする。 
災害後 1日 住家等被害概況調査開始        
 〃 ～３日 住家等被害概況調査活動終了      

 

 

2 業務の内容  

  災対財政部と災対都市建設部は連携し、発災から３日以内に住家等被害概況 

調査を実施し、災対統括部へ調査結果を報告する。 

なお、本調査における各部の役割や詳細等については、「災害初動期における住家等被

害状況調査マニュアル」に定めるものとする。 

  【主な調査内容】 
   ・ 浸水エリアの特定（被害規模によるゾーニング、浸水高の把握） 
   ・ 住家被害の概要把握（被害戸数及び、床上・床下浸水の把握） 
   ・ その他必要な事項 
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第 28節  宅地の危険度判定 

 
【本庁】災対都市建設部 

【関係機関】 

・被災宅地危険度判定連絡協議会東北ブロック、被災宅地危険度判定士等 

１ 計画の目的      

風水害発生後、迅速に被災宅地の危険度判定を実施し、宅地の亀裂等から生ずる二次災

害を防止し、住民の安全の確保を図る。 

被災宅地危険度判定連絡協議会（以下、「連絡協議会」という）が定める被災宅地危険

度判定実施要綱及び同業務実施マニュアルに基づき、判定活動を実施する。 

 

＜達成目標＞ 
被災宅地危険度判定の実施スケジュールは、概ね以下のとおりとする。 

災害後 1日 県内判定士による判定活動の開始 
 〃  3 日 県外判定士による判定活動の開始 
 〃 ～2 週間 判定活動の終了 
 〃 2 週間目以降 判定結果による相談業務への移行 

 

 

２ 各段階における業務の内容      

発災から 12 時間以内 被災地域・被災宅地の概況把握 
発災から 24 時間以内 被災宅地危険度判定業務の開始 

 

３ 各主体の責務      

⑴ 市民・企業等の役割 

被災宅地危険度判定の目的を理解し、被災した宅地の使用にあたっては、判定の結果に

基づき二次災害の防止に努める。 

 

⑵ 市の役割 

ア 災害状況等の情報収集を行い、被災宅地危険度判定実施の要否を決定する。 

イ 被災宅地危険度判定を実施し、その結果を被災者等へ伝達するとともに、貼り紙をす

るなどにより注意喚起等を行う。なお、判定員の確保が困難な場合は、県に支援を要請

する｡ 

 

⑶ 県の役割 

市からの要請に基づき、他の市町村及び建築関係団体に協力を求め、市が実施する判定

活動を支援する。 

ア 被害が大規模で、多数の都道府県の応援が必要であると判断したときは、国土交通省

及び被災宅地危険度判定連絡協議会東北ブロック（以下、「ブロック」という）に応援

を要請する。 
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イ 判定活動に必要な情報収集を行い、市に情報共有する。 

ウ 判定結果の集計、整理、記録作成を行う。 

 

４ 業務の内容      

⑴ 市の業務 

 ① 情報の収集 

災対都市建設部は、宅地等の被害状況について予備調査を行い、判定実施の要否を決

定する。 

② 業務計画書の作成 

ア 予備調査をもとに調査対象となる宅地の概数及び必要となる判定士の数を把握す

る。 

イ 県に要請し、調査に必要な判定士を確保する。 

ウ 住民への周知、広報を行う。 

③ 判定・支援の実施 

ア 業務実施計画に基づき判定を実施し、結果を集約して県に報告する。 

イ 市は、判定に必要な資機材を確保し、判定士に供給する。 

 

⑵ 県の業務 

市から判定士の応援要請があったときは、建築関係団体に協力を要請するほか、国土交

通省、ブロック幹事県に広域支援を要請する。 
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第 29節  応急住宅対策 

 
【災対本部】災対土木部、災対都市建設部 【災対各地区本部】経済土木班 
【関係機関】 
・県（土木部、いわき建設事務所） 
・(一社)プレハブ建築協会、(公社)福島県宅地建物取引業協会、福島木材組合連合会、 
福島県森林組合連合会、いわき市市営住宅管理センター、その他建設業関係団体 

 

1 計画の目的  

災害により住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保できない者に対

し、応急仮設住宅の建設並びに被災住宅の応急修理を行い、一時的な居住の安定を図る。  
なお、本業務は、災害救助法が適用となる大規模災害時には、県が実施することとさ

れているが、災害救助法施行細則及び災害救助実施要項に基づき、県知事から委任を受

けた場合または救助法が適用とならない局所的な災害発生時においては、市が実施する。 
 

＜達成目標＞ 
県及び市は、応急仮設住宅の供与等を実施し、被災者の一時的な居住の安定と避難所

の早期解消を図る。 
 

2 各主体の責務  

(1) 県の役割（災害救助法が適用となる場合に限る。） 

ア 応急仮設住宅を建設し、避難者に供与する。 
イ 県から委任を受け、市が実施する応急修理の事務を補助する。 
ウ 県営住宅の空家を一時提供住宅として提供する。 
エ 民間住宅の空き家情報等を市に提供する。 
 

(2) 市の役割 

ア 応急仮設住宅の建設地を選定し、県の行う応急仮設住宅の供与に協力する。 
イ 県から委任を受け、応急仮設住宅の建設及び供与並びに応急修理事務を実施する。 
ウ 市営住宅の空家を一時提供住宅として提供する。 
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3 業務の内容  

(1) 被災住宅の調査（市） 

災害により被災した住宅及び宅地の調査を行うとともに、応急住宅対策に関する被災

者の希望を把握する。 
ア 住宅、宅地の被害状況 
イ 応急住宅対策（応急仮設住宅、応急住宅修理、公営住宅の特例入居等）に関する被 

災者の希望調査 
 

(2) 応急仮設住宅の建設（県） 

①  建設候補地の選定（市） 

ア 建設場所については、交通、教育等について考慮し、原則として公有地を優先し 
 て選定するが、やむを得ない場合は、民有地を利用し、所有者と十分協議して選定 
する。  

なお、民有地の賃借料は、災害救助費の対象とならないことに留意する。 
イ 建設時に支障が出ないよう、可能な限りライフラインを考慮して選定する。 

②  建物の規模及び費用 

ア 建物面積は、１戸あたり 29.7 ㎡（９坪）とし、物理的障壁の除去されたバリアフ 

リー仕様とする。ただし、世帯の構成人数により基準運用が困難な場合は、内閣総 
理大臣と協議し、規模及び費用の調整を行う。 

イ 費用限度額は、福島県災害救助法施行細則による救助の程度等により定める基準 
（整地費、建築費、付帯工事費、人夫賃等）とする。 

ウ 建設資材の県外調達で輸送費がかさみ、限度額での施工が困難な場合は、内閣総 
理大臣の承認を受けて当該輸送費を別枠とする。 

エ 仮設住宅における地域コミュニティと住民自治機能の維持のため、同一敷地内ま 
たは近接する地域内に 10 戸以上の仮設住宅を設置する場合は、集会所や談話室など 

の施設を設置することができる。 
オ 高齢者、障がい者など日常生活上、特別な配慮を要する者を数名以上入居させる 
ため、福祉仮設住宅を整備することができる。 

カ 建設の時期は災害が発生した日から、原則として 20 日以内に着工する。ただし、 
災害の規模等により期間内に着工できない場合は、事前に内閣総理大臣と協議する。 

③  応急仮設住宅の建設方法 

ア 知事は協定に基づき建設業関係団体の斡旋を受けた業者と賃貸借契約を締結し、業 
者に応急仮設住宅を設置させる。ただし、状況に応じ知事は、市長に建設を委任する 
ことができる。 

イ 市長に応急仮設住宅の建設を委任する場合は、建設戸数、規格、規模、構造、単価 
その他必要な要件を定めて行う。 
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④  協力要請 

県は、応急仮設住宅の建設にあたっては、協定を締結した建設業関係団体等の協力

を得て行う。 
 

(3) 入居者の選定及び管理（市） 

応急住宅の設置完了後、知事は、すみやかに市長と委託契約を結び、入居者の選定及

び管理を委任する。入居者選定及び応急仮設住宅の管理は、以下のとおり行う。 
①  入居要件 

ア 災害により被災し、自らの資力では住家を確保できない者であって、次に掲げる事 
項のいずれにも該当する場合とする。 
a 住家が全壊、全焼または流失した者 

b 居住する住家がない者または避難指示等により長期にわたり自らの住居に居住で 

きない者 

c 生活保護法の被保護者若しくは要保護者または特定の資産を持たない高齢者、障 

がい者、病弱者等またはこれに準ずる者 
イ 資力要件については、災害の混乱時において十分な審査が困難であることから、制 

度の趣旨を十分に踏まえた運用に努める。 
②  供与期間 

建築基準法第 85条第 3項の規定に基づき、完成の日から２年以内とする。なお、内

閣総理大臣が認める場合は、１年ごとの延長が可能となっている。 
③  入居者の選定 

ア 県知事または市長は、上記の入居要件に該当する者で、住宅の必要度の高い者を県 
の定める「応急仮設住宅該当対象者選定調書」に基づき調査のうえ、選定する。 

イ 県知事または市長は、入居対象者が入居する際、応急仮設住宅の趣旨及び遵守事項 
等について十分認識させ、「応急仮設住宅使用貸借契約書」を締結する。 

④  管理 

市（災対土木部）は、県と結んだ委託協定に基づき、善良な管理者の注意をもって

運営管理に努める。 
⑤  県への報告 

市長は、県知事から応急仮設住宅の建設等の事務について委任を受けたときは、次

の帳簿類を整備する。 
・応急仮設住宅入居該当者調 
・救助実施記録日計票 
・応急仮設住宅台帳 
・応急仮設住宅用敷地貸借契約書 
・応急仮設住宅使用貸借契約書 
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・応急仮設住宅建築のための原材料購入契約書、工事契約書その他設計書、仕様書、

工事代金等支払証拠書類（直営工事の場合は、このほかに工事材料受払簿、大工人夫

等の出勤簿、輸送簿等） 

 
(4) 民間住宅借り上げによる供与（県・市） 

ア 県知事または市長は、被災状況を考慮し、必要数の応急仮設住宅の早期建設が困難 
である場合や、長期間の避難が予想される場合等は、建設型に併せて民間住宅を借り 
上げ応急仮設住宅として供与することができる。 

イ 入居要件・供与期間・管理等は、仮設住宅に準じる。 
ウ 入居にかかる敷金・家賃は無料で供与するが、共益費・駐車場使用料・公共料金等 
は入居者の負担とする。 

 
(5) 公営住宅、公的宿泊施設等の一時使用（県・市） 

ア 県及び市は、被災者への仮住宅として、地方自治法第 238 条の４の規定により、公 
営住宅の空家を提供することができる。 

イ 対象公営住宅は、被災地近隣の県営及び市営住宅とする。被災地近隣の公営住宅で 
も不足する場合は、県下の公営住宅を対象とし、なお不足する場合は、隣接県に提供 
を要請する。 

ウ 県は、提供可能な住宅を県ホームページやマスコミ等で公表するとともに、状況に 
応じ被災地に相談所等を開設し、あっせんに努める。 

エ 一時使用対象者は、仮設住宅に準じるものとする。 
オ 一時使用者の選定は、県知事または市長が行う。 
カ 一時使用の条件は、原則として仮設住宅に準じることとするほか、公営住宅法、同 

法施行令及び福島県県営住宅等条例並びにいわき市市営住宅条例等を準用する。 
 

(6) 住宅建設資材のあっせん（県） 

福島県木材協同組合連合会と協議し、被災地の近隣製材工場に対し製材品の供給要請

を行う。 
また、原木の在庫備蓄量の把握を行うとともに、福島県森林組合連合会、木材輸入商

社等に対して木材の供給要請を行うほか、必要により隣県等に木材及び製材品の供給あ

っせん要請を行う。 
 

(7) 要配慮者への対応 

仮設住宅等への入居に際しては、要配慮者のいる世帯を優先するほか、施設のバリア

フリー化を図るなどの対応に努める。 
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(8) 被災住宅の応急修理（日常生活に必要な最小限度の部分の修理）（県・市） 

①  応急修理の対象者 

ア 以下の全ての要件を満たす世帯 
a 準半壊、半壊、中規模半壊または大規模半壊の被害を受けたこと。 

b 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。 

c 応急仮設住宅（民間住宅の借り上げを含む）を併用して利用する場合は、応急修理

の期間が１か月を超えると見込まれ、半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困

難な世帯であること。（応急仮設住宅の入居期限は災害発生の日から原則６か月） 

イ 所得等の要件 

自らの資力では応急修理をすることができない世帯。 
（資力は「資力に関する申出書」を基に判断する。また、大規模半壊の住家被害を

受けた世帯は、所得による制限はない。） 
②  応急修理の範囲 

以下の４項目のうちから、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より

緊急を要する箇所について実施する。 
なお、緊急度の優先順は、概ね以下のとおりとする。 
ア 屋根、柱、床、外壁、基礎等の応急修理 
イ ドア、窓等の開口部の応急修理 
ウ 上下水道、電気、ガス等の配管、配線の応急修理 
エ 衛生設備の応急修理 

③  応急修理の費用 

応急修理に要する費用は、福島県災害救助法施行細則による救助の程度等により定

める基準とする。 
④  応急修理の期間 

災害が発生した日から、原則として３か月以内に完了する。（国の災害対策本部が設

置された災害においては６か月以内。） 
ただし、交通機関の途絶その他の特殊な事情により期間内に修理ができない場合は、

事前に内閣総理大臣の承認を受けて必要最小限度の期間を延長する。 
⑤  県への報告 

市長は、災害救助法が適用された場合、住宅の応急修理該当者については、県の定

める様式に従い、住宅の応急処理該当者調により県に報告し、さらに修理該当住宅決

定のため、これら該当者について応急修理施行対象者選定調書によって調査のうえ県

に提出する。 
また、県の定める様式に従い、次の帳簿類を整備する。 

・救助実施記録日計票 
・住宅応急修理記録簿 
・住宅の応急修理のための契約書、仕様書、応急修理関係支払証拠書類等（直営工事

の場合はこのほかに修理材料受払簿、大工人夫等出勤簿等） 
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応急修理事務手続き 

 
 

※１⑤修理見積書には、屋根・壁・土台等部位ごとの工事明細を記すとともに、被害状

況、工事予定箇所を示す施工前の写真を添付すること。 
※２⑨工事完了報告書には、工事施工前、施工中、施工後の写真を添付すること。 
※３市町村の判断により、「②指定業者の斡旋」の段階で「⑥修理依頼書を交付」し、

後日、「⑤被災者または指定業者が修理見積書を市町村窓口に提出」することもでき

る。 
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第 30節  り災証明書発行対策 

 
【災対本部】災対統括部、災対財政部、災対消防本部  
【災対各地区本部】避難所班、り災班 
【関係機関】福島県建築士会いわき支部 

 

1 計画の目的  

災害救助法、被災者生活再建支援法等による各種施策や市税の減免、その他の被災者

支援策を実施するため、家屋の被害度合いを判定するり災証明書を迅速に発行する。 
 

＜達成目標＞ 
り災証明書は、被災者に対する義援金の支給、被災者生活再建支援法に基づく支援金

支給の判断材料となる重要な証明書であることから、迅速かつ的確に被害家屋等調査を

実施し、被災者の生活基盤の回復と住宅の再建を支援する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市の役割 

ア 被害状況等の情報収集を行い、被害家屋等調査実施に向けた体制を整える。 
イ 被災者等に対し、被害家屋等調査実施の周知を図る。 
ウ 内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」及び市が作成した運用マニュ  
アル等を参考に、調査を実施する。 

エ 判定結果の集計を行い、災害対策本部へ報告する。 
オ 調査結果をもとに、り災証明書を発行する。 
カ 被災者に対し、各種支援や減免に関する情報提供を行う。 
 

3 業務の内容  

(1) り災証明書の発行対象 

り災証明書は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害により建物（居宅、附属

屋、物置、店舗、工場等）の被害状況について市長が発行するものである。  
なお、建物以外が被災した場合は、被災証明書を発行する。 

ア 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊 
イ 流出、床上浸水、床下浸水 
ウ 全焼、半焼 
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(2) 情報の収集（災対財政部、災対消防本部（火災に伴うり災証明書の発行業務に限る。）） 

ア 災対各地区本部避難所班が実施する浸水被害等の状況調査の結果等を参考に、被害 
状況等の情報収集を行う。 

イ 河川はん濫や道路の冠水等による被害が発生した場合は、関係機関からの情報収集 
や航空写真等を活用して浸水範囲を把握する。 

ウ 被害が広範囲にわたる場合は、区長等に連絡し、被害状況の事前照会を行う。 
エ 得られた情報から、被害地域の予測を行うとともに、調査計画を策定する。 
 

(3) 被害家屋調査準備 

ア 執務室の確保、臨時電話、パソコン、プリンター、机、椅子等の設置 
イ 腕章、名札等、身分証、筆記用具等の調達 
ウ 下げ振り、懐中電灯、ヘルメット等、調査時に必要な備品の調達 
エ 調査員搬送用車両の確保（公用車または民間からのレンタルによる） 
オ 住宅地図、家屋名寄帳、画地台帳等、現地を把握するための必要書類の準備 
カ 被害状況調書、り災証明書等、各種様式の準備 
キ 調査員を対象とした調査方法や判定基準等に係る研修の実施 
 

(4) 調査員の確保 

ア 災害対策基本法の規定により、被災者の早期の生活再建を進めるため、迅速にり災 
証明書を発行することとされていることから、災対総務部職員班は、各部り災班のほ 
か庁内応援、さらには、災害時応援協定に基づく応援職員の派遣要請により、調査及 
び発行に係る職員を確保する。 

イ 第２次調査または再調査については、より専門的な見地からの調査となることから、 
福島県建築士会いわき支部に協力を要請し、調査員を確保する。 

 
(5) 市民への周知 

災対財政部及び災対消防部（火災に伴うり災証明書の発行に限る。）は、災対統括部（広

報班）と連携し、テレビ、ラジオ、ホームページ、ＳＮＳ、広報いわき、回覧等により、

被災者に対して次の事項について周知徹底を図る。 
ア 被害家屋調査の内容、目的 
イ 申請の受付場所及び受付期間、調査時の立会い 
ウ 第１次調査の結果に不服がある場合の対応（再調査等の申請）など 
 

(6) 被害家屋調査の実施 

内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」及び被害認定運用マニュ

アル等に基づき、被害認定調査を実施する。 
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ア 第１次調査 

a 市職員が２名１組で行う。 

b  浸水のみの被害の場合は、災対各地区本部衛生班の防疫活動に併せて実施する。  

c 建物外観目視により調査可能な箇所（屋根、基礎及び外壁）に係る被害状況の 

ほか、下げ振り等を用いて建物の傾斜を調査する。 

イ 第２次調査 

a 被災者が第１次調査の判定結果に不満がある場合に申請することができ、申請者 

または家族の立会いのもと実施する。 

b 申請受付期間は、原則として第１次調査の判定結果に基づき、り災証明書が発行 

された日から２か月以内とする。 

c 調査は、福島県建築士会いわき支部に所属する建築士と市職員等が２名１組で行 

う。 

d 調査は、建物の傾斜、屋根、外壁、基礎のほか、内壁、天井、床、設備等につい 

て建物の内部に立ち入り行う。 

ウ 再調査 

a 被災者が第２次調査の判定結果に不満がある場合に申請することができるもので 

あり、第１次及び第２次調査の結果をもとに、一級建築士等の専門家からなる認定 

委員会を開催し、判定内容について協議を行う。 

b 認定委員会の協議の結果、判定内容に変更が生じた場合は、当該結果に基づき、 

り災証明書を発行する。 

 

(7) り災台帳の作成 

ア 被害家屋調査の判定結果は、家屋データ（家屋台帳）、地番、住民基本台帳等のデ 
ータを集積したり災台帳を作成する。 

イ り災台帳は、義援金等の給付や応急仮設住宅への入居審査など被災者を対象とした 
各種支援策を実施する際に活用する。 

 
(8) り災証明書の発行対象者等 

ア り災証明書の発行は、災害により被害を受けた家屋の使用者及び家族、または所有 
者からの申請による。 

イ り災証明書は、再発行することができる。 
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第 31節  鉄道事業者の応急対策 

 
【実施主体】東日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱、福島臨海鉄道㈱ 
【災対本部】災対統括部、災対産業振興部、災対都市建設部 
【関係機関】 
・県災害対策本部 

 

1 計画の目的  

東日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱、福島臨海鉄道㈱（以下、「鉄道事業者」という。）

は、風水害が発生した場合、被害を最小限にとどめ、旅客の安全を確保するとともに、

迅速な応急復旧に努める。 
 

＜達成目標＞ 
鉄道事業者は、駅、列車等に救護、救出に必要な器具等を整備し、乗務員等は協力し

てすみやかに負傷者の救出、救護処置を行うとともに、早期に運転を再開できるよう応

急復旧工事を実施する。 
 

2 業務の内容  

(1) 災害時の体制 

市防災会議連絡員室が設置されたときは、通信機器を携行した職員をすみやかに派遣

し、情報の収集、伝達及び災害対策に関する連絡調整を行う。 
 

(2) 風水害時の運転基準、運転規制区間 

風水害等発生時には、予め定めた運転基準（風速、雨量等）、運転規制区間に基づき、

その程度により運転規制等を実施する。 
 

(3) 旅客等に対する広報 

①  駅等における利用客に対する広報 

旅客の不安感を除き、動揺、混乱を防止するため、駅構内掲示、放送等により次の

事項を利用客に案内する。 
・災害の規模・被害範囲・被害の状況・不通線区・開通の見込み等 

②  列車乗務員の広報 

輸送指令からの指示、情報及び自列車の状況等を把握したうえで、車内放送等によ

り次の事項を乗客に案内し、混乱の防止に努める。 
・停車地点と理由・災害の規模・被害の状況・運転再開の見込み 
・避難の有無・方法等 
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(4) 救護、救出及び避難 

ア 駅、列車等に救護、救出に必要な器具等を整備する。 
イ 火災、建物倒壊、車両事故等により負傷者が発生した場合は、消防署に通報すると 
ともに、負傷者の手当て、乗客の安全な場所への誘導等適切な処置を講じる。 

ウ 災害による列車の脱線転覆、衝突等の被害により多数の死傷者が発生した場合は、 
乗務員等は協力してすみやかに負傷者の救出、救護処置を行い、被害の概要、死傷者 
数及び救護班の派遣等の必要事項を運転指令に報告するとともに、県、市、警察、消 
防等に協力を依頼する。 

 
(5) 代替輸送計画 

災害による列車の運転不能線区の輸送については、折り返し運転の実施及び運転不能

線区のバス代行輸送等の措置を講じ、輸送の確保を図る。 
 

(6) 応急復旧対策 

災害の復旧にあたっては、早急な運転再開を図るため応急工事を実施し、終了後早急

に本復旧計画をたて実施する。 
①  建設機材の現況把握及び運用 

復旧作業に必要な応急建設機材について関係箇所の配置状況、種類、数量及び協力

が得られる部外関係機関、関係協力会社等の在庫状況等を調査しておくとともに借用

方法、運用方法について定めておく。 
②  技術者の現況把握及び活用 

復旧作業に従事する技術者等の技能程度、人員、配置状況を把握しておくとともに、

緊急時は関係会社に対し技術者等の派遣を要請する。 
③  災害時における資材の供給等 

災害時における資材の供給については、災害用貯蔵品の適正な運用を図るとともに、

必要なときは関係協力会社から緊急調達する等迅速な供給体制を確立するため、予め

定めておく。 
 

(7) 住民に対する広報 

運転の状況、復旧見通し、代替輸送等について、情報連絡体制を確立するとともに、

報道機関や災対統括部広報班と連携を図りながら、ラジオ・テレビ放送、防災メール、

ＳＮＳ及び新聞等により周知を図る。 
 

(8) 報告 

鉄道事業者は、被害の状況、復旧見込み、代替輸送の方法等をすみやかに市及び県へ

報告する。 
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第 32節  バス事業者の応急対策 

 
【実施主体】新常磐交通㈱、高速バス運行事業各社、貸切バス事業者 
【災対本部】災対統括部、災対都市建設部 
【関係機関】 
・県（危機管理部） 

 

1 計画の目的  

新常磐交通㈱、高速バス運行事業者、貸切バス事業者（以下、「バス事業者」という。）

は、風水害が発生した場合、被害を最小限にとどめ、乗客の安全を確保するとともに、

迅速な応急復旧に努める。 
 

＜達成目標＞ 
バス事業者は、車内等に救護、救出に必要な器具等を整備し、乗務員等は協力してす

みやかに負傷者の救出、救護処置を行う。また、道路等の復旧状況を勘案しながら、早

期の運行再開に向け、車両等の整備や乗務員の確保に努める。 
 

2 業務の内容  

(1) 風水害発生時の体制 

市防災会議連絡員室が設置されたときは、通信機器を携行した職員をすみやかに派遣

し、情報の収集、伝達及び災害対策に関する連絡調整を行う。 
 

(2) 風水害発生時の対応 

他の交通に注意しながら安全な場所に停止し、災害の規模、道路の規制状況等の収集

に努めるとともに、必要に応じて乗客を最寄りの避難所に誘導するなどの対応を行う。 
 
(3) 乗客等に対する広報 

①  停留所等における利用客に対する広報 

路線を巡回し、災害の情報やバスの運行状況等について周知に努める。 
②  バス乗務員による広報 

輸送指令からの指示、情報及び自車の状況等を把握したうえで、車内放送等により

次の事項を乗客に案内し、混乱の防止に努める。 
・停車地点と理由・災害の規模・被害の状況・運転再開の見込み 
・避難の有無・方法等 
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(4) 救護、救出及び避難 

ア 営業所や車内に救護、救出に必要な器具等を整備する。 
イ 火災、建物倒壊、車両事故等により負傷者が発生した場合は、消防機関に通報する 

とともに、負傷者の手当て、乗客の安全な場所への誘導等適切な処置を講じる。 
ウ 災害に伴う衝突等の被害により多数の死傷者が発生した場合、乗務員は、消防、警 

察等に通報するとともに、乗客等の協力を得ながらすみやかに負傷者の救出、救護処 
置を行い、被害の概要、死傷者数等を運転指令に報告する。 
 

(5) 代替輸送計画 

バス事業者は、路線バスの運転不能区間について、必要に応じ迂回運行や折り返し運

行の措置を講じ、輸送の確保に努める。 
 

(6) 復旧対策 

道路の復旧状況を勘案しながら、早期の運行再開や被災者等の輸送など市災対本部か

らの要請に基づく災害対応業務に協力するため、以下の取組みを行う。 
①  復旧に係る資機材等の調達 

車両の復旧に必要な資機材について関係箇所の配置状況、種類、数量及び協力が得

られる部外関係機関、関係協力会社等の在庫状況等を調査しておくとともに借用方法、

運用方法について定めておく。 
②  乗務員の現況把握及び活用 

被災者、傷病者、災害対応業務従事者等の輸送など、災害時におけるバスの輸送力

を活用する場面が想定されることから、乗務員の数、配置状況を把握しておく。 
 

(7) 住民に対する広報 

運転の状況、復旧見通し等について、情報連絡体制を確立するとともに、報道機関や

災対統括部（広報班）と連携を図りながら、テレビやラジオ、ホームページ、防災メー

ル、ＳＮＳ等により周知を図る。 
 

(8) 報告 

バス事業者は、被害の状況、復旧見込み、代替輸送の方法等をすみやかに市及び県へ

報告する。 
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第 33節  コミュニティ放送事業者の応急対策 

 
【実施主体】㈱いわき市民コミュニティ放送（ＦＭいわき） 
【災対本部】災対統括部 

 

1 計画の目的  

災害発生や避難指示に関する情報などＦＭラジオの緊急放送は、災害時において最も

有力な情報伝達手段の一つであることから、㈱いわき市民コミュニティ放送（以下「Ｆ

Ｍいわき」という。）は、これらに関する情報を入信したときは、市との協定に基づき、

緊急割込み放送などただちに災害時の放送を行う。 
 

＜達成目標＞ 
ＦＭいわきは、気象警報や気象特別警報の発表、風水害発生の情報等を入手した時は、

その内容を迅速かつ正確に放送するとともに、市から高齢者等避難や避難指示、緊急安

全確保の発令または解除などの放送要請があったときは、その情報を迅速に住民等へ伝

達するため、緊急割込み放送や緊急放送を行う。 
また、災害対応や生活関連情報などを適時適切に放送するため、必要に応じ、市災対

本部内に臨時の中継局を開設する。 
 

2 ＦＭいわきの役割及び業務の内容  

(1) 災害発生・避難に関する情報の放送 

①  気象警報や災害発生等の周知 

気象警報や気象特別警報が発表されたとき、または市から被害発生等の発表があっ

たときは、放送中の番組を一時中断し、注意喚起や避難の呼び掛け等を行う。 
なお、Ｊ－ＡＬＥＲＴとの連動により、気象特別警報が発表されたときは、自動的

に緊急割込み放送が行われる。 
②  避難指示の周知 

市長が避難指示を発令し、市から放送の要請があったときは、すみやかに放送中の

番組を一時中断し、避難の呼び掛け等を行うほか、市との協定に基づき緊急割込み放

送を行う。 
③  災害関連番組の編成 

災害の規模、被害の状況等に応じ災害関連番組を編成するほか、市内の広範囲に被

害が及ぶ災害が発生し、災対本部（第三配備体制）が設置されたときは、市の発表す

る災害情報等を迅速に放送するため、必要に応じて災対本部が設置される本庁舎また

は消防本部内に臨時の中継局を開設する。 
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④  災害時の体制について 

災害の規模や内容により、必要なスタッフを招集し放送を行う。 
ア 番組編成、番組内容を検討するスタッフの配備（災対本部） 
イ 情報収集に必要なスタッフの配備（関係機関などへの配置、現場情報収集） 
ウ 取材を行うスタッフの配備（撮影等） 
エ 番組送出を行うスタッフの配備（スタジオ・編集・字幕・送出） 
 

(2) 市民の安否情報、生活関連情報等の放送 

①  安否情報の放送 

市民から寄せられる避難情報や安否情報を収集し、放送する。 
②  生活関連情報の放送 

地域密着型のコミュニティ放送として、災対本部が発表する情報のほか、被災者が

求めるさまざまな生活関連情報等を収集し、放送する。 
ア 医療機関や薬局の開設状況 
イ 小売店等の開設状況 
ウ ライフラインの復旧状況 
エ 食料や日用品、支援物資等の配布に関する情報 
オ 市が実施する被災者に対する支援策等に関する情報 
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第 34節  ライフライン応急対策（電話） 

 
【実施主体】東日本電信電話㈱－福島支店 

 

1 計画の目的  

東日本電信電話㈱は、風水害の発生に際しては、通信設備等を災害から防護するとと

もに、応急復旧作業の迅速かつ的確な実施、避難所等への特設公衆電話回線の設置など

により、災害時における通信の確保を図る。 
 

＜達成目標＞ 
東日本電信電話㈱は、市災対本部への臨時電話の設置など防災関係機関の通信確保を

早急に実施する。また、広報車及びインターネットにより地域の住民に広報するととも

に、災害用伝言ダイヤル１７１、ｗｅｂ１７１の利用や避難所等における特設公衆電話

の運用を開始し、被災地の通信を確保する。 
 

2 業務の内容  

(1) 応急対策計画 

①  災害時の組織体制 

風水害が発生し、または発生する恐れのある場合は、防災業務の円滑かつ的確な実

施を図るため、あらかじめ定められた災害対応のための組織体制を設置する。 
②  いわき市防災会議連絡員室への派遣 

市防災会議連絡員室が設置されたときは、通信機器を携行した職員をすみやかに派

遣し、情報の収集伝達及び災害対策に関する連絡調整を行う。 
③  被害状況の把握及び復旧計画の策定 

基幹施設の点検等をすみやかに実施し、被害箇所の把握に努めるとともに、復旧計

画の策定を行う。 
④  災害対策機器等の出動 

重要回線の救済及び特設公衆電話の円滑な運用を図るため、各種災害対策用機器、

移動無線車等の出動により対応する。 
ア 孤立防止対策用衛星電話 
イ 可搬型移動無線機 
ウ 移動電源車及び可搬電源装置 
エ 応急復旧ケーブル 
オ ポータブル衛星局及び衛星車載局 
カ その他応急復旧用諸装置 
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⑤  災害用伝言ダイヤル１７１、ｗｅｂ１７１の提供 

災害発生時、及び災害の発生により、被災地へ向かう安否確認のための通話等が増

加し、被災地へ向けての通話がつながりにくい状況になった場合は、災害用伝言ダイ

ヤル１７１、ｗｅｂ１７１の利用を可能とする。 
⑥  特設公衆電話の運用 

市との協定に基づき主要な避難所等に設置した特設公衆電話の運用を開始し、被災

者のための通信手段として提供する。 
⑦  無料公衆電話の提供 

災害発生時は、被災者の通信確保を図るため、市内に設置されている公衆電話の使

用を無料とする措置を行う。 
 

(2) 復旧計画 

①  応急復旧工事 

電気通信設備等を緊急に復旧する必要があるため、災害対策機器、応急用資機材等

の仮設備で復旧する工事により、通信の疎通を早急に確保する。 
②  復旧の順位 

通信の途絶解消及び重要通信の確保のため、災害の状況、通信設備の被害状況に応

じ下表の復旧順位を参考とし、適切な措置をもって復旧に努める。 
 

重要通信を確保する機関 
第 1順位 

 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関 

警察機関、防衛機関、輸送の確保に直接関係ある機関 

通信の確保に直接関係ある機関 

電力の供給確保に直接関係ある機関 

第 2順位 

 

ガス、水道の供給の確保に直接関係ある機関 

選挙管理機関、預貯金業務を行う機関、新聞・報道等事業者 

第１順位以外の国または地方公共団体 

第 3順位 第１順位、第 2順位に該当しないもの 

 

(3) 利用者への広報 

災害によって通話サービスに支障を来した場合または利用の制限を行った場合は、次

に掲げる事項について、掲示及び広報車により地域の住民に広報するとともに、報道機

関や災対統括部広報班と連携を図りながら、ラジオ・テレビ放送及び新聞掲載等により、

広範囲にわたっての広報活動を行う。 
ア 災害に対してとられている措置及び応急復旧状況等 
イ 通信の途絶または利用制限をした理由 
ウ 通信の途絶または利用制限の状況 
エ 住民に対して協力を要請する事項 
オ 災害用伝言ダイヤル１７１、ｗｅｂ１７１提供に関する事項 
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カ その他必要な事項 
 

(4) 広域支援体制 

大規模な風水害が発生した場合は、グループ会社をはじめ全国からの応援を要請し、

迅速な災害復旧を図る。 
 

3 公衆通信施設（ＮＴＴ東日本）応急対策フロー図 
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第 35節  ライフライン応急対策（携帯電話） 

 
【実施主体】携帯電話会社（㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱） 

 

1 計画の目的  

㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱（以下「携帯電話会社」とい

う。）は、風水害の発生に際しては、通信設備等を災害から防護するとともに、応急復旧

作業を迅速かつ的確に実施し、通信の確保を図る。 
 

＜達成目標＞ 
携帯電話会社は、防災関係機関の通信確保を早急に実施し、災害発生から概ね３日以

内に復旧工事を開始する。また、報道機関への情報提供及びインターネット等により地

域の住民に広報するとともに、災害用伝言板サービスの利用を可能とし、被災地の民生

の安定を図る。 
 

2 業務の内容  

(1) 応急対策計画 

①  災害時の組織体制 

風水害が発生し、または発生する恐れのある場合は、防災業務の円滑かつ的確な実

施を図るため、あらかじめ定められた災害対応のための組織体制を設置する。 
②  いわき市防災会議連絡員室への派遣 

市防災会議連絡員室が設置されたときは、通信機器を携行した職員をすみやかに派

遣し、情報の収集伝達及び災害対策に関する連絡調整を行う。 
③  被害状況の把握及び復旧計画の策定 

基幹施設の点検等をすみやかに実施し、被害箇所の把握に努めるとともに、復旧計

画の策定を行う。 
④  災害対策機器等の出動 

重要回線の救済のため、各種災害対策用機器、移動無線車等の出動により対応する。 
ア 可搬型移動無線基地車 
イ 移動電源車、発動発電機及び応急ケーブル 
ウ その他応急復旧用諸装置 

⑤  携帯電話の貸出 

避難所や現地災害対策本部機関等への携帯電話の貸出は、当該地域の組織の長の判

断により臨機に対応する。 
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⑥  災害用伝言板サービスの提供 

災害発生時、及び災害の発生により、被災地へ向かう安否確認のための通話等が増

加し、被災地へ向けての通話がつながりにくい状況になった場合、災害用伝言板サー

ビスの利用を可能とする。 
 

(2) 復旧計画 

①  応急復旧工事 

通信設備等を緊急に復旧する必要があるため、災害対策機器、応急用資機材等の仮

設備で復旧する工事により、通信の疎通を早急に確保する。 
②  復旧の順位 

通信の途絶解消及び重要通信の確保のため、災害の状況、通信設備の被害状況に応

じ、下表の復旧順位を参考として適切な措置をもって復旧に努める。 
 

重要通信を確保する機関 
第１順位 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関 

警察機関、防衛機関、輸送の確保に直接関係ある機関 
通信の確保に直接関係ある機関 
電力の供給の確保に直接関係ある機関 

第２順位 ガス、水道の供給の確保に直接関係ある機関 
選挙管理機関、預貯金業務を行う機関 
新聞社、通信社、放送事業 
第１順位以外の国または地方公共団体 

第３順位 第１順位、第２順位に該当しないもの 

 

(3) 利用者への広報 

災害によって通話サービスに支障を来した場合または利用の制限を行った場合は、次

に掲げる事項について、報道機関や災対統括部広報班との連携のもと、テレビ・ラジオ

放送、新聞への掲載、インターネット等により広範囲にわたっての情報提供を行う。 
ア 災害に対してとられている措置及び応急復旧状況等 
イ 通信の途絶または利用制限の状況 
ウ 住民に対して協力を要請する事項 
エ 災害用伝言板サービス提供に関する事項 
オ その他必要な事項 
 

(4) 広域支援体制 

大規模な風水害が発生した場合は、グループ会社をはじめ、全国からの応援を要請し、

迅速な災害復旧を図る。 
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3 通信施設応急対策フロー図  
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第 36節  ライフライン応急対策（電力） 

 
【実施主体】東北電力ネットワーク㈱（いわき電力センター） 

 

1 計画の目的  

東北電力ネットワーク㈱は、風水害発生時における電力ラインを確保するとともに、

感電事故や電気火災等から住民の安全を守るため被災箇所の迅速、適正な復旧を実施す

る。 
 

＜達成目標＞ 
東北電力ネットワーク㈱は、病院、公共機関、防災関係機関、避難所等の電力確保を

すみやかに行うとともに、被災箇所の迅速、適正な復旧工事を実施する。 
停電による社会不安の除去、公衆感電事故防止、電気火災等二次災害防止、電力施設

被害状況、復旧の見通し等について周知を図る。 
 

2 業務の内容  

(1) 復旧活動体制の組織 

①  災害時の組織体制 

風水害が発生し、または発生する恐れのある場合は、防災業務の円滑かつ的確な実

施を図るため、あらかじめ定められた災害対応のための組織体制を設置する。 
②  いわき市防災会議連絡員室への派遣 

市に防災会議連絡員室が設置されたときは、通信機器を携行した職員をすみやかに

派遣し、情報の収集伝達及び災害対策に関する連絡調整を行う。 
③  被害状況の把握及び復旧計画の策定 

基幹施設の点検等をすみやかに実施し、被害箇所の把握に努めるとともに、復旧計

画の策定を行う。 
④  動員体制 

ア いわき電力センター所長は、防災体制発令後ただちに予め定める対策要員の動員 
を指示する。 
なお、夜間休日等の緊急呼集並びに交通、通信機関の途絶に対応できるよう、呼集 

方法、出動方法等について検討し適切な活動組織を編成する。 
イ 被害が甚大で当該店所のみでは早期復旧が困難な場合は、他店所や関連企業に応援 

を要請し要員を確保する。復旧作業隊及び復旧資材の迅速な輸送を図るため、緊急通 
行車両の指定措置を関連機関に要請する。 

ウ 復旧作業隊の集合場所は、上荒川公園内を基本とし、災害の規模及び状況に応じて 
災対統括部と協議のうえ決定する。 
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⑤ 通信の確保 

防災体制を発令した場合すみやかに関係店所間に非常災害用電話回線を構成する。 
⑥  被害情報の把握と情報連絡体制 

いわき電力センター所長は、設備（変電所、送電線、配電線等）の被害状況を迅速、

的確に把握するとともに、その状況について市をはじめ関係機関に伝達する。 
 

(2) 応急対策 

①  復旧資材の確保 

ア 予備品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資材は、可及的すみやかに確保する。 
イ 災害対策用資機材の輸送は、自社で対応することが困難な場合は、予め要請した請 
負業者の車両、舟艇、ヘリコプター等をはじめ、その他実施可能な運搬手段により行 
う。 

ウ 災害時において復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要な場合、並びに人命の確 
保及び資材運搬が困難な場合は、県または市災対本部に協力を要請する。 

②  災害時における危険予防措置 

災害時においても原則として供給を継続するが、二次災害の危険が予想され市災対

本部、警察、消防等から要請があった場合は、送電停止等適切な危険予防措置を講じ

る。 
③  電力の融通 

各電力会社と締結した「全国融通電力受給契約」及び東北電力ネットワークと隣接

する各電力会社と締結した「二社融通電力受給契約」に基づき電力の緊急融通を行う。 
④  応急工事 

災害時における応急工事については、恒久的復旧工事との関連及び情勢の緊急度を

勘案して迅速、的確に実施する。緊急復旧を要する箇所は電源車、バイパスケーブル

車、仮設変圧器車などを利用して早期送電を行う。 
 

(3) 復旧計画 

復旧計画の策定及び実施にあたっては病院、公共機関、避難場所等を優先することと

し、国、県、市災対本部と連携し復旧計画を策定する。 
 

(4) 利用者への広報 

停電による社会不安の解消と公衆感電事故防止及び二次災害防止の周知について、災

対統括部広報班と連携を図りながら、広報車及びチラシ、掲示板等の利用並びに報道機

関の協力を得てラジオ、テレビ等放送媒体及び新聞等により電力施設被害状況、復旧見

通し、公衆感電事故防止、電気火災の防止等について周知を図る。 
また、ＦＭいわき等へ積極的に情報を提供し，広報活動の協力を得る。 
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(5) 広域応援体制 

復旧活動にあたり、他電力会社への応援要請または派遣について、電力会社間で策定

した「災害復旧要綱」に基づき応援要請を行う。また、関係工事会社についても、復旧

活動の支援を依頼する。 
 

3 電力供給施設応急対策フロー図 

 

 
 

災害発生 
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第 37節  ライフライン応急対策（ガス） 

 
【実施主体】 
・東部ガス㈱、いわきガス㈱、常磐都市ガス㈱、㈱常磐共同ガス、(一社)福島県ＬＰガス協

会等（以下「ガス事業者」という。） 
 

1 計画の目的  

ガス事業者は、風水害発生後すみやかに、災害の規模、ガス施設への影響等の調査を

行い、ガスによる二次災害の恐れがある地域については、ガスの供給を停止する。供給

を停止した場合は、事前に定めた復旧計画に沿って安全で効率的な復旧を進める。 
 

＜達成目標＞ 
①都市ガス事業者 

災害発生後 ガス供給設備等の被害状況の把握 
供給停止判断・措置 
二次災害防止措置 
経済産業省関東東北産業保安監督部等への報告 
消費先の安全確認、供給再開開始 

供給停止後概ね 14 日 供給再開完了(注) 
（注）大規模な被害が生じた場合を除く。 
②ＬＰガス事業者 

災害発生後 1時間 充てん所の被害状況把握 
災害発生後 3時間 二次災害防止措置 
災害発生後 2日 消費先の緊急点検完了 
災害発生後 3日 充てん所の復旧（注１）、 

消費先安全確認完了（注２） 
注１ 大規模な被害が生じた場合を除く。 
注２ 安全確認は、消費者の利用再開の要望がある場合。 

 

2 各主体の責務  

(1) 市民の役割 

ガス栓を閉止する等の風水害発生時に取るべき安全措置に従い、ガスによる出火、爆

発等の事故発生防止に努める。 
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(2) 県の役割 

県は、ＬＰガス充てん所及びＬＰガス販売事業者（以下、「ＬＰガス事業所」という。）

の安全確保の徹底を図る。また、二次災害防止のための広報を行う。 
 

(3) ガス事業者の役割 

ア ガス供給設備の安全点検 
イ 二次災害防止のための広報 
ウ 被害状況をふまえて復旧計画を定め、災害発生時の緊急措置マニュアルに従って安 
全で効率的な復旧を進める。 

エ 都市ガス事業者は、供給再開前に消費先ガス設備の安全確認点検を行う。 
オ ＬＰガス事業者は、風水害発生後、すみやかに消費先ガス設備の緊急点検を行う。 
  また、必要に応じて、使用再開前に安全確認点検を行う。 
カ ＬＰガス事業者は、都市ガス供給停止区域の避難所、公共施設等への緊急供給を行 
う。 

キ ＬＰガス事業者は、流出した容器の安全な回収を行う。 
 

3 ガス事業者の業務内容  

(1) 復旧活動体制の組織 

①  災害時の組織体制 

風水害が発生し、または発生する恐れのある場合は、防災業務の円滑かつ的確な実

施を図るため、あらかじめ定められた災害対応のための組織体制を設置する。 
②  いわき市防災会議連絡員室への派遣 

市防災会議連絡員室が設置されたときは、通信機器を携行した職員をすみやかに派

遣し、情報の収集伝達及び災害対策に関する連絡調整を行う。 
 

(2) 緊急措置 

①  災害対策本部の設置 

ガス事業者は、災害によりガス工作物に甚大な被害の発生またはその恐れがある場

合、被害状況把握、応急復旧及びその他保安措置を円滑かつ適切に行うため、災害対

策本部を設置するとともに、被災地に現地対策本部を設置する。 
②  被害状況の把握 

ガスの圧力・流量等の情報を早期に収集するとともに、すみやかに次の施設の被害

調査、巡視点検を行いガス工作物の被害状況を把握する。 
ア 製造所・供給所の施設 

ガス発生設備、受入設備、機械設備、ガスホルダー、液化ガス貯槽、配管・計装 
設備、電気水道設備等について目視または計測器、ガス漏えい検知器による調査、 
点検を行う。 
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イ 導管施設 
重要な導管、架管部、整圧器等を車両または徒歩により巡回し、目視・臭気また 

はガス検知器等による調査、点検を行う。 
ウ 供給停止 

調査の結果、ガスによる二次災害の恐れのある地域については、ガスの供給を停 
止する。 

 
(3) 復旧計画 

①  製造所・供給所施設の復旧 

ガス発生設備、受入設備、ガスホルダー等を巡視点検し、設備からのガス漏えい、

沈下、変形等異常の有無を調査し、損傷部分は修理を行う。 
②  導管施設復旧 

ア 需要家を戸別に巡回し、需要家のガス栓・メーターガス栓の閉栓を行う。 
イ 修理要員を増強して待機させ、消費末端における導管の漏えい箇所は即刻ビニール 

テープなどによる応急修理を行い、すみやかに本修理を実施する。 
ウ 万が一、高中圧管が損傷した場合には、当該箇所の修理を行う。損傷箇所の修理完 

了後ガスを通しエアパージを行い、導管内の圧力を保持する。 
エ ブロック内の低圧導管網に断続的に試験ガスを流し、漏えい調査を行い、損傷箇所 

の修理を行う。その際、二次災害防止のため、広報車によるＰＲの徹底、さらに安全 
を確保するため作業員の巡回を実施する。特に、橋梁、河川の架管部を重点的に調査 
する。 

オ ブロック内導管網の復旧後、エアパージを行い、導管網を通常の供給圧力程度に保 
持する。 

カ 漏えい規模が大きい場合は、本支管バルブまたは導管を切断することにより当該区 
域への供給を遮断するとともに、ただちに復旧にあたる。 

キ ガス漏えいが甚だしく引火の危険性がある場合は、付近住民に火気厳禁の措置を講 
じ、状況によっては住民の避難措置をとる。 

ク 需要家への供給を再開するにあたっては、広報車によるＰＲを実施するとともに、 
戸別に訪問し開栓する。 

ケ ガス施設復旧までの間、必要に応じて代替燃料供給を行う。 
③  広域応援体制 

災害が発生し救援の必要が生じた場合は、日本ガス協会東北部会の定める「地震・

洪水等非常事態における救援措置要綱」によって救援要請を行う。 
④  利用者への広報 

二次災害の防止と、円滑な復旧作業を行うため、災対統括部広報班と連携を図りな

がら、次の広報活動を行う。 
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ア 広報の内容 
ａ ガス供給停止地区 

・復旧の見通しとスケジュール 

・復旧作業への協力依頼 

ｂ  ガス供給継続地区 
・ガス臭気、漏れ等異常時のガス会社への通報 
・ガスの安全使用周知 

イ 広報の方法 
a 報道機関への協力要請 

b 広報車による巡回 

c 戸別訪問によるチラシ配布 

d 諸官公署への協力要請 
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第 38節  ライフライン応急対策（石油） 

 
【災対本部】災対統括部、災対総合政策部、災対財政部、災対消防部 
【関係機関】県（危機管理部、商工労働部） 
【実施主体】 
・福島県石油商業組合（いわき支部）、(公社)福島県トラック協会いわき支部等 
 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 

 

1 計画の目的  

東日本大震災では、市内の物流機能が大幅に低下し、ガソリンなど燃料の確保に苦慮

したことから、救急・救助、ライフラインの復旧、支援物資の輸送など災害対応車両用

や避難所等における暖房用の燃料の確保について、定めるものである。 
 

＜達成目標＞ 
市は、協定に基づき、(公社)福島県トラック協会いわき支部等から災害対応車両用の

燃料の供給を受けるほか、避難所等における発動発電機やストーブ用の燃料（ガソリン、

灯油）については、備蓄倉庫等や避難所等であらかじめ備蓄したガソリン缶詰等の活用

やコメリ災害対策センターとの協定に基づく供給により対応する。 
市内で燃料が不足する恐れがある場合は、県を通じて燃料の供給について要請を行い、

市民の不安解消に努める。 
 

2 各主体の責務及び業務の内容  

(1) 市民の役割 

発災直後は、災害対応車両への優先給油に協力するとともに、過剰な備蓄等によりパ

ニックを起こさないよう、冷静な対応に努める。 
 

(2) 県の役割 

福島県石油商業組合との協定に基づき、市から要請があったときは、すみやかに燃料

を確保するとともに、必要に応じて国家備蓄の取り崩しや被災地への燃料供給について

国等に要請を行う。 
 

(3) 市の役割 

ア 災対財政部は、(公社)福島県トラック協会いわき支部等との協定に基づき、災害対

応 
車両への燃料供給について要請する。 

イ 災対統括部は、市内で燃料が不足する恐れがあると判断したときは、県（生活環境 
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部）に対し、県と福島県石油商業組合との協定に基づく燃料供給について要請する。 
ウ 災対統括部は、ライフライン事業者や物資等輸送業者など災害対応に関わる事業者 
等から災害対策基本法施行令第 39条第１項に基づく緊急通行車両の申請支援につい 
て要請があったときは、県警察本部（各警察署）と連携を図りながら、必要な措置を 
講じる。 

エ 災対統括部広報班は、市内のガソリンスタンド等の開設状況や燃料の確保等につい 
て、福島県石油商業組合等からの情報提供に基づき、テレビ、ラジオやホームペー 
ジ等により市民に情報提供を行う。 

 
(4) (公社)福島県トラック協会いわき支部等 

ア 所有する給油所の安全確認点検を行うとともに、停電時には、自家発電装置等を稼 
働させるなど、燃料供給体制を整備する。 

イ 協定に基づき市から要請があった場合は、給油場所を指定して災対財政部に通知す 
るとともに、消防車や救急車など人命救助・救出に係る車両を中心に燃料を供給する。 

 
(5) 福島県石油商業組合いわき支部 

ア 市内のガソリンスタンド等の被災状況を把握するとともに、自家発電装置等を稼働 
させるなど燃料供給体制を整備する。また、市内の給油可能施設や今後の燃料入荷時 
期などについて、報道機関や災対統括部（広報班）と連携を図りながら、広く市民に 
情報提供を行う。 

イ ガソリンスタンド等の施設が被災し、地域住民等に被害が及ぶおそれが生じたとき 
は、すみやかに消防、警察、災対統括部に報告するとともに、これらの機関と連携し 
て周辺住民の避難などの措置を講じる。 
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第 39節  ライフライン応急対策（水道） 

 
【災対本部】災対水道部、災対市民協働部、災対保健福祉部 
【関係機関】日本水道協会東北地方支部、いわき市管工事協同組合など 

 

1 計画の目的  

風水害発生時において飲料水及び生活用水（以下「飲料水等」という。）の確保は、被

災者の生命維持、人心の安定を図るうえでも極めて重要である。 
市は、被災地に必要な飲料水等を迅速に供給するため、拠点給水、運搬給水、仮設給

水等の応急給水対策を実施するとともに、二次災害の発生を未然に防止し、可能な限り

すみやかに水道施設を修復し、給水機能の回復を図る。 
 

＜達成目標（応急給水目標水量）＞ 
災対水道部は、災害発生から 3日以内（第 1段階）は 1人あたり 1日 3ℓ、その後、1

週間以内（第 2段階）は 10ℓ、さらにその後の 2週間以内（第 3段階）は 50～100ℓ と段

階的に給水量を確保し、それ以降は可能な限りすみやかに被災前の水準まで回復させる。 

災害発生からの日数 目標水量 用途 
第 1段階 災害発生～3日目まで 1 人 1 日 3ℓ 生命維持に必要な飲料

水 

第 2段階 4 日目以降～7日目ま

で 

1 人 1 日 10ℓ 炊事、洗面等の最低生

活水量 

第 3段階 8 日目以降～14 日目ま

で 

1 人 1 日 50～100ℓ 生活用水の確保 

第 4段階 15 日目以降 1 人 1 日 150～200ℓ 生活用水の確保 
 

 

2 各主体の責務  

(1) 市の役割 

ア 災対水道部は、給水区域内の被災状況を的確に把握し、総合的な飲料水等の供給や 
水道施設による給水機能がすみやかに回復するよう必要な措置を講じる。また、状況 
により水道工事業者等と連絡を密にして緊急体制をとる。 

イ 災対市民協働部は、給水区域外の飲料水供給施設等の被害状況を把握し、高濁水の 
流入等があった場合は、給水車等による応急給水を実施する。 

ウ 災対保健福祉部は、給水区域外の飲料水供給施設や非常用井戸水の水質検査を実施 
し、安全を確保する。 
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(2) 市民の役割 

被害状況によっては災害発生直後から応急給水活動の開始が見込まれるが、概ね３日

間に必要な飲料水は、自らの備蓄や非常用井戸の活用等により賄うよう努める。 
 

3 業務の内容  

(1) 応急給水計画と応急復旧計画の策定 

ア 市（災対水道部、災対市民協働部）は、被害状況を迅速かつ的確に把握し、応急給 
水と応急復旧の計画を同時に立案し、相互に関連を保ちながら応急対策を実行する。 

イ 計画の策定にあたっては、段階的に目標水準を定め、災害直後３日以内は市民の生 

命維持に必要な飲料水及び医療機関等への給水を中心に行い、その後は拠点給水、仮 

設給水栓等により飲料水等の給水量を確保し、２週間程度で全戸への給水再開を目標 
とする。 
 

(2) 実施体制・広域応援体制 

市及び県は、相互に連絡調整を図りながら、関係機関、地域住民（自主防災組織を含

む。）の応援協力を得て応急対策を実施する。 
①  市 

ア 給水車、耐震性貯水槽、仮設給水栓等により被災者に応急給水を行う。また、水質 
検査及び消毒を行い、衛生対策を徹底する。 

イ 被災した水道施設の復旧対策を行う。 
ウ いわき管工事協同組合等に応援協力を要請し円滑な応急対策を実施する。 
エ 市のみで給水、復旧活動が困難な場合は、県、近隣市町村、日本水道協会福島県支 

部等に応援を要請する。 
②  県 

市の要請に応じ、近隣市町村、日本水道協会東北地方支部、近隣県及び自衛隊、さ

らに厚生労働省を通じ、全国の水道事業者等への応援の要請及び調整を行う。 
③  指定給水装置工事事業者等 

指定給水装置工事事業者及び水道資機材の取扱業者等は、市から要請のあったとき

は積極的に応急対策活動に協力する。 
 

(3) 被害状況の収集伝達 

市は、風水害が発生した場合は、すみやかに施設を点検して被害状況の把握に努める

とともに、消防本部との連絡体制を確保する。また、被害状況の把握及び復旧の見通し、

給水活動の状況について、県及び日本水道協会東北地方支部に報告する。 
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(4) 緊急措置 

市は、二次被害の防止措置及び被害発生地区の分離を行い、被害の拡大を防止する。 
①  二次被害の防止措置 

ア 火災が発生した場合、すみやかに消火活動を行う。 
イ 消毒用薬品等の漏出防止措置を講じる。 
ウ 災害による水道の断減水の状況について、消防本部へ連絡する。 

②  被害発生地区の分離 

被害が少なく継続して給水が可能な地区と、被害が大きく継続給水が不可能な地区

を選別し、配水管のバルブ操作等により配水区域を分離して配水池の浄水の漏出防止

を図る。 
 

(5) 飲料水等の確保 

①  飲料水の確保 

ア 緊急遮断弁を整備した配水池、耐震性貯水槽、公共施設の受水槽及び応急給水施設 
において、災害発生直後における当面の飲料水を確保する。 

イ 災害を免れた水道施設及び浄水機等を稼働し、飲料水を確保する。 
②  生活用水の確保 

ア 市及び住民が所有する井戸、河川水を活用する。 
イ 工業用水等の水道水源以外の水や雨水等に消毒剤を添加し、水洗トイレの流し水、 

手洗水等への利用を図る。 
③  飲料水の衛生確保 

 給水する飲料水の残留塩素濃度を測定し、適切に消毒されていることを確認する。 
 

(6) 応急給水の実施 

市は、風水害により被災した市民に対しすみやかに飲料水等の応急給水を行う。給水

にあたっては、衛生対策、要配慮者等に対して十分に配慮し、被害状況に応じ地区別に

給水方法を選定し、地域住民、各種団体等の協力を得て円滑な給水を行う。 
①  給水計画 

 時系列区分を基本として次の区分で行う。 
ア 第１段階 

被災地区の住民の生命維持に必要な最小限の水量として、１人１日３ℓ程度の確保

を目標に、小中学校など地域の主要避難所や公園にあらかじめ設置した耐震性貯水

槽の活用または給水設備を設けて応急給水を実施する。なお、医療施設、福祉施設、

老人施設等へ優先的に運搬給水する。 
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イ 第２段階 

飲料水の給水とあわせて、住民の炊事、洗面、洗濯等に必要な最小限の水量とし

て、１人１日 10ℓ 程度の確保を目標に、応急給水場所への運搬給水を増強する。ま

た水道施設の応急復旧を急ぎ、一部でも通水ができるところから順次、仮設給水栓

を設置し給水する。 

ウ 第３段階 

生活用水として、１人１日 50～100ℓ の確保を目標とするとともに、復旧対策を促

進し、給水エリアの拡大を図る。 

エ 第４段階 

生活用水として、１人１日 150～200ℓ の確保を目標とするとともに、復旧対策を

促進し、給水エリアの拡大を図る。 

②  要配慮者への給水 

高齢者等の要配慮者への給水は、ボランティアや地域住民（自主防災組織を含む。）

の協力を得て行う。 
 

(7) 応急復旧対策の実施 

市は、応急復旧計画に基づき、優先順位を明確にし、衛生対策などへの対応等を十分

に配慮して関係機関との連絡調整を図りながら可能な限りすみやかに応急復旧を行う。 
①  応急復旧範囲の設定 

市による応急復旧は、各戸第 1止水栓までとし、以降の給水装置の復旧は所有者が

実施する。 

②  復旧作業の手順 

原則として取水施設、導水施設、浄水施設を最優先として、次いで送水管、配水管、

給水装置（第 1止水栓まで）の順に作業を行う。 

③  優先順位 

緊急度の高い医療施設、人工透析治療施設、災害応急・復旧対策の中枢を担う官公

署庁舎、冷却水を必要とする発電所・変電所など、あらかじめ定めた重要度の高い施

設から優先的に実施する。 
④  応急復旧資機材の確保 

市が確保している応急復旧用資機材だけでは不十分な場合は、すみやかに他自治体

及び市管工事協同組合等の支援を受け、舗装切断機、掘削機等の応急復旧資機材等を

調達、確保する。 
⑤  配管給水の衛生確保 

応急復旧後の通水にあたっては、飲料水の遊離残留塩素濃度を適宜測定し、0.2 ㎎/ℓ

以上（結合残留塩素の場合は 1.5 ㎎/ℓ 以上）となるよう消毒を強化する。 
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⑥  ライフライン関係機関相互の情報交換、復旧対策の推進 

電気、ガス、上下水道等の施設間で相互に被害状況を情報交換し、災害対策初動期

における被害状況の把握を的確に行い、応急復旧計画を的確に策定する。 
復旧にあたっては、特に下水道の復旧状況に配慮し通水を行う。 

 
(8) 住民への広報・情報連絡体制 

市（災対水道部等）は、報道機関や災対統括部広報班等と連携を図りながら、市民に

対して断減水の状況、応急給水状況（給水所の場所、時間等）、応急復旧の目標や見通し、

飲料水の衛生対策等について、きめ細かな広報に努める。 
①  第１段階の広報 

局地的な断減水の状況、応急給水状況、飲料水の衛生対策等の情報をテレビやラジ

オ、防災メール、ＳＮＳ、回覧、掲示板、広報車等により実施する。 
②  第２段階以降の広報 

復旧状況または復旧の見通しを中心として広報を行う。 
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第 40節  ライフライン応急対策（下水道） 

 
【災対本部】災対生活環境部 
【関係機関】 
・国、県、(公社)日本下水道協会 
・下水道、農業集落排水等事業関連業者等（建設業者、委託業者等） 

 

1 計画の目的  

大雨による浸水被害の発生を防ぐため、雨水ポンプを適切に稼働させるとともに、風

水害が発生した際は、すみやかに下水道施設の被害状況を把握し、応急対策により、一

時的な管路やポンプ場における排水機能や処理場の処理機能を確保する。 
 

＜達成目標＞ 
市（災対生活環境部）は、災害時には、あらかじめ作成したマニュアルに基づき、処

理場、ポンプ場、管きょ等の処理機能、排水機能を保つための活動を実施する。 
下水道施設等復旧は概ね次の計画を目安にする。 
気象警報が発表され、基準を上

回る降水量が観測された場合 

・雨水ポンプの稼働 

発災から 3日目程度 ・管路の緊急点検・調査、応急復旧着手 
・処理場やポンプ場の点検、応急復旧着手 

 〃3 日目程度～1週間程度 ・管路の一次調査 
 〃1 週間程度～1箇月程度 ・本復旧調査着手 
 〃1 か月～ ・本復旧着手 

 

 

2 各主体の責務  

(1) 市民（各家庭、企業、学校、事業所等）の役割 

ア 風水害により下水道等の処理場、ポンプ場、管きょが被害を受け、下水処理機能、 
 下水流下機能が停止または機能低下し、下水道等管理者から下水道等の使用の自粛を 
 求められた場合は、協力すること。 
イ 下水道等被災時においては、下水道等に流入する水の流入を少なくするため、トイ 
レ使用、入浴等をできるかぎり自粛する。 

ウ 災害発生から、３日間程度に必要な携帯トイレ等は自らの備蓄で賄うよう努める。 
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(2) 市の役割 

ア 市内で降水が確認され、浸水被害の発生が予想される場合は、運転マニュアルに基 
づき、すみやかに雨水ポンプを稼働させ、排水機能を確保する。 

イ 被災時には、運転マニュアルに基づき、処理場、ポンプ場、管きょ等の処理機能、 
排水機能を保つための活動を実施する。また、必要に応じ、可能な限り、処理場、ポ 
ンプ場等の処理機能、排水機能を保つための活動を実施する。 

ウ 被災時は、下水道等施設の被害状況を把握し応急的処置を講じるとともに、早期 
に使用再開計画を策定し、市民に対し被災状況、トイレの使用制限等の協力依頼等に 
ついて広報を行う。 

 
(3) 県の役割 

ア 必要に応じ、被災した市への支援を実施するため、被災調査に必要な資機材、応急 

復旧に必要な仮設資材等災害時に必要な資材を提供する。 

イ 状況に応じて「下水道における災害時支援に関するルール（(公社)日本下水道協会 

策定）」を適用し、県下水道対策本部を設置して広域的な下水道事業関係者の応援を 

求めるなど、支援体制の整備に努める。 

 
(4) 下水道、農業集落排水事業等関連業者等の役割 

市から受託・受注を受けている事業者や市と災害時の協定を締結している事業者等は、

市と連携して、被災箇所の調査や応急復旧等を円滑に実施するために必要な対策に努め

る。 
   

3 業務の内容  

(1) 被害調査の実施 

①  管路及び水路の被害状況の調査 

ア 緊急点検・調査 
浸水等が懸念される地域の管路などについて管路などについて、重大な機能障害 

や人的被害の危険性を把握するため、主に目視（主に車上からの道路上の目視など） 
により、路面の状況（側溝方の越水の有無等）及び道路交通への支障（人孔蓋浮上 
等）、雨水幹線と都市下水路の流水状況や状態の確認を行うほか、マンホール内の流 
水状況の点検など被害状況について調査を調査を行う。 

イ 一次調査 
被災した区域全体の管路などについて、被害状況や応急復旧工事の必要性を把握

するため、管路及び水路の異常の有無などの状況について調査を行う。 
ウ 本復旧調査 

一次調査の結果を踏まえ、本復旧の検討や災害査定資料作成のため、目視やテレ

ビカメラなどにより、人孔内や管路内及び水路の状況について詳細に調査を行う。 
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②  処理場・ポンプ場の被害状況の調査 

ア 緊急点検・調査 
受変電設備、ポンプ設備などの主要施設について運転状況等を確認する。また、

沈砂池や沈殿池、自家発電施設などについて点検を行い、被害状況について調査を

行う。 
イ 本復旧調査 

本復旧の検討や災害査定資料作成のため、処理場やポンプ場施設の状況について

詳細に調査を行う。 
 

(2) 応急対策の実施 

①  管路及び水路の応急対策 

管路の排水機能を暫定的に回復させるため、次の応急対策（復旧工事）を検討・実施する。 
a 土砂のしゅんせつ 

b  破損箇所の修繕 

c  可搬式ポンプによる下水の排除 

d  大型土のうによる水路側面の崩落防止と断面確保 
②  処理場・ポンプ場の応急対策 

処理場の処理機能やポンプ場の排水機能を暫定的に回復させるため、次の応急対策

（復旧工事）を検討・実施する。 
a  直接放流なども含めた放流先の確保 

b  被害程度の少ない最初沈殿池・反応槽を簡易沈殿池として利用することによる

水処理（簡易沈殿）機能の確保 

c  塩素剤を利用した消毒機能の確保 

d  仮設ポンプなどによる揚水（仮設）機能の確保など 

 
(3) 復旧対策の実施計画 

市（災対生活環境部）は、市民生活における下水道の重要性を考慮し、できる限り速

やかな復旧対策を実施する。 
復旧にあたっては、処理場、ポンプ場、管路など主要施設から順次行う。 
 

(4) 利用者への協力要請 

市（災対生活環境部）は、下水道施設の被害が広範囲にわたり速やかな復旧が不可能

な場合、災対統括部（広報班）と協議のうえ利用者に対して広報活動を行い、協力を要

請する。 
ア 水洗トイレ、風呂などの使用制限 
イ 下水道施設の異常を発見したときの通報など 
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第 41節  工業用水道施設の応急対策 

 
【実施主体】県（企業局）、水道局 
【災対本部】災対水道部 
【関係機関】日本工業用水協会、東北地域の各工業用水協定事業者など 

 

1 計画の目的  

南東北の工業拠点としての役割を担う区域を構成するいわき市において、工業用水道

は不可欠であり、生産中断は、地域経済に多大な影響をもたらす。 
復旧にあたっては、被害状況を把握して二次災害の防止を最優先とし、次に生産用水

確保に向けて、順次施設を復旧することとする。 
 

＜達成目標＞ 
管理者である県及び市のほか、委託業者等の関係機関は、緊急連絡体制のマニュアル

に基づき、受水企業へ被害の種類、程度、復旧見込み、送水継続の可否等をすみやかに

連絡する。 
県及び市は、発災から概ね１週間以内に施設・設備の仮復旧をし、概ね 1か月以内に

本復旧を開始する。 
 

2 業務の内容  

①  活動体制の確立 

県及び市は、災害発生後ただちに、あらかじめ定めた基準等により職員を動員する

とともに、必要に応じて災害対策組織等を設置して、活動体制を確立する。 
②  被害状況の把握 

県、市及び委託業者は、風水害発生後すみやかに、パトロールの実施等により情報

収集を行い、施設の運転状況及び被害状況を的確に把握する。 
③  応急措置 

県、市及び委託業者は、被害状況の把握により応急措置が必要と判断される場合は、

ただちに給水停止等の適切な措置を講じ、被害の拡大防止対策を最優先に実施する。 
④  利用者等への連絡 

ア 受水企業への連絡 
県、市及び委託業者は、施設が被災した場合、受水企業に被害の種類、程度、復

旧見込み、送水継続の可否等をすみやかに連絡する。 
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イ 一般住民への広報 
県及び市は、一般住民にも被害が及ぶことが予想される時は、広報車等により付

近住民に周知し、二次災害の防止に努める。 
⑤  復旧対策 

復旧は、管理者が行うものとし本復旧を原則とするが、本復旧に長時間を要する場

合は、急を要するものから仮復旧を行う。 
また、埋設管路等は道路に電気、ガス、上水道関係と一緒に配管されている場合が

多いため、復旧計画の策定にあたり、これらの機関とも連携を図りながら決定する。 
市内の工業用水道事業 

管理者 事業名 

県 磐城工業用水道、勿来工業用水道、小名浜工業用水道 

市 好間工業用水道 
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第 42節  危険物等施設の応急対策 

 
【災対本部】災対統括部、災対生活環境部、災対消防部 
【関係機関】 
・県（危機管理部） 
・企業等事業者 

 

1 計画の目的  

危険物等は、風水害発生に伴う火災、爆発、排出等により、従業員はもとより周辺住

民に対しても大きな被害を与える恐れがある。従って、危険物等取扱施設については災

害による施設の被害を最小限にとどめ、施設の従業員並びに周辺地域住民に対する被害

防止を図るため、関係機関及び関係事業所は相互に協力して、これら施設の被害を軽減

するための対策を確立する。 
 

＜達成目標＞ 
市及び危険物等取扱事業者は、災害等による被害を最小限にくい止め、危険物施設、

火薬類貯蔵施設、高圧ガス施設、毒物劇物保管施設、放射性物質施設等の損傷による二

次災害を防止する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 事業所等の役割 

風水害による被害を最小限にくい止めるとともに、施設の従業員並びに周辺住民に対

する危害防止のため、市及び関係機関等と協力して被害の拡大防止を図る。 
 

(2) 市の役割 

ア 風水害による危険物等施設の被害状況を把握し、関係事業所等と連携して被害の拡 
 大防止を図る。 
イ 危険物等施設の被害状況について効率的な広報を実施するとともに、危険物等によ 
 り住民の生命及び身体を保護するために必要と認められる場合は、警察署等と連携を 
図りながら、避難指示を発令する。 

ウ 必要に応じて環境調査を実施し、その結果を市民に公表するとともに、関係機関等 
に通報して必要な対策が講じられるよう努める。 
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(3) 県の役割 

風水害による危険物等施設の被害状況を把握するとともに、関係機関と連絡調整を行

い、市に対し危険物等施設の被害状況の周知及び危険物等により住民の生命及び身体を

保護するために必要と認められる場合の的確な避難誘導を要請する。 
 

(4) 県警察本部の役割 

道路管理者等と連携を図りながら、消防活動の円滑化と緊急輸送の確保のため、被災

危険物等取扱施設周辺の交通対策を実施する。 
 

(5) 福島海上保安部の役割 

海上における危険物対策として、危険物積載船舶または荷役中の船舶に対し、事故防

止のための必要な指導や航行の制限若しくは禁止の命令を行う。 
 

3 業務の内容  

(1) 危険物等施設の応急対策 

危険物等取扱事業所の責任者、管理者は、次に掲げる措置を各施設の実態に応じて講

じるとともに、市消防本部と連携して、被害の拡大防止と危害防止を図る。 
①  共通の応急対策 

ア 関係機関との連絡体制の確保 
危険物等取扱事業所は、風水害により被災した場合、消防、警察等関係機関及び 

隣接事業所に事故状況を伝達する等すみやかに連絡体制及び協力体制を確立する。 
イ 災害発生時の自主防災活動 

危険物等取扱事業所は、風水害発生時には予め定めた自衛消防組織等の活動要領

に基づき自主防災活動を行う。 
ウ 危険物等施設の緊急停止と応急点検 

危険物等取扱事業所は、風水害発生時には危険物等の取扱い作業の停止、装置等

の緊急停止を行うとともに、ただちに応急点検を実施する。 
エ 危険物等施設の応急措置 

危険物等取扱事業所は、危険物等施設の被害や人身災害の発生状況及び付近の状 
 況等について十分に考慮し、現況に即した適切な応急措置を講じる。 
a 危険物等施設の損傷等異常を発見したときは、補修、危険物等の除去等適切な措 

置を講じる。 

b 危険物等による災害が発生した場合には、消火剤、オイルフェンス、中和剤等を 

十分活用し、現状に応じた初期消火や危険物等の排出防止措置を行う。 
オ 周辺地域住民に対する広報等 

危険物等取扱事業所は、地域住民の安全を図るため、すみやかに災害発生を広報

し避難誘導等適切な措置を講じるとともに、関係機関に住民への広報や避難誘導等

の協力を求める。 
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②  個別の応急対策 

ア 危険物、毒物劇物及び有害物質 
a 取扱従事者の応援体制の確保 

取扱事業所は、被災状況に応じ、隣接事業所等の危険物、毒物劇物取扱従事者及

び公害防止管理者等の協力を得て適切な対応を図る。 

b 取扱事業所は、移送運搬中の責任者とすみやかに連絡を取れるよう、内部におけ 
る連絡系統を明確にしておく。 

イ 火薬類 
取扱事業所の責任者は、現場の消防機関及び警察の警備責任者等と連絡を密にし、

すみやかに次の措置を講じる。 
a 保管、貯蔵または運搬中の火薬類を安全地域に移す余裕のある場合は、すみやか 

にこれを安全な場所に移し、見張り人をつけて関係者以外の者が近づくことを禁止 

する。 

b 安全な場所に移すことができない場合は、火薬類を付近の貯水槽等に沈めるなど 

安全な措置を講じるほか、火薬庫にあっては、入口、窓等を目塗り等で完全に密封 

し、木部には防火措置を講じ、爆発により被害を受ける恐れのある地域はすべて立 

入禁止の措置をとり、危険区域内の住民等を避難させるための措置を講じる。 

c 吸湿、変質等により原性質若しくは原形を失った火薬類等は、火薬類取締法に基 

づき廃棄を行う。 

d 火薬類が排出された場合は、ただちに県危機管理部、所轄の消防署、警察等に連

絡するとともに、近隣住民に対して火薬類が埋没しているおそれのある地域に近付

かないよう広報を行う。 
ウ 高圧ガス 

a 施設の被害状況調査及び対応 

高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガス取扱事業所は、高圧ガス施設、設備、販

売施設（容器置場）等を巡回し、ガス漏えい検知器等による調査点検を行い、火災

やガス漏えい等への対応を図るとともに、通報、応援依頼等の連絡を行う。 
また、高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガス販売事業所においては、販売先の

一般消費者消費設備についてすみやかに被害状況調査を行い、火災やガス漏えい等

への対応を図るとともに通報、応援依頼等の連絡を行う。 
b 被災事業所の対応移動車両が被災した場合は、高圧ガス運送基準（平成５年 10 

月改正）に基づき応急措置を講じるとともに、自らまたは警察、消防機関を通じ防 
災事業所（福島県高圧ガス防災協議会で規定している防災事業所）の出動を要請し 
対応を図る。 
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エ 放射線使用施設 
風水害の発生に伴う放射線使用施設及び放射性同位元素に関する事故の措置にあ

たっては、人命危険の排除を図るとともに、関係機関との連携を密にし、現況に即

した応急対策を講じる。また、災害の拡大を防止するため、放射線施設等の管理者

は、次に掲げる応急対策を講じ迅速かつ適切にその被害の防除に努める。 
a 施設の破壊による放射線源の露出、流出等が発生した場合及びその危険がある場 

合は、その被害の拡大防止に努め、また、被害状況に応じ警戒区域を設定するとと 

もに関係機関への通報を行う。 

b 放射線取扱主任者は、従事者に適切な指示をし、放射線被害の拡大防止に努める。 

c 放射線被害を受けた者または受けた恐れのある者がある場合はすみやかに救出し、 

付近にいる者に対し避難するよう警告する。 

d 放射線発生装置の電源を遮断し、余裕のあるときは放射性同位元素及び放射性同 

位元素装備機器を安全な場所に移し、周辺を危険区域に設定するとともに、その旨 
表示し見張り人を置き、関係者以外の立入りを禁止する。 

 
(2) 危険物等排出応急対策 

河川に大量の危険物等が排出され、または漏えいした場合、次に掲げる対策を講じ、

迅速かつ適切にその被害の防止に努める。 
ア 風水害により当該排出事故が発生した場合、事故関係者、事故発見者及び通報受理 
者は、すみやかに市または消防機関、河川管理者等関係機関に通報連絡する。 

イ 当該関係機関及び危険物等取扱者は、危険物等の大量排出による災害が発生した場 
合、それぞれの業務または作業について、相互に密接な連絡を保つとともに、人員及 
び設備、資機材等に関して防除対策が迅速、的確に実施できるよう協力する。 

ウ 危険物等が大量に排出された場合、当該関係機関及び事業者は、自主的かつ積極的 
 に次の防除作業を実施する。 

a  オイルフェンス、むしろ、柵及び木材等の応急資機材を活用し拡散を防止する。 

b  オイルフェンス等により、排出範囲を縮小した危険物等を吸引ポンプ等による吸 

いあげ、または汲み取るとともに、必要に応じて油吸着材、化学処理剤等により 

処理する。 

c  排出された危険物等から発生する可燃性ガスの検知を行い、火災及び健康・環境 

被害の未然防止に必要な措置を講じる。 

エ 有害物質が河川等の公共用水域に排出、地下に浸透または大気中に放出された場合、 
河川管理者等関係機関は、人の健康の保護及び環境保全のため必要に応じて環境調査 
を実施し、その結果を市民に公表するとともに、関係機関にすみやかに通報し、防除 
対策の実施等に資する。 
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(3) 住民に対する広報 

危険物等による災害が発生し、または周辺に被害が拡大する恐れがある場合において

は、関係事業所の従業員、地域住民の生命、身体の安全確保を図るために、次により必

要な広報活動を実施する。危険物等により住民の生命及び身体を保護するために必要と

認められる場合は、避難指示を発令する。 
①  事業者の広報 

危険物等取扱事業所は、広報車、拡声器等を利用し、迅速かつ的確に広報するとと

もに、関係機関に必要な広報を依頼する。 
②  関係機関の広報 

関係機関は災害が発生し、または発生の恐れがあるときは、ただちに付近住民に災

害の状況や避難の必要性などの広報を行うとともに、報道機関の協力を得て周知を図

る。 
 

(4) 要配慮者への対応 

危険物等施設に災害が発生し、またはそのおそれがある場合には、民生委員や消防団、

自主防災組織等と連携を図り、要配慮者の避難等を優先して実施する。 
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第 43節  火災対策 

 
【災対本部】災対消防部 
【関係機関】 
・県（危機管理部） 
・市民、消防団、自主防災組織、企業等事業所、学校等 

 

1 計画の目的  

異常乾燥下及び強風下において発生した火災は、延焼拡大が速く、大火災となる危険

性があり、多くの人的物的被害をもたらすことが予想される。 
このことから、市（災対消防部）は、大火災が発生しやすい気象状況となったときは、

火災の警戒及び防御体制を整え効果的な消防活動を実施するとともに、応援消防隊の早

期要請による消防力の増強を図り、火災の拡大抑止にあたる。 
 

＜達成目標＞ 
市は、異常乾燥下または強風下等において発生した火災に対し、住民、自主防災組織

等の地域の初期消火による延焼防止及び消防機関等の迅速、効果的な消火活動の実施に

より被害の拡大を防ぐ。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民の役割 

市民（各家庭、企業、学校、事業所等）は、家庭及び職場等において、出火防止や発

生火災の初期消火に努めるとともに、すみやかに消防機関に通報しなければならない。 
 

(2) 県の役割 

県は、風水害に伴う大規模な火災が発生した場合、市の被害状況及び消火活動状況を

把握し、関係機関への応援を要請し、消火活動の迅速な実施を図る。 
 

(3) 消防団の役割 

消防団は、消防署所と緊密な連携の下に火災防御活動に努める。 
 

(4) 消防本部の役割 

消防本部は、火災が発生した場合、消防団等と連携し適切な消火活動を行うとともに、

自らの消防力で対応できない場合には、必要に応じて福島県広域消防相互応援協定等に

基づく応援要請及び緊急消防援助隊への応援要請を迅速に行う。 
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3 業務の内容  

(1) 市民及び自主防災組織の消火活動 

災害発生直後における出火防止処置及び出火したときの初期消火活動は、「自分たちの

地域は自分たちで守る」を基本として、市民一人ひとりが自分の責任において次の措置

を行う。 
①  出火防止 

ア 山林、原野等において火入れをしない。 
イ 花火の打上げまたは仕掛けはしない。 
ウ 屋外において火遊びまたはたき火はしない。 
エ 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙しない。 
オ 残火（たばこの吸殻を含む。）取灰または火の粉を始末する。 
カ 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行う。 
キ 避難時は、電気を遮断するとともに、都市ガス、プロパンガスの元栓、石油類のタ 
ンクの元栓を閉める。 

②  初期消火 

火災が発生した場合は、すみやかに消防機関へ通報するとともに、家族や隣近所に

も大声で知らせ安全を確保する。そのうえで、消火器や風呂のくみおき水等で初期消

火を試みる。 
③  都市ガス等の漏えい 

都市ガス、プロパンガス、石油等が漏えいした場合は火気を使用しない。 
 

(2) 消防機関の対策 

①  火災情報の収集 

火災情報の収集は、119 番通報のあった事案を中心に行うが、通信回線が途絶したと

きは以下の方法により、すみやかに管轄区域内の火災全体状況を把握するとともに、

災対統括部に報告する。 
ア 職員の参集途上の情報収集 
イ 消防車等の管内巡回による情報収集 
ウ 消防団による地域内巡回による情報収集 

②  緊急交通路の確保 

ア 災対消防部は、警察及び道路管理者等の情報を基に火災現場までの通行路を確認す

るとともに、必要に応じて道路管理者等に対し、災対法第 76 条の６各項に定める指

定道路区間の指定、車両等の移動命令等により道路を啓開するよう要請する。 

イ 消防吏員は、警察官がその場にいない場合において、災害応急対策の実施に著しい 
支障が生じる恐れがあると認めるときは、消防用緊急通行車両の円滑な通行を確保す 
るため必要な措置を行う。 

③  火災防御活動 

ア 人命の安全を最優先とする。 



 

358 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策 

第
４
章 

災
害
復
旧
・
復
興
計
画 

風

水

害

対

策

編 

第
１
章 

総
則 

第
２
章 

災
害
予
防 

イ 火災の発生状況から鎮圧可能である地域の火災については、発生する全部の火災の 
鎮圧を主眼とする。 

ウ 同時に複数の延焼火災が発生した場合は、重要かつ危険度の高い地域、消火可能地 
域を優先して行う。 

エ 大工場、大量危険物貯蔵施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市 
街地に面する部分及び市街地の延焼火災の消防活動を優先し、それらの鎮圧後、部隊 
を集中して消防活動にあたる。 

オ 火災の発生状況から鎮圧が不可能であると予想される地域の火災については、延焼 
拡大防止及び避難上の安全を確保する。 

カ 避難者収容施設、救護所等多数の市民を収容する施設、及び災害対策上重要な施設 
の安全の確保を優先した活動を実施する。 

キ 水利は、水量豊富な消火栓及び河川等の自然水利及びプール、防火水槽等の防火用 
水施設を活用し、火災の鎮圧及び延焼拡大の阻止にあたる。 

 
(3) 消防団による活動 

災対消防部と連携を図りながら、以下の活動を行う。 
ア 管内の巡回活動等を通じて災害情報を収集する。 
イ 火災等の災害発生が予測された場合は、管内の住民に対し出火防止の広報を行うと 

ともに、出火した場合は、地域住民や自主防災組織と協力して初期消火を行う。 
ウ 消防本部による活動を補佐し、または自らが積極的に活動し、要救助者の救助救出、 

負傷者に対する簡易な応急措置、安全な場所への搬送等を行う。 
エ 市長や警察等から避難指示が発令された場合は、管内の住民に伝達す 

るとともに、安全な場所へ避難誘導を行う。 
 

(4) 広域応援要請 

災対消防部は、管内の消防力等で対応できない場合は、必要に応じて各種消防相互応

援協定及び県が定める緊急消防援助隊受援計画並びに県・市地域防災計画等に基づき、

県内広域消防相互応援及び緊急消防援助隊並びに自衛隊等の応援を要請し、必要な救

急・救助体制を迅速に確立する。 
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第 44節  廃棄物処理 

 
【災対本部】災対生活環境部、災対土木部、災対都市建設部 
【災対各地区本部】衛生班 
【関係機関】 
・県（生活環境部） 
・自衛隊 
・いわき市環境整備事業協同組合、協同組合いわき市環境保全センター、福島県浄化槽協会、

いわき市建設業協同組合、福島県解体工事業協同組合、その他廃棄物の収集運搬処理業者

等 
 

1 計画の目的  

洪水や土砂災害等に伴い大量に発生する生活ごみ、流入土砂、がれき類、し尿などを

適切かつ迅速に処理し、生活環境の保全と市民生活の早期安定を確保する必要がある。   
このため、市は、被災状況に即して国・県や関係機関と連携し、廃棄物処理を円滑に

実施する。 
 

＜達成目標＞ 
市（災対生活環境部）は、災害規模に応じて災害ごみ、し尿等の発生量の予測等を行

い、収集、運搬、処分に関する実施計画を策定する。災害ごみの分別や排出方法などに

ついて市民の理解と協力を得ながら、迅速に収集・処分を行い、早期の自宅での生活復

帰、安定化及び公衆衛生の確保を図る。 

(生活ごみの収集) 

燃やすごみは、腐敗が早いことから、できるだけ早期の収集開始・完了に努める。 

燃やさないごみ・大型ごみは、おおむね 3日～4日以内に収集を開始し、10 日～15日

以内に収集完了に努める。 

(し尿の収集) 

し尿の収集は、おおむね 24 時間以内に開始するほか、避難所等には備蓄した災害用ト

イレの活用や仮設トイレの設置等を行う。 

(がれき類の収集) 

がれき類の収集は、おおむね 1か月以内に開始する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民の役割 

①  災害に伴う生活ごみの処理 

ア 避難所等での生活ごみについて、市の指示する分別によるごみの排出に協力する。 
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イ 災害に伴う生活ごみ(燃やすごみ・燃やさないごみ・大型ごみ）については、市の 
 指示する分別、指定場所（仮置場・臨時集積所）等への排出に協力する。 
ウ ごみの野焼き、便乗ごみ（風水害により発生したごみ以外のごみ）の排出、指定 

場所以外への排出は行わない。 
②  し尿処理 

避難所等の仮設トイレ等については、適切な使用と維持管理等に努め、公衆衛生の

確保とし尿の収集に協力する。 
③  がれき類の処理 

道路通行の妨げとなっているブロック塀などのがれき類は、二次災害の危険に配慮

しつつ、可能な限り 1か所に集積するなど、道路通行確保に協力する。また、宅地内

に堆積した土砂や流木、散乱した瓦、タイルなどのがれき類についても、迅速な収集

ができるよう市の指示に従って適切な集積等に努める。 
 

(2) 市の役割 

①  災害に伴う生活ごみの処理 

ア ごみ処理施設の被害状況と稼働見込みをすみやかに把握し、必要に応じて緊急復旧 
を行い、早期の施設稼動に努める。 

イ 災害の規模に応じ、集積場または仮置場を確保し、適切に管理を行う。 
ウ 市民に対し、生活ごみ等の排出方法や時期等について、的確な周知を図る。 
エ 避難者の衛生面での支障が生じないよう、避難所等の生活ごみの収集体制を整備す 

る。 
オ 腐敗が早くかつ重量がある泥水を被った生活ごみが路上に一時に大量に排出され 
ることが予想される場合は、まず幹線道路の確保を行い、路地等に排出された生活ご

みの早期収集に努める。 
カ 大量のごみが一時に排出されるおそれがある場合は、収集作業の効率化を図るため、 

警察の協力（交通規制）も得て、集積場までの運搬ルートの確保を行う。 
キ 県や関係団体に広域応援を要請し、応援を得ながら迅速な生活ごみの収集・処理を 

行う。 
②  し尿処理 

ア し尿処理施設や下水道施設の被害状況と稼働見込みをすみやかに把握し、必要に応 
じて緊急復旧を行い、早期の施設稼動に努める。 

イ 避難者の概数、仮設トイレの設置状況の把握を行い、収集体制を整備する。 
ウ 洪水等の発生した地域については、浸水により使用不可能となった便槽について、 

廃棄物処理関係事業所等と連携を図り、迅速に汲み取りを行う。 
エ 県や関係団体に広域応援を要請し、迅速なし尿の収集・処理を行う。 
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③  がれき類処理 

ア 土砂災害や水害による家屋等の流出や災害対策基本法第 64 条第２項（応急公用負 

担等）に規定する状況に該当する場合で、隣家や道路などへの倒壊の危険がある家屋

については、自衛隊などの協力も得て優先的に解体処理を実施する。 

イ 道路や河川に堆積した土砂や流木等は、それぞれの公共施設管理者が除去するとと 

もに、災害廃棄物については、災対生活環境部が処理する。 

ウ 宅地内に堆積した土砂や流木、損壊家屋のがれき類等は、原則として被災者が処 

理するが、必要に応じて市の関係部局が連携し、その支援を行うよう努める。 

エ がれき類が大量に発生する場合は、集積場を設置するとともに、ごみの飛散防止対 

策や消臭・防虫対策、土壌調査等集積場周辺の環境対策を適切に実施する。 

オ 損壊家屋が多数に上る場合は、市民の混乱を避けるため、必要に応じて住民相談窓 

口を設け、支援体制を充実させる。 

カ 被災住宅の解体に伴う廃棄物の運搬処分に関する国等の支援制度が実施され 

た場合は、当該事務処理体制を整え、迅速、的確に運用を図る。 

 
(3) 県の役割 

ア 市の要請に応じ、災害ごみ、し尿処理等の広域応援体制を整備する。 
イ 県及び他市町村の職員の応援派遣等により市を支援する。 
 

(4) 廃棄物処理関係事業所等の役割 

市との協定に基づき、災害発生時に市から要請があった場合は、すみやかにし尿の汲

み取り、災害ごみの収集、運搬、損壊家屋の解体、撤去等を行う。 
 

3 業務の内容  

(1) 被害状況調査・把握 

市（災対生活環境部）は、廃棄物処理施設等の被害状況を早急に取りまとめ、県（生

活環境部）へ報告する。 
 

(2) 風水害に伴う廃棄物処理 

市（災対生活環境部）は、協定を締結している関係事業所等と連携しながら、災害で

発生した廃棄物処理等について、以下の業務を行う。 
①  共通事項 

ア 発生量の予測 
災対統括部が集約した被災情報等により、風水害に伴う生活ごみ、損壊家屋の解

体等に伴う廃材、ブロック塀などのがれき類及びし尿の発生量を予測する。 
イ 災害廃棄物処理実施計画の策定 

被災状況等に即した生活ごみ、がれき類、し尿の収集運搬・処分に関する実施計 
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画をすみやかに策定する。 
ウ 集積場所の確保等 

被害状況に応じて概ね各地域ごとに災害ごみの仮置場を確保する。また、事前に届

出がある場所に、市民が臨時集積所を設置した場合、その管理・運営に対し必要な

サポートを実施する。 

＜仮置場の選定基準＞ 
a  他の応急対策事業に支障がないこと 

b  環境衛生に支障がないこと 

c  搬入に便利なこと 

d  搬入された災害ゴミの分別・保管が可能な面積を有していること 

エ 市民への周知 
災害廃棄物の排出・収集方法、仮置場の位置、収集または搬入可能日時、注意事 

項、市民への協力要請事項等について、報道機関への投げ込み、ＦＭいわきでの放 
送、市ホームページへの掲載、回覧等を通じて被災者に周知する。 

オ 収集・運搬体制の確保 
a 災害廃棄物の収集・運搬は、大規模な動員体制が必要となるので、運搬車両・建 

 設重機や作業員の確保等について廃棄物収集運搬・処理業者や建設業者に協力を要 

 請するとともに、県や協定締結自治体等に応援を要請する。 

b 積込み現場から集積場所までの道路障害物を優先的に除去し、運搬経路を確保す 
る。 

カ 処理体制の確保 
燃やすごみ・燃やさないごみ・粗大ごみ・資源物等可能な限り分別し、適正に処 

 理するほか、がれき等については、復旧・復興事業等において活用するなど、処理 
量の削減に努める。 

キ 事業者の責務 
事業者等が排出する災害廃棄物の処理は、自らの責任で行う。 

②  生活ごみの処理 

ア 被害状況の把握 
災対統括部の収集した被災情報等を参考に、以下の事項について地区別の被害状 

況を調査・把握する。 
a ごみの収集運搬経路 

b 避難状況（避難所等の位置及び数、避難者の人数等） 

c ごみ処理施設の損傷状況 

イ ごみ処理施設の応急復旧 
あらかじめ備蓄した資機材を活用して可能な応急復旧を行うとともに、プラント

メーカー等関連会社の協力を得ながら応急復旧体制の整備を図る。 
ウ 仮置場の設置 

災害が大規模で、通常のごみ集積所における収集が困難な場合は、必要に応じて 
仮置場を設置する。 
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エ 地区住民の協力 

仮置場の周知等は、回覧やＦＭいわきでの放送、市ホームページへの掲載 
等を通じて行う。 

③  し尿処理 

ア 被害状況の把握 
災対統括部の収集した被災情報等を参考に以下の事項について地区別の被害状況 

 を調査・把握する。 
a し尿の収集運搬経路 

b 避難状況（避難所等の位置及び数、避難者の人数等） 

c し尿処理施設や下水道施設の損傷状況 

d 浸水地域における汲み取り便槽の被害状況など 

イ し尿処理施設の応急復旧 
プラントメーカー等関連会社の協力を得ながら応急復旧体制の整備を図る。 

ウ 仮設トイレ等の設置 
いわき市環境事業整備協同組合等と連携を図りながら、避難所や下水道の使用が

不可能な地域を中心として仮設トイレを設置する。なお、仮設トイレの機種は、障

がい者や高齢者など要配慮者が使用することに留意して選定する。 
エ し尿の収集および処理 

いわき市環境事業整備協同組合が所有する車両を使用して収集し、衛生センター

等に搬入する。なお、災対生活環境部は、人員や車両が不足する場合、県に応援を

要請する。 
オ 市民への広報 

下水道管路等の破損や処理場施設の機能停止により、下水道の使用を制限する必

要が生じたときは、すみやかにテレビ、ラジオ、広報車等により広報を行うととも

に、復旧の見通しや仮設トイレ設置箇所等について周知に努める。 
④  がれき類の処理 

ア 災対法第 64条第２項の規定（応急公用負担等）に基づく緊急を要する危険家屋の

解体については、いわき市建設業協同組合・福島県解体工事組合等に協力要請する。 
イ 通行の妨げとなる道路上の堆積土砂やがれき類については、道路管理者等と災対生

活環境部が連携してこれらの収集、処分を行う。 
ウ 損壊家屋等の撤去及び流出・倒壊家屋の廃材等の運搬・処分については、原則とし 

て家屋等の所有者が行うこととなるが、被災程度により、運搬・処分についての支援 
策が実施された場合は、その制度の迅速、的確な運用を図る。 

 
 
 

(3)  建物関係障害物の除去 
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①  障害物の除去 

ア 災対都市建設部は、災対生活環境部と連携し、山崩れ、がけ崩れ、浸水等により住

家内またはその周辺に土砂等が流入した場合、災害救助法に定められた範囲内において、

市建設業協同組合等の協力のもと障害物の除去を行い、必要最小限の日常生活を営みう

る状態を確保する。 

イ 市のみで障害物の除去が困難なときは、県及び他市町村に応援を要請する。 

【除去の対象となる者】 
a 居室、炊事場など生活に欠くことのできない部分または玄関等に障害物が流入

し、一時的に居住できない状態にある者 

b 自らの資力をもって当該障害物を除去することができない者 

c 住家が半壊または床上浸水を受けた者 

【市が除去を行う場合】 

a 住民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

b 緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

c その他公共的立場から除去を必要とする場合 

ウ 市は、自らの組織、労力、機械器具等を用い、またはいわき市建設業協同組合等の 

協力を得てすみやかに行う。除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合 

のほか、周囲の状況を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して行う。 

  ② 障害物の保管 

ア 除去した障害物は、災対生活環境部と協議のうえ、市が定める仮置場等に搬入す 

 る。 

イ 災害ボランティア等の協力のもと仕分けを行った後、保管が必要な障害物につい

ては、期間を定めて公共施設等において展示し、被災者に引き取りを促す。 

また、金品等については、拾得物として警察に提出する。
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第 45節  非常用食糧等の供給 

 
【災対本部】災対統括部、災対財政部、災対保健福祉部、災対こどもみらい部、 

災対農林水産部、災対産業振興部、災対都市建設部 
【災対各地区本部】避難所班 
【関係機関】 
・協定締結事業者、日本赤十字社福島県支部、(公社)福島県トラック協会いわき支部等 
・自衛隊、県（農林水産部、商工労働部、危機管理部） 
・中核市、由利本荘市、延岡市、港区、宇部市 

 

1 計画の目的  

市は、被災者及び災害応急事業従事者に対し、非常用食糧や飲料水、日用品等を供給

する必要が生じたときは、あらかじめ主要避難所等に備蓄したものを活用するほか、民

間事業者等との協定に基づく流通在庫備蓄品による確保、さらには県や協定締結先の自

治体等への協力要請により必要品目及び数量を確保し、市内の運送業関係団体等の協力

を得ながら、被災者に対してすみやかに供給する。 
 

＜達成目標＞ 
市民は、避難にあたり、最低限１日分の食料、飲料水、日用品等（以下「物資等」と

いう）を携行するよう努める。 
市は、公的備蓄の活用のほか、災害時応援協定に基づき、民間事業者への供給要請、

協定締結自治体等への応援要請等により食料や日用品等を確保し、すみやかに被災者へ

供給する。 
① 非常用食糧・飲料水 

食糧の供給は概ね次の計画を目安に災害の規模に応じて調整することとし、原則と 

して 1日 3回提供する。 

・発災直後 ：住民、企業等の非常用備蓄により対応 

・発災から 2日目 ：乾パンやパン缶詰、アルファ化米などの公的備蓄品の

ほか、応援協定に基づき市内の民間事業者等からおに

ぎり、パン等を供給（流通在庫備蓄による対応） 

・発災から 3日目 ：自衛隊、日本赤十字社、ボランティア、協定締結先か

らの救援物資の供給、自衛隊等による配食、自主防災

組織による炊き出し 
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② 日用品 
タオル、衛生用品、乳児用粉ミルク、おむつ、毛布などの供給は、需要の把握から

おおむね 12 時間以内に、その他一般的な物資の供給はおおむね 24 時間以内に行うこ

とを目標とし、流通在庫備蓄や他自治体からの支援物資により対応する。 
③ 避難所運営に必要な資機材等 

非常用発電機、投光機、災害用トイレ、パーティションなど避難所運営に必要な資 

機材等については、主要避難所に備蓄したものを活用するほか、必要に応じて協定締

結事業者に要請して確保する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民の役割 

ア 避難にあたっては、最低限１日分の食料、飲料水、日用品等（以下「物資等」とい 
う。）を携行するよう努める。 

イ 食物アレルギーへの対応食などの特別用途食や乳児用ミルク等については、発災直 
後の確保が困難なことから、あらかじめ家庭で備蓄していたものを活用する。 

 
(2) 市の役割 

ア 被災者に対し食料や飲料水、日用品等を供給する。 
イ 食物アレルギーへの対応など特別用途食、乳児用ミルクやおむつなどについては、 
個人による対応を基本としつつ、被災者等の実態を把握し、民間事業所等との協定に 
基づく流通在庫備蓄や協定締結先自治体等からの支援物資により確保し、供給する。 

ウ 自力で必要な物資等を確保できない場合は、県に支援を要請する。 
エ 避難が長期化した場合は、食事の提供から段階的に自主防災組織等を中心とした食 
 材提供による炊き出しまたは自炊へと移行し、避難者の自立を促す。 
オ 被災者の健康保持の観点から、保健師や管理栄養士等は、炊き出しや自炊の実施に 
関し必要に応じて指導・助言を行う。 

 
(3) 県の役割 

市から要請があった場合は、民間事業者等との協定に基づき、食料や日用品等を供給

するほか、他の都道府県に対し支援を要請する。 
 

(4) 日本赤十字社福島県支部の役割 

「災害救援物資の交付に関する要綱」に基づく救援物資を備蓄し、市または県から要

請があったときは、救援物資を被災者に供給する。 
 

(5) 協定締結事業所等の役割 

市または県と災害時の協定を締結している事業所等は、市等から要請があったときは、

流通在庫等を活用してすみやかに食料や飲料水、日用品等を被災者に供給する。 
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3 業務の内容  

(1) 食料品の供給 

①  供給実施の決定 

災対本部長（市長）は、災害により避難所に収容され、または食料品や調理のため

の手段を失い、近隣の援助だけでは対応できない被災者が相当数の規模で発生し、相

当程度の期間その状態が継続すると判断した場合は、食料品の現物による供給実施を

決定する。 
なお、災害救助法による食品の給与期間については、災害発生の日から７日以内と

定められているが、必要に応じて内閣総理大臣の承認を受け、期限を延長することが

できる。 
②  供給対象者 

市は、次のいずれかに該当する者に対して、食料品の給与を行う。 
ア 避難所に収容された者 
イ 住家に被害を受けて炊事のできない者 
ウ 住家に被害を受け、一時縁故先等に避難する必要がある者 
エ 通常の配給機関が麻痺し、主食の配給を受けられない者 
オ 旅行者や通勤・通学者などで他に食料を得る手段がない状態にある者 
カ 被災現場において、防災業務及び防災活動に従事している者 
キ その他災害により食料を得ることが困難な状態にある者 
③  食料品の確保 

ア 発災直後は、家庭や事業所等で備蓄した食料等で賄うよう努める。 
イ 市は、あらかじめ主要避難所等に備蓄した乾パン缶詰、パン缶詰、アルファ化米な 
どの非常用食糧及び飲料水を被災者に供給する。 

ウ 市は、協定締結事業者との協定に基づき、流通在庫備蓄を活用して食料や飲料水な 
どのほか、副食（缶詰・漬物・佃煮等）や乳児用ミルクなどを調達し、各避難所に供 
給する。 

エ 市は、県知事への要請や福島さくら農業協同組合等への協力要請により米や野菜等 
を調達し、学校給食協同調理場等において調理するほか、避難所に配送して炊き出し 
等に使用する。 

オ 市は、市内で必要品目及び数量を確保できない場合は、県及び協定締結自治体に 
要請する。 

【県への要請事項】 
a 品目別の調達要請量（自己の調達可能量、他市町村への調達要請の有無及び調達 

見込量） 

b 引き渡しを受ける場所及び引き受け責任者 

c 連絡課及び連絡責任者 

d 荷役作業員の派遣の必要の有無 
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【応援協定締結自治体への要請事項】 
a 食料の応援要請（品目、数量、引渡期日、引渡場所、その他必要な事項） 

b 炊き出し用具等の応援要請（人員、器具、燃料、数量、場所、期間、その他必要 

な事項） 
カ 災対各地区本部避難所班は、応急復旧期以降において、市内の流通事業者等との協 

定に基づき必要な食材を確保し、自主防災組織やボランティア等の協力のもと炊き出 
しを行い、被災者に供給する。 

④  供給活動の実施 

ア 市の実施体制 
a 避難所の開設・運営を担当する災対各地区本部避難所班は、避難者名簿をもとに 

必要数量を算出し、市が備蓄した非常用食糧や飲料水等を被災者に供給するととも 

に、不足が生じる場合は、災対財政部・災対産業振興部物資統括班に追加供給を要請 

する。 

b 災対財政部・災対産業振興部物資統括班は、災対各地区本部からの避難者数や食 

料の過不足状況を整理し、市内の小売業者等との応援協定に基づき、食料や飲料水 

等を調達し、災対各地区本部または避難所への配送を要請する。 

c 災対財政部・災対産業振興部物資統括班は、 (公社)福島県トラック協会いわき支

部等に要請し、対応が可能か確認を行う。 

d 災対財政部・災対産業振興部物資統括班は、対応が可能な場合、(公社)福島県ト 

ラック協会いわき支部に対し、災対各地区本部または避難所に救援物資を配送する 

よう要請する。 

e 災対各地区本部避難所班は、避難所ごとに責任者を定め、食料等の受け入れの確 

認及び受給の適正化を図り、被災者に迅速かつ公平に配分するよう努める。 

f 避難者に対する炊き出しの実施にあたっては、学校給食共同調理場や小・中学校、 

保育所の調理室等の利用や、主要避難所の備蓄資機材を活用して行う。 

また、調理については、地域の自主防災組織を中心として、赤十字奉仕団、ボラ

ンティア等の協力を得て行う。 

イ 県の実施体制 
県（農林水産部、商工労働部、危機管理部）は、市から要請があったとき、または 

必要と認めたときは、次の措置を講じる。 
a 備蓄物資の放出、供給 

b 商工関係団体や農業関係団体等から米や食料等の調達及び供給 

c 市が指定する輸送拠点へ救援物資等を輸送 

d 県の行う応援要請 

・被災地以外の市町村に対しての指示または調整 
・自衛隊への要請 
・他の都道府県に対しての要請 
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・国の物資関係省庁（厚生労働省、農林水産省、経済産業省）または非常災害対策

本部等に対する要請 
⑤  食料の衛生管理、栄養指導体制 

食料の衛生管理及び栄養指導については、第３章第 11 節「避難所等における防疫保

健衛生対策」の食品衛生監視及び栄養指導により実施する。 
 

(2) 食物アレルギー対応食料等の供給 

①  必要数等の把握 

災対各地区本部避難所班は、避難者名簿の作成にあたり、食物アレルギーの有無や

持病による食事制限など食料の供給に際し何らかの配慮が必要な被災者の実態把握に

努め、その状況を災対各地区本部総務班を通じて災対こどもみらい部避難所支援班及

び災対財政部・災対産業振興部物資統括班に報告する。 
②  食料品の確保 

ア 食物アレルギー等への対応については、個人差が大きく、特に発災直後はきめ細か 
な対応が困難であることから、可能な限り、各家庭における備蓄により対応するほか、 
市が食物アレルギー対応用として備蓄しているアルファ化米を支給する。 

イ 市は、市内の小売業者等との応援協定に基づき、流通在庫備蓄を活用して特別用途

食やアレルギー対応用ミルクなどを調達し、避難所へ配送する。 

ウ 市は、市内で必要品目及び数量を確保できない場合は、県及び協定締結先自治体に 
協力を要請する。 

【県への要請事項】 
a 品目別の調達要請量（自己の調達可能量、他市町村への調達要請の有無及び調達

見込量） 

b 引き渡しを受ける場所及び引き受け責任者 

c 連絡課及び連絡責任者 

d 荷役作業員の派遣の必要の有無 
【応援協定締結自治体への要請事項】 

a 食料の供給（品目、数量、引渡期日、引渡場所、その他必要な事項） 

b 炊き出し用具等の応援（人員、器具、燃料、数量、場所、期間、その他必要な事 
項） 

エ 避難所において炊き出しを行う場合は、避難者名簿等を参照し、特別用途食による 
対応が必要な避難者に対しては、アレルギー除去食を提供できるよう配慮する。 

③  供給活動の実施 

ア 災対各地区本部総務班は、各避難所における食物アレルギー対応が必要な避難者数 
や必要数量等を把握し、災対財政部・災対産業振興部部物資統括班に供給を要請する。 

イ 災対財政部・災対産業振興部物資統括班は、市内の小売業者またはアレルギー対応 
食料等を扱う専門業者等に要請し、アレルギー対応用の食料やミルク等を調達して、 
災対各地区本部または避難所への配送を要請する。 
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ウ 災対財政部・災対産業振興部物資統括班は、調達が困難な場合は、救援物資による

対応が可能か確認する。 

エ 災対財政部・災対産業振興部物資統括班は、(公社)福島県トラック協会いわき支部

等に要請し、対応が可能か確認を行う。 

オ 災対財政部・災対産業振興部物資統括班は、応援協定締結先の自治体に対し、アレ

ルギー対応食料等の調達について要請する。 
カ 災対各地区本部避難所班は、食物アレルギー等の持病を持つ被災者に対し、確実に

特別用途食を供給できるよう特に留意する。 
特に、炊出しを実施する際は、食材等を明示するとともに、可能な限りアレルゲン

を除いた食事の提供に努める。 
 

(3) 日用品の供給 

①  供給の決定 

災対本部長（市長）は、災害により住家に被害を受け、被服寝具その他日用品を喪

失するなどにより、日常生活を営むことが困難な被災者が相当数の規模で発生し、そ

の状態が継続すると判断した場合は、日用品の現物による供給実施を決定する。 
なお、救助法に基づく給与期間については、災害発生の日から 10日以内と定められ

ているが、必要に応じて内閣総理大臣の承認を受け、期限を延長することができる。 
②  供給対象者 

供給対象者は、災害によって住家被害等により日常生活に欠くことのできない日用

品を喪失または棄損し、かつ資力の有無にかかわらず、これらの物資をただちに入手

することができない状態にある者とする。 
③  需要の把握 

日用品の供給については、住家等の被災程度により異なることから、災対保健福祉

部は、住家等被害家屋調査の判定別に被災者数を把握する。 
④  日用品の確保 

ア 民間事業者との応援協定締結に基づき、流通在庫備蓄を活用して調達し、被災者に 
供給する。 

イ 市内で必要品目及び数量を確保できない場合は、県、協定締結先自治体及び日本赤 
十字社等に対して支援を要請し、確保に努める。 

⑤  供給活動の実施 

ア 供給品目の決定 
災対保健福祉部保健福祉総括班は、被害の実情に応じ、災害救助法に定める給与

または貸与品目の範囲内において現物をもって行う。 

【給与または貸与品目】  

a 寝具（毛布、布団、タオルケット等） 

b 被服（洋服、作業着、子ども服、下着等） 

c 炊事道具（鍋、炊飯器、包丁、ガス器具、コンロ等） 
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d 食器（茶碗、皿、はし等） 

e 保育用品（哺乳びん、おむつ等） 

f 光熱材料（マッチ、ローソク、薪、プロパンガス、木炭等） 

g 日用品（石けん、タオル、ちり紙、歯ブラシ等） 
イ 市の実施体制 
a 災対保健福祉部保健福祉総括班は、災対各地区本部避難所班からの報告、被災者

へのアンケートや家屋等被害調査の結果等を踏まえ、必要な物資を整理し、災対財

政部・災対産業振興部物資統括班に調達を要請する。 

b 災対財政部・災対産業振興部物資統括班は、災対保健福祉部保健福祉総括班から

の要請に基づき、(公社)福島県トラック協会いわき支部等との協定に基づき、救

援物資による対応が可能か確認する。 

c 災対財政部・災対産業振興部物資統括班は、対応が可能な場合、(公社)福島県ト

ラック協会いわき支部等に対し、災対各地区本部または避難所に支援物資を配送

するよう要請する。 

d 災対各地区本部避難所班は、避難所ごとに責任者を定め、日用品の受け入れの確

認び受給の適正化を図り、被災者に迅速かつ公平に配分するよう努め、特に、要配

慮者には優先して配布するなどの対応に努める。 
ウ 県の実施体制 

県（商工労働部）は、市から要請があったとき、または必要と認めたときは、次 
 の措置を講じる。 

a 備蓄物資の放出、供給 

b 関係企業に対する供給の要請 

c 市が指定する輸送拠点へ救援物資等を輸送 

d 自衛隊、他の都道府県及び被災地以外の市町村に対しての要請 
e  国の物資関係省庁（厚生労働省、経済産業省）または非常災害対策本部等に対

する要請 
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第 46節  全国からの救援物資への対応 

 
【災対本部】災対統括部、災対総合政策部、災対産業振興部 【災対各地区本部】避難所班 
【関係機関】 
・ボランティア団体等、応援協定締結事業所・団体等、報道機関 

 

1 計画の目的  

災害発生直後において食料や生活物資の一部が不足している状況が報道されると、個

人を中心に全国から救援物資が寄せられるが、大規模な災害の発生直後には、①何が、

②どのくらい、③いつまでに、送られてくるかわからない不特定多数からの小口の救援

物資を、①必要としている被災者に、②必要としているものを、③必要としている時期

に、分類・仕分けして配布することは、極めて難しい状況となる。 
このことから、全国からの善意を無駄にしないため、支援物資等の受け入れに係る基

本的な考え方について、以下のとおり定める。 
 

＜達成目標＞ 
市は、全国からの救援物資については、(公社)福島県トラック協会いわき支部等等の

協力のもと、支援物資集配拠点施設（21世紀の森公園、総合体育館、いわき平競輪場）

などにおいて受け入れ、仕分けを行い、迅速に被災者に供給する。 
市は、発災直後における救援物資については、原則として協定締結先となる自治体や

国、県、日本赤十字社等から供給されたものを中心に受け取ることとし、個人からの救

援物資については、その趣旨を十分に生かすことが困難であることから、被災者への善

意を寄せていただく場合は、義援金による支援について報道機関の協力を得て周知徹底

に努める。 
 

2 各主体の責務及び業務の内容  

(1) 市の役割 

ア 災害直後における救援物資の受け入れは、国、県、協定締結自治体及び民間企業、

日本赤十字等からに限定し、個人からの救援物資については、市から必要な品目等を明

示するまでは受け入れが困難であることについて、報道機関の協力のもと周知徹底に努

める。 
イ 市内の被災状況や住民の避難状況、不足する物資等が明らかになったときは、当該

品目を明らかにしたうえで、報道機関等の協力のもと提供を呼びかける。 
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ウ 救援物資については、あらかじめ定めた支援物資集配拠点施設で集約し、 (公社) 
福島県トラック協会いわき支部等の協力のもと適切に仕分け等を行ったうえで、すみ 
やかに避難所等において被災者に供給する。 

 
(2) (公社)福島県トラック協会いわき支部等の役割 

ア 市との応援協定に基づき、あらかじめ定めた支援物資集配拠点施設において救援物 
資の受け入れ及び仕分け等を行う。 

イ 市（災対産業振興部）からの指示に基づき、救援物資を災対各地区本部に配送する。 
 なお、必要に応じて同支部の構成員が所有する倉庫等を地区ごとの二次的な救援物資 
 の受け入れ及び払い出しの拠点として活用する。 
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第 47節  緊急輸送対策 

 
【災対本部】各部 
【関係機関】 
・国（磐城国道事務所、小名浜港湾事務所） 
・県（危機管理部、いわき建設事務所、小名浜港湾建設事務所）、 
県警察本部（いわき中央、東、南警察署） 

・(公社)福島県トラック協会いわき支部等、輸送関係機関 
 

1 計画の目的  

風水害発生時の緊急輸送は、救助・救急・消火活動の迅速な展開の支援及び被災者に

対する水・食料・生活物資の供給等を目的とする。 
緊急輸送にあたっては、被害の状況、交通の確保状況を把握し、輸送機関との連携の

もと、緊急性及び重要性の優先順位を見極め、限られた交通資源を効率的に生かした迅

速で的確な輸送を実施する。 
 

＜達成目標＞ 
市は、救助・救急・消火活動の迅速な展開の支援及び被災者への物資供給を的確に行

うため、民間輸送機関と連携して車両、バイク、船舶等の輸送手段、輸送拠点、物資の

集積場所を確保するとともに、防災関係機関の協力による最大限の輸送体制を整え、す

みやかに緊急輸送を実施する。 
 

2 各主体の役割  

(1) 市の役割 

ア 災害時において負傷者をはじめ救急・救助活動、医療活動の従事者等の搬送、食料 
や日用品、救援資機材等の輸送など緊急輸送を行うため、市が所有する公用車のほか、 
輸送関係機関等に協力を要請し、緊急輸送車両を確保する。 

イ 自らだけでは緊急輸送車両の確保が困難なときは、県に車両の確保を要請する。 
ウ あらかじめ定めた拠点施設において全国からの救援物資を受け入れるとともに、県 

と連携しながら港湾機能やヘリコプター臨時発着所を確保し、海上及び航空による救 
援物資等の輸送を行う体制を整備する。 

(2) 県（公安委員会、警察本部）の役割 

ア 災害対策基本法施行令第 32 条の 2の規定に基づき、緊急通行車両であることの確認

を行い、使用者に緊急通行車両証票及び証明書を交付する。 
イ 国、市及び道路管理者等と連携し、緊急輸送確保のための交通規制を行う。 
 



 

 375

風

水

害

対

策

編 

第
１
章 

総
則 

第
２
章 

災
害
予
防 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策 

第
４
章 

災
害
復
旧
・
復
興
計
画 

ウ 市から要請があったときは、(公社)福島県トラック協会やバス事業者に対し、車両

の確保について要請を行う。 
エ 救援物資等の海上輸送を円滑に行うため、岸壁や荷役施設などの港湾機能をすみや 

かに確保する。 
 

3 業務の内容  

(1) 緊急輸送の範囲 

①  災害救助法による救助実施の場合の輸送の範囲 

災害救助法による輸送の範囲は、以下のとおりとなっているが、災害の応急対策の

段階に応じて活動の対象を広げていく。 
ア 被災者の避難 
イ 医療及び助産における輸送 
ウ 被災者救出のための輸送 
エ 飲料水供給のための輸送 
オ 救済用物資運搬のための輸送 
カ 遺体捜索のための輸送 
キ 遺体処理（埋葬を除く。）のための輸送 
ク その他、特に応急対策上必要と認められる輸送 
 

②  緊急輸送活動の対象  

第 1 段階 
（発災直後） 

1.救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人 

員、物資 

2.消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

3.政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、

ガス、水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 

4.後方医療機関へ搬送する負傷者等 

5.緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必 
要な人員及び物資 

第 2 段階 

（発災後6時

間以内） 

第 1段階に加え、 

1.食糧、水等生命の維持に必要な物資 

2.傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

3.輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

第 3 段階 

（発災3日目

以降） 

第 2段階に加え、 

1.災害復旧に必要な人員及び物資 

2.日用品 
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③  輸送にあたっての配慮 

輸送活動を行う場合は、次の事項に配慮する。 
a 人命の安全 

b 被害の拡大防止 

c 災害応急対策の円滑な実施 

 

(2) 輸送手段の確保 

①  車両の調達 

ア 市保有車両の把握・確保 
災害対策本部が設置された時は、可能な限り市が所有する車両を緊急輸送に充て 

ることとし、災対財政部は、災害発生後、輸送活動に調達可能な市保有車両の状況 
や燃料の残量等について把握する。 

イ 民間車両等の確保・調達 
a 市は、災害の状況により必要と認める場合は、(公社)福島県トラック協会、新常 

磐交通㈱などの輸送機関の協力により車両を確保、調達する。 

なお、複数の災害対応業務において車両の確保が必要となった場合には、災対都 
市建設部が窓口となり、災対本部会議において調整の上、各輸送機関等に協力を要 
請する。 
b 各輸送関係機関は、市からの要請があった場合は、輸送体制の確保に協力し、市 

の指定場所に待機する。 
c 市（災対都市建設部）は、車両等の輸送手段が調達不能となり、円滑な輸送体制 

の確保が困難である場合は、県及び協定締結自治体等に応援要請を行う。 
ウ 燃料の調達 

災対財政部は、福島県石油商業組合や(公社)福島県トラック協会いわき支部等に要

請 
し、緊急輸送車両等の運行に必要な燃料を確保する。 

②  配車計画 

ア 輸送対象の優先順位 
緊急輸送に係る車両の配車、運用にあたっての基本的な優先順位は、おおむね以 

下の順とする。 
 

【輸送対象の優先順位】 
a 負傷者、病人、要配慮者等のり災者の搬送 

b り災者の避難のための対策要員の輸送 

c 医療・助産における対策要員及び資機材の輸送 

d り災者救出のための対策要員及び資機材の輸送 

e 公共施設の応急復旧のための人員及び資機材の輸送 

f 飲料水の供給のための輸送 
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g 救援物資の輸送 

h 行方不明者の捜索及び処理のための輸送 

i 埋葬のための輸送 

j その他災害対策に必要な人員及び物資の輸送 
③  緊急通行車両の確認 

ア 緊急通行車両の範囲 
緊急通行車両として事前の届出が可能な車両は、災害対策基本法第 50 条第１項に

規定する災害対策の業務に特に必要として政令で定めた車両で、次に掲げる業務に従

事する車両とする。 

【緊急通行車両の範囲】 
a 気象特別警報等や避難指示等の周知または伝達に関するもの 

b 消防、水防その他応急措置に関するもの 

c 被災者の救難（救護）、救助その他の保護に関するもの 

d 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関するもの（教材運搬等） 

e 施設及び設備の応急の復旧に関するもの（整備・点検） 

f 清掃、防疫、その他の保健衛生に関するもの 

g 犯罪の予防、交通の規制、その他災害地における社会秩序の維持に関するもの 

h 緊急輸送確保のための措置に関するもの 

i その他災害発生の防ぎょ、拡大防止等に関するもの 

イ 緊急通行車両の確認 
a 災対財政部は、県知事または県公安委員会に対し、市が応急対策等に使用する車 

両について、災害対策基本法施行令第 32条の２の規定に基づく緊急通行車両である 

ことの確認申請を行う。 

b 緊急通行車両として事前の届出をした車両は、災害発生時に県警察本部、警察署、 

高速道路交通警察隊本部などで所定の手続きを受け、緊急通行車両としての確認を

受ける。 
ウ 緊急通行車両標章及び証明書の交付 
a 車両の使用者は、知事または公安委員会に対し、当該車両が災害対策基本法施行 

令第 32 条の２の規定に基づく緊急通行車両であることの確認を求める。 

b 前項の確認をしたときは、知事または公安委員会は、当該車両の使用者に対し、 

標章及び確認証明書が交付される。 

c 交付された標章は、運転手席側（助手席側）の内側のウインドガラス上部の前面 

から見やすい個所に貼付し、証明書は当該車両に備えつける。 

④  車両以外の輸送手段 

災害時の道路状況や被害状況、もしくは、著しく緊急性を要する場合等には、災対

本部（統括部、財政部、産業振興部、都市建設部等）は、被災地域の状況に応じた輸

送計画を作成し、以下のとおり車両以外の輸送手段を確保し行う。 
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なお、各機関への要請については、第３章第２節「防災関係機関の相互協力体制」

の定めるところにより行う。 
a 航空機（自衛隊等のヘリコプター）による輸送 

b 鉄道（東日本旅客鉄道会社㈱、福島臨海鉄道㈱）による輸送 

c 船舶等（いわき市漁業協同組合等の所有）による輸送 
 

(3) 輸送拠点・集積場所 

ア 市（災対産業振興部）は、道路等の被災状況、予想される物流量、規模等を勘案し、 
物資集配拠点施設を 21世紀の森公園、総合体育館、いわき平競輪場に開設する。 

イ 輸送拠点では、災害時において調達した物資等や他県市からの救援物資を受け入れ、 
保管し、災対各地区本部や避難所へ配布するための仕分け等も実施する。 

ウ 市（災対産業振興部）は、拠点施設から市内各地区への物資等を効率的に輸送する 
ため、必要に応じて中継物流施設を設置することとし、(公社)福島県トラック協会い 
わき支部との協定に基づき、同支部の構成員が所有する倉庫の使用について要請する。 
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第 48節  義援金の受入・配分 

 
【災対本部】災対保健福祉部  
【関係機関】 
・県（保健福祉部） 
・日本赤十字社福島県支部 

 

1 計画の目的  

大規模な風水害による被災者に対し、全国から寄せられる義援金について、その受入

体制を定め、いわき市義援金配分委員会により決められた配分方法等により、確実、迅

速に被災者に配分する。 
 

＜達成目標＞ 
市は、災害の状況に応じて義援金の募集を行うとともに、配分委員会が決定した配分

方法等に基づき、すみやかに被災者に配分する体制を整備する。 
 

2 義援金の受入・配分フロー 

義援金受入及び受入口座の設定・周知 
↓ 
義援金の受け入れ及び保管現金領収及び金融機関への口座振替 
↓ 
義援金の配分委員会の開催、義援金の配分 
 

3 業務の内容  

(1) 義援金受入の周知 

災対保健福祉部福祉総括班は、義援金の受入について一般への周知が必要と認められ

る場合は、日本赤十字社福島県支部等に協力を依頼し、あわせて市ホームページ及び報

道機関等を通じ、次の事項を公表する。 
ア 義援金の目的（被災者への給付、市の復旧・復興事業への活用など） 
イ 振込金融機関口座（金融機関名、口座番号、口座名（カナ）等） 
ウ 受入窓口 
エ 受入期間 
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(2) 義援金の受入、保管 

災対保健福祉部福祉総括班は、次により義援金を受け入れ、保管する。 
ア 一般からの受入窓口を開設する。 
イ 一般から直接受領した義援金については、寄託者へ受領書を発行する。 
ウ 受領した義援金については、「市災害対策本部」名義の預金口座に預け入れ、配分 
方法が決定されるまで適正に保管する。 

 
(3) 義援金の配分 

①  義援金の配分 

ア 災対保健福祉部福祉総括班は、県義援金配分委員会から配分された義援金につい 
 て、被災者に配分する。 
イ 市で受け入れた義援金については、いわき市災害義援金配分委員会により、被災状 
況等を十分勘案した上で配分方法を検討し、決定する。 

②  市義援金配分委員会の構成 

副市長（保健福祉部担当）、危機管理部長、財政部長、保健福祉部長で構成し、委員

長は、副市長をもって充てる。 
特に必要があると認めたときは、市社会福祉協議会その他義援金受付団体、その他

関係団体の代表者等を委員とすることができる。 
③  配分計画 

義援金配分委員会は、義援金受入額及び被災状況等を考慮し、義援金の性格を踏ま

え、公平性・迅速性・透明性を確保しながら、配分対象・基準・時期・方法等を定め

た配分計画を決定する。 
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第 49節  災害警備措置 

 
【実施主体】県警察本部（いわき中央、東、南警察署） 

 

1 計画の目的  

大規模な風水害発生時においては、一時的に社会生活が麻痺状態となり、また、災害

時の混乱に乗じた各種犯罪の発生も予想される。これらの事態に対処するため、県警察

本部及びいわき市を管轄するいわき中央警察署、いわき東警察署及びいわき南警察署（以

下「関係警察署」という。）は、関係機関との緊密な連絡の下、早期に警備体制を確立し

被害状況の収集等に努め、住民の生命及び身体の保護のため迅速・的確な警備・保安活

動及び交通規制を実施する。 
 

＜達成目標＞ 
警察本部は、大規模災害の発生に備えて次の措置を行うよう努める。 

1.警察施設の耐久性の点検、補強等 

2.装備資機材の部隊別必要品目・数量の検討と計画的な設備充実 

3.通信施設の防護措置・通信資機材の部隊別必要品目・数量の検討及び計画的な整備 

4.通信指令機能・情報処理機能の防護措置及びバックアップシステムの確保 

5.県災害警備本部の代替設置施設の確保 

6.部隊員用非常用食料及び非常用消耗品の備蓄 

7.装備資機材保有業者及びリース業者の把握 

8.部隊の宿泊・補給等に必要な施設、敷地及び業者の把握 

9.非常時の警察関係車両用燃料の確保 

10.関係機関との連絡体制の整備 
 

2 業務の内容  

(1) 警備活動における関係機関との連携 

災害に対処するため市及び関係機関と連携を密にし、それぞれの活動状況を互いに把

握するとともに、相互に協力し救助活動、災害応急活動等を効果的に行う。 
 

市 
 

1.被災状況、避難者動向等の緊密な情報交換 

2.一般治安対策、地域安全活動等の実施協力 

消防本部 
 

1.消火、救急活動のため消防車両の通行及び警戒線の設定等における連携 

2.被災者の捜索、救助活動に関する情報交換及び連携 

自衛隊 災害情報の提供、災害活動の支援 
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(2) 警備活動 

大規模な風水害が発生、または発生する恐れがあるときは、次の警備活動を行う。 
ア 被害情報の収集及び被害実態の把握 
イ 市災害対策本部への情報連絡員の派遣 
ウ 避難のための立ち退き指示 
エ 負傷者等の救出救護 
オ 迷子、行方不明者等の捜索 
カ 危険箇所の警備及び被災地域住民の避難誘導 
キ 通信の確保 
ク 不法事案等の予防及び取締り 
ケ 避難地域、避難場所、重要施設等の警戒 
コ 地域住民に対する相談及び防犯対策等地域安全活動の推進 
サ 遺体の検視 
シ 他都道府県警察本部等に対する援助要求 
 

(3) 道路交通対策 

ア 風水害が発生した場合は、道路管理者等と連携を図りながら、すみやかに道路の被

害状況及び交通状況の把握に努め、危険箇所の標示、う回指示、交通情報の収集及び

提供、車両の使用の抑制、その他運転者の執るべき措置についての広報等危険防止及

び混雑緩和のための措置を講じる。 
（交通規制の実施） 
a  県内への一般車両の流入制限 
b  被災地域に向かう車両の走行抑制 
c  高速道路の通行禁止と流入制限 
d  広域交通規制 
e  緊急交通路等の指定 
f  緊急交通路等における車両等の措置 
g  交通規制の結果生ずる滞留車両運転者及び同乗者の措置 
h  主要信号機の確保 
i  緊急通行車両の確認 

イ 県公安委員会は、災害応急対策を円滑に行うため緊急の必要があると認めるときは、 

 道路管理者等に対し、災対法第 76 条の６各項に基づく措置を講じるよう要請する。 

 
(4) 自動車運転者のとるべき措置 

関係警察署は、平時から関係機関と連携して自動車運転者に対し、災害発生時の執る

べき措置について、次に定める事項の周知徹底を図る。 
ア 災害発生箇所や発生が予想される区域には進入しないこと。 
イ できるかぎり安全な方法により車両を左側に停車すること。 
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ウ 停車後はカーラジオ等により気象情報や災害情報、交通情報を聴取し、その情報及 
び周囲の状況に応じて行動すること。 

エ 車両を置いて避難するときは、できる限り路外に停車させる。やむなく道路上に置 
いて避難するときは、道路左端に停車させ、エンジンキーはつけたまま窓を閉め、ド 
アをロックしないこと。 

オ 道路管理者等が指定通行区間を指定し、当該区間から車両を移動するよう命じられ

たときは、すみやかに車両等の移動を行うこと。 
 

(5) 関係機関との協力 

交通規制の実施に際しては、道路管理者等及び関係機関と緊密に連絡し、状況に即し

た適切な交通規制を実施するとともに、必要に応じ派遣された警備業者等に交通誘導等

の協力依頼を行う。 
 

(6) 広報 

交通規制を実施した場合は、避難者、運転者、地域住民等に対してラジオ、テレビ、

交通情報板、立て看板等により適時、適切な広報を実施し、その周知徹底を図る。 
 

(7) 要配慮者への対応 

住民の避難誘導にあたっては、要配慮者を優先的に避難させる等の対応に努める。 
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第 50節  行方不明者の捜索、遺体の保護・埋葬 

 
【災対本部】災対統括部、災対消防部、災対市民協働部 
【関係機関】 
・自衛隊、福島海上保安部、県（保健福祉部）、県警察本部（いわき中央、東、南警察署） 
・日本赤十字社、(一社)いわき市医師会、(一社)いわき歯科医師会、消防団、 

(公社)福島県トラック協会、福島県葬祭業協同組合 

 

1 計画の目的  

洪水や大規模な土砂災害等により多数の行方不明者、死亡者が発生する可能性がある

ことから、市は、県及び関係機関相互の連携体制の整備を図り、行方不明者の捜索、遺

体の保護、埋葬等一連の業務を遅滞なく実施する。 
 

＜達成目標＞ 
市は、県及び関係機関相互の連携体制の整備を図り、行方不明者の捜索、遺体の保護、

埋葬等一連の業務を迅速に行う。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市の役割 

市（災対消防部、災対市民協働部）は、行方不明者の捜索、遺体の保護、埋葬等一連

の業務を行うにあたり、関係警察署や自衛隊等の関係機関と協力するとともに、公衆衛

生上の危害を未然に防止する。 
 

(2) 県の役割 

県内の被害状況の把握を行うとともに、市と関係機関との連絡・調整を行う。 
また、市からの要請に基づき、自衛隊の派遣を要請する。 

 
(3) 自衛隊、福島海上保安部、県警察本部等関係機関の役割 

県・市等と連携し、行方不明者の捜索等を迅速に実施できるよう支援する。 
 

3 業務の内容  

(1) 捜索依頼・届出の受付 

ア 市（災対市民協働部）は、所在の確認できない市民に関する問い合わせや行方不明 
者の捜索依頼・届出を受け付ける相談窓口を開設する。 



 

 385

風

水

害

対

策

編 

第
１
章 

総
則 

第
２
章 

災
害
予
防 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策 

第
４
章 

災
害
復
旧
・
復
興
計
画 

イ 市（災対市民協働部）は、相談窓口で受け付けた行方不明者の名簿を作成し、警察 
署や自衛隊、災対消防部と情報共有を図る。 
 

(2) 捜索の実施 

①  捜索活動 

ア 市（災対消防部）は、関係警察署、消防団等の協力を得て、行方不明者の名簿をも 
とに捜索を行い、状況を災対統括部に報告する。 

イ 災対統括部は、県に対し捜索状況の報告を行い、状況により自衛隊の派遣要請を行 
うよう要請する。 

ウ 災害救助法適用の場合の捜索活動については、災害により現に行方不明の状態にあ 
り、かつ周囲の事情により既に死亡していると推定される者に対して行う。 

② 安否不明者の氏名等公表 

ア 県は、発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）の氏名等の公表や安

否情報の収集・精査等を行う場合に備え、市と連携の上、あらかじめ一連の手続等に

ついて整理し、明確にしておくものとする。 

イ 県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認め

るときは、市と連携の上、安否不明者等の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精

査することにより、速やかな安否不明者の絞り込みに努めるものとする。 

ウ 市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を

得て、積極的に情報収集を行うものとする。 
③ 遺体発見状況の記録 

市（災対消防部）及び警察署は、遺体発見現場の状況（写真等）や遺体の性別、身

長、着衣、所持品等を詳細に記録する。 
 

(3) 遺体の収容 

①  遺体安置所の開設 

ア 遺体の身元確認のため相当の時間を要し、また死亡者が多数のため早急に処理でき 
ないと判断された場合、市（災対市民協働部）は、遺体安置所を開設し、一時的に遺 
体を収容する。 

イ 市（災対市民協働部）は、福島県葬祭業協同組合等に遺体を搬送するための車両、 
棺、ドライアイス等の手配を要請する。 

②  遺体の検案及び遺体の保護 

ア 関係警察署は、遺体を検分し、市医師会、歯科医師会に遺体の検案を要請する。 
イ 市医師会等は、死亡診断のほか必要な医学検査を行い、遺体検案書を作成する。 
ウ 検案後は、災対保健福祉部及び災対各地区本部衛生班を中心として、医療関係者や 

日本赤十字社福島県支部の協力を得ながら、遺体の洗浄、縫合、消毒等を行う。 
エ 警察署は、身元不明の遺体及び所持品等を証拠写真に撮るとともに、指紋採取、人 

相、着衣、その他の特徴等を記録し、遺留品とあわせて保管する。 
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(4) 身元確認、納棺 

ア 関係警察署は、身元不明遺体について関係機関と協力して身元確認を行う。 
イ 市（災対市民協働部）は、関係警察署と協力し、遺体安置所を訪れた家族と遺体の 

対面に立ち会うとともに、遺族等から遺体引き取りの申し出があったときは、遺体台 
帳を作成のうえ、引き渡す。 

ウ 市（災対市民協働部）は、市内の葬儀業者に協力を要請し、納棺用品や仮葬祭用品 
など必要な器材を確保する。 

 
エ 市（災対市民協働部）は、身元不明遺体について、遺体の検案書及び所持品等を関 

係警察署から引き継ぎ、遺体台帳を作成する。 
 

(5) 遺体の火葬・埋葬 

①  遺体の火葬実施基準 

遺族が災害による混乱のため資力の有無にかかわらず火葬・埋葬を行うことが困難

な場合、または身元が判明しない遺体の火葬、埋葬は、市が応急的に実施する。 
②  火葬の実施 

ア 市（災対市民協働部）は、霊柩車、骨壺等が不足する場合は、県に対し福島県葬 
祭業協同組合に手配を要請するよう依頼する。 

イ 市（災対市民協働部）は、死亡者が多数のため、通常の火葬手続きに従っていては 
遺体の腐敗等により公衆衛生上の危害を発生する恐れがあるときは、火葬許可証の発 
行について特例措置を講じるよう県を通じて厚生労働省に協議する。 

ウ 焼骨は、遺留品とともに寺院等に一時保管を依頼し、身元が判明次第 
遺族等に引き渡す。 

エ 市（災対市民協働部）は、遺体が多数のため火葬場で処理できないときは、市内の 
寺院その他適当な場所に仮埋葬（土葬）し、適当な時期に火葬に付し、墓地に改葬す

る。 
③  災害救助法を適用した場合の遺体の火葬・埋葬 

ア 火葬・埋葬は、原則として市が実施する。 
イ 遺体が他の市町村（災害救助法適用地外）に漂着し、身元が判明している場合は、 
原則として遺族、親戚縁者または法適用地の市町村に連絡して引き取らせるものとす 
るが、混乱により引き取ることができない場合は、市は、知事の行う救助を補助する 
立場において火葬・埋葬を実施し、その費用は県の負担とする。 

ウ 市（災対市民協働部）は、実際に火葬・埋葬を実施するものに対し、棺、骨壺また 
は骨箱など現物をもって支給する。 

エ 市（災対市民協働部）は、埋葬状況を県に報告する。 
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第 51節  学校等における応急対策 

 
【災対本部】災対統括部、災対保健福祉部、災対こどもみらい部、災対教育委員会事務局 
【関係機関】 
・県（総務部、教育委員会、いわき教育事務所） 
・学校等 
 

1 計画の目的  

災害発生時、学校や保育所等は、迅速かつ適切に対応し、児童・生徒の安全を確保す

る。 
 
＜達成目標＞ 

校長等は、避難計画に基づき教職員に対し適切な避難誘導の指示を与え、児童・生徒

の安全を確保する。 
避難所に指定された学校等の教職員は、児童・生徒の安全確保や安否確認、学校の教

育活動再開のための準備ができ次第、業務に支障を来さない範囲で市及び自主防災組織

と連携して避難所の開設及び運営に協力する。 
市は、学校災害対応マニュアルに基づき、発災後できる限り早期に全学校で教育活動

を再開できるよう支援を行う。また、保育所についても早期に再開できるよう施設の応

急修理等を行う。 
 

2 各主体の責務  

(1) 学校等の役割 

ア 学校災害対応マニュアルに従い、児童・生徒の安全を確保し、被害を最小限に抑え 
るとともに、状況をすみやかに災対教育委員会事務局に報告する。 

イ 避難所に指定されている学校等、または臨時に指定された学校等にあっては、避難 
所の開設・運営に協力する。避難所に指定されていない学校等にあっても、自主的に 
避難してきた住民等がいる場合には、災対各地区本部に連絡のうえ、できる限り保護 
する。 

ウ 保育所は、入所児童の安全を確保するとともに、早期に再開できるよう、施設・設 
備等の応急復旧を行う。 

エ 被災後は、関係機関と協力し、必要に応じて児童・生徒の心のケアを行うとともに、 
できる限り早期に教育活動等を再開できるよう努める。 
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(2) 市の役割 

ア 災対教育委員会事務局は、各学校からの児童・生徒の安否の状況、避難所の開設・

運営への協力など教職員の災害対応状況等を集約し、県（いわき教育事務所）や関係

機関に連絡するとともに、必要に応じて支援の要請を行う。また、被害状況や臨時休

校の予定等の情報を集約し、災対統括部広報班を通じて報道機関へ提供する。 
イ 災対こどもみらい部は、各保育所からの児童の安否の状況、避難所の開設・運営へ

の協力など職員の災害対応状況等について災対各地区本部（総務班または避難所班）

を通じて集約する。また、各保育所の被害状況や再開予定等の情報を集約し、災対統

括部広報班を通じて報道機関へ提供する。 
 

(3) 県の役割 

各学校等や市の活動を支援するとともに、必要に応じ関係機関へ支援を要請する。 
 

3 業務の内容  

(1) 学校等における応急対策 

校長等は、災害発生時の児童・生徒の安全確保に努めるとともに、授業等の再開のた

め万全の措置を講じるものとし、特に次の事項について留意する。 
① 災害発生前の事前措置 

ア 気象情報等により風水害等の災害発生が予測される場合の措置 
校長等は、臨時休校や授業短縮による一斉下校等の措置をとり、市教育委員会へ報 

告する。 
イ 臨時休校、一斉下校等を決定したときの連絡経路 

市教育委員会は、臨時休校、一斉下校等がある場合は、県教育委員会に報告する。 
② 災害発生時の安全確保 

教職員は、状況に応じ児童・生徒の行動に対し適切な指示をする。 
③ 避難誘導及び安全確認 

ア 校長等は、避難計画に基づき教職員に対し適切な避難誘導の指示を与え、教職員 
は、児童・生徒を安全な場所に避難させるとともに、すみやかに人員や負傷者を確 
認し校長等に報告する。 

イ 児童・生徒の避難誘導にあたっては、名簿を所持するとともに、必要に応じて地 
 区本部避難所班の職員に提供するなどにより、安否確認の際に活用する。 

④ 救護体制の編成 

校長等は、必要に応じて救護体制を編成する。必要な応急手当を行うとともに、医 
療措置が必要な者については消防本部に通報し、医療機関へ搬送する。 

⑤ 災害情報の収集 

教職員は、関係機関との連絡、報道機関の情報収集により情報把握に努める。 
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⑥ 被害・被災状況等の報告 

校長等は、すみやかに被害・被災状況（児童・生徒及び教職員の安否、施設の被害 
状況）を把握し、災対教育委員会事務局に報告する。 

⑦ 下校措置 

ア 校長等は、帰宅経路等の安全が確認されたら、あらかじめ保護者との間で定めた 
 児童・生徒の引き渡しに関するルールに基づき、保護者の迎えを要請する等適切な 

方法により児童・生徒を下校させる。ただし、洪水や土砂災害等の発生が予想され 
る場合かつ学校が安全な高台等にある場合は、児童・生徒を下校させず校内にとど 
まらせるか、最寄りの高台や避難所へ避難するなどの措置を講じる。 

イ 状況に応じ、臨時休校（所）等の措置をとり、児童・生徒及び保護者に連絡する。 
⑧ 避難所の開設及び運営の協力 

校長等は、市及び自主防災組織等と連携して避難所の開設及び運営に協力する。学 
校等が避難所に指定されている場合は、施設の安全点検を行うとともに、市（地区本 
部避難所班）の指示のもと、避難所の開設、被災者の受け入れ、救援物資の提供、炊 
き出しへの協力などを行う。 

 
(2) 教育活動の再開 

ア 災対教育委員会事務局は、次により教育の場所を確保し、授業の早期再開を図る。 
a 同一学校内の被災を免れた施設を利用する。 

b 最寄りの学校または公共施設を利用する。 

c 市が応急仮設校舎を設置する。 
イ 授業再開にあたっては、次の事項に留意する。 

a 教科書・学用品等の損失状況を考慮して教材等の確保に努める。 

b 特に校外施設を利用した場合は、児童・生徒の保健衛生に留意する。 

c 通学路の被害状況に応じ、通学についての危険防止措置を講じるなど通学路を確 

保する。 

d 家庭との臨時連絡体制を整備する。 

e 児童・生徒の心の安定に十分配慮して授業を行うとともに、スクールカウンセラ 

ーや心の教育相談員等の派遣を災対教育委員会事務局に要請する。 

f 授業再開に必要な教職員の確保に努める。 

g 避難所としての使用が長期化する場合は、市と必要な協議を行う。 

 
(3) 市の業務 

①  情報の集約・伝達 

ア 災対教育委員会事務局は、市立小・中学校等の被害状況、ニーズ、臨時休校の予定

等の情報をすみやかに集約し、県いわき教育事務所を通じて県教育委員会に報告する

とともに、県教育委員会からの情報・指示を市立小・中学校に伝達する。 
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イ 災対教育委員会事務局は、学校等の被害の状況、児童・生徒の安否、臨時休校、児

童・生徒の下校または保護等の情報について、災対統括部広報班と連携し、記者会見

やＦＭいわきの放送などにより広報するなど保護者等への伝達に努める。 
ウ 災対こどもみらい部は、保育所の被害状況や児童の安否、臨時休所の予定等の情報

を災対各地区本部（総務班または避難所班）を通じて集約するとともに、災対統括部

広報班と連携し、記者会見やＦＭいわきの放送などにより広報するなど保護者等への

伝達に努める。 
②  学校等への支援 

以下の事項について、学校等の取組を支援する。 
ア 災対教育委員会事務局は、県教育委員会と連携し、必要に応じて教職員に児童・生

徒の心のケアについて指導したり、県教育委員会へスクールカウンセラー等を要請す

るなど、児童・生徒の心のケア対策を支援する。 
イ 災対教育委員会事務局は、避難等で通学が困難になった児童・生徒がいる場合、ス

クールバスの運行等について検討する。 
ウ 災対保健福祉部は、県へ「こころのケアチーム」の派遣を要請するなど、児童の心

のケア対策を支援する。 
③  学用品等の支給 

災対教育委員会事務局は、災害救助法に基づき、児童・生徒の被災状況を考慮して

緊急に教科書、学用品の調達・供給を行うほか、法の規定による援助を補うものとし

て就学援助制度の適用についても検討する。 
④  学校等が被災した場合の対応 

ア 災対教育委員会事務局は、市立小・中学校が被災した場合は、災対本部各部局や県

教育委員会と対応を協議するとともに、市の公共施設を中心として代替校舎を確保し、

早期に学校の教育活動を再開できるよう努める。なお、児童・生徒の通学手段の確保

等についても十分留意するほか、保護者等へも十分な説明を行うよう努める。 
イ 災対こどもみらい部は、市立幼稚園及び保育所の早期再開に向け、被災施設・設備

等の速やかな応急復旧に努める。 
ウ 災対こどもみらい部は、市立幼稚園や保育所の早期再開が困難な場合は、近隣の幼

稚園または保育所において児童を受け入れるなどの対応を行う。なお、これらの対応

の実施にあたっては、保護者等に対し十分な説明を行うよう努める。 
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第 52節  文化財応急対策 

 
【災対本部】災対観光文化スポーツ部、災対消防部 
【関係機関】県教育委員会 

 

1 計画の目的  

風水害発生時、文化財所有者をはじめとする関係機関は、文化財を保護し、その文化

的価値がより失われないような必要な措置をとる。 
 

＜達成目標＞ 
市は、指定文化財の被害状況を把握し、早急に県に報告するとともに、文化財所有者

や地域住民等の協力を得て、必要に応じて、応急的修理及び一時搬出等の救済措置を講

じる。 
文化財所有者は市の協力を得て、二次的災害から文化財を保護し、その文化的価値が

より失われないような必要措置をとる。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市民・文化財所有者等の役割 

①  市民の役割 

文化財に被害が見られた場合には、所有者または関係機関等へ可能な限り連絡を行

うとともに、危険のない範囲で被災文化財救出活動等に協力する。 
②  地域の役割 

地域全体の共有財産である文化財を保存・継承するために、所有者または管理責任

者と確認を取り合いながら、可能な限り被災文化財の保護・救出活動にあたる。 
③  文化財所有者、管理責任者の役割 

危険のない範囲で、被災文化財の保護・救出等にあたるとともに、市教育委員会等

の関係機関へ被害状況を報告し、応急的処置及び修理についての協力や指示を仰ぐ。 
 

(2) 県の役割 

①  指定文化財等への対策 

ア 国及び県指定等文化財 
必要に応じて現地に担当職員を派遣するなどして文化財の被害状況を把握・確認 

し、国及び関係機関等と連絡を取り合いながら、被災文化財の応急的措置及び修理 
についての指導・助言を行う。 
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イ 市指定等文化財 
市教育委員会等を通じて文化財の被害状況を把握し、必要に応じて被災文化財に

係る種々の相談や協力要請に応じる。 
②  未指定文化財への対策 

被災文化財の所有者等からの相談や協力要請に対し、自らの行う応急的措置及び修

理についての助言を行う。 
 

(3) 市の役割 

①  指定文化財への対策 

ア 国及び県指定等文化財 
市内に所在する文化財の被害状況を把握し、すみやかに県教育委員会に報告する

とともに、可能な限り被災文化財の保護・救出活動にあたる。併せて、被災文化財

に係る応急的措置及び修理について関係機関と連絡・調整を図り、所有者または管

理責任者に対する指導・助言の仲立ちをする。 
イ 市指定等文化財 

文化財の被害状況把握を行うとともに、可能な限り被災文化財の保護・救出等の

活動にあたる。併せて、応急的措置及び修理についての助言・指導を行い、必要に

応じて所有者・管理責任者からの相談や協力要請に応じる。 
②  未指定文化財への対策 

被災文化財の所有者等からの相談や協力要請に対し、自らの行う応急的措置及び修

理についての助言を行う。 
 

3 業務の内容  

(1) 文化財の応急対策 

ア 文化財、収蔵施設等の管理者は、入館者及び施設利用者の安全確保及び施設の保全 
を図るとともに、応急対策を行い被害の軽減に努める。 
a 災害発生直後は、入館者、施設利用者を安全な場所に避難誘導させる。 

b 負傷者の有無を確認し必要な措置を講じる。 

c 報道機関の情報を収集し、関係機関と連絡をとり情報把握に努める。 

d すみやかに被害状況を把握し、市教育委員会へ報告する。 

イ 市（災対観光文化スポーツ部）は、文化財の被害状況を把握し、必要な応急措置を 
行うことにより被害の軽減に努める。また、災対消防部は、文化財の分布状況を予め 
把握し、火災により消失のないよう措置する。 
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(2) 文化財の種別ごとの対策 

①  建造物 

文化財所有者は、地震・降雨等により被害拡大の恐れのあるものについては、可能

な限り応急的措置を施し、本格的な修理・修復まで現状維持できるような対応を行う。  
県及び市は、それを指導・助言するとともに、可能な限りの支援を行う。 

②  美術工芸品、有形民俗文化財 

文化財所有者は、文化財が展示・収蔵されている施設が倒壊またはその危険性があ

る場合には、県・市及び地域住民等と連携して、可能な限りすみやかに当該施設から

搬出し、その保護・保存を図る。併せて、被災した文化財に関しては、その原状復旧

を前提とした措置を施し、本格的な修理・修復に備える。 
③  史跡、名勝、天然記念物 

文化財所有者は可能な限り被害状況の把握に努め、二次的倒壊・崩落を極力防止す

るために、危険のない範囲で応急的措置を講じるものとし、県及び市はそれを指導・

助言するとともに、可能な限りの支援を行う。 
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第 53節  商工業者に対する応急対策 

 
【災対本部】災対産業振興部 
【関係機関】 
・県（商工労働部、いわき地方振興局） 
・いわき商工会議所、各商工会、各商工団体、企業等事業所 

 

1 計画の目的  

風水害発生時において、商工業者の事業資産の損害を最小限にとどめ、事業の継続あ

るいは早期復旧を図る。また、県及び市は、災害時における企業活動への支援を行う。 
 

＜達成目標＞ 
企業等事業所は、災害による事業資産の損害を最小限にとどめ、事業の継続あるいは

早期復旧を可能とするために必要な初動対策を講じる。 
市は、関係機関等の協力を得ながら、原則として災害発生後、生命の安全を確保した

後、すみやかに被災地の主な商工業の被害概要を把握する。 
県及び市は、被災状況を勘案し必要と認められる場合は、原則として災害発生後２週

間以内に関係機関の協力を得ながら金融相談等の窓口を設置する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 企業等事業所の役割 

災害による事業中断を最小限にとどめ、事業の継続あるいは早期復旧のために必要な

対策を講じる。 
 

(2) 商工会議所、商工会、商工団体の役割 

ア 会員・組合員等の被災状況を把握する。 
イ 商工会議所、商工会等は、被災中小企業者等のための相談窓口の設置に協力する。 
ウ 行政等の支援策に関する情報を会員・組合員等に周知する。 
 

(3) 市の役割 

ア 関係機関、団体と協力し、企業等事業所の被害状況を把握する。 
イ 被災中小企業者等のための金融相談等の窓口を開設する。 
ウ 行政等の支援策について被災中小企業者等に周知する。 
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(4) 県の役割 

ア 商工団体、主要企業等からの聴取及び福島県ハイテクプラザの現地調査等により被 
害状況を把握する。 

イ 市を通じ中小企業等の直接被害件数、被害額を把握する。 
ウ 被害状況、被害件数及び被害額を国に報告する。 
エ 必要な関係機関に対し被災中小企業等の復旧等への協力・支援を要請する。 
オ 被災中小企業者等のための現地相談窓口を設置する。 
カ 報道機関等に対し被災地の企業等事業所の稼働状況等の適切な情報提供を行い、風 
評による被害を防止する。 

 

3 業務の内容  

(1) 市の業務内容 

①  被災状況の把握 

災対産業振興部は、商工会議所・商工会・各種組合団体等に協力を要請し、管内の

商工業者の被災状況を調査する。 
②  関係機関への協力・支援要請 

被災の状況に応じ、金融機関、機械メーカー、輸送業者、商工団体等、関係機関に

対し必要な支援・協力を要請する。 
③  相談窓口の設置 

災対産業振興部は、被災中小企業の雇用や金融相談等の窓口を開設する。 
 

(2) 県の内容 

①  被災状況の把握 

ア 県商工労働部は、所管する商工団体、主要企業、観光施設等から被災状況を聴取 
する。 
イ 福島県ハイテクプラザは、支援企業等の被災状況を確認する。 
ウ 市に管内産業振興業の被害状況の調査を依頼し、取りまとめる。 
エ 国に被害状況を報告する。 

②  関係機関への協力・支援要請 

被災の状況に応じ、金融機関、機械メーカー、輸送業者、商工団体等、関係機関に

対し必要な支援・協力を要請する。 
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第 54節  ボランティアとの協働 

 
【災対本部】災対市民協働部、災対保健福祉部、災対都市建設部 
【災対各地区本部】総務班、避難所班 
【実施主体】いわき市社会福祉協議会 
【関係機関】 
・県（保健福祉部、危機管理部） 
・日本赤十字社福島県支部、福島県社会福祉協議会、ボランティア団体等 

 

1 計画の目的  

市は、ボランティアの自主性を尊重し、風水害発生時のボランティア活動が円滑に進

められるよう、関係機関の支援・協働体制の確立に努める。 
 

＜達成目標＞ 
災害ボランティア活動（一般）については、いわき市社会福祉協議会が主体となり、

ボランティア団体や個人ボランティア等と協働の上、災害ボランティアセンターを設置

し、コーディネートを行う。 
市は、災害ボランティア活動が円滑に行われるよう、災害ボランティアセンターの実

施主体となる市社会福祉協議会との情報共有に努めるとともに必要な支援を行う。 
医療活動や被災宅地の危険度判定など専門ボランティア活動については、関係機関等

と連携を図りながら、ボランティアの受け入れ、活動支援を行う。 
 

2 各主体の責務  

(1) いわき市社会福祉協議会の役割 

災害が発生し、ボランティアによる支援の必要性があるときは、市社会福祉協議会は、

市（災対市民協働部）と連携して市内各地域の被災実情に応じ、市社会福祉センターや、

各地区本部などへ災害ボランティアセンターを設置する。 
災害ボランティアセンターの組織は、以下の図を基本とし、センターの設置・運営に

ついては、社会福祉協議会を主体としてボランティア団体等の協力を得て組織する。 
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(2) 市（災対市民協働部）の役割 

① 災害ボランティアの受け入れ体制の整備 

市社会福祉協議会と協議し、市内各地域の被災実情に応じ、災害ボランティアセン

ターを設置する場所（市社会福祉センター、災対各地区本部など）を指定する。 
② 災害ボランティアセンターの運営支援 

ア 災害ボランティアセンターへ職員を派遣するとともに、市社会福祉協議会に対し 
て市防災会議連絡員室への職員派遣を要請し、相互の情報共有を図る。 

イ 求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動場所など災害ボランティア 
活動に必要な情報収集を行い、災害ボランティアセンターに提供する。 

ウ ボランティア保険への加入について啓発に努める。 
③ 専門ボランティアの受け入れ及び活動支援 

医療救護活動、要配慮者に対する介護支援や通訳、被災宅地の危険度判定など専門

知識・技能を有する専門ボランティア活動に関する情報を収集し、報道機関の協力を

得て広報を行うほか、必要な資機材等を供給するなど活動支援を行う。 
 

(3) 県（保健福祉部、危機管理部）の役割 

ア 災害が発生し、ボランティアによる支援の必要性が考えられるときは、県災害対策 
本部の中にボランティア活動に係る総合的な窓口を設置し、市や報道機関と協力して 
最優先に求められるボランティア活動等についての情報提供を行う。 

イ ボランティア活動に係る情報の受発信及び市ボランティアセンターの立ち上げ支 
援などを行う。 

 

3 業務の内容  

(1) いわき市社会福祉協議会 

市社会福祉協議会は、市（災対市民協働部）と連携を図りながら、以下の業務を行う。 
ア 地域や避難所等における被災者支援ニーズの把握を行う。 
イ 把握した被災者ニーズからボランティアが対応可能なものを判断し、対応できない 
ものについては、関係機関などへ情報の提供を行う。 

ウ 各種広報媒体を通じ、ボランティア活動希望者へ情報の発信を行う。 
エ 市と連携して災害ボランティア活動を支援する物資の確保を行う。 
オ ボランティアの受付、登録を行い、被災者ニーズとのマッチング（活動先、活動内容 

の決定）を行う。 
カ 被災現場やボランティア活動の状況を把握し、情報の整理を行い、ボランティア活 
動プログラムを立案する。 

キ 市内外から複数のボランティア活動をコーディネートする民間団体が活動を行う 
場合は、これらの団体と連携を取りながら、効果的に活動を行う。 

ク その他、被災者・地域のニーズに基づいた活動を行う。 
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(2) 市 

ア 災対本部及び災対各地区本部は、必要に応じてボランティア活動の拠点となる施設 
を提供するなど、活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。 

イ 災対統括部は、各部の応急活動において人員が不足する場合は、県、日本赤十字社 
福島県支部、応援協定締結自治体等に協力を要請するほか、報道機関に協力を依頼し、 
不足するボランティアの種別、人員、主な活動内容等について広報を行い、ボランテ 
ィアの確保に努める。 

ウ 災対市民協働部は、市内の被災・復旧状況や被災者のニーズなど応急活動を通じて 
災対本部が得た情報を集約して災害ボランティアセンターに提供し、ボランティアの 
活動支援を行う。 

エ 災対市民協働部は、報道機関に協力を依頼し、ボランティア活動を開始する前に 
居住自治体においてボランティア保険に加入すること、また、食料や宿泊場所につい 
ては、ボランティア自らが確保に努めるよう呼びかけを行う。 

 



 

400 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策 

第
４
章 

災
害
復
旧
・
復
興
計
画 

風

水

害

対

策

編 

第
１
章 

総
則 

第
２
章 

災
害
予
防 

第 55節  労務等の確保・供給 

 
【災対本部】各部 
【関係機関】 
・県災害対策本部（商工労働部） 
・福島県社会福祉協議会、いわき市社会福祉協議会、県内ＮＰＯ、いわき青年会議所、 
福島県災害救援ボランティア本部 

 

1 計画の目的  

大規模な風水害発生時には、災害復旧対策の実施が災害応急対策要員及び関係機関の

みでは労力的に不足し、また、特別な作業については技術的な労力が必要になる場合、

市は、必要な労働力を確保する。 
 

＜達成目標＞ 
市は、県、公共職業安定所、他自治体等を通じて労働力を確保し、必要な業務へ人員

を配置する。 
 

2 各主体の責務  

(1) 市の役割 

ア 公共職業安定所や関係業界団体等を通じて労務者の雇用を手配する。 
イ 県や協定締結自治体等に対し、技術者や労務者の派遣を要請する。  
ウ 指定行政機関や指定地方行政機関に対し、職員の派遣を要請する。 
エ 災害対策基本法ほか関係法令に基づき、従事命令や協力命令を発する。 

 

3 業務の内容  

(1) 労働者の雇用範囲 

災害応急対策の実施に必要な労働者は、次の業務を行う者に必要な補助者とする。 
① り災者の避難誘導 

災害のため現に被害を受けるおそれのある者を安全地帯に避難誘導させるための誘

導人員 
② 医療及び助産のための移送労務応援要請 

ア 医療班では処理できない重症患者または医療班が到着するまでの間に、医療措置 
を講じなければならない患者がおり、病院診療所に運ぶための人員 

イ 医療助産が行われる際の医師、助産師、看護師等の移動に伴う人員 
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ウ 傷病がまだ治癒せずしかも重症ではあるが、今後は自宅療養することになった患 
者を輸送するための人員 

③ り災者を救出するための人員 

④ 飲料水の供給 

飲料水を供給するための機械器具の運送等に要する人員及び飲料水を浄化するため

の薬品等の配布に要する人員並びに飲料水を供給するために必要とする人員 
⑤ 救済用物資の整理輸送及び配分 

被服寝具その他日用品、炊出し用の食材・調味料・燃料・医薬品等の衛生材料を整

理し、輸送及び配分するための人員 
⑥ 行方不明者の捜索 

行方不明者捜索に必要な機械器具その他の資材の運搬及び後始末に要する人員 
⑦ 遺体処理（埋葬を除く） 

遺体の洗浄消毒等の処理をする要員及び仮安置所等まで輸送するための人員 
⑧ その他災害応急対策に必要な業務 

上記のほか、災害時の応急対策に必要と考えられる人員 
 

(2) 労働者の雇用期間 

労働者の雇用期間は、災害応急対策の開始から終了までの必要な期間とする。 
 

(3) 労働者の確保 

災害対策を実施するために必要な労働者の確保は、災対各部において行うものとし、

その手段として次の措置を講じる。 
ア 関係機関の常備労働者及び関係業者等労働者の動員 
イ 公共職業安定所のあっせん供給による労働者の動員 
ウ 他機関からの応援派遣による技術者等の動員 
エ 緊急時における従事命令等による労働者の強制労働 

 
(4) 応援要請による技術者等の動員 

県・市及び防災関係機関は、自ら技術者等の確保が困難な場合、次により他機関に必

要技術者等の応援派遣を要請し、施術者等の確保を図る。 
① 指定行政機関または指定地方行政機関の長に対する職員派遣要請手続き 

知事または市長が、指定行政機関または指定地方行政機関に対し職員の派遣を要請

する場合は、次の事項を記載した文書をもって要請する。 
ア 派遣を要請する理由 
イ 派遣を要請する職員の職種別人員数 
ウ 派遣を必要とする期間 
エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 
オ その他職員の派遣について必要な事項 
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② 内閣総理大臣または知事に対する職員のあっせん要求手続き 

知事または市長が、内閣総理大臣または知事に対して指定行政機関、指定地方行政

機関、他の都道府県または他の市町村の職員派遣のあっせんを要求する場合は、次の

事項を記載した文書をもって要求する。 
ア 派遣のあっせんを求める理由 
イ 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 
ウ 職員を必要とする期間 
エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 
オ その他職員の派遣あっせんについて必要な事項 

 
(5) 従事命令、協力命令 

応急対策を実施するための人員が不足し、緊急の必要があると認めたときは、各執行

者は、法に基づき次により従事命令、協力命令を発する。 
①  強制命令の種類と執行者 

対 象 作 業 命令区分 根 拠 法 律 執 行 者 

災害応急対策事業 
（災害応急対策全般） 従事命令 

災対法第 65 条第１項 市長 

 〃 第 65 条第２項 警察官、海上保安官 

 〃 第 65 条第３項 自衛官 

警察官職務執行法第４条 警察官 

災害救助作業 
（災害救助法に基づく

救助） 

従事命令 災害救助法第 7条 
知事 

協力命令   〃  第 8条 

災害応急対策事業 
（災害救助を除く応急

措置） 

従事命令 災対法第 71 条第１項 知事 

市長（委任を受けた 

場合） 協力命令  〃 第 71 条第２項 

消防作業 従事命令 消防法第 29 条第５項 消防吏員、消防団員 

水防作業 従事命令 水防法第 24 条 

水防管理者 

水防団長 

消防機関の長 
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②  命令対象者 

命令区分（作業対象） 対   象   者 

災対法及び災害救助法による知事の

従事命令（災害応急対策並びに救助

作業） 

1. 医師、歯科医師または薬剤師 

2. 保健師、助産師または看護師 

3. 土木技術者または建築技術者 

4. 土木、左官、とび職 

5. 土木業者、建築業者及びこれらの者の従業者 

6. 地方鉄道業者及びその従業者 

7. 軌道経営者及びその従業者 

8. 自動車運送業者及びその従事者 

9. 船舶運送業者及びその従業者 

10. 港湾運送業者及びその従業者 

災対法及び災害救助法による知事の

協力命令（災害応急対策並びに救助

作業） 

救助を要する者及びその近隣の者 

災対法による市長、警察官、海上保

安官、自衛官の従事命令（災害応急

対策全般） 

市区域内の住民または当該応急措置を実施すべき現場

にある者 

警察官職務執行法による警察官の従

事命令（災害緊急対策全般） 

その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者 

消防法による消防吏員、消防団員の

従事命令（消防作業） 

火災の現場付近にある者 

水防法による水防管理者、水防団長、

消防機関の長の従事命令（水防作業） 

区域内に居住する者または水防の現場にある者 

 
(6) 損害補償 

市長、警察官、海上保安官または自衛官の従事命令により、公務として災害応急対策

及び救助作業に従事し、または協力した者が当該業務により負傷し、疫病にかかりまた

は死亡した場合は、別に定めるところにより損害補償金を支給する。 
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第 56節  災害救助法による救助 

 
【災対本部】各部・班 【災対各地区本部】各班 
【関係機関】 
・県災害対策本部 
・日本赤十字社福島県支部 

 

1 計画の目的  

災害救助法による救助は、災害発生直後の混乱期における被災者保護及び社会秩序の

保全を目的とした一時的な応急救助であり、人命の保護、衣食住の確保等の活動がもた

らす影響は極めて大きい。市は、災害が発生し又は災害発生のおそれがあり、災害救助

法適用の必要が認められた場合は、県に対しすみやかに所定の手続を行うとともに、県

と連携して迅速かつ的確な災害救助業務を実施する。 
 

＜達成目標＞ 
市及び県は、災害救助法（以下この節において「法」という。）を適用すべき災害が発

生した場合は迅速に法を適用し、被害の拡大防止及び被災者の救助に努め、被災者の保

護と社会秩序の保全に全力を尽くす。 
 

2 各主体の責務  

(1) 県の役割 

政令で定める程度の災害が発生した市町村において当該災害にかかり、現に救助を必

要とする者に対して法による救助を行う。 
 

(2) 市の役割 

ア 災害による被害状況から法の適用基準のいずれかに該当し、または該当する見込み 
であるときは、すみやかに知事に報告するとともに、法の適用を要請する。 

イ 県が行うべき救助の実施に関する事務の一部を市が行うこととした場合において、 
当該事務を実施するとともに、県が実施する救助の補助を行う。  

 
(3) 日本赤十字社の役割 

日本赤十字社は、県及び市が実施する救助に協力する。 
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【法に基づく業務の流れ】 
 

 
 
 

3 業務の内容  

(1) 災害救助法の適用 

ア 知事は、県内に法を適用する災害が発生した場合は、国の法定受託事務として応急 
的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。（法第３条） 

イ 知事は、救助を迅速に行う必要があると認めるときは、その権限に属する事務の一 

部を市長が行うこととすることができる。 

ウ 市長は、上記イにより市長が行う事務を除くほか、知事が行う救助を補助するもの  

とする。 

エ 市長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができない時は、 

自ら必要な救助に着手するとともに、その状況をただちに知事に情報提供し、その後 

の処置に関して知事に協議する。 

【報告内容】 
・災害発生の日時及び場所 
・災害の原因及び被害の概況 
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・すでにとった救助措置及びとろうとする措置 
・その他必要事項 

 
(2) 災害救助法の適用基準 

①  基準の内容 

法による救助は次により行う。 
ア 適用単位は、市町村の区域単位とする。 
イ 同一災害によることを原則とする。 

例外として 
a  同時点または相接近して異なる原因による災害 

b  時間的に接近して、同一市町村の別の地域での同種または異なる災害による場合

でも社会的混乱の同一性があれば法適用の対象とする。 
ウ 市町村または県の人口に応じ一定の被害世帯以上に達した場合で、かつ、被災者 
が現に救助を必要とする状態にあること。 

②  適用基準 

次のア～オのいずれか一つに該当する場合に適用となる。 
ア 市内において住家の滅失した世帯が法施行令別表第１で定める 150 世帯以上であ 

るとき。 

イ 県内の住家滅失世帯数が 1,500 世帯以上であって、市内の住家滅失世帯数が 75世 

帯以上であるとき。 

ウ 県下の住家滅失世帯数が 7,000 世帯以上であって、市内の住家滅失世帯数が多数 

であるとき。 

エ 災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく 

困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の住家が滅失し 

たとき。 

オ 多数の者が生命または身体に危害を受け、または受ける恐れが生じた場合であっ 
て、内閣府令に定める基準に該当するとき。 

 
(3) 被害状況の判定基準 

①  滅失世帯の認定 

住家滅失世帯数の算定にあたっては、住家が全壊、全焼、または流失した世帯を標

準とし、住家が半壊、または半焼した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂・

竹木等のたい積により一時的に居住することができない状態となった世帯は３世帯を

もって、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。 
（全壊・全焼・流失）＋（半壊・半焼×1/2）＋（床上浸水等×1/3）＝滅失世帯数 

②  住家滅失の認定 

内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」による。 
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ア 全壊（全焼・全流失） 
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、

流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使

用することが困難なもので、具体的には次のいずれかに相当するもの 
a 住家の損壊・焼失もしくは流出した部分の床面積がその住家の延べ床面積の 70％ 

以上に達した程度のもの 

b  住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住 

家の損害割合が 50％以上に達した程度のもの 

イ 大規模半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊 
が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので次のいずれかに相当す 
るもの 
a 損壊部分がその住家の延べ床面積の 50％以上 70％未満のもの 

b 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住 

家の損害割合が 40％以上 50％未満のもの 
ウ 中規模半壊 

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過 

半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なも 

の。 

a 損壊部分がその住家の延べ床面積の 30％以上 50％未満のもの 

b 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住 

家の損害割合が 30％以上 40％未満のもの 

エ 半壊（半焼） 
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊

が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので次のいずれかに相当す

るもの 
a 損壊部分がその住家の延べ床面積の 20％以上 70％未満のもの 

b 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住 

家の損害割合が 20％以上 50％未満のもの 

オ 準半壊 
住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分が

その住家の延床面積の 10％以上 20％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経

済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 10％以上 20％

未満のものとする。 

カ 床上浸水 
住家が床上浸水、土砂・竹木等のたい積により一時的に居住することができない状

態となったもの 
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③ 世帯及び住家の認定 

ア 世帯 
生計を一にしている実際の生活単位をいう。 
なお、学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に宿泊する

者で、共同生活を営んでいる者については、原則としてその寄宿舎全体を１世帯とす

る。 
イ 住家 

現実にその建物を居住のために使用しているものをいう。 
a 炊事場、便所、離れ座敷等生活に必要な建物が分離している場合は合して１住家 

とする。 

b アパ－ト、マンション等居住の用に供している部分が独立している場合は、それ 

ぞれをもって１住家とする。 

c 学校、病院等の施設の一部に住み込みで居住している者がある場合は、住家とす 
る。 

※１ 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化傾斜等何らかの変化を生じることにより、

補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 
２ 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家

の一部として固定された設備を含む。 
 

(4) 災害救助法の適用手続き 

①  情報提供・適用要請 

市長は、災害が前記の災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、または該当する

見込であるときは、迅速かつ正確に被害状況を把握してすみやかに県に情報提供する

とともに、被災者が現に救助を必要とする状態にある場合は、併せて法の適用を要請

する。 
【情報提供の内容】 
a 災害発生の日時及び場所 

b 災害の原因及び被害の概況 

c 被害状況調べ   

d すでにとった救助措置及びとろうとする措置 

e その他の必要事項 
②  適用の決定 

ア 知事は、市長からの情報提供、要請、または情報連絡員（リエゾン）からの報告 
に基づき、前記の災害救助法の適用基準に基づき法を適用する必要があると認めた 
ときは、市長に対し、ただちに法に基づく救助を実施する旨及び行うべき救助事務 
の内容と期間を示して通知する。 

イ 知事は、法を適用するにあたり必要に応じて内閣総理大臣に技術的助言を求める。 
ウ 知事は、法を適用したときはすみやかに内閣総理大臣に情報提供するとともに、 
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次により県報に公示する。 
エ 知事は、法適用の公表にあたっては、内閣総理大臣と十分な調整を図る。 

【告示の例】 
福島県告示第○号 
令和○○年○○月○○日発生の○○災害に関し、○○月○○日から○○

市（町、村）の区域において災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）によ

る救助を実施する。 
令和○○年○○月○○日 
福島県知事○○○○ 

 
(5) 災害救助法による救助の種類と市長による救助事務の実施 

① 救助の種類 

法による救助は、災害のために一定規模以上の被害が生じた場合で、被災者が現に

応急救助を必要とする場合に行われるもので、次の種類がある。 
ア 避難所の設置及び応急仮設住宅の供与 
イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 
ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 
エ 医療及び助産 
オ 被災者の救出 
カ 被災した住宅の応急修理 
キ 生業に必要な資金の給与または貸与 
ク 学用品の給与 
ケ 埋葬 
コ 遺体の捜索及び処理 
サ 災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石・竹木等で日常生活に著しい支障 
を及ぼしているものの除去 

② 救助の実施 

現物によって行うことが原則であるが、知事が必要と認めた場合においては、救助

を要する者（埋葬については埋葬を行う者）に対し、金銭を支給してこれを行うこと

ができる。（法第４条第３項） 

③ 市長による知事の救助に関する事務の実施 

ア 知事は、救助を迅速に行うため、必要があると認めるときは、政令で定めるとこ 
ろにより、その権限に属する事務の一部を市長が行わせることができるものとされ 
ている。 

イ 知事は、前記アにより市長に救助事務の一部を行わせるときは、事務の内容及び実 
施期間を市長に通知する。 

ウ ①の内、ア（応急仮設住宅を除く）、イ、ウ、オ、カ、キ、ク、ケ、コに掲げる救 
助の実施については、特に災害状況に応じて迅速に実施する必要があるため、知事は 
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法適用決定と同時にこれらの救助を市長が行う旨通知する。また、災害発生から法適 
用決定までの間に市長が実施したこれらの救助は、法に基づいて実施したものとみな 
す。 

エ 知事は、前記イ以外の救助についても必要に応じて市長がこれを行うものとし、そ 
の事務の内容と実施期間を通知する。 

 
(6) 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準等 

① 一般基準 

法による救助の程度、方法及び期間等については内閣総理大臣が定める基準（告示）

に従ってあらかじめ知事が定める。（法施行細則第５条） 
② 特別基準 

災害の種類または態様、被災者の構成または家族事情、社会通念上の生活様式の変

化等によっては、一般基準では救助の万全を期すことが困難な場合があるので、知事

は、市長の要請に基づき、災害等の実情に則した救助を実施するため、必要に応じて

内閣総理大臣と協議し、特別基準の設定を行う。（法施行令第３条） 
③ 救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償（平成 25 年内閣府告示第 228 号） 

④ 救助実施状況の情報提供 

ア 市（災対各部）は、災害直後における当面の応急的措置及び後日行うこととなる 
る災害救助費国庫負担金の精算事務を遺漏無く実施するため、初期活動から救助活動 
が完了するまでの間、各種救助の実施状況を毎日記録、整理して知事に情報提供する。 
イ 情報提供にあたっては、救助の種類ごとに次の事項を記録する。 

【救助の種類と情報提供事項】 
救助の種類 情報提供事項 

避難所及び応急仮設住宅の供与 箇所数、収容人員、設置戸数 
炊き出しその他による食品の給与及び飲料水

の供給 
箇所数、給食数、給食人員 

被服、寝具その他生活必需品の給与または貸

与 
主なる品目別給与点数及び給与世帯数 

医療及び助産 対象人員 
被災者の救出 救出人員、行方不明者数 
被災した住宅の応急修理 対象世帯数 
生業に必要な資金、器具または資料の給与ま

たは貸与 
主なる品目別給与点数及び給与世帯数 

学用品の給与 小、中学別対象者数及び給与点数 
埋葬 遺体処理数 
災害によって住居や周辺に運ばれた土石等で

日常生活に著しい支障を及ぼしてい るもの

の除去 
対象世帯数 
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(7) 強制権の発動 

知事は、迅速な救助を行うため特に必要があると認めるときは、次の権限を行使する。 
① 救助業務従事の命令（法第７条） 

法に定めた職業の者を、救助に関する業務に従事させる権限 
ア 医療関係者 
a 医師、歯科医師または薬剤師 

b 保健師、助産師または看護師 
イ 土木建築関係者 
a 土木技術者または建築技術者 

b 大工、左官またはとび職 

c 土木業者または建築業者及びこれらの者の従事者 
ウ 輸送関係者 
a 地方鉄道業者及びその従事者 

b 軌道経営者及びその従事者 

c 自動車運送事業者及びその従事者 

d 船舶運送業者及びその従事者 

e 港湾運送業者及びその従事者 
② 救助に関する業務への協力命令（法第８条） 

被災者及び近隣の者を炊き出し等の救助の業務に従事させる権限 
③ 知事の行う施設の管理または物の使用、保管命令若しくは収用（法第９条） 

ア 管理命令 
救助を行うために必要な次の施設を管理する権限 
a 病院、診療所または助産所 

b 旅館または飲食店 
イ 使用命令 

避難所の開設等の救助を行うために必要な土地、家屋若しくは物資を使用する権限 
ウ 保管命令 

災害の混乱時に、放置すれば他へ流通してしまう恐れのある救助に必要な物資を、 
生産、集荷、販売、配給、保管もしくは輸送を行う業者等に対して、その取り扱う物 
資の保管をさせる権限 

エ 収用 
災害の混乱時に、放置すれば他へ流通してしまう恐れのある救助に必要な物資を、

生産、集荷、販売、配給、保管もしくは輸送を行う業者等から、その取り扱う物資を

収用する権限 
④ 公用令書の交付及び損失補償 

知事は、①及び③の権限を行使するときは、公用令書の交付及び通常生じる損失を

補償する。 
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⑤ 市長による実施 

知事は、迅速な救助を行うため特に必要があると認めるときは、前記①、②及び③

の権限に属する事務の一部を市長が行うこととすることができる。この場合、知事は

当該事務の内容及び実施期間を市長に通知するとともに、ただちにその旨を公示しな

ければならない。（法施行令第 17条第２項） 

 
(8) 災害救助法が適用されない場合の救助 

法が適用されない災害に係る救助は、原則として市が実施する。 
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第 57節  災害応援計画 

 
【災対本部】各部 
【関係機関】 
・いわき市社会福祉協議会、(公社)福島県トラック協会いわき支部等、 
ＮＰＯ法人コメリ災害対策センターほか協定締結事業所・団体等 

 

1 計画の目的  

市域外において発生した大規模な風水害災害に対して、災害対策基本法第 67 条及び自

治体間の災害時応援協定または人道上の配慮から、被災自治体に対して応援を実施する。 
 

＜達成目標＞ 
災害発生後すみやかに、被災地の応援活動を展開できる体制を整える。また、避難者

の受け入れについても、迅速、的確な対応を行う。 
 

2 災害応援の基本  

ア 市は、協定に基づいて被災自治体から応援の要請があった場合、または応援の要請がなく 
とも被災の程度から応援が必要と思われる場合は、被災地応援体制の整備を行う。 

イ 応援実施の可否については、被災地の状況を踏まえ、危機管理部危機管理課が中心と 
なり、関係部局と協議・調整の上、市長が決定する。また、市医師会など関係機関等か 
らの要請を受けた場合は、依頼を受けた所管部署が応援を実施する。 

 

3 被災地応援活動の展開  

(1) 災害情報の収集 

ア 危機管理部危機管理課は、被災地応援活動を円滑に実施するため、被災自治体の災 
害対策本部等に職員を派遣するなどにより、災害の発生状況について必要な情報の収 
集を行う。 

イ 被災地応援活動に関係する部課及び防災機関においては、すみやかに被災地応援活 
動が実施できるよう、支援計画を策定する。 

ウ 市長は、必要があるときは災害応援活動の準備を指示することができる。 
 

(2) 消防隊等の派遣等 

①  被災地からの派遣要請 

被災地において消防活動に関する応援の必要があり、当該自治体、消防庁長官また

は県知事から消防部隊の派遣要請があるときは、すみやかに消防隊等を派遣する。 
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②  消防隊等の派遣 

消防隊等の派遣については、｢緊急消防援助隊要綱｣（平成７年 10 月 30 日消防庁長

官通知）等により実施する。 
 

(3) 医療隊等の派遣 

被災地において災害医療・救護の必要があり、当該自治体から派遣の要請があるとき

は、すみやかに保健福祉部や医療機関等を中心に医療隊を組織し派遣する。 
 

(4) 援助物資の搬送 

被災地において、災害用資機材、生活物資等が不足し、その調達が困難な場合、被災

自治体の要請を受けて、公的備蓄品のほか、ＮＰＯ法人コメリ災害支援センター等との

協定に基づき必要な物資を確保し、(公社)福島県トラック協会いわき支部等の協力を得

て被災地に搬送する。 
 

(5) 被災地応援活動の準備 

被災地における応急活動・復旧状況や、市が実施する被災地応援活動について広く市

民に広報し、協力を要請する。 
 

(6) 義援金の募集 

市は、被災者の生活再建に役立てるため、関係団体と連携し、義援金を募集して被災

自治体に送達する。なお、実施にあたっては、義援金会計を明らかにするとともに、募

集状況についての広報に努める。 
 

(7) 職員の派遣 

市長は、被災自治体の要請に基づき、災害応急対策や被害復旧などの災害業務に従事

させるため、職員を派遣することができる（地方自治法第 252 条の 17）。 

なお、派遣の期間、職員の身分及び費用負担等については、被災自治体との協定によ

るほか、その都度協議のうえ決定する。 
 

(8) 行政事務の支援 

災害時に需要が増大する行政事務等に従事させるため、被災自治体の要請に基づき、

事務応援や職員の派遣を行い、被災自治体の行政事務を支援することができる。 
なお、派遣の期間、職員の身分及び費用負担等については、被災自治体との協定によ

るほか、その都度協議のうえ決定する。 
 
 
 
 


